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既許可における有毒ガス防護対策の妥当性確認について 

1. 資料の作成方針

① 既許可の申請書について，有毒ガス防護の観点から，作業員に影響を及ぼす

大気（作業環境）の汚染事象に係る箇所を抽出及び関係条文を整理

⇒ 別紙１「有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果」

② 上記①で整理した条文単位で，申請書の項目ごとに，既許可の対応，影響評

価ガイドに基づく確認並びに申請書への反映事項及び整理資料に具体化す

る事項を整理

⇒ 別紙２「有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表」

③ 上記①②の確認結果を別紙３にまとめ，申請書への反映事項は④，整理資料

への反映事項は⑤へ展開

⇒ 別紙３「有毒ガス防護に係る既許可の確認結果（申請書反映要否）のま

とめ」 

④ 上記③の結果から申請書記載事項について規則条文との適合性を確認

⇒ 別紙４「有毒ガス防護に係る追加要求事項に対する適合性確認」

⑤ 上記③の結果から既許可の整理資料への反映箇所を整理

⇒ 別紙５「有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所」

別紙１は，以下の条件を設定し抽出する。その際，類似事象及び類似施設にお

けるバラつき，抽出漏れが生じないよう，条文間の横通しを図る。 

なお，関係しない（×）とした項目について，必要に応じその理由を明記した。 

Ⅰ．作業員に影響を及ぼす大気（作業環境）の汚染事象に関わるか否か 

※「作業員に影響を及ぼす大気（作業環境）の汚染事象」は以下の通り。 

a.有毒ガス

b.内部/外部火災によるばい煙

c.内部/外部火災による有毒ガス

d.化学物質の漏えい

e.毒性ガス（自然現象）

f.降下火砕物

g.その他大気拡散を期待する汚染物質（気体廃棄物やボイラ排ガス等） 

Ⅱ．有毒ガス防護対策と同様の対策を行っているか否か 

※「有毒ガス防護のために行うとしている対策」は以下の通り。

a.敷地内のタンクローリ等への立会

b.敷地外での異常時の外部機関からの連絡
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c.作業員に影響を及ぼす大気（作業環境）の汚染事象に対する換気設

備の隔離措置および防護具の配備 

d.外部からの必要物資の供給 

e.これら a.～d.に対する体制及び手順の整備等 

  

整理の結果，以下を確認している。 

・ 既許可において確認した有毒ガスに対する影響評価結果が，影響評価ガ

イドに基づき評価した場合でも，妥当であること 

・ 制御室等の有毒ガスの発生を検出する装置及び警報装置は，再処理施設

に対象となる有毒ガスの発生源が存在しないことから，設置不要である

こと 

 

2. 申請書及び整理資料への反映方針について 

(1) 申請書への反映 

以下に該当するものを申請書へ反映する。 

① 新規要求であるもの（審査対象） 

・ 事業指定基準規則第二十条第３項第１号及び第二十六条第２項の追加

要求への適合性（本文），検知装置の要否に係る評価（添付書類） 

② 既許可で考慮した内容であるが，審査基準で新たに明確化されたもの（申

請書での記載の明確化） 

・ 「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る

審査基準」の 1.0(4)における有毒ガス防護に係る措置 

 

(2) 整理資料への反映 

現在，有毒ガス防護に係る整理資料は，影響評価ガイドに即した構成として

いるが，既許可にて確認済みであることを踏まえ，影響評価ガイドに基づく評

価結果を該当する条文ごとにまとめる 

別紙５では，既許可の整理資料への反映箇所について，条文毎に以下の観点

をもとに検討した。今後，別紙５の整理結果を踏まえ，有毒ガス対応に係る事

項について，既許可の整理資料への反映作業を行う予定である。 

 

〇第九条：外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 

有毒ガスを設計上考慮する人為事象として選定し，有毒ガスに対して制御

室の運転員への影響を防止する設計及び手順の整備について記載している

ことから，以下の事項を整理する。 
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・ 有毒ガス発生源の調査及び対象発生源の特定 

・ 有毒ガス発生時の対策に係る体制及び手順（通信連絡を含む） 

 

〇第二十条：制御室等 

第３項第１号に有毒ガスの検知装置等の設置について要求事項が追加さ

れたことから，以下の事項を整理する。 

・ 事業指定基準規則の追加要求事項（有毒ガス検知装置等の設置）に対す

る適合性 

・ 中央制御室の運転員等への有毒ガス影響評価（有毒ガス濃度が防護判断

基準値を下回ること） 

 

〇第二十六条：緊急時対策所 

第２項に有毒ガスの検知装置等の設置について要求事項が追加されたこ

とから，以下の事項を整理する。 

・ 事業指定基準規則の追加要求事項（有毒ガス検知装置等の設置）に対す

る適合性 

・ 緊急時対策所の要員への有毒ガス影響評価（有毒ガス濃度が防護判断基

準値を下回ること） 

 

〇審査基準（技術的能力） 

技術的能力審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０共通事項）に有毒ガス

発生時の手順と体制の整備に係る要求事項が追加されたことから，以下の事

項を反映する。 

・ 技術的能力の審査基準の追加要求事項（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０共

通事項）に対する適合性 

・ 防護具配備及び有毒ガス防護のための手順と体制の整備 

・ 予期せぬ有毒ガス対策のバックアップ体制 

 

以上 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け

一、 名称及び住所並びに代表者の氏名 × - -
二、 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地 × - -
三、 再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力 - - -

Ａ． 再処理を行う使用済燃料の種類 × - -
ａ． 濃縮度 × - -

ｂ．
使用済燃料最終取出し前の原子炉停止時からの期間（以下「冷却期
間」という。）

× - -

ｃ． 使用済燃料集合体最高燃焼度 × - -
ｄ． 使用済燃料集合体の照射前の構造 × - -

(a) ＢＷＲ燃料集合体 × - -
(b) ＰＷＲ燃料集合体 × - -

Ｂ． 再処理能力 × - -
四、 再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法 - - -

Ａ． 再処理施設の位置，構造及び設備 - - -
イ． 再処理施設の位置 - - -

(１) 敷地の面積及び形状 × - -
(２) 敷地内における主要な再処理施設の位置 × - -

ロ． 再処理施設の一般構造 × - -
(１) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 × - -

(ⅰ) 単一ユニットの臨界安全設計 × - -
(ⅱ) 複数ユニットの臨界安全設計 × - -
(ⅲ) その他の臨界安全設計 × - -

(２) 放射線の遮蔽に関する構造 × - -

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 × -
化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。

-

(４) 火災及び爆発の防止に関する構造 - - -
(ｉ) 安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 ○ 5条  5-1

(ａ) 基本事項 - - -
(イ) 安全上重要な施設 × - -
(ロ) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 × - -
(ハ) その他の安全機能を有する施設 × - -
(ニ) 火災区域及び火災区画の設定 × - -
(ホ) 火災防護上の最重要設備 × - -
(ヘ) 火災防護計画 ○ 5条  5-1

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 - - -

(イ) 再処理施設内の火災及び爆発の発生防止 × -
化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。

-

(ロ) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
(ハ) 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -

(ｃ) 火災の感知，消火 - - -
(イ) 早期の火災感知及び消火 × - -

１） 火災感知設備 ○ 5条  5-2
２） 消火設備 ○ 5条  5-3

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 ○ 5条  5-4
(ｅ) 火災影響評価 × - -
(ｆ) その他 ○ 5条  5-6

(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止 ○ 29条 29-1
(ａ) 基本事項 - - -

(イ) 火災区域及び火災区画の設定 × - -
(ロ) 火災防護計画 ○ 29条 29-1

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 × -
化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。

-

(イ) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
(ロ) 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -

(ｃ) 火災の感知，消火 - - -
(イ) 早期の火災感知及び消火 ○ 29条 29-2

１） 火災感知設備 ○ 29条 29-2
２） 消火設備 ○ 29条 29-2

(ｄ) その他 × - -
(５) 耐震構造 × - -

(ⅰ) 安全機能を有する施設の耐震設計 × - -
(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 × - -

(６) 耐津波構造 × - -
(７) その他の主要な構造 × - -

(ⅰ) 安全機能を有する施設 × - -
(ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ 9条  9-1

(イ) 竜 巻 × - -
(ロ) 外部火災 ○ 9条  9-6
(ハ) 航空機落下 × - -
(ニ) 落雷 × - -
(ホ) 火山の影響 ○ 9条  9-13
(ヘ) 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象 - - -

１） 風（台風） × - -
２） 凍結 × - -
３） 高温 × - -
４） 降水 × - -
５） 積雪 × - -
６） 生物学的事象 × - -
７） 塩害 × - -

(ト) 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ × - -
(チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象 - - -

１） 有毒ガス ○ 9条  9-17
２） 電磁的障害 × - -
３） 再処理事業所内における化学物質の漏えい ○ 9条  9-20

(ｂ) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 × - -
(ｃ) 溢水による損傷の防止 × - -
(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 ○ 12条  12-1
(ｅ) 誤操作の防止 × - -
(ｆ) 安全避難通路等 × - -
(ｇ) 安全機能を有する施設 - - -

(イ) 安全機能を有する施設の設計方針 × - -
(ｈ) 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 × - -
(ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 × - -
(ｊ) 計測制御系統施設 × - -
(ｋ) 安全保護回路 × - -
(ｌ) 制御室等 ○ 20条,44条  20-1
(ｍ) 廃棄施設 × - -

(イ) 気体廃棄物の廃棄施設 × - -
(ロ) 液体廃棄物の廃棄施設 × - -

(ｎ) 保管廃棄施設 × - -
(ｏ) 放射線管理施設 × - -
(ｐ) 監視設備 × - -
(ｑ) 保安電源設備 × - -
(ｒ) 緊急時対策所 ○ 26条,46条  26-1
(s) 通信連絡設備 ○ 27条,47条  27-1

(ⅱ) 重大事故等対処施設 × - -
(ａ) 重大事故等の拡大の防止等 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 - - -

１） 多様性，位置的分散 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

２） 悪影響防止 × - -
(ロ) 個数及び容量 - - -

１） 常設重大事故等対処設備 × - -
２） 可搬型重大事故等対処設備 × - -

(ハ) 環境条件等 - - -
１） 環境条件 ○ 33条 33-1

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 × -
重大事故等対処設備への影響に係る記載であり，人体への影響は
四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1)ⅳ)「再処理事業所内の屋外道路及び屋内通
路の確保」で整理することから，「関係なし」とする。

-

２） 重大事故等対処設備の設置場所 × - -
３） 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 × - -

(ニ) 操作性及び試験・検査性 - - -
１） 操作性の確保 - - -

ⅰ） 操作の確実性 × - -
ⅱ） 系統の切替性 × - -
ⅲ） 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 × - -
ⅳ） 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 ○ 33条 33-2

２） 試験・検査性 × - -
(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 × - -
(ヘ) 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 × - -

１） 可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 × - -
２） 不燃性又は難燃性材料の使用 × - -

３） 落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 × -
可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象による火災の影響に
係る記載であるため，「関係なし」とする。

-

４） 早期の火災感知及び消火 × -
可搬型重大事故等対処設備に対する早期の火災感知及び消火に係
る記載であるため，「関係なし」とする。

-

５） 火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 × -
火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の影響に係る記載で
あるため，「関係なし」とする。

-

(ｃ) 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -
(ｄ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -
(ｅ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -
(ｆ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -
(ｇ) 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -
(ｈ) 放射性物質の漏えいに対処するための設備 × - -
(ｉ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -
(ｊ) 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -
(ｋ) 電源設備 × - -
(ｌ) 計装設備 × - -

(ⅲ) その他 × - -
ハ． 使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備 - - -

(１) 構造 × - -
(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -

(ａ) 使用済燃料の受入れ施設 × - -
(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -
(ａ) 代替注水設備 × - -
(ｂ) スプレイ設備 × - -
(ｃ) 漏えい抑制設備 × - -
(ｄ) 臨界防止設備 × - -
(ｅ) 監視設備 × - -

(２) 主要な設備及び機器の種類 - - -
(ⅰ) 設計基準対象の施設 - - -

(ａ) 使用済燃料受入れ設備 × - -
(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 × - -

(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -
(ａ) 代替注水設備 × - -
(ｂ) スプレイ設備 × - -
(ｃ) 漏えい抑制設備 × - -
(ｄ) 臨界防止設備 × - -
(ｅ) 監視設備 × - -

(３)
受け入れ，又は貯蔵する使用済燃料の種類並びにその種類ごとの最
大受入能力及び最大貯蔵能力

- - -

(ⅰ) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃料の種類 × - -
(ａ) 濃縮度 × - -
(ｂ) 再処理施設に受け入れるまでの冷却期間：４年以上 × - -
(ｃ) 使用済燃料集合体最高燃焼度 ：55,000ＭＷｄ／ｔ･ＵＰｒ × - -
(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前の構造 × - -

(ⅱ) 最大受入能力及び最大貯蔵能力 - - -
(ａ) 最大受入能力 × - -
(ｂ) 最大貯蔵能力 × - -

(４) 主要な核的制限値 - - -
(ⅰ) 単一ユニット - - -

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装置 × - -
(ⅱ) 複数ユニット - - -

(ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装置 × - -
(ｂ) 燃料仮置きラックのラック格子中心間最小距離 × - -
(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格子中心間最小距離 × - -
(ｄ) バスケットの格子中心間最小距離 × - -

ニ． 再処理設備本体の構造及び設備 - - -
(１) せん断処理施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 燃料供給設備 × - -
(ｂ) せん断処理設備 × - -

(ⅲ) せん断処理する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大処理能力 - - -
(ａ) せん断処理する使用済燃料の種類 × - -
(ｂ) 最大処理能力 - - -

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -
(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -

(ⅳ) 主要な核的制限値 - - -
(ａ) 単一ユニット × - -
(ｂ) 複数ユニット × - -

(２) 溶解施設 - - -
(ⅰ) 構造 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 × -

化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。また，外部からの衝撃等に係る記載があ
るが，設備に対するものであるため，「関係なし」とする。

-

(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × -

化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。また，外部からの衝撃等に係る記載があ
るが，設備に対するものであるため，「関係なし」とする。

-

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -
(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) 溶解設備 × - -
(ロ) 清澄・計量設備 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -
(イ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 × - -
(ロ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × - -

(ⅲ) 溶解する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大溶解能力 - - -
(ａ) 溶解する使用済燃料の種類 × - -
(ｂ) 最大溶解能力 - - -

(イ) ＢＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -
(ロ) ＰＷＲ使用済燃料集合体処理時 × - -

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -
(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(３) 分離施設 - - -
(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 分離設備 × - -
(ｂ) 分配設備 × - -
(ｃ) 分離建屋一時貯留処理設備 × - -

(ⅲ)
分離する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最
大分離能力

- - -

(ａ) 分離する核燃料物質その他の有用物質の種類 - - -
(イ) ウラン × - -
(ロ) プルトニウム × - -

(ｂ) 最大分離能力 - - -
(イ) ウラン × - -
(ロ) プルトニウム × - -

(ⅳ) 主要な核的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1
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紐付け
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(ロ) 複数ユニット × - -
(ｂ) 主要な化学的制限値 × - -

(４) 精製施設 - - -
(ⅰ) 構造 - - -

(ａ) 設計基準対象の施設 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × -

化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。また，外部からの衝撃等に係る記載があ
るが，設備に対するものであるため，「関係なし」とする。

-

(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -
(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) ウラン精製設備 × - -
(ロ) プルトニウム精製設備 × - -
(ハ) 精製建屋一時貯留処理設備 × - -

(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -
(イ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 × - -
(ロ) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 × - -

(ⅲ) 
精製する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最
大精製能力

- - -

(ａ) 精製する核燃料物質その他の有用物質の種類 - - -
(イ) ウラン × - -
(ロ) プルトニウム × - -

(ｂ) 最大精製能力 - - -
(イ) ウラン × - -
(ロ) プルトニウム × - -

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -
(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(５) 脱硝施設 - - -
(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) ウラン脱硝設備 × - -
(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 × - -

(ⅲ) 
脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種類及びその種類ごとの最
大脱硝能力

- - -

(ａ) 脱硝する核燃料物質その他の有用物質の種類 × - -
(イ) ウラン（ウラン－235濃縮度1.6ｗｔ％以下） × - -
(ロ) ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混 × - -

(ｂ) 最大脱硝能力 - - -
(イ) ウラン × - -

(ロ)
ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混合比は
１対１）

× - -

(ⅳ) 主要な核的，熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な核的制限値 - - -

(イ) 単一ユニット × - -
(ロ) 複数ユニット × - -

(ｂ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｃ) 主要な化学的制限値 × - -

(６) 酸及び溶媒の回収施設 - - -
(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 酸回収設備 × - -
(ｂ) 溶媒回収設備 × - -

(ⅲ) 回収する酸及び溶媒の種類及びその種類ごとの最大回収能力 - - -
(ａ) 回収する酸及び溶媒の種類 × - -
(ｂ) 最大回収能力 × - -

(ⅳ) 主要な熱的及び化学的制限値 - - -
(ａ) 主要な熱的制限値 × - -
(ｂ) 主要な化学的制限値 × - -

ホ． 製品貯蔵施設の構造及び設備 - - -
(１) 構造 × - -
(２) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ⅰ) ウラン酸化物貯蔵設備 × - -
(ⅱ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 × - -

(３) 貯蔵する製品の種類及びその種類ごとの最大貯蔵能力 - - -
(ⅰ) 貯蔵する製品の種類 × - -
(ⅱ) 最大貯蔵能力 - - -

(ａ) ウラン × - -

(ｂ)
ウランとプルトニウムの混合物（ウランとプルトニウムの重量混合比は
１対１）

× - -

(４) 主要な核的制限値 - - -
(ⅰ) 単一ユニット × - -
(ⅱ) 複数ユニット × - -

ヘ． 計測制御系統施設の設備 - - -
(１) 核計装設備の種類 × - -
(２) 主要な安全保護回路の種類 - - -

(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -
(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 × -

化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。また，外部からの衝撃等に係る記載があ
るが，設備に対するものであるため，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 × -

化学薬品の漏えいに係る記載があるが，化学薬品漏えいの基本設計
は四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)「化学薬品の漏えいによる損傷の防止」等で整理
するため「関係なし」とする。また，外部からの衝撃等に係る記載があ
るが，設備に対するものであるため，「関係なし」とする。

-

(ｃ) 重大事故時供給停止回路 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(３) 主要な工程計装設備の種類 - - -
(ⅰ) 設計基準対象の施設 × - -
(ⅱ) 重大事故等対処設備 - - -

(ａ) 計装設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(４) その他の主要な事項 - - -
(ⅰ) 制御室等 ○ 20条,44条  20-2

(ａ) 計測制御装置 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 制御室換気設備 ○ 20条,44条  20-4

(ｃ) 制御室照明設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｄ) 制御室遮蔽設備 × - -
(ｅ) 制御室環境測定設備 ○ 44条  20-5

(ｆ) 制御室放射線計測設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

ト． 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 - - -
(１) 気体廃棄物の廃棄施設 - - -

(ⅰ) 構造 - - -
(ａ) 設計基準対象の施設 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替換気設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ロ) 廃ガス貯留設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -
(ａ) 設計基準対象の施設 - - -

(イ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備 × - -
(ロ) 塔槽類廃ガス処理設備 × - -

１） 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
２） 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
３） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
４） ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
５） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
６） 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
７） 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
８） 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
９） チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理 × - -
10） ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -

7



有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1
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11） 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備 × - -
(ハ) 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 × - -
(ニ) 換気設備 × - -

１） 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備 × - -
２） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備 × - -
３） 前処理建屋換気設備 × - -
４） 分離建屋換気設備 × - -
５） 精製建屋換気設備 × - -
６） ウラン脱硝建屋換気設備 × - -
７） ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 × - -
８） ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 × - -
９） 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 × - -
10） 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備 × - -
11） 低レベル廃液処理建屋換気設備 × - -
12） 低レベル廃棄物処理建屋換気設備 × - -
13） ハル・エンド ピース貯蔵建屋換気設備 × - -
14） チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備 × - -
15） 分析建屋換気設備 × - -
16） 北換気筒 × - -
17） 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -

(ホ) 主排気筒 × - -
(ｂ) 重大事故等対処設備 - - -

(イ) 代替換気設備 × - -
(ロ) 廃ガス貯留設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 - - -
(ａ) 主排気筒 × - -
(ｂ) 北換気筒 × - -
(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -

(ⅳ) 廃棄槽の最大保管廃棄能力 × - -
(ⅴ) 排気口の位置 × - -

(ａ) 主排気筒 × - -

(ｂ)
北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯
蔵建屋換気筒）

× - -

(ｃ) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 × - -
(２) 液体廃棄物の廃棄施設 - - -

(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 高レベル廃液処理設備 × - -
(ｂ) 低レベル廃液処理設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 × - -
(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 × - -
(ⅴ) 海洋放出口の位置 × - -

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 - - -
(ⅰ) 構造 × - -
(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 - - -

(ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 × - -
(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備 × - -
(ｃ) 低レベル固体廃棄物処理設備 × - -
(ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 × - -

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 × - -
(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 - - -

(ａ) ガラス固化体貯蔵設備 × - -
(ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 × - -

チ． 放射線管理施設の設備 × - -
(１) 屋内管理用の主要な設備の種類 - - -

(ⅰ) 出入管理関係設備 × - -
(ⅱ) 試料分析関係設備 × - -
(ⅲ) 放射線監視設備 × - -
(ⅳ) 個人管理用設備 × - -

(２) 屋外管理用の主要な設備の種類 - - -

(ⅰ) 試料分析関係設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅱ) 放射線監視設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅲ) 環境管理設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅳ) 環境モニタリング用代替電源設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

リ． その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 - - -
(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 - - -

(ⅰ) 電気設備 - - -
(ａ) 構造 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 × - -
(ロ) 重大事故等対処設備 × - -

１）
全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等に対処するた
めの電力を確保するための設備

× -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

２）
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備

× -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 主要な設備 - - -
(イ) 設計基準対象の施設 - - -

１） 受電開閉設備（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -
２） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -
３） 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -
４） 第２非常用ディーゼル発電機 × - -
５） 重油タンク（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） × - -
６） 燃料油貯蔵タンク × - -
７） 第１非常用蓄電池 × - -
８） 第２非常用蓄電池 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -
１） 代替電源設備 × - -
２） 代替所内電気設備 × - -
３） 受電開閉設備 × - -
４） 所内高圧系統 × - -
５） 所内低圧系統 × - -
６） 直流電源設備 × - -
７） 計測制御用交流電源設備 × - -

(ⅱ) 圧縮空気設備 - - -
(ａ) 構造 - - -

(イ) 設計基準対象の施設 × - -
(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 代替安全圧縮空気系 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

２） 臨界事故時水素掃気系 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 主要な設備 - - -
(イ) 設計基準対象の施設 × - -
(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 代替安全圧縮空気系 - - -
ⅰ） 水素爆発を未然に防止するための空気の供給に使用する設備 × - -
ⅱ） 水素爆発の再発を防止するための空気の供給に使用する設備 × - -

２） 臨界事故時水素掃気系 - - -
ⅰ） 臨界事故時水素掃気系 × - -
ⅱ） 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

(２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備 - - -
(ⅰ) 給水施設 - - -

(ａ) 構造 - - -
(イ) 設計基準対象の施設 × - -
(ロ) 重大事故等対処設備 - - -

１） 水供給設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

２） 代替安全冷却水系 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 主要な設備 - - -
(イ) 設計基準対象の施設 - - -

１） 給水処理設備 - - -
ⅰ） 純水装置 × - -

２） 冷却水設備 - - -
ⅰ） 安全冷却水系 × - -

(ロ) 重大事故等対処設備 - - -
１） 水供給設備 × - -
２） 代替安全冷却水系 × - -

(ⅱ) 蒸気供給施設（蒸気供給設備） - - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ａ) 構造 × - -
(ｂ) 主要な設備 - - -

１） 安全蒸気ボイラ × - -
(３) 主要な試験施設の構造及び設備 × - -
(４) その他の主要な事項 × - -

(ⅰ) 分析設備 × - -

(ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-15

(ⅲ) 火災防護設備 ○ 5条,29条
 5-1
'29-1

(ⅳ) 竜巻防護対策設備 × - -

(ａ) 構造 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｂ) 主要な設備の種類 × - -
(ⅴ) 溢水防護設備 × - -
(ⅵ) 化学薬品防護設備 ○ 12条  12-2
(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備 × - -

(ａ) 重大事故等対処設備の補機駆動用燃料補給設備 - - -

(イ) 補機駆動用燃料補給設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ⅷ) 放出抑制設備 - - -
(ａ) 放水設備 × - -
(ｂ) 注水設備 × - -
(ｃ) 抑制設備 × - -

(ⅸ) 緊急時対策所 ○ 26条,46条  26-1
(ａ) 緊急時対策建屋の遮蔽設備 × - -
(ｂ) 緊急時対策建屋換気設備 ○ 46条  26-5
(ｃ) 緊急時対策建屋環境測定設備 ○ 46条  26-6
(ｄ) 緊急時対策建屋放射線計測設備 × - -

(ｅ) 緊急時対策建屋情報把握設備 × -
外部からの衝撃等に係る記載があるが，設備に対するものであるた
め，「関係なし」とする。

-

(ｆ) 通信連絡設備 × - -
(ｇ) 緊急時対策建屋電源設備 × - -

(ⅹ) 通信連絡設備 ○ 27条,47条  27-2
(ａ) 所内通信連絡設備 ○ 27条  27-3
(ｂ) 所内データ伝送設備 ○ 27条 27-3
(ｃ) 所外通信連絡設備 ○ 27条 27-3
(ｄ) 所外データ伝送設備 ○ 27条 27-4
(ｅ) 代替通信連絡設備 ○ 47条 27-4

Ｂ． 再処理の方法 - - -
イ． 再処理の方法の概要 - - -

(１) 再処理の方法 × - -
(２) 再処理の概要 - - -

(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 × - -
(ⅱ) せん断処理 × - -
(ⅲ) 溶解 × - -
(ⅳ) 分離 - - -

(ａ) 分離 × - -
(ｂ) 分配 × - -
(ｃ) 分離建屋一時貯留処理 × - -

(ⅴ) 精製 - - -
(ａ) ウラン精製 × - -
(ｂ) プルトニウム精製 × - -
(ｃ) 精製建屋一時貯留処理 × - -

(ⅵ) 脱硝 - - -
(ａ) ウラン脱硝 × - -
(ｂ) ウラン・プルトニウム混合脱硝 × - -

(ⅶ) 酸及び溶媒の回収 - - -
(ａ) 酸回収 × - -
(ｂ) 溶媒回収 × - -

(ⅷ) 製品貯蔵 - - -
(ａ) ウラン酸化物貯蔵 × - -
(ｂ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵 × - -

(ⅸ) 放射性廃棄物の廃棄 - - -

(ａ) 気体廃棄物の廃棄 × -
廃ガスからのNOxの回収に係る記載があるが，同様の記載がある化
学薬品貯蔵供給設備の整理表で整理するため「関係なし」とする。

-

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄 × - -
(ｃ) 固体廃棄物の廃棄 × - -

(３) そ の 他 × - -
(ⅰ) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵 × - -
(ⅱ) 放射性廃棄物の廃棄 - - -

(ａ) 気体廃棄物の廃棄 × - -
(ｂ) 液体廃棄物の廃棄 × - -
(ｃ) 固体廃棄物の廃棄 × - -

(ⅲ) 計測制御等 × - -
ロ． 再処理工程図 × - -
ハ． 再処理工程における核燃料物質収支図 × - -

五、 再処理施設の工事計画 × - -
六、 使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法 × - -
七、 再処理施設における放射線の管理に関する事項 - - -

イ．
核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばく
の管理の方法

- - -

(１) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 × - -
(２) 管理区域及び周辺監視区域の設定 - - -

(ⅰ) 管理区域 × - -
(ⅱ) 周辺監視区域 × - -

(３) 管理区域の管理 × - -
(４) 周辺監視区域の管理 × - -
(５) 個人被ばく管理 × - -
(６) 放射性廃棄物の放出管理 × - -
(７) 周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視 × - -

(ⅰ) 空間線量等の監視 × - -
(ⅱ) 環境試料の放射能監視 × - -
(ⅲ) 異常時における測定 × - -

ロ． 放射性廃棄物の廃棄に関する事項 - - -
(１) 放射性廃棄物の廃棄に関する基本的考え方 × - -
(２) 放射性気体廃棄物 - - -

(ⅰ) 放射性気体廃棄物の発生源 × - -
(ⅱ) 放射性気体廃棄物の放出管理目標値 × - -

(３) 放射性液体廃棄物 - - -
(ⅰ) 放射性液体廃棄物の発生源 × - -
(ⅱ) 放射性液体廃棄物の放出管理目標値 × - -

(４) 放射性固体廃棄物 - - -
(ⅰ) 放射性固体廃棄物の種類 × - -
(ⅱ) 放射性固体廃棄物の保管廃棄 × - -

ハ． 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 - - -
(１) 評価の基本方針・基本的考え方 × - -
(２) 実効線量の評価条件 - - -

(ⅰ) 気体廃棄物中の放射性物質による実効線量 - - -
(ａ) 年間放出量 × - -
(ｂ) 気象条件 × - -
(ｃ) 計算地点 × - -

(ⅱ) 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量 - - -
(ａ) 年間放出量 × - -
(ｂ) 海水中における放射性物質の濃度 × - -
(ｃ) 評価地点 × - -

(ⅲ) 施設からの放射線による実効線量 - - -
(ａ) 線 源 × - -
(ｂ) 計算地点 × - -

(３) 実効線量の評価結果 × - -

八、
再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故
が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び
体制の整備に関する事項

- - -

イ．
運転時の異常な過渡変化 事故に対処するために必要な施設並びに
発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定し
た条件及びその評価の結果

- - -

(１) 基本方針 - - -
(ⅰ) 事故等の評価 - - -

(ａ) 評価方針 × - -
(ｂ) 事故等の選定 × - -

(ⅱ) 運転時の異常な過渡変化の評価事象 × - -
(ⅲ) 判断基準 × - -

(２) 運転時の異常な過渡変化の評価 - - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ⅰ) プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の温度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅱ) 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅲ)
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還元ガス中の水素濃
度異常上昇

- - -

(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅳ) 分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウム濃度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅴ)
高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下による廃ガス中蒸気
量の増大

- - -

(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅵ) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度異常上昇 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

(ⅶ) 外部電源喪失 - - -
(ａ) 運転時の異常な過渡変化に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -
(ｃ) 評価結果 × - -

ロ．
設計基準事故 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想
定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及び
その評価の結果

- - -

(１) 基本方針 - - -
(ⅰ) 事故等の評価 × - -
(ⅱ) 設計基準事故の評価事象 × - -
(ⅲ) 判断基準 × - -

(２) 設計基準事故の評価 - - -
(ⅰ) プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅱ) プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の保持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ハ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ニ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅲ) 溶解槽における臨界 - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の保持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ハ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ニ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ホ) ソースターム制限機能 × - -
(ヘ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅳ) 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) ソースターム制限機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅴ) 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏えい - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -
(ニ) ソースターム制限機能 × - -
(ホ) 安全機能確保のための支援機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅵ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済燃料集合体落下 - - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(イ) プール水の保持機能 × - -

(ｂ) 評価条件 - - -
(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -
(ⅶ) 短時間の全交流動力電源の喪失 × - -

(イ) 放射性物質の放出経路の維持機能 × - -
(ロ) 放射性物質の捕集・浄化機能 × - -
(ハ) 放射性物質の排気機能 × - -

(ａ) 設計基準事故に対処するために必要な施設 × - -
(ｂ) 評価条件 × - -

(イ) 事故経過 × - -
(ロ) 放射性物質の放出量及び線量の評価 × - -

(ｃ) 評価結果 × - -

ハ．

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設
計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な施設及び
体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行う
ために設定した条件及びその評価の結果

- - -

(１) 基本方針 × - -

(２)
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要
な技術的能力

○ 技術的能力 技-1

(ⅰ) 重大事故等対策 - - -
(ａ) 重大事故等対処設備に係る事項 - - -

(イ) 切替えの容易性 × - -
(ロ) アクセスルートの確保 ○ 技術的能力 技-13

１） 屋外のアクセスルート ○ 技術的能力 技-14
２） 屋内のアクセスルート ○ 技術的能力 技-15

(ｂ) 復旧作業に係る事項 - - -
(イ) 予備品等の確保 ○ 技術的能力 技-20
(ロ) 保管場所の確保 ○ 技術的能力 技-20
(ハ) 復旧作業に係るアクセスルートの確保 ○ 技術的能力 技-20

(ｃ) 支援に係る事項 - - -
(イ) 概要 ○ 技術的能力 技-21

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 ○ 技術的能力 技-1
(イ) 手順書の整備 ○ 技術的能力 技-1
(ロ) 教育及び訓練の実施 ○ 技術的能力 技-1
(ハ) 体制の整備 ○ 技術的能力 技-1
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ⅱ)
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムへの対応における事項

× - -

(ａ) 大規模損壊発生時に係る手順書の整備 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(イ) 大規模な自然災害への対応における考慮 × - -
(ロ) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における × - -
(ハ) 大規模損壊発生時の対応手順 × - -

１） 再処理施設の状態把握 × - -

ⅰ）
制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能が
維持され，かつ，現場確認が可能な場合

× - -

ⅱ）
制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能の
一部又はすべてが機能喪失しているが，現場確認が可能な場合

× - -

ⅲ）
大規模損壊によって制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対
策所の監視機能の一部又はすべてが機能喪失しており，現場確認が
不可能な場合

× - -

２） 実施すべき対策の判断 × - -
ⅰ） 大規模な火災が発生した場合における消火活動 × - -

ⅱ）
燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著
しい損傷を緩和するための対策

× - -

ⅲ） 放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策 × - -
ⅳ） その他の対策 × - -

(ニ) 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 × - -
１） ３つの活動を行うための手順 × - -

ⅰ） 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 × - -

ⅱ）
燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著
しい損傷を緩和するための対策に関する手順等

× - -

ⅲ） 放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順等 × - -
ａ） 臨界事故の拡大を防止するための手順等 × - -
ｂ） 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 × - -
ｃ） 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 × - -
ｄ） 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 × - -
ｅ） 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 × - -
ｆ） 放出事象への対処に必要となる水の供給手順等 × - -
ｇ） 電源の確保に関する手順等 × - -
ｈ） 可搬型設備等による対応手順等 × - -

(ｂ) 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(イ) 大規模損壊発生時の体制 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(ロ) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 × - -

(ハ)
大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の
確立の基本的な考え方

× - -

(ニ) 大規模損壊発生時の活動拠点 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(ホ) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(ｃ) 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(イ)
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
ズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な

× -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(ロ) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 × -
大規模損壊発生時の手順や資機材等は，重大事故等発生時に使用
するものを活用することを基本としていることから，整理表は作成して

-

(３) 有効性評価 - - -
(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 ○ 28条 28-1

(ａ)
重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を
仮定する機器の特定

- - -

(イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 ○ 28条 28-1
(ロ) 個々の重大事故の発生の仮定 × - -
(ハ) 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 - - -

１） 臨界事故 × - -
ⅰ） 外的事象発生時 - - -

ａ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 内的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅰ） 外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 内的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

３） 放射線分解により発生する水素による爆発 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅰ） 外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 内的事象発生時 - - -

ａ） 配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

４） 有機溶媒等による火災又は爆発 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅰ） 外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 内的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｃ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

５） 使用済燃料の著しい損傷 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅰ） 想定事故１ - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

イ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ロ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 内的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

イ） 配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ロ） 動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ハ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 想定事故２ - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

内的事象発生時 - - -

配管の全周破断 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

動的機器の多重故障 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

長時間の全交流動力電源の喪失 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

６） 放射性物質の漏放射性物質の漏えい × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

７） 同時発生又は連同時発生又は連鎖を仮定する重大事故 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅰ） 外的事象発生時 - -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ａ） 地震 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ｂ） 火山の影響 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

ⅱ） 内的事象発生時 - - -
ａ） 動的機器の多重故障 × - -
ｂ） 長時間の全交流動力電源の喪失 × - -

(ｂ) 概要 × - -
(ｃ) 評価対象の整理及び評価項目の設定 × - -
(ｄ) 評価に当たって考慮する事項 × - -
(ｅ) 有効性評価に使用する計算プログラム × - -
(ｆ) 有効性評価における評価の条件設定 × - -
(ｇ) 評価の実施 × - -
(ｈ) 解析コード及び評価条件の不確かさの影響評価 × - -
(ｉ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
(ｊ) 必要な要員及び資源の評価 × - -

(ⅱ) 重大事故等に対する対策の有効性評価 - - -
(ａ) 臨界事故への対処 - - -

(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１) 代表事例 × - -
２) 代表事例の選定理由 × - -
３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８) 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 - - -
１) 拡大防止対策 × - -
２) 不確かさの影響評価 × - -

ⅰ) 解析コードの不確かさの影響 × - -
ⅱ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅲ) 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 × - -

ⅰ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅱ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -
１) 要員 × - -
２) 資源 × - -

ⅰ) 可溶性中性子吸収材 × - -
ⅱ) 圧縮空気 × - -
ⅲ) 電源 × - -
ⅳ) 冷却水 × - -

(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１) 発生防止対策 × - -
２) 拡大防止対策 × - -

(ニ) 有効性評価 - - -
１) 代表事例 × - -

２) 代表事例の選定理由 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８) 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 × - -
１) 発生防止対策 × - -
２) 拡大防止対策 × - -
３) 不確かさの影響評価 - - -

ⅰ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅱ) 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -
１) 要員 × - -
２) 資源 - - -

ⅰ) 水源 × - -
ⅱ) 電源 × - -
ⅲ) 燃料 × - -

(ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発への対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１） 発生防止対策 × - -
２） 拡大防止対策 × - -

(ニ) 有効性評価 - - -
１） 代表事例 × - -

２） 代表事例の選定理由 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

３） 有効性評価の考え方 × - -
４） 機能喪失の条件 × - -
５） 事故の条件及び機器の条件 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

６） 操作の条件 × - -
７） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
８） 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 - - -
１） 発生防止対策 × - -
２） 拡大防止対策 × - -
３） 不確かさの影響評価 - - -

ⅰ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
２） 重大事故等の同時発生 × - -
３） 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固への連鎖 × - -

ⅲ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への連鎖

× - -

ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発（有機溶媒火災）への連鎖 × - -
ⅴ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅵ） 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -
１） 要員 × - -
２） 資源 - - -

ⅰ） 電源 × - -
ⅱ） 燃料 × - -

(ｄ)
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応）
への対処

- - -

(イ) 事象の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１) 代表事例 × - -
２) 代表事例の選定理由 × - -
３) 有効性評価の考え方 × - -
４) 機能喪失の条件 × - -
５) 事故の条件及び機器の条件 × - -
６) 操作の条件 × - -
７) 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -

ⅰ) セル排気系からの放射性物質の放出量評価 × - -
ⅱ) 塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出量評価 × - -

８) 判断基準 × - -
(ホ) 有効性評価の結果 - - -

１) 拡大防止対策 × - -
２) 不確かさの影響評価 - - -

ⅰ) 解析コードの不確かさの影響 × - -
ⅱ) 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
ⅲ) 操作の条件の不確かさの影響 × - -

(ヘ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
１) 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
２) 重大事故等の同時発生 × - -
３) 重大事故等の連鎖 - - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅲ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -
ⅳ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への連鎖 × - -
ⅴ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 - - -
１) 要 員 × - -
２) 資源 × - -

ⅰ) 電 源 × - -
ⅱ) 圧縮空気 × - -
ⅲ) 冷却水 × - -

(ｅ) 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止に係る対処 - - -
(イ) 事故の特徴 × - -
(ロ) 対処の基本方針 × - -
(ハ) 具体的対策 - - -

１） 燃料損傷防止対策 × - -
(ニ) 有効性評価 - - -

１） 代表事例 × - -

２） 代表事例の選定理由 × -
個別の重大事故等について作業環境の前提となる事象を記載してい
るが，八、ハ．(3)(ⅰ)(a)(イ)にて整理するため「関係なし」とする。

-

３） 有効性評価の考え方 × - -
４） 機能喪失の条件 × - -
５） 事故の条件及び機器の条件 - - -

ⅰ） 想定事故１の事故の条件及び機器の条件 × - -
ⅱ） 想定事故２の機器の条件 × - -

６） 操作の条件 × - -
７） 判断基準 × - -

(ホ) 有効性評価の結果 - - -
１） 燃料損傷防止対策 - - -

ⅰ） 想定事故１の燃料損傷防止対策 × - -
ⅱ） 想定事故２の燃料損傷防止対策 × - -

２） 不確かさの影響評価 - - -
ⅰ） 事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 - - -

ａ） 想定事故１ × - -
ｂ） 想定事故２ × - -

ⅱ） 操作の条件の不確かさの影響 × - -
(へ) 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -

１） 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
２） 重大事故等の同時発生 × - -
３） 重大事故等の連鎖 × - -

ⅰ) 臨界事故への連鎖 × - -
ⅱ) 蒸発乾固への連鎖 × - -
ⅲ) 放射線分解により発生する水素による爆発への連鎖 × - -
ⅳ) 有機溶媒等による火災又は爆発への連鎖 × - -
ⅴ) 放射性物質の漏えいへの連鎖 × - -

(ト) 必要な要員及び資源 × - -
１） 要員 × - -
２） 資源 - - -

ⅰ) 水源 × - -
ⅱ) 電源 × - -
ⅲ) 燃料 × - -

(ｆ) 放射性物質の漏えいへの対処 × - -
(ｇ) 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 - - -

(イ) 同種の重大事故等の同時発生 × - -
(ロ) 異種の重大事故等の同時発生 - - -

１） 同時発生を仮定する重大事故等の種類と想定する条件 × - -
２） 重大事故等が同時発生した場合の重大事故等対策 × - -
３） 有効性評価 × - -

ⅰ） 有効性評価の考え方 - - -
ⅱ） 機能喪失の条件 × - -
ⅲ） 事故の条件及び機器の条件 × - -
ⅳ） 操作の条件 × - -
ⅴ） 放出量評価に関連する事故，機器及び操作の条件の具体的な展開 × - -
ⅵ） 判断基準 × - -

４） 有効性評価の結果 - - -

ⅰ）
「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生防止対策及び拡
大防止対策

× - -

ⅱ） 大気中への放射性物質の放出量 × - -
ⅲ） 不確かさの影響評価 - - -

事象，事故の条件及び機器の条件の不確かさの影響 × - -
操作の条件の不確かさの影響 × - -

５） 必要な要員及び資源 × - -
(ロ) 重大事故等の連鎖 × - -

１） 臨界事故 × - -
２） 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × - -
３） 放射線分解により発生する水素による爆発 × - -
４） 有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応） × - -
５） 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 × - -
６） 分析結果 × - -

(ｈ) 必要な要員及び資源の評価 - - -
(イ) 必要な要員及び資源の評価の条件 × - -
(ロ) 重大事故等の同時発生時に必要な要員の評価 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

(ハ) 重大事故等の同時発生時に必要な水源の評価 × - -
(ニ) 重大事故等の同時発生時に必要な燃料の評価 × - -
(ホ) 重大事故等の同時発生時に必要な電源の評価 × - -

九、
再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整
備に関する事項

× - -

第１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの種類 × - -
第２表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第３表(1) 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する機器 × - -
第３表(2) セル導出設備の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -
第３表(3) 代替セル排気系の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -

第３表(4)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の設計基準対
象の施設と兼用一覧

× - -

第３表(5) 代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の設計基準対象の施設と兼用 × - -

第３表(6)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の設計基準対
象の施設と兼用一覧

× - -

第３表(7) 代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の設計基準対象の施設と兼用 × - -
第４表(1) 放射線分解により発生する水素による爆発の発生を仮定する機器 × - -
第４表(2) 代替安全圧縮空気系の設計基準対象の施設と兼用一覧 × - -
第５表 重大事故等対処における手順の概要（1／15） ○ 技術的能力 技-2
第５表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） ○ 技術的能力 技-2
第５表 重大事故等対処における手順の概要（3／15） ○ 技術的能力 技-3
第５表 重大事故等対処における手順の概要（4／15） ○ 技術的能力 技-3
第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／15） ○ 技術的能力 技-4
第５表 重大事故等対処における手順の概要（6／15） ○ 技術的能力 技-4
第５表 重大事故等対処における手順の概要（7／15） × - -
第５表 重大事故等対処における手順の概要（8／15） ○ 技術的能力 技-5
第５表 重大事故等対処における手順の概要（9／15） ○ 技術的能力 技-6
第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／15） ○ 技術的能力 技-6
第５表 重大事故等対処における手順の概要（11／15） ○ 技術的能力 技-7
第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） ○ 技術的能力 技-7
第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） ○ 技術的能力 技-8
第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） ○ 技術的能力 技-8
第５表 重大事故等対処における手順の概要（15／15） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（1／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（2／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（3／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（4／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（5／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（6／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（7／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（8／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（9／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（10／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（11／14） ○ 技術的能力 技-11
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（12／14） × - -
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（13／14） ○ 技術的能力 技-12
第６表 重大事故等対策における操作の成立性（14／14） × - -

第７表
事故対処するために必要な設備（1／16） 「前処理建屋における臨界
事故の可溶性中性子吸収材の自動供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（2／16） 「精製建屋における臨界事
故の可溶性中性子吸収材の自動供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（3／16） 「前処理建屋における臨界
事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（4／16） 「精製建屋における臨界事
故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（5／16） 「前処理建屋における臨界
事故の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（6／16） 「精製建屋における臨界事
故の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第７表 事故対処するために必要な設備（7／16） 「内部ループへの通水」 × - -
第７表 事故対処するために必要な設備（8／16） 「貯槽等への注水」 × - -
第７表 事故対処するために必要な設備（9／16） 「冷却コイル等への通水」 × - -

第７表
事故対処するために必要な設備（10／16） 「セルへの導出経路の構
築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（11／16） 「水素爆発を未然に防止
するための空気の供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（12／16） 「水素爆発の再発を防止
するための空気の供給」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（13／16） 「セルへの導出経路の構
築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（14／16） 「プルトニウム濃縮缶への
供給液の供給停止及びプルトニウム濃縮缶の加熱の停止」

× - -

第７表
事故対処するために必要な設備（15／16） 「廃ガス貯留設備による放
射性物質の貯留」

× - -

第７表 事故対処するために必要な設備（16／16） 「燃料損傷防止対策」 × - -
第１図 敷地付近概要図 × - -
第２図 再処理施設一般配置図（その１） × - -
第３図 再処理施設一般配置図（その2) × - -
第４図 再処理施設一般配置図（その3) × - -
第５図 (１) 基準地震動の応答スペクトル（水平方向） × - -
第５図 (２) 基準地震動の応答スペクトル（鉛直方向） × - -
第６図 (１) 基準地震動Ｓｓ－Ａの設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (２) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (３) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (４) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (５) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (６) 基準地震動Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (７) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (８) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (９) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 × - -
第６図 (10) 基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 × - -
第７図 主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所 × - -
第８図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図 × - -
第９図 せん断処理施設系統概要図 × - -
第１０図 溶解施設系統概要図 × - -
第１１図 分離設備及び分配設備系統概要図 × - -
第１２図 分離建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第１３図 ウラン精製設備系統概要図 × - -
第１４図 プルトニウム精製設備系統概要図 × - -
第１５図 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第１６図 ウラン脱硝設備系統概要図 × - -
第１７図 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図 × - -
第１８図 酸回収設備系統概要図 × - -
第１９図 溶媒回収設備系統概要図 × - -

第２０図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶 加熱蒸気温度高によ
る加熱停止回路系統概要図

× - -

第２１図
溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断
処理施設のせん断機のせん断停止回路系統概要図

× - -

第２２図 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -
第２３図 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路系統概 × - -

第２４図
精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路
系統概要図

× - -

第２５図
酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に
よる加熱停止回路系統概要図

× - -

第２６図
脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路系
統概要図

× - -

第２７図
分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路
系統概要図

× - -

第２８図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度
高による加熱停止回路系統概要図

× - -

第２９図 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -
第３０図 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路系統概要図 × - -

第３１図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路系統概要図（分離建屋）

× - -

第３２図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路系統概要図（精製建屋）

× - -

第３３図
固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス
流下停止回路系統概要図

× - -

第３４図
気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ
の閉止回路系統概要図

× - -

第３５図 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第３６図 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その１） × - -
第３７図 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その２） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

第３８図 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第３９図 換気設備排気系系統概要図（その１） × - -
第４０図 換気設備排気系系統概要図（その２） × - -
第４１図 高レベル廃液濃縮設備系統概要図 × - -
第４２図 高レベル廃液貯蔵設備系統概要図 × - -
第４３図 低レベル廃液処理設備系統概要図 × - -
第４４図 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図 × - -
第４５図 低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図 × - -

第４６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ基
礎 機器配置概要図（地下２階）

× - -

第４７図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第４８図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第４９図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第５０図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第５１図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第５２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（ 地下３ 階） × - -
第５３図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第５４図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第５５図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第５６図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第５７図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第５８図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第５９図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第６０図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第６１図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第６２図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第６３図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第６４図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第６５図 前処理建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第６６図 前処理建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第６７図 前処理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第６８図 前処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第６９図 前処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第７０図 前処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第７１図 前処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第７２図 前処理建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第７３図 前処理建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第７４図 前処理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第７５図 分離建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第７６図 分離建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第７７図 分離建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第７８図 分離建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第７９図 分離建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第８０図 分離建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第８１図 分離建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第８２図 分離建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第８３図 分離建屋機器配置概要図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第８４図 分離建屋機器配置概要図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第８５図 精製建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第８６図 精製建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第８７図 精製建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第８８図 精製建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第８９図 精製建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第９０図 精製建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第９１図 精製建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第９２図 精製建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第９３図 精製建屋機器配置概要図（地上６階） × - -
第９４図 精製建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第９５図 精製建屋機器配置概要図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第９６図 精製建屋機器配置概要図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第９７図 精製建屋機器配置概要図（Ｄ－Ｄ断面） × - -
第９８図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第９９図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１００図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１０１図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１０２図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第１０３図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（地上５階） × - -
第１０４図 ウラン脱硝建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１０５図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１０６図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１０７図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１０８図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１０９図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１１０図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１１１図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１１２図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１１３図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１１４図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１１５図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１１６図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１１７図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１１８図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１１９図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１２０図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１２１図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１２２図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１２３図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１２４図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１２５図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１２６図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１２７図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ａ－Ａ断面） × - -
第１２８図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ｂ-Ｂ断面） × - -
第１２９図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図（Ｃ-Ｃ断面） × - -
第１３０図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１３１図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１３２図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１３３図 第１ ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図（ 断面） × - -
第１３４図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地下2 階） × - -
第１３５図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１３６図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１３７図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１３８図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１３９図 低レベル廃液処理建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１４０図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１４１図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１４２図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１４３図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１４４図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１４５図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（地上４階） × - -
第１４６図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図（断面） × - -

第１４７図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地下１階）

× - -

第１４８図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地上１階）

× - -

第１４９図
チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図
（地上２階）

× - -

第１５０図 チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋機器配置概要図 × - -
第１５１図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下４階） × - -
第１５２図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１５３図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１５４図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１５５図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１５６図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１５７図 ハル・エンド ピース貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１５８図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１５９図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１６０図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１６１図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１６２図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１６３図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１６４図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１６５図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１６６図 制御建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 本文

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目タイトル項目番号

有毒ガス防護に係る項目

第１６７図 制御建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１６８図 制御建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１６９図 制御建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１７０図 制御建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１７１図 制御建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１７２図 分析建屋機器配置概要図（地下３階） × - -
第１７３図 分析建屋機器配置概要図（地下２階） × - -
第１７４図 分析建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１７５図 分析建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１７６図 分析建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１７７図 分析建屋機器配置概要図（地上３階） × - -
第１７８図 分析建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１７９図 非常用電源建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１８０図 非常用電源建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８１図 非常用電源建屋機器配置概要図（地上２階） × - -
第１８２図 非常用電源建屋機器配置概要図（断面） × - -
第１８３図 主排気筒管理建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８４図 緊急時対策建屋機器配置概要図（地下１階） × - -
第１８５図 緊急時対策建屋機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８６図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地下） × - -
第１８７図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地上１階） × - -
第１８８図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（地上２階） × - -
第１８９図 第１保管庫・貯水所機器配置概要図（断面） × - -
第１９０図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地下） × - -
第１９１図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地上１階） × - -
第１９２図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（地上２階） × - -
第１９３図 第２保管庫・貯水所機器配置概要図（断面） × - -
第１９４図 主要パラメータの計測概要図（エアパージ式） × - -
第１９５図 主要パラメータの計測概要図（熱電対／測温抵抗体） × - -
第１９６図 主要パラメータの計測概要図（水素濃度） × - -
第１９７図 使用済燃料貯蔵槽の冷却等に使用する設備の系統概要図 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類六

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け

1. 安全設計 - - -
1.1 安全設計の基本方針 - - -
1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方針 × - -
1.1.2 重大事故等の拡大の防止等に関する基本方針 × - -
1.2 核燃料物質の臨界防止に関する設計 × - -
1.3 放射線の遮蔽に関する設計 × - -
1.3.1 遮蔽設計の基本方針 × - -
1.3.2 遮蔽設計区分 × - -
1.3.3 遮蔽の分類 × - -
1.3.4 遮蔽設計に用いる線源 × - -
第1.3－１表 遮蔽の主要設備の仕様 × - -
第1.3－２表 核種組成表 × - -
第1.3－１図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－２図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－３図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－４図 使用済燃料輸送容器管理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－５図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－６図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－７図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－８図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－９図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－16図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－17図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－18図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－19図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－20図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－21図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－22図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－23図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－24図 前処理建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－25図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－26図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－27図 分離建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－28図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－29図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－30図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－31図 分離建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－32図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－33図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－34図 精製建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－35図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－36図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－37図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－38図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－39図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－40図 精製建屋遮蔽設計区分図（地上６階） × - -
第1.3－41図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－42図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－43図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－44図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－45図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -
第1.3－46図 ウラン脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上５階） × - -
第1.3－47図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－48図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－49図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－50図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－51図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－52図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－53図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－54図 ウラン酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3-55図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下4階） × - -
第1.3-56図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下3階） × - -
第1.3－57図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－58図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－59図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－60図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－61図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－62図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－63図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－64図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－65図 高レベル廃液ガラス固化建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－66図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－67図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－68図 第１ガラス固化体貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－69図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－70図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－71図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－72図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－73図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－74図 低レベル廃液処理建屋遮蔽設計区分図（屋上階） × - -
第1.3－75図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－76図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－77図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－78図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－79図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－80図 低レベル廃棄物処理建屋遮蔽設計区分図（地上４階） × - -

第1.3－81図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
下１階）

× - -

第1.3－82図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
上１階）

× - -

第1.3－83図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋遮蔽設計区分図（地
上２階）

× - -

第1.3－84図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下４階） × - -
第1.3－85図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－86図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－87図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－88図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－89図 ハル・エンドピース貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－90図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－91図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－92図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－93図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－94図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－95図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -

項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目
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第1.3－96図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－97図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下３階） × - -
第1.3－98図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下２階） × - -
第1.3－99図 分析建屋遮蔽設計区分図（地下１階） × - -
第1.3－100図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上１階） × - -
第1.3－101図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上２階） × - -
第1.3－102図 分析建屋遮蔽設計区分図（地上３階） × - -
第1.3－103図 核種組成領域図 × - -
1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 × - -
1.5 火災及び爆発の防止に関する設計 × - -
1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 - - -
1.5.1.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 × - -
1.5.1.2 火災及び爆発の発生防止 - - -
1.5.1.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.1.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.1.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
1.5.1.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.1.3 火災の感知，消火 × - -
1.5.1.3.1 火災感知設備 ○ 5条  5-2
1.5.1.3.2 消火設備 ○ 5条  5-3
1.5.1.3.3 自然現象の考慮 × - -
1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影響 × - -
1.5.1.4 火災及び爆発の影響軽減 - - -
1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 ○ 5条  5-5
1.5.1.4.2 火災影響評価 × - -
1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 ○ 5条  5-6
1.5.1.6 体制 × - -
1.5.1.7 手順 ○ 5条 5-2
1.5.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 - - -
1.5.2.1 火災及び爆発の防止に関する設計方針 × - -
1.5.2.2 重大事故等対処施設に対する火災及び爆発の発生防止 - - -
1.5.2.2.1 施設特有の火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.2.2.2 重大事故等対処施設の火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.2.2.3 不燃性材料又は難燃性材料の使用 × - -
1.5.2.2.4 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止 × - -
1.5.2.3 火災の感知，消火 × - -
1.5.2.3.1 火災感知設備 ○ 29条 29-2
1.5.2.3.2 消火設備 ○ 29条 29-3
1.5.2.3.3 自然現象の考慮 × - -
1.5.2.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による重大事故等対処施設への × - -
1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 ○ 29条 29-4
1.5.2.5 体制 × - -
1.5.2.6 手順 ○ 29条 29-1
第1.5－1表 火災及び爆発の観点で考慮する事象の例 × - -
第1.5－１図 自衛消防隊組織図 × - -
1.6 耐震設計 × - -
1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 - - -
1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設計の基本方針 × - -
1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 × - -
1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 × - -
1.6.1.4 地震力の算定方法 × - -
1.6.1.4.1 静的地震力 × - -
1.6.1.4.2 動的地震力 × - -
1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 × - -
1.6.1.5.2 荷重の種類 × - -
1.6.1.5.3 荷重の組合せ × - -
1.6.1.5.4 許容限界 × - -
1.6.1.6 設計における留意事項 - - -
1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 × - -
1.6.1.6.2 波及的影響 × - -
1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） × - -
1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 × - -
1.6.2 重大事故等対処施設の耐震設計 - - -
1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 × - -
1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 × - -
1.6.2.3 地震力の算定方法 × - -
1.6.2.3.1 静的地震力 × - -
1.6.2.3.2 動的地震力 × - -
1.6.2.4 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 × - -
1.6.2.4.2 荷重の種類 × - -
1.6.2.4.3 荷重の組合せ × - -
1.6.2.4.4 許容限界 × - -
1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面 × - -
1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計 × - -
1.6.3 主要施設の耐震構造 - - -
1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 × - -
1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 × - -
1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 × - -
1.6.3.4 前処理建屋 × - -
1.6.3.5 分離建屋 × - -
1.6.3.6 精製建屋 × - -
1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 × - -
1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 × - -
1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 × - -
1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 × - -
1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 × - -
1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 × - -
1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
1.6.3.20 制御建屋 × - -
1.6.3.21 分析建屋 × - -
1.6.3.22 非常用電源建屋 × - -
1.6.3.23 緊急時対策建屋 × - -
1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 × - -
1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 × - -
1.6.3.26 溶解槽（連続式） × - -
1.6.3.27 清澄機（遠心式） × - -
1.6.3.28 環状形パルスカラム × - -
1.6.3.29 円筒形パルスカラム × - -
1.6.3.30 その他 × - -
第1.6－１表 クラス別施設 × - -
第1.6－２表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 × - -
第1.6－３表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 × - -
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第1.6－４表 弾性設計用地震動の最大加速度 × - -
第1.6－５表 重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類 × - -
第1.6－１図(１) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＮＳ方向） × - -
第1.6－１図(２) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＥＷ方向） × - -
第1.6－１図(３) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（ＵＤ方向） × - -
第1.6－１図(４) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（水平方向） × - -
第1.6－１図(５) 弾性設計用地震動の応答スペクトル（鉛直方向） × - -

第1.6－２図(１)
弾性設計用地震動Ｓｄ－ＡＨ，Ｓｄ－ＡＶの設計用模擬地震波の加速度
時刻歴波形

× - -

第1.6－２図(２) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(３) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(４) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(５) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(６) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(７) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(８) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(９) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－２図(10) 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 × - -
第1.6－３図 弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａと基準地震動Ｓ１の応答スペクトルの比較 × - -

第1.6－４図(１)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と一様ハザードスペ
クトルの比較（水平方向）

× - -

第1.6－４図(２)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ－Ｂ（Ｂ１～Ｂ５）と一様ハザードスペ
クトルの比較（鉛直方向）

× - -

第1.6－４図(３)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ４）と一様ハザードスペクトルの比
較（水平方向）

× - -

第1.6－４図(４)
弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｃ（Ｃ１～Ｃ３）と一様ハザードスペクトルの比
較（鉛直方向）

× - -

第1.6－５図 一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトル × - -
第1.6－６図 一関東評価用地震動（鉛直）の加速度時刻歴波形 × - -
1.7 その他の設計方針 - - -
1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 × - -
1.7.2 品質保証 × - -
第1.7.2－1表 各施設における設計上考慮する試験，検査，保守等の概要 × - -
1.7.3 航空機に対する防護設計 - - -
1.7.3.1 防護設計の基本方針 × - -
1.7.3.2 防護対象施設 × - -
1.7.3.3 防護設計条件の設定 × - -
1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 × - -
1.7.3.5 航空機落下確率評価 × - -
第1.7.3－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 × - -

第1.7.3－２表
安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要な施設
並びに標的面積

× - -

第1.7.3－３表 工程単位の航空機落下確率 × - -
第1.7.3－１図 Ｆ－16の出現頻度 × - -
第1.7.3－２図 衝撃荷重曲線 × - -
第1.7.3－３図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度（Ｆ－１の観測結果に基づき算定） × - -
1.7.4 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の使用に対する考慮 × - -
1.7.4.1 安全設計の方針 × - -
1.7.4.2 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 × - -
第1.7.4－１表 主要な使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設 × - -
1.7.5 セル及びグローブボックスに関する設計 × - -
第1.7.5－１表 セル及びグローブボックス × - -
第1.7.5－２表 臨界安全管理の対象となる漏えい液受皿を設けるセル × - -
第1.7.5－３表 予備セル × - -
1.7.6 放射性物質の移動に関する設計 × - -
1.7.6.1 配管及びダクトによる移送に関する設計 × - -
1.7.6.2 容器による移送に関する設計 × - -
1.7.6.3 落下防止に関する設計 × - -
1.7.7 安全機能を有する施設の設計 - - -
1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針 × - -
1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 × - -
1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 × - -
1.7.7.4 内部発生飛散物による損傷の防止に関する設計方針 × - -
1.7.7.4.1 内部発生飛散物の発生要因の選定 × - -
1.7.7.4.2 内部発生飛散物防護対象設備の選定 × - -
1.7.7.4.3 内部発生飛散物に係る評価と設計 × - -
1.7.7.4.4 内部発生飛散物に係るその他の設計 × - -
第1.7.7－１表 安全上重要な施設 × - -
第1.7.7－２表 安全上重要な施設に係る安全機能の分類 × - -
第1.7.7－３表 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設に係る施設の管理 × - -
第1.7.7－４表(1) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（1/3） × - -
第1.7.7－４表(2) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（2/3） × - -
第1.7.7－４表(3) 内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（3/3） × - -

第1.7.7－４表(4)
内部発生飛散物防護対象設備使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎

× - -

第1.7.7－４表(5) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（1/7） × - -
第1.7.7－４表(6) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（2/7） × - -
第1.7.7－４表(7) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（3/7） × - -
第1.7.7－４表(8) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（4/7） × - -
第1.7.7－４表(9) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（5/7） × - -
第1.7.7－４表(10) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（6/7） × - -
第1.7.7－４表(11) 内部発生飛散物防護対象設備前処理建屋（7/7） × - -
第1.7.7－４表(12) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（1/5） × - -
第1.7.7－４表(13) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（2/5） × - -
第1.7.7－４表(14) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（3/5） × - -
第1.7.7－４表(15) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（4/5） × - -
第1.7.7－４表(16) 内部発生飛散物防護対象設備分離建屋（5/5） × - -
第1.7.7－４表(17) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（1/6） × - -
第1.7.7－４表(18) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（2/6） × - -
第1.7.7－４表(19) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（3/6） × - -
第1.7.7－４表(20) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（4/6） × - -
第1.7.7－４表(21) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（5/6） × - -
第1.7.7－４表(22) 内部発生飛散物防護対象設備精製建屋（6/6） × - -
第1.7.7－４表(23) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(24) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(25) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(26) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(27) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(28) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
第1.7.7－４表(29) 内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -

第1.7.7－４表(30)
内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋（1/2）

× - -

第1.7.7－４表(31)
内部発生飛散物防護対象設備ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋（2/2）

× - -

第1.7.7－４表(32) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（1/8） × - -
第1.7.7－４表(33) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（2/8） × - -
第1.7.7－４表(34) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（3/8） × - -
第1.7.7－４表(35) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（4/8） × - -
第1.7.7－４表(36) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（5/8） × - -
第1.7.7－４表(37) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（6/8） × - -
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第1.7.7－４表(38) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（7/8） × - -
第1.7.7－４表(39) 内部発生飛散物防護対象設備高レベル廃液ガラス固化建屋（8/8） × - -
第1.7.7－４表(40) 内部発生飛散物防護対象設備第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
第1.7.7－４表(41) 内部発生飛散物防護対象設備制御建屋 × - -
第1.7.7－４表(42) 内部発生飛散物防護対象設備非常用電源建屋 × - -

第1.7.7－１図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地下３階）

× - -

第1.7.7－２図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地下２階）

× - -

第1.7.7－３図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上１階）

× - -

第1.7.7－４図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上２階）

× - -

第1.7.7－５図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（地上３階）

× - -

第1.7.7－６図
内部発生飛散物防護対象設備配置図使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎（地下２階）

× - -

第1.7.7－７図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下４階） × - -
第1.7.7－８図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－９図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－10図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－11図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－12図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－13図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－14図 内部発生飛散物防護対象設備配置図前処理建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－15図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－16図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－17図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－18図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－19図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－20図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－21図 内部発生飛散物防護対象設備配置図分離建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－22図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下３階） × - -
第1.7.7－23図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下２階） × - -
第1.7.7－24図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－25図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上１階） × - -
第1.7.7－26図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上２階） × - -
第1.7.7－27図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上３階） × - -
第1.7.7－28図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上４階） × - -
第1.7.7－29図 内部発生飛散物防護対象設備配置図精製建屋（地上５階） × - -
第1.7.7－30図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－31図 内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン脱硝建屋（地上２階） × - -

第1.7.7－32図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋（地下２階）

× - -

第1.7.7－33図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋（地下１階）

× - -

第1.7.7－34図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋（地上１階）

× - -

第1.7.7－35図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋（地上２階）

× - -

第1.7.7－36図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋（地下４階）

× - -

第1.7.7－37図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋（地下３階）

× - -

第1.7.7－38図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋（地下２階）

× - -

第1.7.7－39図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋（地下１階）

× - -

第1.7.7－40図
内部発生飛散物防護対象設備配置図ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋（地上１階）

× - -

第1.7.7－41図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下４階）

× - -

第1.7.7－42図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下３階）

× - -

第1.7.7－43図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下２階）

× - -

第1.7.7－44図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地下１階）

× - -

第1.7.7－45図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地上１階）

× - -

第1.7.7－46図
内部発生飛散物防護対象設備配置図高レベル廃液ガラス固化建屋
（地上２階）

× - -

第1.7.7－47図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
下２階）

× - -

第1.7.7－48図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
下１階）

× - -

第1.7.7－49図
内部発生飛散物防護対象設備配置図第１ガラス固化体貯蔵建屋（地
上１階）

× - -

第1.7.7－50図 内部発生飛散物防護対象設備配置図制御建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－51図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地下１階） × - -
第1.7.7－52図 内部発生飛散物防護対象設備配置図非常用電源建屋（地上１階） × - -
1.7.8 安全設計用の使用済燃料の仕様 × - -
第1.7.8-1表 主な設計用の使用済燃料の仕様 × - -
1.7.9 その他外部からの衝撃に対する考慮 × - -
1.7.9.1 自然現象の抽出 ○ 9条  9-1
1.7.9.2 竜巻，落雷，森林火災及び火山の影響以外の自然現象に対する設計 × - -
1.7.9.3 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ × - -
1.7.9.4 人為事象の抽出 ○ 9条  9-2

1.7.9.5
航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以外の人為による事象に対
する設計方針

○ 9条
 9-18
 9-20

1.7.9.6 手順等 ○ 9条  9-18
第1.7.9－１表 事象（自然現象）の抽出及び検討結果 ○ 9条  9-2
第1.7.9－２表 事象（人為による事象）の抽出及び検討結果 ○ 9条  9-4
第1.7.9－３表 重畳を想定する自然現象の組合せの検討結果 × - -
1.7.10 竜巻防護に関する設計 - - -
1.7.10.1 竜巻防護に関する設計方針 × - -
1.7.10.2 設計対処施設 × - -
1.7.10.3 設計荷重（竜巻）の設定 - - -
1.7.10.3.1 設計竜巻の設定 × - -
1.7.10.3.2 設計飛来物の設定 × - -
1.7.10.3.3 荷重の組合せと許容限界 × - -
1.7.10.4 竜巻防護設計 × - -
1.7.10.4.1 屋外の竜巻防護対象施設 × - -
1.7.10.4.2 竜巻防護対象施設を収納する建屋 × - -
1.7.10.4.3 建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護対象施設 × - -

1.7.10.4.4 建屋に収納されるが防護が期待できない竜巻防護対象施設 × -
竜巻防護対象施設である制御建屋中央制御室換気設備の説明にお
いて有毒ガスの記載があるが，人体影響に係るものではないため「関
係なし」とする。

-

1.7.10.4.5 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 × - -
1.7.10.5 竜巻随伴事象に対する設計 × - -
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1.7.10.6 手順等 × - -
第1.7.10－１表 設計竜巻の特性値 × - -
第1.7.10－２表 再処理施設における設計飛来物 × - -
第1.7.10－３表 竜巻防護対象施設及び防護対策等 × - -
第1.7.10－４表 竜巻防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設及び防護対策等 × - -
第1.7.10－５表 竜巻防護対象施設を収納する建屋及び防護対策等 × - -
第1.7.10－６表 現地調査にて抽出した車両の諸元及び最大飛来距離 × - -
第1.7.10－１図 風圧力に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－２図 気圧差に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－３図 飛来物に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－４図 建屋の耐力に関する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－５図 開口部に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.10－６図 車両に対する離隔対象施設及び飛来対策区域 × - -
1.7.11 外部火災防護に関する設計 - - -
1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方針 ○ 9条  9-7
1.7.11.2 設計対処施設 ○ 9条  9-8
1.7.11.3 森林火災の想定 × - -
1.7.11.3.1 概要 × - -
1.7.11.3.2 森林火災の想定 × - -
1.7.11.3.3 評価対象範囲 × - -
1.7.11.3.4 入力データ × - -
1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算出 × - -
1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活動 × - -
1.7.11.3.7 防火帯幅の設定 × - -
1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響評価について × - -
1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ × - -
1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 - - -
1.7.11.4.1 概要 ○ 9条  9-8
1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 × - -
1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳評価 × - -
1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発 × - -
1.7.11.5 航空機墜落による火災 - - -
1.7.11.5.1 概要 × - -
1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想定 × - -
1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する航空機の選定 × - -
1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定 × - -
1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評価について × - -

1.7.11.5.6
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発
の重畳について

× - -

1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 - - -
1.7.11.6.1 概要 × - -
1.7.11.6.2 熱影響の評価対象 × - -
1.7.11.6.3 熱影響について × - -
1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影響について × - -
1.7.11.7 二次的影響評価 - - -
1.7.11.7.1 概要 ○ 9条  9-9
1.7.11.7.2 ばい煙の影響 ○ 9条  9-9
1.7.11.7.3 有毒ガスの影響 ○ 9条  9-9
1.7.11.8 消火体制 × - -
1.7.11.9 火災防護計画を策定するための方針 ○ 9条  9-10
1.7.11.10 手順等 ○ 9条  9-10
第1.7.11－1表 外部火災にて想定する火災及び爆発 ○ 9条  9-11
第1.7.11－2表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等 ○ 9条  9-11
第1.7.11－3表 設計対処施設 × - -
第1.7.11－4表 外部火災防護対象施設を収納する建屋の熱影響評価で考慮する壁厚 × - -
第1.7.11－5表 火災源及び爆発源として考慮する危険物貯蔵施設等 ○ 9条  9-12
第1.7.11－6表 危険物貯蔵施設等の火災の影響評価の対象となる設計対処施設 × - -

第1.7.11－7表
森林火災及び近隣の産業施設の火災における影響評価の対象となる
危険物貯蔵施設等

○ 9条  9-12

第1.7.11－8表 ばい煙及び有毒ガスによる影響評価の対象となる設備 ○ 9条  9-12
第1.7.11－1図 防火帯，設計対処施設，危険物貯蔵施設等の配置図 × - -
第1.7.11－２図 発火点位置図 × - -
第1.7.11－３図 石油コンビナート等特別防災区域内の配置概要図 × - -
第1.7.11－４図 石油備蓄基地以外の産業施設の配置概要図 × - -
第1.7.11－５図 高圧ガス貯蔵施設の配置概要図 × - -
第1.7.11－６図 自衛消防隊組織図 × - -
1.7.12 落雷に関する設計 × - -
1.7.12.1 落雷に関する設計方針 × - -
1.7.12.1.1 落雷の特徴 × - -
1.7.12.1.2 耐雷設計上考慮する再処理施設の特徴 × - -
1.7.12.2 設計対処施設 - - -
1.7.12.2.1 直撃雷により影響を受ける施設 × - -
1.7.12.2.2 間接雷により影響を受ける施設 × - -
1.7.12.3 耐雷設計 - - -
1.7.12.3.1 想定する落雷の規模 × - -
1.7.12.3.2 異種の自然現象の重畳及び設計基準事故との組合せ × - -
1.7.12.3.3 直撃雷の防止設計 × - -
1.7.12.3.4 間接雷による雷サージ抑制設計 × - -
第1.7.12－１表 直撃雷に対する設計対処施設一覧 × - -
第1.7.12－２表 間接雷に対する設計対処施設一覧 × - -
第1.7.12－３表 避雷設備の設置対象一覧 × - -
第1.7.12－１図 直撃雷に対する設計対処施設の選定フロー × - -
第1.7.12－２図 主排気筒による150ｋＡの落雷の捕捉範囲の想定 × - -
1.7.13 火山事象に関する設計 × - -
1.7.13.1 火山事象に関する設計方針 × - -
1.7.13.2 設計対処施設の選定 × - -
1.7.13.3 設計条件 - - -
1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び特徴 ○ 9条  9-14
1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響 ○ 9条  9-14
1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える可能性のある影響因子 - - -
1.7.13.4.1 直接的影響因子 ○ 9条  9-14
1.7.13.4.2 間接的影響因子 × - -
1.7.13.5 設計対処施設の設計方針 × - -
1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方針 ○ 9条  9-15
1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方針 × - -

1.7.13.6
火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体
制の整備の方針

× - -

1.7.13.7 実施する主な手順 ○ 9条  9-15
1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針 ○ 9条  9-16
1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 × - -
1.7.14.1 安全設計 × - -
1.7.14.2 体制 × - -
1.7.14.3 手順等 × - -
第1.7.14－１図 核物質防護に関する緊急時の組織体制図 × - -
1.7.15 溢水防護に関する設計 - - -
1.7.15.1 溢水防護に関する設計方針 × - -
1.7.15.2 溢水防護対象設備を抽出するための方針 × - -
1.7.15.3 考慮すべき溢水事象 × - -
1.7.15.4 溢水源及び溢水量の想定 - - -
1.7.15.4.1 想定破損による溢水 × - -
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1.7.15.4.2 消火水等の放水による溢水 × - -
1.7.15.4.3 地震起因による溢水 × - -
1.7.15.4.4 その他の溢水 × - -
1.7.15.5 溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 × - -
1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針 × - -
1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.2 被水の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.3 蒸気放出の影響に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.4 その他の溢水に対する設計方針 × - -
1.7.15.6.5 燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシング後の機能維持に関する設計 × - -
1.7.15.6.6 溢水防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 × - -
1.7.15.6.7 溢水影響評価 × - -
1.7.15.6.8 手順等 × - -
第1.7.15－1表 溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方 × - -
第1.7.15－2表 蒸気影響における配管の想定破損評価の条件 × - -
1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 - - -
1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に関する設計方針 × - -
1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 ○ 12条  12-3

1.7.16.3
化学薬品防護対象設備の抽出及び設計上考慮すべき化学薬品の設
定のための方針

- - -

1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備を抽出するための方針 × - -
1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 × - -
1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 ○ 12条  12-3

1.7.16.3.2.2
検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮
すべき化学薬品の設定

○ 12条  12-5

1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象 × - -
1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定 - - -
1.7.16.5.1 想定破損による化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.5.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.5.3 地震起因による化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい ○ 12条  12-6
1.7.16.5.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい × - -
1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するための方針 × - -
1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 × - -
1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針 ○ 12条  12-6
1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針 ○ 12条  12-8
1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針 ○ 12条  12-10
1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針 ○ 12条  12-12
1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 ○ 12条  12-12
1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 ○ 12条  12-13
1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響評価 × - -
1.7.16.7.8 手順等 ○ 12条  12-13
第1.7.16－１表 再処理プロセスで使用する化学薬品 ○ 12条  12-14

第1.7.16－２表
設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成
部材の組合せ

○ 12条  12-15

1.7.17 誤操作の防止に関する設計 - - -
1.7.17.1 誤操作の防止に関する設計方針 × - -
1.7.17.2 事故等時における容易な操作に関する設計方針 × - -
1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 ○ 33条 33-3
第1.7.18－１表 主要な重大事故等対処設備の設備分類 × - -
第33条 重大事故等対処設備 × - -
第34条 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -
第35条 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -
第36条 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -
第37条 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -
第38条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -
第40条 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -
第41条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -
第42条 電源設備 × - -
第43条 計装設備 × - -
第44条 制御室 × - -
第45条 監視測定設備 × - -
第46条 緊急時対策所 × - -
第47条 通信連絡を行うために必要な設備 × - -

その他の設備（使用済燃料受入れ･貯蔵建屋） × - -
その他の設備（前処理建屋） × - -
その他の設備（分離建屋） × - -
その他の設備（精製建屋） × - -
その他の設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋） × - -
その他の設備（高レベル廃液ガラス固化建屋） × - -

第1.7.18－２表 重大事故等時における環境温度，環境圧力，湿度及び放射線 × - -
第1.7.18－３表 安全機能に対する設備の耐震設計 × - -
第1.7.18－１図 主要な重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所 × - -
1.7.19 準拠規格及び基準 × - -
1.8 耐津波設計 × - -

1.9
再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関
する規則」への適合性

- - -

1.9.1 概要 × - -
1.9.2 核燃料物質の臨界防止 × - -
1.9.3 遮蔽等 × - -
1.9.4 閉じ込めの機能 × - -
1.9.5 火災等による損傷の防止 × - -
1.9.6 安全機能を有する施設の地盤 × - -
1.9.7 地震による損傷の防止 × - -
1.9.8 津波による損傷の防止 × - -

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 ○ 9条

 9-12
 9-16
 9-19
 9-21

1.9.10 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 × - -
1.9.11 溢水による損傷の防止 × - -
1.9.12 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 × - -
1.9.13 誤操作の防止 × - -
1.9.14 安全避難通路等 × - -
1.9.15 安全機能を有する施設 × - -
1.9.16 運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止 × - -
1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 × - -
1.9.18 計測制御系統施設 × - -
1.9.19 安全保護回路 × - -
1.9.20 制御室等 ○ 20条  20-7
1.9.21 廃棄施設 × - -
1.9.22 保管廃棄施設 × - -
1.9.23 放射線管理施設 × - -
1.9.24 監視設備 × - -
1.9.25 保安電源設備 × - -
1.9.26 緊急時対策所 ○ 26条  26-2
1.9.27 通信連絡設備 ○ 27条  27-4
1.9.28 重大事故等の拡大の防止等 × - -
1.9.29 火災等による損傷の防止 × - -
1.9.30 重大事故等対処施設の地盤 × - -
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1.9.31 地震による損傷の防止 × - -
1.9.32 津波による損傷の防止 × - -
1.9.33 重大事故等対処設備 × - -
1.9.34 臨界事故の拡大を防止するための設備 × - -
1.9.35 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備 × - -
1.9.36 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備 × - -
1.9.37 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備 × - -
1.9.38 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 × - -
1.9.39 放射性物質の漏えいに対処するための設備 × - -
1.9.40 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備 × - -
1.9.41 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備 × - -
1.9.42 電源設備 × - -
1.9.43 計装設備 × - -
1.9.44 中央制御室 ○ 44条  20-25
1.9.45 監視測定設備 × - -
1.9.46 緊急時対策所 ○ 46条  26-6
1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備 ○ 47条  27-9
1.10 参考文献一覧 × - -
2. 施設配置 - - -
2.1 概要 × - -
2.2 全体配置 - - -
2.2.1 設計方針 × - -
2.2.2 全体配置 × - -
2.2.3 評価 × - -
第2.2-1図(1) 再処理施設一般配置図 × - -
第2.2-1図(2) 再処理施設一般配置図 × - -
第2.2-1図(3) 再処理施設一般配置図 × - -
2.3 建物及び構築物 - - -
2.3.1 設計方針 × - -
2.3.2 建物及び構築物 × - -
2.3.3 使用済燃料輸送容器管理建屋 × - -
2.3.4 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 × - -
2.3.5 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 × - -
2.3.6 前処理建屋 × - -
2.3.7 分離建屋 × - -
2.3.8 精製建屋 × - -
2.3.9 ウラン脱硝建屋 × - -
2.3.10 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 × - -
2.3.11 ウラン酸化物貯蔵建屋 × - -
2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 × - -
2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 × - -
2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 × - -
2.3.15 低レベル廃液処理建屋 × - -
2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 × - -
2.3.17 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 × - -
2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 × - -
2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 × - -
2.3.22 主排気筒 × - -
2.3.23 海洋放出管 × - -
2.3.24 制御建屋 × - -
2.3.25 分析建屋 × - -
2.3.26 非常用電源建屋 × - -
2.3.27 主排気筒管理建屋 × - -
2.3.28 緊急時対策建屋 × - -
2.3.29 第１保管庫・貯水所 × - -
2.3.30 第２保管庫・貯水所 × - -
2.3.31 その他 × - -
第2.3－1図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－2図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－3図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－4図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－5図 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－6図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－7図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－8図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－9図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－10図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－11図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－12図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－13図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－14図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－15図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－16図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－17図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－18図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－19図 前処理建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－20図 前処理建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－21図 前処理建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－22図 前処理建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－23図 前処理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－24図 前処理建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－25図 前処理建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－26図 前処理建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－27図 前処理建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－28図 前処理建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－29図 分離建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－30図 分離建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－31図 分離建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－32図 分離建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－33図 分離建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－34図 分離建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－35図 分離建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－36図 分離建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－37図 分離建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－38図 分離建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－39図 精製建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－40図 精製建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－41図 精製建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－42図 精製建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－43図 精製建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－44図 精製建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－45図 精製建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－46図 精製建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－47図 精製建屋機器配置図（地上６階） × - -
第2.3－48図 精製建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－49図 精製建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－50図 精製建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－51図 精製建屋機器配置図（Ｄ－Ｄ断面） × - -
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第2.3－52図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－53図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－54図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－55図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－56図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上４階） × - -
第2.3－57図 ウラン脱硝建屋機器配置図（地上５階） × - -
第2.3－58図 ウラン脱硝建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－59図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－60図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－61図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－62図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－63図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－64図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－65図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－66図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－67図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－68図 ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－69図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－70図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－71図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－72図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－73図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－74図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－75図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－76図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－77図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－78図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－79図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－80図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－81図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ａ－Ａ断面） × - -
第2.3－82図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｂ－Ｂ断面） × - -
第2.3－83図 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置図（Ｃ－Ｃ断面） × - -
第2.3－84図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－85図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－86図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－87図 第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－88図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－89図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－90図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－91図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－92図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(地上３階) × - -
第2.3－93図 低レベル廃液処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－94図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－95図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－96図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－97図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－98図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上３階) × - -
第2.3－99図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(地上４階) × - -
第2.3－100図 低レベル廃棄物処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－101図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図（地下１ × - -
第2.3－102図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(地上１ × - -
第2.3－103図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(地上２ × - -
第2.3－104図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置図(断面) × - -
第2.3－105図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下４階） × - -
第2.3－106図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－107図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－108図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－109図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－110図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－111図 ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－112図 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－113図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下３階) × - -
第2.3－114図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下２階) × - -
第2.3－115図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地下１階) × - -
第2.3－116図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上１階) × - -
第2.3－117図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図(地上２階) × - -
第2.3－118図 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－119図 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－120図 制御建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－121図 制御建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－122図 制御建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－123図 制御建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－124図 制御建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－125図 制御建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－126図 分析建屋機器配置図（地下３階） × - -
第2.3－127図 分析建屋機器配置図（地下２階） × - -
第2.3－128図 分析建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－129図 分析建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－130図 分析建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－131図 分析建屋機器配置図（地上３階） × - -
第2.3－132図 分析建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－133図 非常用電源建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－134図 非常用電源建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－135図 非常用電源建屋機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－136図 非常用電源建屋機器配置図（断面） × - -
第2.3－137図 主排気筒管理建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－138図 緊急時対策建屋機器配置図（地下１階） × - -
第2.3－139図 緊急時対策建屋機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－140図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地下） × - -
第2.3－141図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－142図 第１保管庫・貯水所機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－143図 第１保管庫・貯水所機器配置図（断面） × - -
第2.3－144図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地下） × - -
第2.3－145図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上１階） × - -
第2.3－146図 第２保管庫・貯水所機器配置図（地上２階） × - -
第2.3－147図 第２保管庫・貯水所機器配置図（断面） × - -
3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 - - -
3.1 設計基準対象の施設 - - -
3.1.1 概要 × - -
3.1.2 設計方針 × - -
3.1.3 主要設備の仕様 × - -
3.1.4 系統構成及び主要設備 - - -
3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 × - -
3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 × - -
3.1.5 試験・検査 × - -
3.1.6 評価 × - -
3.2 重大事故等対処設備 - - -
3.2.1 代替注水設備 - - -
3.2.1.1 概要 × - -
3.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
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3.2.1.3 設計方針 × - -
3.2.1.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.1.5 試験・検査 × - -
3.2.2 スプレイ設備 - - -
3.2.2.1 概要 × - -
3.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
3.2.2.3 設計方針 × - -
3.2.2.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.2.5 試験・検査 × - -
3.2.3 漏えい抑制設備 - - -
3.2.3.1 概要 × - -
3.2.3.2 系統構成及び主要設備 × - -
3.2.3.3 設計方針 × - -
3.2.3.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.3.5 試験・検査 × - -
3.2.4 臨界防止設備 - - -
3.2.4.1 概要 × - -
3.2.4.2 系統構成及び主要設備 × - -
3.2.4.3 設計方針 × - -
3.2.4.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.4.5 試験・検査 × - -
3.2.5 監視設備 - - -
3.2.5.1 概要 × - -
3.2.5.2 系統構成及び主要設備 × - -
3.2.5.3 設計方針 × - -
3.2.5.4 主要設備及び仕様 × - -
3.2.5.5 試験・検査 × - -
3.3 参考文献一覧 × - -
第3－1表 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕様 × - -
第3－2表 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第3－3表 使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第3－4表 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第3－5表(1) 代替注水設備の主要設備の仕様 × - -
第3－5表(2) 代替注水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－5表(3) 代替注水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－5表(4) 代替注水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -

第3－5表(5)
代替注水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の
概略仕様 × - -

第3－6表(1) スプレイ設備の主要設備の仕様 × - -
第3－6表(2) スプレイ設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－6表(3) スプレイ設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－6表(4) スプレイ設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -

第3－6表(5)
スプレイ設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の
概略仕様 × - -

第3－6表(6) スプレイ設備に関連する注水設備の概略仕様 × - -
第3－7表 漏えい抑制設備の主要設備の仕様 × - -
第3－8表 臨界防止設備の主要設備の仕様 × - -
第3－9表(1) 監視設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第3－9表(2) 監視設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第3－9表(3) 監視設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第3－9表(4) 監視設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第3－1図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設系統概要図 × - -
第3－2図 燃料仮置きラック概要図 × - -
第3－3図 使用済燃料輸送容器移送台車概要図 × - -
第3－4図 燃料貯蔵プール概要図 × - -
第3－5図 低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－6図 低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－7図 高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－8図 高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック概要図 × - -
第3－9図 ＢＷＲ燃料用バスケット概要図 × - -
第3－10図 ＰＷＲ燃料用バスケット概要図 × - -
第3－11図 燃料移送水中台車概要図 × - -
第3－12図 プール水浄化・冷却設備系統概要図 × - -
第3－13図 補給水設備系統概要図 × - -
第3－14図 代替注水設備による注水 系統概要図 × - -
第3－15図 スプレイ設備による水のスプレイ 系統概要図 × - -
第3－16図 燃料貯蔵プール等の監視 系統概要図 × - -
4. 再処理設備本体 - - -
4.1 概要 × - -
4.2 せん断処理施設 × - -
4.2.1 概要 × - -
4.2.2 設計方針 × - -
4.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.2.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.2.4.1 燃料供給設備 × - -
4.2.4.2 せん断処理設備 × - -
4.2.5 試験・検査 × - -
4.2.6 評価 × - -
第4.2－１表 燃料供給設備の主要設備の仕様 × - -
第4.2－２表 せん断処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.2－３表 燃料供給設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.2－４表 せん断処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.2－１図 せん断処理施設系統概要図 × - -
第4.2－２図 燃料横転クレーン概要図 × - -
第4.2－３図 せん断機概要図 × - -
4.3 溶解施設 - - -
4.3.1 設計基準対象の施設 × - -
4.3.1.1 概要 × - -
4.3.1.2 設計方針 × - -
4.3.1.3 主要設備の仕様 × - -
4.3.1.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.3.1.4.1 溶解設備 × - -
4.3.1.4.2 清澄・計量設備 × - -
4.3.1.5 試験・検査 × - -
4.3.1.6 評価 × - -
4.3.2 重大事故等対処設備 - - -
4.3.2.1 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 - - -
4.3.2.1.1 概要 × - -
4.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
4.3.2.1.3 設計方針 × - -
4.3.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
4.3.2.1.5 試験・検査 × - -
4.3.2.2 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 - - -
4.3.2.2.1 概要 × - -
4.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
4.3.2.2.3 設計方針 × - -
4.3.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
4.3.2.2.5 試験・検査 × - -
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第4.3－１表 溶解設備の主要設備の仕様 × - -
第4.3－２表 清澄・計量設備の主要設備の仕様 × - -
第4.3－３表 溶解設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.3－４表 清澄・計量設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.3－５表(１) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主要設備の仕様 × - -
第4.3－５表(２) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する計装設備の概略仕 × - -

第4.3－５表(３)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する代替可溶性中性子
吸収材緊急供給回路の概略仕様

× - -

第4.3－５表(４) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する電気設備の概略仕 × - -

第4.3－５表(５)
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に関連する圧縮空気設備の概
略仕様

× - -

第4.3－６表(１) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様 × - -
第4.3－６表(２) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する計装設備の概略 × - -

第4.3－６表(３)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の概略仕様

× - -

第4.3－６表(４) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する電気設備の概略 × - -

第4.3－６表(５)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する圧縮空気設備の
概略仕様

× - -

第4.3－７表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第4.3－１図 溶解施設系統概要図 × - -
第4.3－２図 溶解槽概要図 × - -
第4.3－３図 清澄機概要図 × - -
第4.3－４図 ガドリニウムを使用する使用済燃料集合体の燃焼度の境界線の例 × - -
第4.3－５図 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の系統概要図 × - -
第4.3－６図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図 × - -

第4.3－７図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
下２階）

× - -

第4.3－８図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
下１階）

× - -

第4.3－９図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上１階）

× - -

第4.3－10図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上３階）

× - -

第4.3－11図
溶解施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（前処理建屋 地
上４階）

× - -

4.4 分離施設 - - -
4.4.1 概要 × - -
4.4.2 設計方針 × - -
4.4.3 主要設備の仕様 × - -
4.4.4 系統構成及び主要設備 - - -
4.4.4.1 分離設備 × - -
4.4.4.2 分配設備 × - -
4.4.4.3 分離建屋一時貯留処理設備 × - -
4.4.5 試験・検査 × - -
4.4.6 評価 × - -
第4.4－１表 分離設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－２表 分配設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－３表 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.4－４表 分離設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－５表 分配設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－６表 分離建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.4－１図 分離設備及び分配設備系統概要図 × - -
第4.4－２図 分離建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第4.4－３図 環状形パルスカラム概要図 × - -
第4.4－４図 環状形槽概要図 × - -
4.5 精製施設 - - -
4.5.1 設計基準対象の施設 - - -
4.5.1.1 概要 × - -
4.5.1.2 ウラン精製設備 - - -
4.5.1.2.1 概要 × - -
4.5.1.2.2 設計方針 × - -
4.5.1.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.2.5 試験・検査 × - -
4.5.1.2.6 評価 × - -
4.5.1.3 プルトニウム精製設備 - - -
4.5.1.3.1 概要 × - -
4.5.1.3.2 設計方針 × - -
4.5.1.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.3.5 試験・検査 × - -
4.5.1.3.6 評価 × - -
4.5.1.4 精製建屋一時貯留処理設備 - - -
4.5.1.4.1 概要 × - -
4.5.1.4.2 設計方針 × - -
4.5.1.4.3 主要設備の仕様 × - -
4.5.1.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.1.4.5 試験・検査 × - -
4.5.1.4.6 評価 × - -
4.5.2 重大事故等対処設備 - - -
4.5.2.1 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 - - -
4.5.2.1.1 概要 × - -
4.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.2.1.3 設計方針 × - -
4.5.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
4.5.2.1.5 試験・検査 × - -
4.5.2.2 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備 - - -
4.5.2.2.1 概要 × - -
4.5.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
4.5.2.2.3 設計方針 × - -
4.5.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
4.5.2.2.5 試験・検査 × - -
第4.5－１表 ウラン精製設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－２表 プルトニウム精製設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－３表 精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の仕様 × - -
第4.5－4表(1) プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－4表(2) プルトニウム精製設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－5表 精製建屋一時貯留処理設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.5－6表(1) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の主要設備の仕様 × - -
第4.5－6表(2) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する計装設備の概略 × - -

第4.5－6表(3)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する重大事故時可溶
性中性子吸収材供給回路の概略仕様

× - -

第4.5－6表(4) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する電気設備の概略 × - -

第4.5－6表(5)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給系に関連する圧縮空気設備の
概略仕様

× - -

第4.5－７表(1) 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の主要設備の仕様 × - -

第4.5－７表(2)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する計装設備の
概略仕様

× - -

第4.5－７表(3)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する重大事故時
供給停止回路の概略仕様

× - -
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第4.5－７表(4)
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備に関連する電気設備の
概略仕様

× - -

第4.5－8表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第4.5－1図 ウラン精製設備系統概要図 × - -
第4.5－2図 ミキサ・セトラ概要図 × - -
第4.5－3図 プルトニウム精製設備系統概要図 × - -
第4.5－4図 円筒形パルスカラム概要図 × - -
第4.5－5図 プルトニウム濃縮缶概要図 × - -
第4.5－6図 環状形槽概要図 × - -
第4.5－7図 精製建屋一時貯留処理設備系統概要図 × - -
第4.5－8図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の系統概要図 × - -
第4.5－9図 重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備の系統概要図 × - -
第4.5－10図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地下 × - -
第4.5－11図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地下 × - -
第4.5－12図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地上 × - -
第4.5－13図 精製施設の重大事故等対処設備の機器配置概要図（精製建屋 地上 × - -
4.6 脱硝施設 - - -
4.6.1 概要 × - -
4.6.2 ウラン脱硝設備 - - -
4.6.2.1 概要 × - -
4.6.2.2 設計方針 × - -
4.6.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.6.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.6.2.5 試験・検査 × - -
4.6.2.6 評価 × - -
4.6.3 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 - - -
4.6.3.1 概要 × - -
4.6.3.2 設計方針 × - -
4.6.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.6.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.6.3.5 試験・検査 × - -
4.6.3.6 評価 × - -
第4.6－１表 ウラン脱硝設備の主要設備の仕様 × - -
第4.6－2表 ウラン脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－３表 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の仕様 × - -
第4.6－4表(1) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－4表(2) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第4.6－1図 ウラン脱硝設備系統概要図 × - -
第4.6－2図 脱硝塔概要図 × - -
第4.6－3図 ウラン・プルトニウム混合脱硝設備系統概要図 × - -
第4.6－4図 脱硝装置概要図 × - -
第4.6－5図 還元炉概要図 × - -
第4.6－6図 混合機概要図 × - -
4.7 酸及び溶媒の回収施設 - - -
4.7.1 概要 × - -
4.7.2 酸回収設備 - - -
4.7.2.1 概要 × - -
4.7.2.2 設計方針 × - -
4.7.2.3 主要設備の仕様 × - -
4.7.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.7.2.5 試験・検査 × - -
4.7.2.6 評価 × - -
4.7.3 溶媒回収設備 - - -
4.7.3.1 概要 × - -
4.7.3.2 設計方針 × - -
4.7.3.3 主要設備の仕様 × - -
4.7.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
4.7.3.5 試験・検査 × - -
4.7.3.6 評価 × - -
第4.7－１表 酸回収設備の主要設備の仕様 × - -
第4.7－２表 溶媒回収設備の主要設備の仕様 × - -
第4.7－１図 酸回収設備系統概要図 × - -
第4.7－2図 蒸発缶（熱サイホン式）概要図 × - -
第4.7－3図 溶媒回収設備系統概要図 × - -
4.8 参考文献一覧 × - -
5. 製品貯蔵施設 - - -
5.1 概要 × - -
5.2 ウラン酸化物貯蔵設備 - - -
5.2.1 概要 × - -
5.2.2 設計方針 × - -
5.2.3 主要設備の仕様 × - -
5.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
5.2.5 試験・検査 × - -
5.2.6 評価 × - -
第5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第5.2－２表 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第5.2－１図 貯蔵バスケット概要図 × - -
5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 - - -
5.3.1 概要 × - -
5.3.2 設計方針 × - -
5.3.3 主要設備の仕様 × - -
5.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
5.3.5 試験・検査 × - -
5.3.6 評価 × - -
第5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様（再処理施設と共用） × - -
第5.3－３表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管 × - -
第5.3－４表 試験結果のまとめ × - -
第5.3－1図 貯蔵ホール概要図 × - -
第5.3－2図 混合酸化物貯蔵容器のつり上げ高さ計画値 × - -
5.4 参考文献一覧 × - -
6. 計測制御系統施設 - - -
6.1 設計基準対象の施設 - - -
6.1.1 概要 × - -
6.1.2 計測制御設備 - - -
6.1.2.1 概要 × - -
6.1.2.2 設計方針 × - -
6.1.2.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.2.4 主要設備 × - -
6.1.2.5 試験・検査 × - -
6.1.2.6 評価 × - -
第6.1.2－１表(1) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－１表(2) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－１表(3) 主要な計測制御系の核計装 × - -
第6.1.2－２表(1) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(2) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(3) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(4) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(5) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(6) 主要な計測制御系の工程計装 × - -

27



有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類六

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第6.1.2－２表(7) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(8) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(9) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(10) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(11) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(12) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(13) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(14) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(15) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(16) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(17) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(18) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(19) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(20) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－２表(21) 主要な計測制御系の工程計装 × - -
第6.1.2－３表 計測制御系の主要な設定値一覧表 × - -

第6.1.2－１図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の主要な計測制御系の系統
概要図

× - -

第6.1.2－２図
せん断処理施設の主要な計測制御系の系統概要図（せん断処理施設
のせん断機）

× - -

第6.1.2－３図
溶解施設の主要な計測制御系の系統概要図（溶解設備の溶解槽及び
硝酸供給槽）

× - -

第6.1.2－４図
分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（抽出塔，第１洗浄塔，第
２洗浄塔及び補助抽出器）

× - -

第6.1.2－５図
分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備のプルトニウ
ム分配塔及びプルトニウム洗浄器）

× - -

第6.1.2－６図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図（分配設備のウラン濃縮 × - -

第6.1.2－７図
精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウム精製設備
の逆抽出塔及びプルトニウム洗浄器）

× - -

第6.1.2－８図
精製施設の主要な計測制御系の系統概要図（プルトニウム精製設備
のプルトニウム濃縮缶及び注水槽）

× - -

第6.1.2－９図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝設備の脱硝 × - -

第6.1.2－１０図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン脱硝設備内に置
くウラン酸化物貯蔵容器）

× - -

第6.1.2－１１図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１２図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１３図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１４図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１５図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（ウラン・プルトニウム混
合脱硝設備）

× - -

第6.1.2－１６図
脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図（秤量器による粉末払出
装置の起動回路)

× - -

第6.1.2－１７図
酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図（酸回収設
備の第２酸回収系の蒸発缶）

× - -

第6.1.2－１８図
酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図（溶媒回収
設備の第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔)

× - -

第6.1.2－１９図
気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（せん断処
理・溶解廃ガス処理設備）

× - -

第6.1.2－２０図
気体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（分離建屋
塔槽類廃ガス処理設備）

× - -

第6.1.2－２１図
液体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（高レベル
廃液濃縮缶）

× - -

第6.1.2－２２図
高レベル濃縮廃液貯槽に係る安全冷却水系及び安全圧縮空気系の
系統概要図（高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液貯槽）

× - -

第6.1.2－２３図
固体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図（高レベル
廃液ガラス固化設備）

× - -

6.1.3 安全保護回路 - - -
6.1.3.1 概要 × - -
6.1.3.2 設計方針 × - -
6.1.3.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.3.4 主要設備 × - -
6.1.3.5 試験・検査 × - -
6.1.3.6 評価 × - -
第6.1.3－１表(1) 安全保護回路一覧表 × - -
第6.1.3－１表(2) 安全保護回路一覧表 × - -

第6.1.3－１図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ
る加熱停止回路

× - -

第6.1.3－２図
溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断
処理施設のせん断機のせん断停止回路

× - -

第6.1.3－３図 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－４図 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－５図 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱温度高による加熱停止回路 × - -

第6.1.3－６図
酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に
よる加熱停止回路

× - -

第6.1.3－７図 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 × - -
第6.1.3－８図 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 × - -

第6.1.3－９図
液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度
高による加熱停止回路

× - -

第6.1.3－１０図 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 × - -
第6.1.3－１１図 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 × - -

第6.1.3－１２図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路（分離建屋）

× - -

第6.1.3－１３図
気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ
の閉止回路（精製建屋）

× - -

第6.1.3－１４図
固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス
流下停止回路

× - -

第6.1.3－１５図
気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ
の閉止回路

× - -

6.1.4 制御室 - - -
6.1.4.1 概要 ○ 20条  20-10
6.1.4.2 設計方針 ○ 20条  20-11
6.1.4.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.4.4 主要設備 - - -
6.1.4.4.1 中央制御室 ○ 20条  20-13
6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 ○ 20条  20-16
6.1.4.5 試験・検査 × - -
6.1.4.6 評価 ○ 20条  20-19
第6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕様 × - -
6.1.5 制御室換気設備 - - -
6.1.5.1 概要 ○ 20条  20-21
6.1.5.2 設計方針 ○ 20条  20-21
6.1.5.3 主要設備の仕様 × - -
6.1.5.4 主要設備 ○ 20条  20-22
6.1.5.5 試験・検査 × - -
6.1.5.6 評価 ○ 20条  20-23
第6.1.5－１表 制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様 × - -
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第6.1.5－２表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様 × - -
第6.1.5－１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 ○ 20条  20-24
第6.1.5－２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図 ○ 20条  20-24
6.2 重大事故等対処設備 - - -
6.2.1 計装設備 - - -
6.2.1.1 概要 × - -
6.2.1.2 設計方針 × - -
6.2.1.3 主要設備及び仕様 × - -
6.2.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
6.2.1.5 試験・検査 × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（1/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（2/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（3/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（4/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（5/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（6/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（7/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（8/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（9/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（10/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（11/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（12/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（13/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（14/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（15/16） × - -
第6.2.1－１表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（16/16） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（1/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（2/12) × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（3/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（4/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（5/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（6/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（7/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（8/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（9/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（10/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（11/12） × - -
第6.2.1－２表 重要代替監視パラメータの推定方法（12/12） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（1/3） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（2/3） × - -
第6.2.1－３表 補助パラメータ（重大事故等対処設備）（3/3） × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(1/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(2/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(3/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(4/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(5/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(6/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(7/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(8/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(9/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(10/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(11/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(12/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(13/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(14/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(15/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(16/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(17/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(18/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(19/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(20/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(21/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(22/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(23/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(24/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(25/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(26/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(27/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(28/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(29/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(30/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(31/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(32/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(33/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(34/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(35/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(36/37) × - -
第6.2.1－４表(1) 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様(37/37) × - -
第6.2.1－４表(2) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(１／２) × - -
第6.2.1－４表(2) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(２／２) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(１／３) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(２／３) × - -
第6.2.1－４表(3) 計装設備に関連する電気設備の概略仕様(３／３) × - -
第6.2.1－４表(4) 計装設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第6.2.1－４表(5) 計装設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第6.2.1－1図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（エアパージ式） × - -
第6.2.1－2図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（熱電対／測温抵抗体） × - -
第6.2.1－3図 主要パラメータを計測する設備の計測概要図（水素濃度計） × - -

第6.2.1－4図
主要パラメータを計測する設備の計測概要図（使用済燃料貯蔵槽の冷
却等のために必要な計装設備）

× - -

第6.2.1－5図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－6図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－7図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－8図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－9図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（前
処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－10図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－11図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－12図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－13図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－14図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（精
製建屋 地上４階）

× - -
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第6.2.1－15図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（制
御建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－16図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備の機器配置図（制
御建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－17図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－18図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－19図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－20図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－21図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－22図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（前処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－23図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－24図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－25図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－26図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－27図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－28図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－29図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－30図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－31図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－32図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－33図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－34図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－35図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－36図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－37図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－38図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－39図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－40図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－41図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－42図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－43図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－44図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－45図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－46図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－47図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－48図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－49図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（前処理建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－50図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－51図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－52図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－53図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－54図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－55図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－56図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－57図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－58図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－59図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－60図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－61図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－62図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－63図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２

× - -

第6.2.1－64図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１

× - -

第6.2.1－65図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上１

× - -

第6.2.1－66図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地上２

× - -

第6.2.1－67図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－68図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－69図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -
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第6.2.1－70図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－71図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処するために必要な
計装設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－72図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－73図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－74図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－75図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－76図
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するために必要な計装設備の
機器配置図（精製建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－77図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機器配置図
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－78図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設備の機器配置図
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－79図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－80図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－81図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－82図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－83図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－84図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－85図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（前処理建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－86図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－87図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－88図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－89図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－90図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上３階）

× - -

第6.2.1－91図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（分離建屋 地上４階）

× - -

第6.2.1－92図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下３階）

× - -

第6.2.1－93図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－94図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－95図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（精製建屋 地上２階）

× - -

第6.2.1－96図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－97図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－98図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下４階）

× - -

第6.2.1－99図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下２階）

× - -

第6.2.1－100図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地下１階）

× - -

第6.2.1－101図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するために必要な計装設備
の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第6.2.1－102図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備の機器
配置図（第１保管庫・貯水槽）

× - -

第6.2.1－103図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な計装設備の機器
配置図（第２保管庫・貯水槽）

× - -

6.2.2 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路 - - -
6.2.2.1 概要 × - -
6.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
6.2.2.3 設計方針 × - -
6.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.2.5 試験・検査 × - -
第6.2.2－１表(１) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の主要設備の仕様 × - -
第6.2.2－１表(２) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する計装設備の概略 × - -
第6.2.2－１表(３) 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路に関連する電気設備の概略 × - -
第6.2.2－１図 代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の系統概要図 × - -
6.2.3 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路 - - -
6.2.3.1 概要 × - -
6.2.3.2 系統構成及び主要設備 × - -
6.2.3.3 設計方針 × - -
6.2.3.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.3.5 試験・検査 × - -
第6.2.3－１表(１) 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の主要設備の仕様 × - -

第6.2.3－１表(２)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する計装設備の概
略仕様

× - -

第6.2.3－１表(３)
重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路に関連する電気設備の概
略仕様

× - -

第6.2.3－１図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（前処理建屋）の系統概要 × - -
第6.2.3－２図 重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路（精製建屋）の系統概要図 × - -
6.2.4 重大事故時供給停止回路 - - -
6.2.4.1 概要 × - -
6.2.4.2 系統構成及び主要設備 × - -
6.2.4.3 設計方針 × - -
6.2.4.4 主要設備の仕様 × - -
6.2.4.5 試験・検査 × - -
第6.2.4－１表(1) 重大事故時供給停止回路の主要設備の仕様 × - -
第6.2.4－１表(2) 重大事故時供給停止回路に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第6.2.4－１表(3) 重大事故時供給停止回路に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第6.2.4－１図 重大事故時供給停止回路の系統概要図 × - -
6.2.5 制御室 - - -
6.2.5.1 概要 ○ 44条  20-27
6.2.5.2 設計方針 ○ 44条  20-27
6.2.5.3 主要設備及び仕様 × - -
6.2.5.4 系統構成及び主要設備 - - -
6.2.5.4.1 中央制御室 ○ 44条  20-30
6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 ○ 44条  20-33
6.2.5.5 試験・検査 × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（1/8） × - -
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第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（2/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（3/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（4/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（5/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（6/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（7/8） × - -
第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等時）の設備仕様（8/8） × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(1/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(2/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(3/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(4/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(5/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(6/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(7/8) × - -
第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等時）に関連する電気設備の概略仕様(8/8) × - -

第6.2.5－１表(3)
制御室（重大事故等時）に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略
仕様（1/2）

× - -

第6.2.5－１表(3)
制御室（重大事故等時）に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略
仕様（2/2）

× - -

第6.2.5－１図
中央制御室の外から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画
配置概要図(制御建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－２図
出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画配
置概要図(出入管理建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－３図
出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の出入管理区画配
置概要図(制御建屋 地上1階)

× - -

第6.2.5－４図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地
下１階）

× - -

第6.2.5－５図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地
上１階）

× - -

第6.2.5－６図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地
上２階）

× - -

第6.2.5－７図
中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図（制御建屋地
上３階）

× - -

第6.2.5－８図 パラメータの監視及び記録に使用する情報把握計装設備の系統図 × - -
第6.2.5－９図 パラメータの監視及び記録する計測制御設備の系統概要図 × - -
第6.2.5－１０図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その１） ○ 44条  20-36
第6.2.5－１１図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（その２） ○ 44条  20-36

第6.2.5－１２図
屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡す
る通路上の出入管理区画配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上１階）

× - -

第6.2.5－１３図
屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡す
る通路上の出入管理区画配置概要図(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
地上２階）

× - -

第6.2.5－１４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事故等対処
設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上１階）

× - -

第6.2.5－１５図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事故等対処
設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上２階）

× - -

第6.2.5－１６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事故等時）系
統概要図(その１）

○ 44条  20-37

第6.2.5－１７図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事故等時）系
統概要図(その２)

○ 44条  20-37

6.3 参考文献一覧 × - -
7. 放射性廃棄物の廃棄施設 - - -
7.1 概要 × - -
7.2 気体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.2.1 設計基準対象の施設 - - -
7.2.1.1 概要 × - -
7.2.1.2 せん断処理・溶解廃ガス処理設備 - - -
7.2.1.2.1 概要 × - -
7.2.1.2.2 設計方針 × - -
7.2.1.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.2.5 試験・検査 × - -
7.2.1.2.6 評価 × - -
7.2.1.3 塔槽類廃ガス処理設備 - - -
7.2.1.3.1 概要 × - -
7.2.1.3.2 設計方針 × - -
7.2.1.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.3.5 試験・検査 × - -
7.2.1.3.6 評価 × - -
7.2.1.4 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 - - -
7.2.1.4.1 概要 × - -
7.2.1.4.2 設計方針 × - -
7.2.1.4.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.4.5 試験・検査 × - -
7.2.1.4.6 評価 × - -
7.2.1.5 換気設備 - - -
7.2.1.5.1 概要 × - -
7.2.1.5.2 設計方針 × - -
7.2.1.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.1.5.5 試験・検査 × - -
7.2.1.5.6 評価 × - -
7.2.1.6 主排気筒 - - -
7.2.1.6.1 概要 × - -
7.2.1.6.2 設計方針 × - -
7.2.1.6.3 主排気筒の仕様 × - -
7.2.1.6.4 評価 × - -
7.2.2 重大事故等対処設備 - - -
7.2.2.1 代替換気設備 - - -
7.2.2.1.1 概要 × - -
7.2.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.2.1.3 設計方針 × - -
7.2.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
7.2.2.1.5 試験・検査 × - -
7.2.2.2 廃ガス貯留設備 - - -
7.2.2.2.1 概要 × - -
7.2.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
7.2.2.2.3 設計方針 × - -
7.2.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
7.2.2.2.5 試験・検査 × - -
第7.2－１表 せん断処理・溶解廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－２表 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－３表 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－４表 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－５表 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－６表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備
の仕様

× - -
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第7.2－７表 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕 × - -
第7.2－８表 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－９表 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－10表
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備の主要設備の仕様

× - -

第7.2－11表 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕 × - -
第7.2－12表 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－13表 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－14表 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－15表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－16表 前処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－17表 分離建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－18表 精製建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－19表 ウラン脱硝建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－20表 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－21表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕 × - -
第7.2－22表 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－23表 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－24表 低レベル廃液処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－25表 低レベル廃棄物処理建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－26表 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－27表
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備の主要設
備の仕様

× - -

第7.2－28表 分析建屋換気設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－29表 北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の主要設備の仕様 × - -
第7.2－30表 主排気筒の仕様 × - -
第7.2－31表(1) 代替換気設備の主要設備の仕様 × - -

第7.2－31表(2)
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

× - -

第7.2－31表(3)
「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器

× - -

第7.2－31表(4) 代替換気設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第7.2－31表(5) 代替換気設備に関連する主排気筒の概略仕様 × - -
第7.2－31表(6) 代替換気設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第7.2－31表(7) 代替換気設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第7.2－31表(8) 代替換気設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１) 廃ガス貯留設備の主要設備の仕様 × - -
第7.2－32表(２) 廃ガス貯留設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -

第7.2－32表(３)
廃ガス貯留設備に関連する代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路
の概略仕様

× - -

第7.2－32表(４)
廃ガス貯留設備に関連する重大事故時可溶性中性子吸収材供給回
路の概略仕様

× - -

第7.2－32表(５) 廃ガス貯留設備に関連する重大事故時供給停止回路の概略仕様 × - -
第7.2－32表(６) 廃ガス貯留設備に関連する主排気筒の概略仕様 × - -
第7.2－32表(７) 廃ガス貯留設備に関連する低レベル廃液処理設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(８) 廃ガス貯留設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第7.2－32表(９) 廃ガス貯留設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１０) 廃ガス貯留設備に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第7.2－32表(１１) 廃ガス貯留設備に関連する冷却水設備の概略仕様 × - -
第7.2－1図 気体廃棄物の廃棄施設系統概要図 × - -
第7.2－2図 せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－3図 フィルタ概要図 × - -
第7.2－4図(1) 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その１） × - -
第7.2－4図(2) 塔槽類廃ガス処理設備系統概要図（その２） × - -
第7.2－5図 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－6図 分離建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－7図（1） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－7図（2） 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－8図 ウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－9図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－10図 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－11図 低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－12図 低レベル廃棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -

第7.2－13図
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備系統概要図

× - -

第7.2－14図 ハル・エンドピース貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－15図 分析建屋塔槽類廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－16図 高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備系統概要図 × - -
第7.2－17図 ルテニウム吸着塔概要図 × - -
第7.2－18図(1) 換気設備排気系系統概要図（その1） × - -
第7.2－18図(2) 換気設備排気系系統概要図（その２） × - -
第7.2－19図 使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－21図 前処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－22図 分離建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－23図 精製建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－24図 ウラン脱硝建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－25図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－26図 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－27図 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－28図 第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－29図 低レベル廃液処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－30図 低レベル廃棄物処理建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－31図 ハル・エンドピース貯蔵建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－32図 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋換気設備系統概要 × - -
第7.2－33図 分析建屋換気設備系統概要図 × - -
第7.2－34図 北換気筒概要図 × - -
第7.2－35図 低レベル廃棄物処理建屋換気筒概要図 × - -
第7.2－36図 主排気筒概要図 × - -
第7.2－37図(1) セル導出設備の系統概要図（その１） × - -
第7.2－37図(2) セル導出設備の系統概要図（その２） × - -
第7.2－38図(1) 代替セル排気系の系統概要図（その１） × - -
第7.2－38図(2) 代替セル排気系の系統概要図（その２） × - -

第7.2－39図(1)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下４

× - -

第7.2－39図(2)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下３

× - -

第7.2－39図(3)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地下１

× - -

第7.2－39図(4)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上１

× - -

第7.2－39図(5)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋（地上２

× - -

第7.2－39図(6)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下３

× - -

第7.2－39図(7)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下２

× - -

第7.2－39図(8)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地下１

× - -
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第7.2－39図(9)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上１

× - -

第7.2－39図(10)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上２

× - -

第7.2－39図(11)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋（地上４

× - -

第7.2－39図(12)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下３

× - -

第7.2－39図(13)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下2

× - -

第7.2－39図(14)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地下1

× - -

第7.2－39図(15)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上1

× - -

第7.2－39図(16)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上２

× - -

第7.2－39図(17)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上３

× - -

第7.2－39図(18)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上４

× - -

第7.2－39図(19)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋（地上５

× - -

第7.2－39図(20)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地下２階）

× - -

第7.2－39図(21)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第7.2－39図(22)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第7.2－39図(23)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第7.2－39図(24)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地下４階）

× - -

第7.2－39図(25)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地下３階）

× - -

第7.2－39図(26)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地下１階）

× - -

第7.2－39図(27)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地上１階）

× - -

第7.2－39図(28)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（蒸発乾固））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋（地上２階）

× - -

第7.2－40図(1)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下

× - -

第7.2－40図(2)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下

× - -

第7.2－40図(3)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下

× - -

第7.2－40図(4)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地下

× - -

第7.2－40図(5)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上

× - -

第7.2－40図(6)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上

× - -

第7.2－40図(7)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 前処理建屋 （地上

× - -

第7.2－40図(8)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下３

× - -

第7.2－40図(9)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下２

× - -

第7.2－40図(10)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地下１

× - -

第7.2－40図(11)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上１

× - -

第7.2－40図(12)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上２

× - -

第7.2－40図(13)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 分離建屋 （地上４

× - -

第7.2－40図(14)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下３

× - -

第7.2－40図(15)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下２

× - -

第7.2－40図(16)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地下１

× - -

第7.2－40図(17)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上１

× - -

第7.2－40図(18)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上２

× - -

第7.2－40図(19)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上３

× - -

第7.2－40図(20)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上４

× - -

第7.2－40図(21)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 精製建屋 （地上５

× - -

第7.2－40図(22)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋 （地下２階）

× - -

第7.2－40図(23)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋 （地下１階）

× - -

第7.2－40図(24)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋 （地上１階）

× - -

第7.2－40図(25)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋 （地上２階）

× - -

第7.2－40図(26)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地下４階）

× - -

第7.2－40図(27)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地下３階）

× - -
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第7.2－40図(28)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地下２階）

× - -

第7.2－40図(29)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地下１階）

× - -

第7.2－40図(30)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地上１階）

× - -

第7.2－40図(31)
代替換気設備（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系による
対応（水素爆発））の機器及び接続口配置概要図 高レベル廃液ガラ
ス固化建屋 （地上２階）

× - -

第7.2－41図 廃ガス貯留設備の系統概要図（前処理建屋） × - -
第7.2－42図 廃ガス貯留設備の系統概要図（精製建屋） × - -
第7.2－43図(1) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地下３階） × - -
第7.2－43図(2) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地下１階） × - -
第7.2－43図(3) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階） × - -
第7.2－43図(4) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（前処理建屋 地上２階） × - -
第7.2－43図(5) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第7.2－43図(6) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
第7.2－43図(7) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -
第7.2－43図(8) 廃ガス貯留設備の機器配置概要図（精製建屋 地上５階） × - -
7.3 液体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.3.1 概要 × - -
7.3.2 高レベル廃液処理設備 - - -
7.3.2.1 概要 × - -
7.3.2.2 高レベル廃液濃縮設備 - - -
7.3.2.2.1 概要 × - -
7.3.2.2.2 設計方針 × - -
7.3.2.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.2.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.2.2.5 試験・検査 × - -
7.3.2.2.6 評価 × - -
7.3.2.3 高レベル廃液貯蔵設備 - - -
7.3.2.3.1 概要 × - -
7.3.2.3.2 設計方針 × - -
7.3.2.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.2.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.2.3.5 試験・検査 × - -
7.3.2.3.6 評価 × - -
7.3.3 低レベル廃液処理設備 - - -
7.3.3.1 概要 × - -
7.3.3.2 設計方針 × - -
7.3.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.3.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.3.3.5 試験・検査 × - -
7.3.3.6 評価 × - -
第7.3－１表 高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－２表 高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－３表 低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様 × - -
第7.3－１図 高レベル廃液濃縮設備系統概要図 × - -
第7.3－２図 高レベル廃液濃縮缶概要図 × - -
第7.3－３図 高レベル廃液貯蔵設備系統概要図 × - -
第7.3－４図 高レベル濃縮廃液貯槽概要図 × - -
第7.3－５図 低レベル廃液処理設備系統概要図 × - -
7.4 固体廃棄物の廃棄施設 - - -
7.4.1 概要 × - -
7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 - - -
7.4.2.1 概要 × - -
7.4.2.2 設計方針 × - -
7.4.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.2.5 試験・検査 × - -
7.4.2.6 評価 × - -
7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 - - -
7.4.3.1 概 × - -
7.4.3.2 設計方針 × - -
7.4.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.3.5 試験・検査 × - -
7.4.3.6 評価 × - -
7.4.4 低レベル固体廃棄物処理設備 - - -
7.4.4.1 概要 × - -
7.4.4.2 低レベル濃縮廃液処理系 - - -
7.4.4.2.1 概要 × - -
7.4.4.2.2 設計方針 × - -
7.4.4.2.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.2.5 試験・検査 × - -
7.4.4.2.6 評価 × - -
7.4.4.3 廃溶媒処理系 - - -
7.4.4.3.1 概要 × - -
7.4.4.3.2 設計方針 × - -
7.4.4.3.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.3.5 試験・検査 × - -
7.4.4.3.6 評価 × - -
7.4.4.4 雑固体廃棄物処理系 - - -
7.4.4.4.1 概要 × - -
7.4.4.4.2 設計方針 × - -
7.4.4.4.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.4.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.4.5 試験・検査 × - -
7.4.4.4.6 評価 × - -
7.4.4.5 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系 - - -
7.4.4.5.1 概要 × - -
7.4.4.5.2 設計方針 × - -
7.4.4.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.4.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.4.5.5 試験・検査 × - -
7.4.4.5.6 評価 × - -
7.4.5 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 - - -
7.4.5.1 概要 × - -
7.4.5.2 設計方針 × - -
7.4.5.3 主要設備の仕様 × - -
7.4.5.4 系統構成及び主要設備 × - -
7.4.5.5 試験・検査 × - -
7.4.5.6 評価 × - -
第7.4－１表 高レベル廃液ガラス固化設備の主要設備の仕様 × - -
第7.4－２表 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
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第7.4－３表 低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－４表 廃溶媒処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－５表 雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－６表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様 × - -
第7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第7.4－１図 高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図 × - -
第7.4－２図 ガラス溶融炉概要図 × - -
第7.4－３図 ガラス固化体概要図 × - -
第7.4－４図（１） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟） × - -
第7.4－４図（２） ガラス固化体貯蔵設備概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟） × - -
第7.4－５図（１） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟） × - -
第7.4－５図（２） 貯蔵ピット概要図（第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟） × - -
第7.4－６図 低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図 × - -
第7.4－７図 乾燥装置概要図 × - -
第7.4－８図 熱分解装置概要図 × - -
7.5 参考文献一覧 × - -
8. 放射線管理施設 - - -
8.1 設計基準対象の施設 - - -
8.1.1 概要 × - -
8.1.2 設計方針 × - -
8.1.3 主要設備の仕様 × - -
8.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
8.1.4.1 出入管理関係設備 × - -
8.1.4.2 試料分析関係設備 × - -
8.1.4.3 放射線監視設備 × - -
8.1.4.4 環境管理設備 × - -
8.1.4.5 個人管理用設備 × - -
8.1.4.6 その他の設備 × - -
8.1.5 試験・検査 × - -
8.1.6 評価 × - -
第8.1－1表(1) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
第8.1－1表(2) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
第8.1－1表(3) 屋内モニタリング設備の主要な監視区域 × - -
第8.1－2表 排気モニタリング設備のモニタリング内容 × - -
8.2 重大事故等対処設備 - - -
8.2.1 概要 × - -
8.2.2 設計方針 × - -
8.2.3 主要設備の仕様 × - -
8.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
8.2.5 試験・検査 × - -
第8.2－１表 監視測定に係る目的に基づく設備一覧表 × - -
第8.2－２表 「監視測定」の対処の実施項目 × - -
第8.2－３表(1) 放射線管理施設の主要設備の仕様 × - -
第8.2－３表(2) 放射線管理施設に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第8.2－３表(3) 放射線管理施設に関連する電気設備の概略仕様 × - -

第8.2－３表(4)
放射線管理施設に関連する補機駆動用燃料補給設備
の概略仕様

× - -

第8.2－１図 監視測定設備の機器配置概要図（主排気筒管理建屋地上１階） × - -
第8.2－２図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地下１階） × - -
第8.2－３図 監視測定設備の機器配置概要図（制御建屋地上１階） × - -
第8.2－４図 監視測定設備の機器配置概要図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地上 × - -
第8.2－５図 代替モニタリング設備（主排気筒管理建屋）の系統概要図 × - -
第8.2－６図 代替モニタリング設備（使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）の系統概 × - -
第8.2－７図 可搬型データ伝送装置及び可搬型データ表示装置の系統概要図 × - -
第8.2－８図 可搬型発電機接続時の系統図 × - -
8.3 参考文献一覧 × - -
9 その他再処理設備の附属施設 - - -
9.1 概要 × - -
9.2 電気設備 - - -
9.2.1 設計基準対象の施設 - - -
9.2.1.1 概要 × - -
9.2.1.2. 設計方針 × - -
9.2.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.2.1.4 主要設備 × - -
9.2.1.4.1 受電開閉設備 × - -
9.2.1.4.2 変圧器 × - -
9.2.1.4.3 所内高圧系統 × - -
9.2.1.4.4 所内低圧系統 × - -
9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 × - -
9.2.1.4.6 直流電源設備 × - -
9.2.1.4.7 計測制御用交流電源設備 × - -
9.2.1.4.8 再処理施設内機器 × - -
9.2.1.4.9 照明及び作業用電源設備 × - -
9.2.1.4.10 ケーブル及び電線路 × - -
9.2.1.4.11 燃料貯蔵設備 × - -
9.2.1.5 母線切替 × - -
9.2.1.6 試験・検査 × - -
9.2.1.7 評価 × - -
9.2.2 重大事故等対処設備 - - -
9.2.2.1 概要 × - -
9.2.2.2 設計方針 × - -
9.2.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.2.2.4 系統構成 × - -
9.2.2.5 試験・検査 × - -
第9.2－１表 受電開閉設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－２表 受電変圧器の主要設備の仕様 × - -
第9.2－３(1)表 非常用母線の設備仕様 × - -
第9.2－３(2)表 運転予備用母線及び常用母線の設備仕様 × - -
第9.2－４表 ディーゼル発電機の主要設備の仕様 × - -
第9.2－５表(1) 直流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－５表(2) 直流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－６表(1) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－６表(2) 計測制御用交流電源設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－７表 照明設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－８表 非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -
第9.2－９表 運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 × - -

第9.2－10表
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備の主要機
器仕様

× - -

第9.2－11表 可搬型重大事故等対処設備の主要負荷 × - -
第9.2－１図 受変電設備及びディーゼル発電設備単線結線図 × - -
第9.2－２図(1) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(2) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(3) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(4) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－２図(5) 主要建屋内単線結線図 × - -
第9.2－３図 直流電源設備単線結線図 × - -
第9.2－４図 計測制御用交流電源設備単線結線図 × - -
第9.2－５図 第１非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線 × - -
第9.2－６図 第２非常用ディーゼル発電機負荷容量曲線 × - -
第9.2－７図 燃料油供給系統概要図 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1
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第9.2－８図 可搬型発電機の機器配置概要図 × - -
第9.2－９図 前処理建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階） × - -
第9.2－10図 分離建屋の重大事故対処用母線配置図（地上４階） × - -
第9.2－11図 精製建屋の重大事故対処用母線配置図（地上１階） × - -

第9.2－12図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線配置図（地
上１階）

× - -

第9.2－13図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線配置図（地
下１階）

× - -

第9.2－14図 高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線配置図（地下１ × - -

第9.2－15図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（前処理建屋可搬
型発電機接続時）

× - -

第9.2－16図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（分離建屋可搬型
発電機接続時）

× - -

第9.2－17図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（制御建屋可搬型
発電機接続時）

× - -

第9.2－18図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝建屋可搬型発電機接続時（精製建屋への給電を含む））

× - -

第9.2－19図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第9.2－20図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図（使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機接続時）

× - -

第9.2－21図(1)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（１／８）

× - -

第9.2－21図(2)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（２／８）

× - -

第9.2－21図(3)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（３／８）

× - -

第9.2－21図(4)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（４／８）

× - -

第9.2－21図(5)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（５／８）

× - -

第9.2－21図(6)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（６／８）

× - -

第9.2－21図(7)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（７／８）

× - -

第9.2－21図(8)
全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する
ための設備の系統図（８／８）

× - -

9.3 圧縮空気設備 - - -
9.3.1 設計基準対象の施設 × - -
9.3.1.1 概要 × - -
9.3.1.2 設計方針 × - -
9.3.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.3.1.4 主要設備 × - -
9.3.1.5 試験・検査 × - -
9.3.1.6 評価 × - -
9.3.2 重大事故等対処設備 - - -
9.3.2.1 代替安全圧縮空気系 - - -
9.3.2.1.1 概要 × - -
9.3.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
9.3.2.1.3 設計方針 × - -
9.3.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
9.3.2.1.5 試験・検査 × - -
9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 - - -
9.3.2.2.1 概要 × - -
9.3.2.2.2 系統構成及び主要設備 × - -
9.3.2.2.3 設計方針 × - -
9.3.2.2.4 主要設備の仕様 × - -
9.3.2.2.5 試験・検査 × - -
第9.3－１表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 × - -
第9.3－２表(1) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要機器 × - -
第9.3－２表(2) 水素掃気用安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する主要機器 × - -
第9.3－３表 水素爆発の発生を仮定する機器 × - -
第9.3－４表(1) 代替安全圧縮空気系の主要設備の仕様 × - -
第9.3－４表(2) 代替安全圧縮空気系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.3－４表(3) 代替安全圧縮空気系に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕 × - -
第9.3－５表(１) 臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様 × - -
第9.3－５表(２) 臨界事故時水素掃気系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.3－５表(３) 臨界事故時水素掃気系に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.3－５表(４) 臨界事故時水素掃気系に関連する圧縮空気設備の概略仕様 × - -
第9.3－1図 圧縮空気設備系統概要図 × - -
第9.3－2図 安全圧縮空気系系統概要図 × - -

第9.3－3図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その１）

× - -

第9.3－3図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その２）

× - -

第9.3－4図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その１）

× - -

第9.3－4図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その２）

× - -

第9.3－5図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その１）

× - -

第9.3－5図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その２）

× - -

第9.3－6図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第9.3－6図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第9.3－7図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その

× - -

第9.3－7図
代替安全圧縮空気系（水素爆発を未然に防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その

× - -

第9.3－8図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その１）

× - -

第9.3－8図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（前処理建屋）（その２）

× - -

第9.3－9図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その１）

× - -

第9.3－9図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（分離建屋）（その２）

× - -

第9.3－10図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その１）

× - -

第9.3－10図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（精製建屋）（その２）

× - -

第9.3－11図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第9.3－11図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第9.3－12図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その

× - -

37



有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類六

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.3－12図
代替安全圧縮空気系（水素爆発の再発を防止するための空気の供給
に使用する設備）の系統概要図（高レベル廃液ガラス固化建屋）（その

× - -

第9.3－13図(1) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地下４階） × - -
第9.3－13図(2) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階）１／ × - -
第9.3－13図(3) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階）２／ × - -
第9.3－13図(4) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(5) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(6) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下２階） × - -
第9.3－13図(7) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地下１階） × - -
第9.3－13図(8) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上１階） × - -
第9.3－13図(9) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(10) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（分離建屋 地上３階） × - -
第9.3－13図(11) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下３階） × - -
第9.3－13図(12) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下２階） × - -
第9.3－13図(13) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.3－13図(14) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.3－13図(15) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.3－13図(16) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上３階） × - -
第9.3－13図(17) 代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.3－13図(18)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地下２階）

× - -

第9.3－13図(19)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地下１階）

× - -

第9.3－13図(20)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋 地上１階）

× - -

第9.3－13図(21)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下４階）

× - -

第9.3－13図(22)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下３階）

× - -

第9.3－13図(23)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下２階）

× - -

第9.3－13図(24)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地下１階）

× - -

第9.3－13図(25)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地上１階）

× - -

第9.3－13図(26)
代替安全圧縮空気系の機器配置概要図（高レベル廃液ガラス固化建
屋 地上２階）

× - -

第9.3－14図(1)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(2)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
下２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(3)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(4)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(5)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上３階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(6)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
下１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(7)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(8)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上２階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(9)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上３階）（水素爆発を未然に防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(10)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(11)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上２階）（水素爆発を未然に防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(12)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下３階）（水素爆発を未然に防止するための空気

× - -

第9.3－14図(13)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下２階）（水素爆発を未然に防止するための空気

× - -

第9.3－14図(14)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下１階）（水素爆発を未然に防止するための空気

× - -

第9.3－14図(15)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地上１階）（水素爆発を未然に防止するための空気

× - -

第9.3－14図(16)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(17)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建屋
地上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(18)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(19)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(20)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(21)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（分離建屋 地
上３階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(22)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(23)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(24)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上２階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(25)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上３階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(26)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋 地
上４階）（水素爆発の再発を防止するための空気の供給）

× - -

第9.3－14図(27)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(28)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上２階）（水素爆発の再発を防止するための
空気の供給）

× - -

第9.3－14図(29)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下３階）（水素爆発の再発を防止するための空気

× - -

第9.3－14図(30)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下２階）（水素爆発の再発を防止するための空気

× - -

第9.3－14図(31)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地下１階）（水素爆発の再発を防止するための空気

× - -

第9.3－14図(32)
代替安全圧縮空気系の接続口配置図及び接続口一覧（高レベル廃液
ガラス固化建屋 地上１階）（水素爆発の再発を防止するための空気

× - -

第9.3－15図(1) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（前処理建屋） × - -
第9.3－15図(2) 臨界事故時水素掃気系の系統概要図（精製建屋） × - -
第9.3－16図(1) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上１階） × - -
第9.3－16図(2) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（前処理建屋 地上３階） × - -
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第9.3－16図(3) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.3－16図(4) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.3－16図(5) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.3－16図(6) 臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.3－17図(1)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建
屋 地上１階）

× - -

第9.3－17図(2)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（前処理建
屋 地上３階）

× - -

第9.3－17図(3)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地下１階）

× - -

第9.3－17図(4)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上１階）

× - -

第9.3－17図(5)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上２階）

× - -

第9.3－17図(6)
臨界事故時水素掃気系の接続口配置図及び接続口一覧（精製建屋
地上４階）

× - -

9.4 給水処理設備 - - -
9.4.1 設計基準対象の施設 - - -
9.4.1.1 概要 × - -
9.4.1.2 設計方針 × - -
9.4.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.4.1.4 主要設備 × - -
9.4.1.5 評価 × - -
9.4.2 重大事故等対処設備 - - -
9.4.2.1 水供給設備 - - -
9.4.2.1.1 概要 × - -
9.4.2.1.2 設計方針 × - -
9.4.2.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.4.2.1.5 試験・検査 × - -
第9.4－１表 給水処理設備の主要設備の仕様 × - -
第9.4－２表（１） 水供給設備の主要設備の仕様 × - -
第9.4－２表（２） 水供給設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.4－２表（３） 水供給設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.4－１図(１) 給水処理設備系統概要図 × - -
第9.4－１図(２) 給水処理設備系統概要図 × - -

第9.4－２図
水供給設備の系統概要図（蒸発乾固への対処及び燃料貯蔵プール等
への注水）

× - -

第9.4－３図

水供給設備の系統概要図（燃料貯蔵プール等への水のスプレイ，燃
料貯蔵プール等への大容量の注水に係る
第１貯水槽への水の補給）

× - -

第9.4－４図
水供給設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出抑制への
対処に係る第１貯水槽への水の補給）

× - -

第9.4－５図
水供給設備の系統概要図（航空機衝突による航空機燃料火災，化学
火災への対処）

× - -

第9.4－６図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 地下） × - -
第9.4－７図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 地上１階） × - -
第9.4－８図 水供給設備の機器配置概要図（第１保管庫・貯水所 断面） × - -
第9.4－９図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 地下） × - -
第9.4－10図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 地上１階） × - -
第9.4－11図 水供給設備の機器配置概要図（第２保管庫・貯水所 断面） × - -
9.5 冷却水設備 - - -
9.5.1 設計基準対象の施設 - - -
9.5.1.1 概要 × - -
9.5.1.2 設計方針 × - -
9.5.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.5.1.4 主要設備 × - -
9.5.1.5 試験・検査 × - -
9.5.1.6 評価 × - -
9.5.2 重大事故等対処設備 - - -
9.5.2.1 代替安全冷却水系 - - -
9.5.2.1.1 概要 × - -
9.5.2.1.2 系統構成及び主要設備 × - -
9.5.2.1.3 設計方針 × - -
9.5.2.1.4 主要設備の仕様 × - -
9.5.2.1.5 試験・検査 × - -
第9.5－１表(１) 冷却水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.5－１表(２) 冷却水設備の主要設備の仕様 × - -

第9.5－２表
再処理設備本体用の安全冷却水系から崩壊熱除去用冷却水の供給
が必要な施設

× - -

第9.5－３表(1) 代替安全冷却水系の主要設備の仕様 × - -
第9.5－３表(2) 代替安全冷却水系に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.5－３表(3) 代替安全冷却水系に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第9.5－３表(4) 代替安全冷却水系に関連する水供給設備の概略仕様 × - -

第9.5－３表(5)
代替安全冷却水系に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様

× - -

第9.5－４表 「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する対象機器 × - -
第9.5－1図 冷却水設備系統概要図 × - -
第9.5－２図(１) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(２) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(３) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(４) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－２図(５) 一般冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－３図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系系統概要 × - -
第9.5－４図 再処理設備本体用の安全冷却水系系統概要図 × - -
第9.5－５図 第２非常用ディーゼル発電機用の安全冷却水系系統概要図 × - -

第9.5－６図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全冷却水系冷却塔Ｂ基
礎機器配置図（地下２階）

× - -

第9.5－７図
代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）
（その１）

× - -

第9.5－７図
代替安全冷却水系の系統概要図（内部ループへの通水による冷却）
（その２）

× - -

第9.5－８図(１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－８図(２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

× - -
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第9.5－８図(９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(１０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－８図(１１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(１２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(１３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(１４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(１５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(１６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上３階）

× - -

第9.5－８図(１７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－８図(１８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(１９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(２０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－８図(２１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－８図(２２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－８図(２３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－８図(２４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－８図(２５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－８図(２６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－９図(１)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－９図(２)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(３)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－９図(４)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－９図(５)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－９図(６)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(７)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－９図(８)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－９図(９)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－９図(１０)
代替安全冷却水系（内部ループへの通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その１） × - -
第9.5－10図 代替安全冷却水系の系統概要図（貯槽等への注水）（その２） × - -

第9.5－11図(１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－11図(２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(１０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(１１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(１２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(１３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(１４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(１５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(１６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(１７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上３階）

× - -

第9.5－11図(１８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－11図(１９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(２０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－11図(２１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－11図(２２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－11図(２３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－11図(２４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－11図(２５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－11図(２６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類六

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第9.5－11図(２７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 前処理建屋（地上３階）

× - -

第9.5－12図(３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－12図(４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(５)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(６)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－12図(７)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(８)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－12図(９)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－12図(１０)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－12図(１１)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－12図(１２)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－12図(１３)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－12図(１４)
代替安全冷却水系（貯槽等への注水）の注水接続口配置図及び接続
口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－13図
代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）
（その１）

× - -

第9.5－13図
代替安全冷却水系の系統概要図（冷却コイル等への通水による冷却）
（その２）

× - -

第9.5－14図(１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－14図(２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－14図(１０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－14図(１１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(１２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(１３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(１４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(１５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－14図(１６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－14図(１７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(１８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(１９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－14図(２０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－14図(２１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－14図(２２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -

第9.5－14図(２３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－14図(２４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－14図(２５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の機器及び接
続口配置概要図高レベル廃液ガラス固化建屋（地上２階）

× - -

第9.5－15図(１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－15図(２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－15図(４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－15図(５)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(６)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－15図(７)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－15図(８)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－15図(９)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－15図(１０)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－15図(１１)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(１２)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－15図(１３)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下２階）

× - -
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第9.5－15図(１４)
代替安全冷却水系（冷却コイル等への通水による冷却）の通水接続口
配置図及び接続口一覧 高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水による冷却）（その × - -
第9.5－16図 代替安全冷却水系の系統概要図（凝縮器への通水による冷却）（その × - -

第9.5－17図(１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下４階）

× - -

第9.5－17図(２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下２階）

× - -

第9.5－17図(７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(１０)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－17図(１１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(１２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下２階）

× - -

第9.5－17図(１３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(１４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(１５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(１６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－17図(１７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(１８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－17図(１９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－17図(２０)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下４階）

× - -

第9.5－17図(２１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下３階）

× - -

第9.5－17図(２２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地下１階）

× - -

第9.5－17図(２３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の機器及び接続口配置概要図
高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(１)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧前処理建屋（地下１階）

× - -

第9.5－18図(２)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧前処理建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(３)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧分離建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(４)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧分離建屋（地上３階）

× - -

第9.5－18図(５)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧精製建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(６)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧精製建屋（地上４階）

× - -

第9.5－18図(７)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上１階）

× - -

第9.5－18図(８)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（地上２階）

× - -

第9.5－18図(９)
代替安全冷却水系（凝縮器への通水）の通水接続口配置図及び接続
口一覧高レベル廃液ガラス固化建屋（地上１階）

× - -

9.6 蒸気供給設備 - - -
9.6.1 概要 × - -
9.6.2 設計方針 × - -
9.6.3 主要設備の仕様 × - -
9.6.4 主要設備 × - -
9.6.5 試験・検査 × - -
9.6.6 評価 × - -
第9.6－１表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 × - -
第9.6－1図 蒸気供給設備系統概要図 × - -
第9.6－２図 一般蒸気系系統概要図 × - -
第9.6－３図 安全蒸気系系統概要図 × - -
9.7 主要な試験施設 × - -
9.8 分析設備 - - -
9.8.1 概要 × - -
9.8.2 設計方針 × - -
9.8.3 主要設備の仕様 × - -
9.8.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.8.5 試験・検査 × - -
9.8.6 評価 × - -
第9.8－１表 分析設備の主要設備の仕様 × - -
第9.8－2表 主要な試料採取項目 × - -
第9.8－3表 分析済溶液処理系の主要設備の臨界安全管理表 × - -
第9.8－1図 分析済溶液処理系系統概要図 × - -
9.9 化学薬品貯蔵供給設備 - - -

9.9.1 概要 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-15

9.9.2 設計方針 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-16

9.9.3 主要設備の仕様 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-16

9.9.4 主要設備 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-16

9.9.5 評価 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-16

第9.9－１表 化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-17

第9.9－１図 主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図 ○
化学薬品貯蔵

供給設備
 12-18

9.10 火災防護設備 ○ 5条,29条
 5-1
'29-1

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 - - -
9.10.1.1 概要 × - -
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9.10.1.2 設計方針 × - -
9.10.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.10.1.4 主要設備 × - -
9.10.1.5 試験・検査 × - -
9.10.1.6 評価 × - -
9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 - - -
9.10.2.1 概要 × - -
9.10.2.2 設計方針 × - -
9.10.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.10.2.4 主要設備 × - -
9.10.2.5 試験・検査 × - -
9.10.2.6 評価 × - -
第9.10－１表 火災感知設備の火災感知器の組合せ × - -
第9.10－２表 消火設備の主要設備の仕様 × - -
第9.10－３表 火災感知設備の火災感知器の組合せ × - -
第9.10－４表 消火設備の主要設備の仕様 × - -
第9.10－１図 火災感知設備系統概要図 × - -
第9.10－２図 消火水供給設備系統概要図 × - -
第9.10－３図 火災感知設備系統概要図（重大事故等対処施設用） × - -
第9.10－４図 消火水供給設備系統概要図（緊急時対策建屋） × - -
9.11 竜巻防護対策設備 - - -
9.11.1 概要 × - -
9.11.2 設計方針 × - -
9.11.3 主要設備の仕様 × - -
9.11.4 主要設備 × - -
9.11.5 試験・検査 × - -
9.11.6 評価 × - -
第9.11.3－１表 竜巻防護対策設備の仕様 × - -
第9.11.4－１図 竜巻防護対策設備配置図 × - -
第9.11.4－２図（１） 飛来物防護板概略図（非常用電源建屋） × - -
第9.11.4－２図（２） 飛来物防護板概略図（主排気筒周辺） × - -
第9.11.4－２図（３） 飛来物防護板概略図（開口部） × - -
第9.11.4－３図 飛来物防護ネット概略図 × - -
9.12 溢水防護設備 × - -
9.13 化学薬品防護設備 ○ 12条 12-2
9.14 補機駆動用燃料補給設備 - - -
9.14.1 概要 × - -
9.14.2 設計方針 × - -
9.14.3 主要設備の仕様 × - -
9.14.4 系統構成 × - -
9.14.5 試験・検査 × - -
第9.14－１表 補機駆動用燃料補給設備の設備仕様 × - -
第9.14－１図 軽油貯槽の配置図 × - -
第9.14－２図 補機駆動用燃料補給設備の系統概要図 × - -
9.15 放出抑制設備 - - -
9.15.1 放水設備 - - -
9.15.1.1 概要 × - -
9.15.1.2 設計方針 × - -
9.15.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.1.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.1.5 試験・検査 × - -
9.15.2 注水設備 - - -
9.15.2.1 概要 × - -
9.15.2.2 設計方針 × - -
9.15.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.2.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.2.5 試験・検査 × - -
9.15.3 抑制設備 - - -
9.15.3.1 概要 × - -
9.15.3.2 設計方針 × - -
9.15.3.3 主要設備の仕様 × - -
9.15.3.4 系統構成及び主要設備 × - -
9.15.3.5 試験・検査 × - -
第9.15－１表(1) 放水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－１表(2) 放水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.15－１表(3) 放水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－１表(4) 放水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－１表(5) 放水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(1) 注水設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－２表(2) 注水設備に関連する計装設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(3) 注水設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－２表(4) 注水設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－２表(5) 注水設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－３表(1) 抑制設備の主要設備の仕様 × - -
第9.15－３表(2) 抑制設備に関連する水供給設備の概略仕様 × - -
第9.15－３表(3) 抑制設備に関連する代替安全冷却水系の概略仕様 × - -
第9.15－３表(4) 抑制設備に関連する補機駆動用燃料補給設備の概略仕様 × - -
第9.15－１図 放水設備の系統概要図（大気中への放射性物質の放出を抑制） × - -

第9.15－２図
放水設備の系統概要図（再処理施設の各建物周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災，化学火災への対処）

× - -

第9.15－３図 注水設備の系統概要図（工場等外への放射線の放出を抑制） × - -
第9.15－４図 抑制設備の配置図 × - -
9.16 緊急時対策所 - - -
9.16.1 設計基準対象の施設 - - -
9.16.1.1 概要 ○ 26条  26-2
9.16.1.2 設計方針 ○ 26条  26-3
9.16.1.3 主要設備の仕様 ○ 26条  26-4
9.16.1.4 主要設備 ○ 26条  26-4
9.16.1.5 試験・検査 × - -
9.16.2 重大事故等対処設備 - - -
9.16.2.1 概要 ○ 46条  26-7
9.16.2.2 設計方針 × - -
9.16.2.3 主要設備の仕様 ○ 46条  26-7
9.16.2.4 系統構成及び主要設備 ○ 46条  26-8
9.16.2.5 試験・検査 × - -
第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様 ○ 26条  26-4
第9.16－１表(2) 通信連絡設備の概略仕様 × - -
第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備及び仕様（重大事故等対処設備） ○ 46条  26-10
第9.16－２表(2) 放射線管理施設の概略仕様 × - -
第9.16－２表(3) 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の概略仕様 × - -
第9.16－１図 データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図 × - -
第9.16－２図 緊急時対策建屋機器配置図（地下1階） × - -
第9.16－３図 緊急時対策建屋機器配置図（地上1階） × - -
第9.16－４図 緊急時対策建屋換気設備の系統概要図 × - -
第9.16－５図 情報収集装置及び情報表示装置の系統概要図 × - -
第9.16－６図 緊急時対策建屋電源設備の系統概要図 × - -
第9.16－７図 燃料補給設備の系統概要図 × - -
9.17 通信連絡設備 - - -
9.17.1 設計基準対象の施設 - - -
9.17.1.1 概要 ○ 27条  27-5
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類六

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

9.17.1.2 設計方針 ○ 27条  27-6
9.17.1.3 主要設備の仕様 × - -
9.17.1.4 主要設備 ○ 27条  27-6
9.17.1.5 試験・検査 × - -
9.17.1.6 手順等 × - -
第9.17.1－１表(1) 通信連絡設備の主要設備の仕様 ○ 27条  27-8
第9.17.1－１表(2) 通信連絡設備の主要設備の仕様 ○ 27条  27-8
9.17.2 重大事故等対処設備 - - -
9.17.2.1 概要 ○ 47条  27-9
9.17.2.2 設計方針 ○ 47条  27-9
9.17.2.3 主要設備の仕様 × - -
9.17.2.4 系統構成及び主要設備 ○ 47条  27-10
9.17.2.5 試験・検査 × - -
第9.17.2－１表(1) 通信連絡設備の一覧 ○ 47条  27-12
第9.17.2－１表(2) 通信連絡設備の一覧 ○ 47条  27-12
第9.17.2－２表 代替通信連絡設備の一覧 ○ 47条  27-13
第9.17.2－３表（１） 通信連絡設備及び代替通信連絡設備の主要機器仕様 × - -
第9.17.2－３表（２） 通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（３） 代替通信連絡設備に関連する制御室（重大事故等時）の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（４） 代替通信連絡設備に関連する放射線管理施設の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（５） 代替通信連絡設備に関連する電気設備の概略仕様 × - -
第9.17.2－３表（６） 代替通信連絡設備に関連するの緊急時対策建屋電源設備の概略仕 × - -
第9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概要図 ○ 47条  27-14
第9.17.2－２図 代替通信連絡設備の系統概要図 ○ 47条  27-15

第9.17.2－３図
代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地
上１階）

× - -

第9.17.2－４図
代替通信連絡設備の機器配置図（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地
上２階）

× - -

第9.17.2－５図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下４階） × - -
第9.17.2－６図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下３階） × - -
第9.17.2－７図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－８図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－９図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－１０図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－１１図 代替通信連絡設備の機器配置図（前処理建屋 地上４階） × - -
第9.17.2－１２図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地下２階） × - -
第9.17.2－１３図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－１４図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－１５図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－１６図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－１７図 代替通信連絡設備の機器配置図（分離建屋 地上４階） × - -
第9.17.2－１８図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地下２階） × - -
第9.17.2－１９図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－２０図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上１階） × - -
第9.17.2－２１図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上２階） × - -
第9.17.2－２２図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－２３図 代替通信連絡設備の機器配置図（精製建屋 地上４階） × - -

第9.17.2－２４図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下２階）

× - -

第9.17.2－２５図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地下１階）

× - -

第9.17.2－２６図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地上１階）

× - -

第9.17.2－２７図
代替通信連絡設備の機器配置図（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
地上２階）

× - -

第9.17.2－２８図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
下４階）

× - -

第9.17.2－２９図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
下３階）

× - -

第9.17.2－３０図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
下２階）

× - -

第9.17.2－３１図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
下１階）

× - -

第9.17.2－３２図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
上１階）

× - -

第9.17.2－３３図
代替通信連絡設備の機器配置図（高レベル廃液ガラス固化建屋 地
上２階）

× - -

第9.17.2－３４図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋 地下１階） × - -
第9.17.2－３５図 代替通信連絡設備の機器配置図（制御建屋 地上３階） × - -
第9.17.2－３６図 代替通信連絡設備の機器配置図（緊急時対策建屋 地下１階） × - -
10. 運転保守 × - -
10.1 基本方針 × - -
10.2 組織及び職務 × - -
10.3 運転管理 × - -
10.4 放射性廃棄物管理 × - -
10.5 放射線管理 × - -
10.6 保守管理 × - -
10.7 緊急時の措置 × - -
10.8 教育及び訓練 × - -
10.9 健康管理 × - -
10.10 所員以外の者に対する保安措置 × - -
10.11 記録及び報告 × - -

添付１ 重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 × -
重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価が
記載されているが，有毒ガス影響評価については整理資料に纏めるこ
とから，「関係なし」とする。

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け

1. 安全評価に関する基本方針 - - -
1.1 基本的考え方 × - -
1.1.1 運転時の異常な過渡変化 - - -
1.1.1.1 定 義 × - -
1.1.1.2 事象の検討及び選定 - - -
1.1.1.3 判断基準 × - -
1.1.2 設計基準事故 × - -
1.1.2.1 定 義 × - -
1.1.2.2 事象の検討及び選定 × - -
1.1.2.3 判断基準 × - -
1.1.3 立地評価事故 - - -
1.1.3.1 定 義 × - -
1.1.3.2 評価事象 × - -
1.1.3.3 判断基準 × - -
第1.1－１表 事故等の評価に係る工程 × - -

第1.1－ 2 表 
物質の出入り，エネルギの出入り及び固体の位置又
は経路の変化に関する変動項目

× - -

第1.1－３表 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象の
分類項目

× - -

第1.1－４表（１）  運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（２） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（３） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -
第1.1－４表（４） 運転時の異常な過渡変化に係る事象 × - -

第1.1－５表（１） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（２） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（３） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－５表（４） 
運転時の異常な過渡変化に係る事象の類似事象分
類と代表事象

× - -

第1.1－６表  設計基準事故に係る事象の類似事象の分類項目 × - -
第1.1－７表（１） 設計基準事故に係る事象 × - -
第1.1－７表（２） 設計基準事故に係る事象 × - -
第1.1－８表（１） 設計基準事故に係る事象の類似事象分類と代表事 × - -
第1.1－８表（２） 設計基準事故に係る事象の類似事象分類と代表事 × - -
1.2 解析に当たって考慮する事項 × - -
1.3 再処理施設の事故等の代表事象の選定について × - -
第1.3－１表 火災への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－２表 爆発への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－３表 臨界への拡大に係る事象の比較 × - -
第1.3－４表 放射性物質の浄化機能の低下に係る事象の比較 × - -
第1.3－５表 火災（セル内での有機溶媒火災）に係る事象の比較 × - -
第1.3－６表 漏えい（配管からセルへの漏えい）に係る事象の比較 × - -
第1.3－ 7表 使用済燃料集合体等の破損に係る事象の比較 × - -
1.4 参考文献一覧 × - -
2. 運転時の異常な過渡変化 - - -
2.1 序 × - -

2.2 
プルトニウム精製設備の逆抽出塔での有機溶媒の温
度異常上昇

- - -

2.2.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.2.2 過渡変化の解析 × - -
2.2.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.3 高レベル廃液濃縮缶における加熱蒸気の温度異常 - - -
2.3.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.3.2 過渡変化の解析 × - -
2.3.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.4 
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉での還
元ガス中の水素濃度異常上昇

- - -

2.4.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.4.2 過渡変化の解析 × - -
2.4.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.5 
分配設備のプルトニウム洗浄器におけるプルトニウ
ム濃度異常上昇

- - -

2.5.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.5.2 過渡変化の解析 × - -
2.5.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.6 
高レベル廃液濃縮缶凝縮器での冷却能力の低下に
よる廃ガス中蒸気量の増大

- - -

2.6.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.6.2 過渡変化の解析 × - -
2.6.3 判断基準への適合性の検討 × - -

2.7 
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還元炉の温度
異常上昇

- - -

2.7.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.7.2 過渡変化の解析 × - -
2.7.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.8 外部電源喪失 - - -
2.8.1 原因，発生防止対策及び拡大防止対策 × - -
2.8.2 過渡変化の解析 × - -
2.8.3 判断基準への適合性の検討 × - -
2.9  結 論 × - -
2.10 参考文献一覧 × - -
3. 設計基準事故 - - -
3.1 序 × - -
3.2 プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -
3.2.1 原因及び説明 × - -
3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.2.3 事故経過 × - -
3.2.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.2.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.2.4.2 線量の評価 × - -
3.2.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.2－１表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の燃焼有機溶媒中の放射性物質濃度

× - -

項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

45



有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第3.2－２表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の放出量

× - -

第3.2－３表 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の線量

× - -

第3.2－１図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
プルトニウム精製塔セル内の圧力解析

× - -

第3.2－ 2 図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
精製建屋換気設備のセルからの排気系の高性能粒
子フィルタに流入する気体の温度解析

× - -

第3.2－ 3 図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災－
精製建屋内の圧力解析

× - -

第3.2－４図 
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.3
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応

- - -

3.3.1 原因及び説明 × - -
3.3.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.3.3 事故経過 × - -
3.3.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.3.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.3.4.2 線量の評価 × - -
3.3.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.3－１表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応時のプルトニウム濃縮缶内の放射性物質濃度

× - -

第3.3－２表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応時の放射性物質の放出量

× - -

第3.3－３表 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応時の線量

× - -

第3.3－ 1 図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応－プルトニウム濃縮缶内の圧力解析

× - -

第3.3－ 2 図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応－高性能粒子フィルタの差圧解析

× - -

第3.3－ 3 図
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応－高性能粒子フィルタに流入する気体の温度解

× - -

第3.3－４図 
プルトニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.4 溶解槽における臨界 - - -
3.4.1 原因及び説明 × - -
3.4.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.4.3 事故経過 × - -
3.4.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.4.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.4.4.2 線量の評価 × - -
3.4.4.3 臨界の事象想定について × - -
3.4.5 判断基準への適合性の検討 × - -
第3.4－ 1 表 溶解槽における臨界時の放射性物質生成量及び諸 × - -
第3.4－２表 溶解槽における臨界時の溶液中の放射性物質濃度 × - -
第3.4－３表 溶解槽における臨界時の放射性物質の放出量 × - -
第3.4－４表 溶解槽における臨界時の核分裂による放射線の発 × - -
第3.4－５表 溶解槽における臨界時の線量 × - -

第3.4－１図(1) 
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素）

× - -

第3.4－１図(2) 
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素以外の核種）

× - -

3.5 高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい - - -
3.5.1 原因及び説明 × - -
3.5.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.5.3 事故経過 × - -
3.5.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.5.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.5.4.2 線量の評価 × - -
3.5.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.5－１表 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の放射性物質の放出量

× - -

第3.5－２表 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の線量

× - -

第3.5－１図 
高レベル廃液貯蔵設備の配管からセルへの漏えい
時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.6 高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え - - -
3.6.1 原因及び説明 × - -
3.6.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.6.3 事故経過 × - -
3.6.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.6.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.6.4.2 線量の評価 × - -
3.6.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.6－１表 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の放射性物質の放出量

× - -

第3.6－２表 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の線量

× - -

第3.6－１図 
高レベル廃液ガラス固化設備での溶融ガラスの漏え
い時の放射性物質の大気放出過程

× - -

3.7 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下

- - -

3.7.1 原因及び説明 × - -
3.7.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.7.3 事故経過 × - -
3.7.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.7.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.7.4.2 線量の評価 × - -
3.7.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.7－１表 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の放射性物質の放出量

× - -

第3.7－２表 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の線量

× - -
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第3.7－１図 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時の希ガスの大気放出過程（ガンマ
線実効エネルギ0.5ＭeＶ換算値）

× - -

第3.7－２図 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設での使用済
燃料集合体落下時のよう素の大気放出過程

× - -

3.8 短時間の全交流動力電源の喪失 - - -
3.8.1 原因及び説明 × - -
3.8.2 事故防止対策及び影響緩和対策 × - -
3.8.3 事故経過 × - -
3.8.4 放射性物質の放出量及び線量の評価 - - -
3.8.4.1 放射性物質の放出量 × - -
3.8.4.2 線量の評価 × - -
3.8.5 判断基準への適合性の検討 × - -

第3.8－１表 
短時間の全交流動力電源の喪失時の放射性物質の
放出量

× - -

第3.8－２表 短時間の全交流動力電源の喪失時の線量 × - -

第3.8－１図 
短時間の全交流動力電源の喪失時の放射性物質の
大気放出過程

× - -

3.9 安全評価における機能別の単一故障の仮定につい × - -
第3.9－１表 設計基準事故において仮定した単一故障 × - -
3.10 結 論 × - -
3.11 参考文献一覧 × - -
4. 立地評価事故 - - -
4.1 序 × - -
4.2 溶解槽における臨界 - - -
4.2.1 事故の想定 × - -
4.2.2 線量当量評価の種類 × - -
4.2.3 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 × - -
4.2.3.1 放射性物質の放出量 × - -
4.2.3.2 線量当量の評価 × - -

第4.2－1表
溶解槽における臨界時の放射性物質生成量及び諸
定数（立地評価事故）

× - -

第4.2－2表
溶解槽における臨界時の溶液中の放射性物質濃度
（立地評価事故）

× - -

第4.2－3表
溶解槽における臨界時の放射性物質の放出量（立地
評価事故）

× - -

第4.2－4表
溶解槽における臨界時の核分裂による放射線の発
生数（立地評価事故）

× - -

第4.2－5表 溶解槽における臨界時の線量当量（立地評価事故） × - -

第4.2－6表
溶解槽における臨界時の全身線量（実効線量当量）
の人口積算値（立地評価事故）（1985年の人口)

× - -

第4.2－7表
溶解槽における臨界時の全身線量（実効線量当量）
の人口積算値（立地評価事故）（2040年の人口)

× - -

第4.2－1図(1)
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素）（立地評価事故）

× - -

第4.2－1図(2)
溶解槽における臨界時の放射性物質の大気放出過
程（希ガス及びよう素以外の核種）（立地評価事故）

× - -

4.3 プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災 - - -
4.3.1 事故の想定 × - -
4.3.2 線量当量評価の種類 × - -
4.3.3 放射性物質の放出量及び線量当量の評価 × - -
4.3.3.1 放射性物質の放出量 × - -
4.3.3.2 線量当量の評価 × - -

第4.3－1表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の燃焼有機溶媒中の放射性物質濃度（立地評価事

× - -

第4.3－2表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の放出量（立地評価事故）

× - -

第4.3－3表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の線量当量（立地評価事故）

× - -

第4.3－4表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の全身線量（実効線量当量）の人口積算値（立地評
価事故）（1985年の人口)

× - -

第4.3－5表
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の全身線量（実効線量当量）の人口積算値（立地評
価事故）（2040年の人口)

× - -

第4.3－1図
プルトニウム精製設備のセル内での有機溶媒火災時
の放射性物質の大気放出過程（立地評価事故）

× - -

4.4 判断基準への適合性の検討 × - -
4.5 結 論 × - -
4.6 参考文献一覧 × - -

5. 
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力

○ 技術的能力 技-1

第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（1／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（3／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（4／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（5／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（6／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（7／15） × - -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（8／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（9／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（11／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） × - 本文 第５表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（15／15） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（1／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（2／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（3／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（4／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（5／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（6／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（7／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（8／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（9／14） × - -
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（10／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（11／14） × - 本文 第６表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（12／14） × - -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（13／14） × - 本文 第６表と同一の内容であるため，整理表は作成していない。 -
第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性（14／14） × - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（1／16） 「前処理建
屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（2／16） 「精製建屋
における臨界事故の可溶性中性子吸収材の自動供

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（3／16） 「前処理建
屋における臨界事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（4／16） 「精製建屋
における臨界事故の放射線分解水素の掃気」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（5／16） 「前処理建
屋における臨界事故の廃ガス貯留設備による放射性
物質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（6／16） 「精製建屋
における臨界事故の廃ガス貯留設備による放射性物
質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（7／16） 「内部ルー
プへの通水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（8／16） 「貯槽等へ
の注水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（9／16） 「冷却コイ
ル等への通水」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（10／16） 「セルへ
の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（11／16） 「水素爆
発を未然に防止するための空気の供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（12／16） 「水素爆
発の再発を防止するための空気の供給」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（13／16） 「セルへ
の導出経路の構築及び代替セル排気系による対応」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（14／16） 「プルトニ
ウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプルトニウム
濃縮缶の加熱の停止」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（15／16） 「廃ガス
貯留設備による放射性物質の貯留」

× - -

第５－３表
事故対処するために必要な設備（16／16） 「燃料損
傷防止対策」

× - -

5.1 重大事故等対策 - - -
5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項 ○ 技術的能力 技-16
第5.1.1－１図 屋外のアクセスルート図 × - -
第5.1.1－２図 現場環境確認に用いるルート設定の基本方針 × - -
5.1.2 復旧作業に係る事項 ○ 技術的能力 技-20
第5.1.2－１表 施設の復旧作業に必要な資機材 × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（1／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（2／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（3／４） × - -
第5.1.2－２表 予備品として確保する部品の例（4／４） × - -
第5.1.2－３表 補修材による応急措置の例 × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（１／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（２／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（３／４） × - -
第5.1.2－４表 活用可能な同型の既存機器の数量（４／４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(１/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(２/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(３/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その１(４/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(１/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(２/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その２(３/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(１/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(２/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(３/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その３(４/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(１/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(２/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(３/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その４(４/４) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(１/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(２/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その５(３/３) × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その６ × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(１/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(２/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(３/４） × - -
第5.1.2－１図 アクセスルート図 屋内 その７(４/４） × - -
5.1.3 支援に係る事項 ○ 技術的能力 技-22
第5.1.3－ 1 図 全社対策本部の概要 × - -
第5.1.3－２図 防災組織全体図 × - -
5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 ○ 技術的能力 技-26
第5.1.4－1表 異常の検知から安全機能の喪失までの判断(1/2) × - -
第5.1.4－1表 異常の検知から安全機能の喪失までの判断(2/2) × - -
第5.1.4－２表 非常時対策組織の構成 ○ 技術的能力 技-31
第5.1.4－３表 実施組織の構成 ○ 技術的能力 技-31
第5.1.4－４表 支援組織の構成 ○ 技術的能力 技-32
第5.1.4－５表 宿直者の構成 ○ 技術的能力 技-32
第5.1.4－1図 制御建屋1階平面図 × - -
第5.1.4－２図 平常運転時の監視から対策の開始までの基本的な ○ 技術的能力 技-33

第5.1.4－3図
監視機能能及び制御機能の喪失から対策の開始ま
での流れ

× - -

第5.1.4－４図 自然災害における対策の開始までの流れ × - -
第5.1.4－５図 地震発生における対策の開始までの流れ × - -
第5.1.4-6図 文書体系図 × - -
第5.1.4-7図 非常時対策組織の体制図 ○ 技術的能力 技-34
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第5.1.4-8図 非常時対策組織の初動体制及び全体体制の構成 ○ 技術的能力 技-35

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時0時間から24時間）（1

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時0時間から24時間）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時24時間から48時間）
（3／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時24時間から48時間）
（4／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時48時間以降）（5／

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（地震を要因と
して発生する機能喪失の重畳時48時間以降）（6／

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（放射線対応作
業項目）（7／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（情報把握計装
設備作業項目）（8／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業項
目）（9／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業項
目）（10／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（建屋外作業項
目）（11／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（制御建屋作業
項目）（12／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋作業項目）（13／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（前処理建屋作
業項目）（14／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（分離建屋作業
項目）（15／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（分離建屋作業
項目）（16／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（精製建屋作業
項目）（17／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（ｳﾗﾝ・プルトニ
ウム混合脱硝建屋作業項目）（18／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（高レベル廃液
ガラス固化建屋作業項目）（19／20）

× - -

第5.1.4-9図
重大事故等への対処に係る要員配置（高レベル廃液
ガラス固化建屋作業項目）（20／20）

× - -

第5.1.4-10図 六ヶ所村尾駮地区から緊急時対策所までのルート × - -
第5.1.4-11図 全社対策本部の体制図 × - -

5.2 
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムへの対応における事項

× - -

5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 × - -
5.2.1.1 大規模損壊発生時の対応手順 × - -
5.2.1.2 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 × - -
5.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 × - -
5.2.2.1 大規模損壊発生時の体制 × - -

5.2.2.2
大規模損壊発生時の対応のための要員への教育及
び訓練

× - -

5.2.2.3
大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる
被災時に対する指揮命令系統の確立

× - -

5.2.2.4 大規模損壊発生時の活動拠点 × - -
5.2.2.5 大規模損壊発生時の支援体制の確立 × - -
5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（1／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（2／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（3／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（4／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（5／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（6／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（7／8） × - -
第5.2.1－１表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（8／8） × - -
第5.2.1－２表 大規模損壊へ至る可能性のある自然現象 × - -

第5.2.1－１図 
大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の検
討プロセスの概要

× - -

第5.2.1－２図 
大規模損壊発生時の対応全体概略フロー（再処理施
設の状態把握が困難な場合）

× - -

6. 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考 - - -

6.1 
重大事故の発生を仮定する際の件の設定及び重大
事故の発生を仮定する機器の特定

× - -

6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の件の考え方 ○ 28条 28-1
6.1.2 個々の重大事故の発生の仮定 × - -
6.1.3 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 × - -

第6.1－１表 
重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪
失の要因となる可能性がある自然現象の選定結果

○ 28条 28-3

第6.1－２表 
重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪
失の要因となる可能性がある人為現象の選定結果

○ 28条 28-4

第6.1－３表 
重大事故の起因となる機能喪失の要因となる自然現
象と他の自然現象の組合せの検討結果

× - -

第6.1－４表 
機能喪失に至る前に対処が可能な自然現象と他の
自然現象の組合せ

× - -

第6.1―５表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -
第6.1―６表 冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を仮定する × - -

第6.1－７表 
放射線分解により発生する水素による爆発の発生を
仮定する機器

× - -

6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定 × - -
6.3 評価に当たって考慮する事項 × - -
6.3.1 安全機能を有する施設の安全機能の喪失に対する × - -
6.3.2 操作及び作業時間に対する仮定 × - -
6.3.3 環境件の考慮 × - -
6.3.4 有効性評価の範囲 × - -
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6.4 有効性評価に使用する計算プログラム × - -
6.4.1 臨界事故 × - -
6.4.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × - -
6.4.3 放射線分解により発生する水素による爆発 × - -
6.4.4 有機溶媒等による火災又は爆発 × - -
6.4.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 × - -
6.4.6 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
6.5 有効性評価における評価の件設定の方針 - - -
6.5.1 評価件設定の考え方 × - -
6.5.2 共通的な件 - - -
6.5.2.1 使用済燃料の冷却期間 × - -
6.5.2.2 崩壊熱 × - -
6.5.2.3 水素発生Ｇ値 × - -
6.5.2.4 放射性物質量 × - -

6.5.2.5
事故の影響を受ける割合及び機器の気相に移行す
る割合

× - -

6.5.2.6 大気中への放出過程における放射性物質の除染係 × - -
6.5.2.7 放射性物質のセシウム－137 換算係数 × - -
6.5.2.8 溶液，廃液，有機溶媒の温度 × - -
6.5.2.9 機器に内包する溶液，廃液，有機溶媒の液量 × - -
6.6 評価の実施 × - -
6.7 解析コード及び評価件の不確かさの影響評価方針 × - -
6.7.1 解析コードにおける不確かさの影響評価 × - -
6.7.2 評価件の不確かさの影響評価 × - -
6.8 重大事故等の同時発生又は連鎖 - - -
6.8.1 重大事故等の事象進展，事故規模の分析 × - -
6.8.2 重大事故等の同時発生 × - -
6.8.3 重大事故等の連鎖 - - -
6.8.3.1 重大事故等の連鎖の整理の考え方 × - -
6.8.3.2 重大事故等の連鎖に係る検討方針 × - -

第6.8－１図 
起因となる重大事故等（機器内）の事故影響が及ぶ
安全機能の概念図

× - -

6.9 必要な要員及び資源の評価方針 × - -
6.9.1 必要な要員 × - -
6.9.2 必要な資源 × - -
6.10 参考文献一覧 × - -
7. 重大事故等に対する対策の有効性評価 - - -
7.1 臨界事故への対処 × - -
7.1.1 臨界事故の拡大防止対策 - - -
7.1.1.1 臨界事故の拡大防止対策の具体的内容 × - -
7.1.1.2 臨界事故の拡大防止対策の有効性評価 - - -
7.1.1.2.1 有効性評価 × - -
7.1.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.1.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.1.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -
7.1.2 臨界事故の拡大防止対策に必要な要員及び資源 × - -
7.1.3 参考文献一覧 × - -
第7.1－１表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

第7.1－２表
前処理建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収
材の自動供給の手順と設備の関係

× - -

第7.1－３表
精製建屋における臨界事故の可溶性中性子吸収材
の自動供給の手順と設備の関係

× - -

第7.1－４表
前処理建屋における臨界事故の放射線分解水素の
掃気の手順と設備の関係

× - -

第7.1－５表
精製建屋における臨界事故の放射線分解水素の掃
気の手順と設備の関係

× - -

第7.1－６表
前処理建屋における臨界事故の廃ガス貯留設備に
よる放射性物質の貯留の手順と設備の関係

× - -

第7.1－７表
精製建屋における臨界事故の廃ガス貯留設備による
放射性物質の貯留の手順と設備の関係

× - -

第7.1－８表 臨界事故において安全機能の喪失を想定する機器 × - -
第7.1－９表 臨界事故の拡大防止対策に使用する設備 × - -
第7.1－10表 可溶性中性子吸収材の自動供給に係る主要な評価 × - -

第7.1－11表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に係
る主要な評価件（共通件）

× - -

第7.1－12表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に係
る主要な評価件（個別件）

× - -

第7.1－13表
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に係
る主要な評価件（溶液由来の放射線分解水素）

× - -

第7.1－14表
大気中への放射性物質の放出量の算出に係る主要
な評価件

× - -

第7.1－15表 可溶性中性子吸収材供給後の実効増倍率 × - -

第7.1－16表
臨界事故発生後の機器内の最大水素濃度及び水素
濃度平衡値

× - -

第7.1－17表
溶解槽における臨界事故時の大気中への放射性物
質の放出量

× - -

第7.1－18表
エンドピース酸洗浄槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－19表
ハル洗浄槽における臨界事故時の大気中への放射
性物質の放出量

× - -

第7.1－20表
第５一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－21表
第７一時貯留処理槽における臨界事故時の大気中
への放射性物質の放出量

× - -

第7.1－22表
溶解槽における大気中への放射性物質の放出量（Ｃ
ｓ－137換算）

× - -

第7.1－23表
エンドピース酸洗浄槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－24表
ハル洗浄槽における大気中への放射性物質の放出
量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－25表
第５一時貯留処理槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－26表
第７一時貯留処理槽における大気中への放射性物
質の放出量（Ｃｓ－137換算）

× - -

第7.1－１図 可溶性中性子吸収材の自動供給の概要図 × - -
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第7.1－２図
臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気及
び廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留の概要

× - -

第7.1－３図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図
（ 可溶性中性子吸収材の自動供給）

× - -

第7.1－４図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図（
可溶性中性子吸収材の自動供給）

× - -

第7.1－５図(１)
臨界事故に対処するための手順の概要（前処理建
屋）（１／２）

× - -

第7.1－５図(２)
臨界事故に対処するための手順の概要（前処理建
屋）（２／２）

× - -

第7.1－６図(１)
臨界事故に対処するための手順の概要（精製建屋）
（１／２）

× - -

第7.1－６図(２)
臨界事故に対処するための手順の概要（精製建屋）
（２／２）

× - -

第7.1－７図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策に必要な作
業， 要員及び所要時間

× - -

第7.1－８図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策に必要な作業，
要員及び所要時間

× - -

第7.1－９図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要
図（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃

× - -

第7.1－10図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図
（臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気）

× - -

第7.1－11図
前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要
図（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.1－12図
精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の系統概要図
（廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.1－13図(１) フォールトツリー分析（溶解槽） × - -
第7.1－13図(２) フォールトツリー分析（エンドピース酸洗浄槽） × - -
第7.1－13図(３) フォールトツリー分析（ハル洗浄槽） × - -
第7.1－13図(４) フォールトツリー分析（精製建屋 第５一時貯留処理 × - -
第7.1－13図(５) フォールトツリー分析（精製建屋 第７一時貯留処理 × - -

第7.1－14図
核分裂出力， 実効増倍率及び大気中への放射性物
質の放出率の推移 概念図

× - -

第7.1－15図 溶解槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－16図 エンドピース酸洗浄槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－17図 ハル洗浄槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－18図 第５一時貯留処理槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－19図 第７一時貯留処理槽の機器内水素濃度の推移 × - -
第7.1－20図 溶解槽における放射性物質の大気放出過程 × - -

第7.1－21図
エンドピース酸洗浄槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

第7.1－22図 ハル洗浄槽における放射性物質の大気放出過程 × - -

第7.1－23図
第５一時貯留処理槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

第7.1－24図
第７一時貯留処理槽における放射性物質の大気放
出過程

× - -

7.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 × - -
7.2.1 蒸発乾固の発生防止対策 - - -
7.2.1.1 蒸発乾固の発生防止対策の具体的内容 × - -
7.2.1.2 蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価 × - -
7.2.1.2.1 有効性評価 × - -
7.2.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.2.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.2.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -
7.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策 - - -
7.2.2.1 蒸発乾固の拡大防止対策の具体的内容 × - -
7.2.2.1.1 貯槽等への注水及び冷却コイル等への通水 × - -
7.2.2.1.1.1 貯槽等への注水 × - -
7.2.2.1.1.2 冷却コイル等への通水 × - -

7.2.2.1.2 
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応

× - -

7.2.2.2 蒸発乾固の拡大防止対策の有効性評価 - - -
7.2.2.2.1 有効性評価 × - -
7.2.2.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.2.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.2.2.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.2.3 
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策に必要
な要員及び資源

× - -

7.2.4 参考文献一覧 × - -
第7.2－１表 蒸発乾固の発生を仮定する貯槽等 × - -
第7.2－２表 内部ループへの通水における手順及び設備の関係 × - -
第7.2－３表 有効性評価に係る主要評価件（前処理建屋） × - -
第7.2－４表 有効性評価に係る主要評価件（分離建屋） × - -
第7.2－５表 有効性評価に係る主要評価件（精製建屋） × - -

第7.2－６表
有効性評価に係る主要評価件（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

× - -

第7.2－７表
有効性評価に係る主要評価件（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

× - -

第7.2－８表 冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する × - -
第7.2－９表 前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る時 × - -
第7.2－１０表 前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る要 × - -

第7.2－１１表
前処理建屋における蒸発乾固への各対策に係る評
価結果

× - -

第7.2－１２表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る時間 × - -
第7.2－１３表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る要員 × - -
第7.2－１４表 分離建屋における蒸発乾固への各対策に係る評価 × - -
第7.2－１５表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る時間 × - -
第7.2－１６表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る要員 × - -
第7.2－１７表 精製建屋における蒸発乾固への各対策に係る評価 × - -

第7.2－１８表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る時間

× - -

第7.2－１９表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る要員

× - -

第7.2－２０表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における蒸発乾固
への各対策に係る評価結果

× - -
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第7.2－２１表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る時間

× - -

第7.2－２２表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る要員

× - -

第7.2－２３表
高レベル廃液ガラス固化建屋における蒸発乾固への
各対策に係る評価結果

× - -

第7.2－２４表 貯槽等への注水の手順及び設備の関係 × - -
第7.2－２５表 冷却コイル等への通水の手順及び設備の関係 × - -

第7.2－２６表
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の手順及び設備の関係

× - -

第7.2－２７表 凝縮水回収セル等 × - -
第7.2－２８表 導出先セル × - -
第7.2－２９表 貯槽等ごとの設定値（前処理建屋） × - -
第7.2－３０表 貯槽等ごとの設定値（分離建屋） × - -
第7.2－３１表 貯槽等ごとの設定値（精製建屋） × - -

第7.2－３２表
貯槽等ごとの設定値（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.2－３３表  貯槽等ごとの設定値（高レベル廃液ガラス固化建 × - -
第7.2－３４表 放射性物質の放出量（分離建屋） × - -
第7.2－３５表 放射性物質の放出量（精製建屋） × - -

第7.2－３６表
放射性物質の放出量（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.2－３７表 放射性物質の放出量（高レベル廃液ガラス固化建 × - -

第7.2－３８表
蒸発乾固が発生した場合の大気中への放射性物質
の放出量（セシウム－137換算）

× - -

第7.2－１図 内部ループへの通水による冷却の概要図 × - -
第7.2－２図 貯槽等への注水の概要図 × - -
第7.2－３図 冷却コイル等への通水による冷却の概要図 × - -

第7.2－４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の概要図

× - -

第7.2－５図(1)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（内部ループへの通水）

× - -

第7.2－５図(2)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（貯槽等への注水）

× - -

第7.2－５図(3)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（冷却コイル等への通水）

× - -

第7.2－５図(4)
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
系統概要図（セルへの導出経路の構築及び代替セル
排気系による対応）

× - -

第7.2－６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
手順の概要

× - -

第7.2－７図
精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

精製建屋における地震を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.2－８図
精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

精製建屋における火山を想定した場合の内部ループ
への通水に必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.2－９図
蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その１ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その２ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その３ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その４ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その５ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その６ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その７ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その８ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その９ ）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その10）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その11）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その12）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その13）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その14）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その15）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その16）

× - -

蒸発乾固の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（ その17）

× - -

第7.2－１０図 安全冷却水系の系統概要図 × - -
第7.2－１１図 前処理建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -
第7.2－１２図 分離建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -
第7.2－１３図 精製建屋内部ループ構成概要図(機器グループ) × - -
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第7.2－１４図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋内部ループ構成
概要図(機器グループ)

× - -

第7.2－１５図
高レベル廃液ガラス固化建屋内部ループ構成概要図
(機器グループ)

× - -

第7.2－１６図
内部ループへの通水実施時の計量前中間貯槽に内
包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１７図
内部ループへの通水実施時の高レベル廃液濃縮缶
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１８図
内部ループへの通水実施時のプルトニウム濃縮液一
時貯槽に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－１９図
内部ループへの通水実施時の硝酸プルトニウム貯槽
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－２０図
内部ループへの通水実施時の高レベル廃液混合槽
に内包する高レベル廃液等の温度傾向

× - -

第7.2－２１図

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の貯
槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの導
出経路の構築及び代替セル排気系による対応に必
要な要員及び作業項目（その１）

× - -

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の貯
槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの導
出経路の構築及び代替セル排気系による対応に必
要な要員及び作業項目（その２）

× - -

精製建屋における地震又は火山を想定した場合の貯
槽等への注水，冷却コイル等への通水，セルへの導
出経路の構築及び代替セル排気系による対応に必
要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.2－２２図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の計量前中間貯槽に内包する高レベル廃液等の温
度及び液量傾向

× - -

第7.2－２３図
 冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の高レベル廃液濃縮缶に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２４図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
のプルトニウム濃縮液一時貯槽に内包する高レベル
廃液等の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２５図
冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の硝酸プルトニウム貯槽に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２６図
 冷却コイル等への通水及び貯槽等への注水実施時
の高レベル廃液混合槽に内包する高レベル廃液等
の温度及び液量傾向

× - -

第7.2－２７図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の計量前中間貯槽に内包する高レベ
ル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－２８図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の前処理建屋からの放出及び蒸気の

× - -

第7.2－２９図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液濃縮缶に内包する高レ
ベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３０図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の分離建屋からの放出及び蒸気の凝

× - -

第7.2－３１図
 セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のプルトニウム濃縮液一時貯槽に内包
する高レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の

× - -

第7.2－３２図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の精製建屋からの放出及び蒸気の凝

× - -

第7.2－３３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の硝酸プルトニウム貯槽に内包する高
レベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾

× - -

第7.2－３４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
からの放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３５図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液混合槽に内包する高レ
ベル廃液等の温度，液量，放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３６図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液ガラス固化建屋からの
放出及び蒸気の凝縮傾向

× - -

第7.2－３７図 放射性物質の大気放出過程（分離建屋） × - -
第7.2－３８図 放射性物質の大気放出過程（精製建屋） × - -

第7.2－３９図
放射性物質の大気放出過程（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

× - -

第7.2－４０図
放射性物質の大気放出過程（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

× - -

7.3 放射線分解により発生する水素による爆発への対処 × - -
7.3.1 水素爆発の発生防止対策 - - -
7.3.1.1 水素爆発の発生防止対策の具体的内容 × - -
7.3.1.2 水素爆発の発生防止対策の有効性評価 - - -
7.3.1.2.1 有効性評価 × - -
7.3.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.3.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.3.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -
7.3.2 水素爆発の拡大防止対策 - - -
7.3.2.1 水素爆発の拡大防止対策の具体的内容 - - -
7.3.2.1.1 水素爆発の再発を防止するための空気の供給 × - -

7.3.2.1.2 
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応

× - -

7.3.2.2 水素爆発の拡大防止対策の有効性評価 - - -
7.3.2.2.1 有効性評価 × - -
7.3.2.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.3.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.3.2.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.3.3
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策に必要
な要員及び資源

× - -

7.3.4 参考文献一覧 × - -
第7.3－１表 水素爆発の発生を仮定する貯槽等 × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.3－２表
水素爆発を未然に防止するための空気の供給にお
ける手順及び設備の関係

× - -

第7.3－３表 有効性評価に係る主要評価件（前処理建屋） × - -
第7.3－４表 有効性評価に係る主要評価件（分離建屋） × - -
第7.3－５表 有効性評価に係る主要評価件（精製建屋） × - -

第7.3－６表
有効性評価に係る主要評価件（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－７表
有効性評価に係る主要評価件（高レベル廃液ガラス
固化建屋）

× - -

第7.3－８表 水素爆発への対処に使用する設備 × - -
第7.3－９表 前処理建屋における水素爆発への各対策に係る時 × - -
第7.3－１０表 前処理建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -

第7.3－１１表
前処理建屋における水素爆発への各対策に係る評
価結果

× - -

第7.3－１２表
前処理建屋における水素爆発への各対策に係る評
価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－１３表 分離建屋における水素爆発への各対策に係る時間 × - -
第7.3－１４表 分離建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -
第7.3－１５表 分離建屋における水素爆発への各対策に係る評価 × - -

第7.3－１６表
分離建屋における水素爆発への各対策に係る評価
結果（水素濃度）

× - -

第7.3－１７表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る時間 × - -
第7.3－１８表 精製建屋における水素爆発の各対策に係る要員 × - -
第7.3－１９表 精製建屋における水素爆発への各対策に係る評価 × - -

第7.3－２０表
精製建屋における水素爆発への各対策に係る評価
結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２１表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る時間

× - -

第7.3－２２表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
の各対策に係る要員

× - -

第7.3－２３表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る評価結果

× - -

第7.3－２４表
ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋における水素爆発
への各対策に係る評価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２５表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る時間

× - -

第7.3－２６表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発の各
対策に係る要員

× - -

第7.3－２７表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る評価結果

× - -

第7.3－２８表
高レベル廃液ガラス固化建屋における水素爆発への
各対策に係る評価結果（水素濃度）

× - -

第7.3－２９表
水素爆発の再発を防止するための空気の供給の手
順及び設備の関係

× - -

第7.3－３０表
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の手順及び設備の関係

× - -

第7.3－３１表 導出先セル × - -
第7.3－３２表 水封安全器が設置されている導出先セル × - -
第7.3－３３表 放射性物質の放出量（セシウム－137換算) × - -
第7.3－３４表 放射性物質の放出量（前処理建屋） × - -
第7.3－３５表 放射性物質の放出量（分離建屋） × - -
第7.3－３６表 放射性物質の放出量（精製建屋） × - -

第7.3－３７表
放射性物質の放出量（ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋）

× - -

第7.3－３８表 放射性物質の放出量（高レベル廃液ガラス固化建 × - -
第7.3－１図 水素爆発を未然に防止するための空気の供給の概 × - -
第7.3－２図 水素爆発の再発を防止するための空気の供給の概 × - -

第7.3－３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応の概要図

× - -

第7.3－４図
水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（水素爆発を未然に防止するための空気の供
給に使用する設備）

× - -

水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（水素爆発の再発を防止するための空気の供
給に使用する設備）

× - -

水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（セルへの導出経路の構築及び代替セル排気
系による対応に使用する設備）

× - -

水素爆発に対処するための設備の系統概要図（精製
建屋）（「放射線分解により発生する水素による爆発」
の発生を仮定する貯槽等）

× - -

第7.3－５図
水素掃気機能の喪失による水素爆発に対処するた
めの手順の概要（精製建屋）

× - -

第7.3－６図
精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（１／３）

× - -

精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（２／３）

× - -

精製建屋における水素爆発を未然に防止するための
空気の供給に必要な要員及び作業項目（３／３）

× - -

第7.3－７図
火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（１／３）

× - -

火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（２／３）

× - -

火山を想定した場合の精製建屋における水素爆発を
未然に防止するための空気の供給に必要な要員及
び作業項目（３／３）

× - -

第7.3－８図
水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その１）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その２）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その３）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その４）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その５）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その６）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その７）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その８）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その９）

× - -

水素爆発の発生防止対策及び拡大防止対策の
フォールトツリー分析（その10）

× - -

第7.3－９図 安全圧縮空気系の系統概要図 × - -

第7.3－１０図
 水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の計量前中間貯槽の水素濃度の傾向（前処理建

× - -

第7.3－１１図
 水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の第２一時貯留処理槽の水素濃度の傾向（分離建

× - -

第7.3－１２図
 水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時のプルトニウム濃縮液一時貯槽の水素濃度の傾
向（精製建屋）

× - -

第7.3－１３図
 水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の硝酸プルトニウム貯槽の水素濃度の傾向（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－１４図
 水素爆発を未然に防止するための空気の供給実施
時の高レベル濃縮廃液貯槽の水素濃度の傾向（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

× - -

第7.3－１５図
精製建屋における水素爆発の再発を防止するための
空気の供給，セルへの導出経路の構築及び代替セ
ル排気系による対応に必要な要員及び作業項目

× - -

第7.3－１６図
 水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の計量前中間貯槽の水素濃度の傾向（前処理建

× - -

第7.3－１７図
 水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の第２一時貯留処理槽の水素濃度の傾向（分離建

× - -

第7.3－１８図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時のプルトニウム溶液供給槽の水素濃度の傾向（精

× - -

第7.3－１９図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の硝酸プルトニウム貯槽の水素濃度の傾向（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋）

× - -

第7.3－２０図
水素爆発の再発を防止するための空気の供給実施
時の高レベル濃縮廃液貯槽の水素濃度の傾向（高レ
ベル廃液ガラス固化建屋）

× - -

第7.3－２１図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の前処理建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２２図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の分離建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２３図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の精製建屋からの放出の傾向

× - -

第7.3－２４図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
からの放出の傾向

× - -

第7.3－２５図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応実施時の高レベル廃液ガラス固化建屋からの
放出の傾向

× - -

第7.3－２６図  放射性物質の大気放出過程（前処理建屋） × - -
第7.3－２７図 放射性物質の大気放出過程（分離建屋） × - -
第7.3－２８図  放射性物質の大気放出過程（精製建屋） × - -

第7.3－２９図
 放射性物質の大気放出過程（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

× - -

第7.3－３０図
 放射性物質の大気放出過程（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

× - -

7.4 有機溶媒等による火災又は爆発への対処 × - -
7.4.1 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策 - - -

7.4.1.1 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
具体的内容

- - -

7.4.1.1.1
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止

× - -

7.4.1.1.2 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 × - -

7.4.1.2 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
有効性評価

- - -

7.4.1.2.1 有効性評価 × - -
7.4.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.4.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.4.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.4.2 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に
必要な要員及び資源

× - -

7.4.3 参考文献一覧 × - -

第7.4－１表
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止における手順及び設備

× - -

第7.4－２表
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留における手
順及び設備の関係

× - -

第7.4－３表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処に使用する × - -

第7.4－４表(1)
「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃
縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射
性物質の放出量（セル排気系からの放射性物質の放

× - -

第7.4－４表(2)

「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃
縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射
性物質の放出量（塔槽類廃ガス処理設備からの放射
性物質の放出量）

× - -

第7.4－５表
「精製施設のプルトニウム精製設備のプルトニウム濃
縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」時の放射
性物質の放出量（セシウム－137換算値）

× - -

第7.4‐１図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶への供給液
の供給停止，プルトニウム濃縮缶の加熱の停止）

× - -
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第7.4‐２図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（廃ガス貯留設備による放射性物
質の貯留）

× - -

第7.4‐３図（１）
 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶への供給液
の供給停止）

× - -

第7.4‐３図（２）
 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（プルトニウム濃縮缶の加熱の停

× - -

第7.4‐４図
「プルトニウム濃縮缶のＴＢＰ等の錯体の急激な分解
反応」の手順の概要

× - -

第7.4‐５図

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止のため
の措置の作業及び所要時間（プルトニウム濃縮缶へ
の供給液の供給停止，プルトニウム濃縮缶の加熱の
停止，廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留）

× - -

第7.4‐６図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に対処するための
設備の系統概要図（廃ガス貯留設備による放射性物
質の貯留）

× - -

第7.4‐７図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応発生時における放
射性物質の放出率の推移 概念図

× - -

第7.4‐８図（１）
 プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生による放射性物質の大気放出過
程（セルからの排気系からの放射性物質の放出量）

× - -

第7.4‐８図（２）
 プルトニウム濃縮缶におけるＴＢＰ等の錯体の急激
な分解反応の発生による放射性物質の大気放出過
程（塔槽類廃ガス処理設備からの放射性物質の放出

× - -

第7.4‐９図
プルトニウム濃縮缶の運転概要，プルトニウム濃度
及びＴＢＰ量の推移

× - -

7.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷への対処 × - -
7.5.1 想定事故１ の燃料損傷防止対策 - - -
7.5.1.1  想定事故１ の燃料損傷防止対策の具体的内容 × - -
7.5.1.2  想定事故１ の燃料損傷防止対策の有効性評価 - - -
7.5.1.2.1 有効性評価 × - -
7.5.1.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.5.1.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.5.1.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -
7.5.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策 - - -
7.5.2.1 想定事故２ の燃料損傷防止対策の具体的内容 × - -
7.5.2.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策の有効性評価 - - -
7.5.2.2.1 有効性評価 × - -
7.5.2.2.2 有効性評価の結果 × - -
7.5.2.2.3 重大事故等の同時発生又は連鎖 × - -
7.5.2.2.4 判断基準への適合性の検討 × - -

7.5.3 
想定事故１ 及び想定事故２ の燃料損傷防止対策に
必要な要員及び資源

- - -

7.5.3.1 想定事故１ の燃料損傷防止対策に必要な要員及び × - -
7.5.3.2 想定事故２ の燃料損傷防止対策に必要な要員及び × - -
第7.5－１表 想定事故１及び想定事故２の発生を想定する設備 × - -

第7.5－２表
燃料損傷防止対策（想定事故１）の対策の手順及び
設備の関係

× - -

第7.5－３表
燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移評価に係
る主要評価件（想定事故１）

× - -

第7.5－４表 燃料損傷防止対策において使用する設備 × - -

第7.5－５表
燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの時
間（想定事故１）

× - -

第7.5－６表
燃料損傷防止対策（想定事故２）の対策の手順及び
設備の関係

× - -

第7.5－７表
燃料貯蔵プール等の水位及び水温の推移評価に係
る主要評価件（想定事故２）

× - -

第7.5－８表
燃料貯蔵プール等のプール水が沸騰に至るまでの時
間（想定事故２）

× - -

第7.5－１図  燃料損傷防止対策系統概要図 × - -

第7.5－２図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対処手
順の概要（想定事故１） （対応フロー）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その１）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その２）

× - -

第7.5－３図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その３）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その１）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その２）

× - -

第7.5－４図
想定事故１の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その３）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（２／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（３／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（４／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（５／ 16）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（６／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（７／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（８／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（９／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（10／ 16 ）

× - -
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第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（11／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（12／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（13／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（14／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（15／ 16 ）

× - -

第7.5－５図 
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（16／ 16 ）

× - -

第7.5－６図
プール水冷却系，安全冷却水系及び補給水設備の
系統概要図

× - -

第7.5－７図 想定事故１における燃料貯蔵プール等の水位の推移 × - -
第7.5－８図 想定事故１における燃料貯蔵プール等の水温の推移 × - -

第7.5－９図
想定事故１ における燃料貯蔵プール等の水位と線量
率の関係

× - -

第7.5－１０図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失」の対応手
順の概要（想定事故２） （対応フロー）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その１）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その２）

× - -

第7.5－１１図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（その３）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その１）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その２）

× - -

第7.5－１２図
想定事故２の燃料損傷防止対策に必要な要員及び
作業項目（建屋外）（その３）

× - -

第7.5－１３図 想定事故２における燃料貯蔵プール等の水位の推移 × - -
第7.5－１４図 想定事故２における燃料貯蔵プール等の水温の推移 × - -

第7.5－１５図
想定事故２ における燃料貯蔵プール等の水位と線量
率の関係

× - -

7.6 放射性物質の漏えいへの対処 × - -
7.7 重大事故が同時に又は連鎖して発生した場合の対処 - - -
7.7.1 重大事故等の同時発生 - - -
7.7.1.1 同時発生が想定される重大事故等の種類と想定する × - -
7.7.1.2 重大事故等が同時発生した場合の有効性評価の範 × - -

7.7.1.3
重大事故等が同時発生した場合の拡大防止対策の
有効性評価

- - -

7.7.1.3.1 有効性評価 × - -
7.7.1.3.2 有効性評価の結果 × - -
7.7.1.3.3 判断基準への適合性の検討 × - -
7.7.1.4 重大事故等が同時発生した場合の必要な要員及び × - -
7.7.2 重大事故等の連鎖 × - -
7.7.2.1 臨界事故 × - -
7.7.2.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固 × - -
7.7.2.3 放射線分解により発生する水素による爆発 × - -

7.7.2.4
有機溶媒等による火災又は爆発（ＴＢＰ等の錯体の急
激な分解反応）

× - -

7.7.2.5 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷 × - -
7.7.2.6 分析結果 × - -

第7.7－１表
重大事故等の同時発生を仮定する機器と重大事故
等の種類の関係

× - -

第7.7－２表
前処理建屋における同時発生時の水素爆発に係る
評価結果

× - -

第7.7－３表
分離建屋における同時発生時の水素爆発に係る評
価結果

× - -

第7.7－４表
精製建屋における同時発生時の水素爆発に係る評
価結果

× - -

第7.7－５表
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における同時発生
時の水素爆発に係る評価結果

× - -

第7.7－６表
高レベル廃液ガラス固化建屋における同時発生時の
水素爆発に係る評価結果

× - -

第7.7－７表
重大事故等が同時発生した場合の大気中への放射
性物質の放出量（セシウム－137換算）

× - -

第7.7－１図
冷却機能喪失及び水素掃気機能喪失の同時発生時
のプルトニウム濃縮液一時貯槽の水素濃度の傾向
（精製建屋）

× - -

7.8 必要な要員及び資源の評価 - - -
7.8.1 必要な要員及び資源の評価の件 × - -
7.8.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 × - -

7.8.3 
重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の
評価結果

× - -

7.8.3.1 水源の評価結果 × - -
7.8.3.2 燃料の評価結果 × - -
7.8.3.3 電源の評価結果 × - -

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－１図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
前処理建屋における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その５）

× - -
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第7.8－２図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
分離建屋における必要な要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－３図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
精製建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－４図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必要な要
員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その１）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その２）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その３）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その４）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その５）

× - -

第7.8－５図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な要員及
び作業項目（その６）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その１）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その２）

× - -

第7.8－６図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な要員及
び作業項目（その３）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その５）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その７）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その８）

× - -

第7.8－７図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
建屋外における必要な要員及び作業項目（その９）

× - -

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－８図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
制御建屋における必要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－９図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
放射線対応における必要な要員及び作業項目（その

× - -

第7.8－10図
地震を要因とした重大事故等が同時発生した場合の
情報把握計装設備における必要な要員及び作業項

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その１）

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その２）

× - -

第7.8－11図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の前処理建屋における必要な要員及び作業項
目（その３）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その４）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その５）

× - -

第7.8－12図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の分離建屋における必要な要員及び作業項目
（その６）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－13図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の精製建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－14図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における必
要な要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その４）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その５）

× - -

第7.8－15図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の高レベル廃液ガラス固化建屋における必要な
要員及び作業項目（その６）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その１）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その２）

× - -

第7.8－16図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における必要な
要員及び作業項目（その３）

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－17図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の建屋外における必要な要員及び作業項目（そ

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その１）

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その２）

× - -

第7.8－18図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の制御建屋における必要な要員及び作業項目
（その３）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その１）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その２）

× - -

第7.8－19図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の放射線対応における必要な要員及び作業項
目（その３）

× - -

第7.8－20図
火山の影響を要因とした重大事故等が同時発生した
場合の情報把握計装設備における必要な要員及び
作業項目

× - -

添付１
重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実
施するために必要な技術的能力

- -
添付書類八の添付１には重大事故等対処に係る手順を詳細化した内
容が記載されているが，本文 第5表，第6表にて整理することから，当
該箇所の整理表は作成していない。

-
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

1. 臨界事故の拡大を防止するための手順等 × - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧
（１／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（２／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（４／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（５／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（６／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（７／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（８／９）

× - -

第１－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（９／９）

× - -

第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（１／３） × - -
第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（２／３） × - -
第１－２表 臨界事故の対処に使用する設備（３／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３） × - -
第１－３表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３） × - -
第１－４表 臨界事故の発生を仮定する機器 × - -

第１－５表
臨界事故への対処における各対策の判断方法と判
断基準

× - -

第１－６表 臨界事故の対処において確認する補助パラメータ × - -
第１－７表 重要監視パラメータの代替方法 × - -

第１－１図(１)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（溶
解槽）

× - -

第１－１図(２)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（エ
ンドピース酸洗浄槽）

× - -

第１－１図(３)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（ハ
ル洗浄槽）

× - -

第１－１図(４)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（精
製建屋 第５一時貯留処理槽）

× - -

第１－１図(５)
臨界事故の拡大防止対策のフォールトツリー分析（精
製建屋 第７一時貯留処理槽）

× - -

第１－２図
前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対
応フロー（１／２）

× - -

第１－２図
前処理建屋の臨界事故の拡大防止対策における対
応フロー（２／２）

× - -

第１－３図
精製建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応
フロー（１／２）

× - -

第１－３図
精製建屋の臨界事故の拡大防止対策における対応
フロー（２／２）

× - -

第１－４図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 概 × - -
第１－５図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 概要 × - -

第１－６図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タイ
ムチャート

× - -

第１－７図
精製建屋の可溶性中性子吸収材の自動供給 タイム
チャート

× - -

第１－８図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び
可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性
子吸収材の供給 概要図

× - -

第１－９図 精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 概要 × - -

第１－10図
前処理建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給及び
可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性
子吸収材の供給 タイムチャート

× - -

第１－11図
精製建屋の可溶性中性子吸収材の手動供給 タイム
チャート

× - -

第１－12図
前処理建屋の臨界事故により発生する放射線分解
水素の掃気 概要図

× - -

第１－13図
精製建屋の臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気 概要図

× - -

第１－14図
前処理建屋の臨界事故により発生する放射線分解
水素の掃気及び廃ガス貯留設備による放射性物質
の貯留 タイムチャート

× - -

第１－15図
精製建屋の臨界事故により発生する放射線分解水
素の掃気及び廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留 タイムチャート

× - -

第１－16図(１)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量
及び圧力の変化 概要図

× - -

第１－16図(２)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量
及び圧力の変化 概要図の解説

× - -

第１－16図(３)
前処理建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留に係る流量及び圧力の制御 概念図

× - -

第１－16図(４)
精製建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯
留に係る流量及び圧力の制御 概念図

× - -

第１－17図
前処理建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の
貯留 概要図

× - -

第１－18図
精製建屋の廃ガス貯留設備による放射性物質の貯
留 概要図

× - -

第１－19図 対応手段の選択フローチャート（１／３） × - -
第１－19図 対応手段の選択フローチャート（２／３） × - -
第１－19図 対応手段の選択フローチャート（３／３） × - -

2. 
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
手順等

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／11）

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
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紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（7／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（8／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（９／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（10／11）

× - -

第２－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（11／11）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（１／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（２／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（３／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（４／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（５／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（６／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（７／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（８／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（９／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（10／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（11／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（12／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（13／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（14／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（15／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（16／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（17／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（18／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（19／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（20／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（21／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（22／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（23／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（24／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（25／26）

× - -

第２－２表
冷却機能の喪失による蒸発乾固の対処に使用する
設備（26／26）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（１／３）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（２／３）

× - -

第２－３表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る対象貯槽等（３／３）

× - -

第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（７／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（９／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１０／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１７／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１９／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２０／29） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２１／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２２／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２３／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２４／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２５／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２６／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２７／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２８／29） × - -
第２－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２９／29） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（１／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（２／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（３／４） × - -
第２－５表 各対策での判断基準（４／４） × - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（１／３）

× - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（２／３）

× - -

第２－６表
「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す
る貯槽等の沸騰までの時間余裕（３／３）

× - -

第２－７表 蒸発乾固の対処において確認する補助パラメータ × - -
第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（１／４） × - -
第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（２／４） × - -
第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（３／４） × - -
第２－８表 制限時間と各対策に係る時間（４／４） × - -
第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（１／３） × - -
第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（２／３） × - -
第２－９表 重要監視パラメータの代替方法（３／３） × - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（２
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（３
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（４
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（５
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（６
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（７
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（８
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（９
／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
０／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
１／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
２／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
３／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
４／15）

× - -

第２－１図
蒸発乾固の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
５／15）

× - -

第２－２図
蒸発乾固の拡大防止対策のフォールトツリー分析（１
／２）

× - -

第２－２図
蒸発乾固の拡大防止対策のフォールトツリー分析（２
／２）

× - -

第２－３図 蒸発乾固の発生及び拡大防止対策における対応フ × - -
第２－４図 内部ループへの通水による冷却概要図 × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(1/6) × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(2/6) × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(3/6) × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(4/6) × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(5/6) × - -
第２－５図 内部ループへの通水による冷却タイムチャート(6/6) × - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(1/6)

× - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(2/6)

× - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(3/6)

× - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(4/6)

× - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(5/6)

× - -

第２－６図
内部ループ通水による冷却タイムチャート（降灰予報
発令時）(6/6)

× - -

第２－７図
安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による
冷却における対応フロー

× - -

第２－８図
安全冷却水系の中間熱交換器バイパス操作による
冷却概要図

× - -

第２－９図
前処理建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパ
ス操作による冷却タイムチャート

× - -

第２－10図
分離建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス
操作による冷却タイムチャート

× - -

第２－11図
精製建屋の安全冷却水系の中間熱交換器バイパス
操作による冷却タイムチャート

× - -

第２－12図
高レベル廃液ガラス固化建屋の安全冷却水系の中
間熱交換器バイパス操作による冷却タイムチャート

× - -

第２－13図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却における対応フロー

× - -
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第2－14図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却概要図

× - -

第２－15図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷
却水系による冷却タイムチャート

× - -

第２－16図
運転予備負荷用一般冷却水系による冷却における
対応フロー

× - -

第２－17図 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却概要図 × - -
第２－18図 運転予備負荷用一般冷却水系による冷却タイム × - -
第２－19図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第２－19図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -
第２－20図 貯槽等への注水概要図 × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（1/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（2/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（3/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（4/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（5/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（6/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（7/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（8/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（9/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（10/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（11/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（12/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（13/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（14/15） × - -
第２－21図 蒸発乾固の拡大防止対策タイムチャート（15/15） × - -
第２－22図 冷却コイル等への通水による冷却概要図 × - -

第２－23図
給水処理設備等から貯槽等への注水における対応フ
ロー

× - -

第２－24図 給水処理設備等から貯槽等への注水概要図 × - -

第２－25図
前処理建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水
タイムチャート

× - -

第２－26図
分離建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水タ
イムチャート

× - -

第２－27図
精製建屋の給水処理設備等から貯槽等への注水タ
イムチャート

× - -

第２－28図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の給水処理設備
等から貯槽等への注水タイムチャート

× - -

第２－29図
高レベル廃液ガラス固化建屋の給水処理設備等から
貯槽等への注水タイムチャート

× - -

第２－30図
セルへの導出経路の構築及び代替セル排気系によ
る対応概要図

× - -

3.
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るための手順等

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／6）

× - -

第３－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／6）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（1／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（2／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（3／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（4／5）

× - -

第３－２表
放射線分解により発生する水素による爆発の対処に
おいて使用する設備（5／5）

× - -

第３－３表 水素爆発の発生を仮定する貯槽等 × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（５／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（６／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（７／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（８／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（９／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１０／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１１／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１２／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１３／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１４／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１５／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１６／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１７／１８） × - -
第３－４表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１８／１８） × - -
第3-５表 各対策での判断基準（1/2） × - -
第3-５表 各対策での判断基準（2/2） × - -

第３―６表
水素爆発の発生を仮定する貯槽等の発生防止対策
の許容空白時間

× - -

第３―７表
水素爆発の発生を仮定する貯槽等の拡大防止対策
の許容空白時間

× - -

第３－８表 水素爆発への対処において確認する補助パラメータ × - -
第３－９表 許容空白時間と各対策に係る時間 × - -
第３－１０表 重要監視パラメータの代替方法（１／３） × - -

重要監視パラメータの代替方法（２／３） × - -
重要監視パラメータの代替方法（３／３） × - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（２
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（３
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（４
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（５
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（６
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（７
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（８
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（９
／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
０／11）

× - -

第３－１図
水素爆発の発生防止対策のフォールトツリー分析（１
１／11）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（１
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（２
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（３
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（４
／５）

× - -

第３－２図
水素爆発の拡大防止対策のフォールトツリー分析（５
／５）

× - -

第３－３図
前処理建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の
手順の対応フロー

× - -

第３－４図
分離建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の手
順の対応フロー

× - -

第３－５図
精製建屋の水素爆発の発生及び拡大防止対策の手
順の対応フロー

× - -

第３－６図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の発
生及び拡大防止対策の手順の対応フロー

× - -

第３－７図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の発生及
び拡大防止対策の手順の対応フロー

× - -

第３－８図
前処理建屋の水素爆発を未然に防止するための空
気の供給の系統概要図

× - -

第３－９図
分離建屋の水素爆発を未然に防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－10図
精製建屋の水素爆発を未然に防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－11図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発を未
然に防止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－12図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発を未然に防
止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（1／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（2／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（3／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（4／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（5／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（6／7） × - -
第３－13図 水素爆発の発生防止対策の作業と所要時間（7／7） × - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（1／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（2／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（3／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（4／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（5／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（6／7）

× - -

第３－14図
水素爆発を未然に防止するための空気の供給の作
業と所要時間（降灰予報発令時）（7／7）

× - -

第３－15図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の手順の対応フロー

× - -

第３－16図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の系統概要図

× - -

第３－17図
水素爆発を未然に防止するための空気の一括供給
の作業と所要時間

× - -

第３－18図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第３－18図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -

第３－19図
前処理建屋の水素爆発の再発を防止するための空
気の供給の系統概要図

× - -

第３－20図
分離建屋の水素爆発の再発を防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－21図
精製建屋の水素爆発の再発を防止するための空気
の供給の系統概要図

× - -

第３－22図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素爆発の再
発を防止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－23図
高レベル廃液ガラス固化建屋の水素爆発の再発を防
止するための空気の供給の系統概要図

× - -

第３－24図
精製建屋の手動圧縮空気ユニットからの圧縮空気供
給に係る作業と所要時間

× - -

第３－25図
前処理建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セ
ル排気系による対応の系統概要図

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第３－26図
分離建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル
排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－27図
精製建屋のセルへの導出経路の構築及び代替セル
排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－28図
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋のセルへの導出
経路の構築及び
代替セル排気系による対応の系統概要図

× - -

第３－29図
高レベル廃液ガラス固化建屋のセルへの導出経路
の構築及び代替セル排気系による対応
の系統概要図

× - -

第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（1／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（2／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（3／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（4／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（5／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（6／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（7／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（8／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（9／15） × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（10／ × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（11／ × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（12／ × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（13／ × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（14／ × - -
第３－30図 水素爆発の拡大防止対策の作業と所要時間（15／ × - -

4．
有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための
手順等

× - -

第４ － １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ２ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（４ ／ ５ ）

× - -

第４ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／ ５ ）

× - -

第４－２表 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処に使用する × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（１／３） × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（２／３） × - -
第４－３表  計装設備を用いて監視するパラメータ（３／３） × - -

第４－４表
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応への対処における
各対策の判断方法と判断基準

× - -

第４－５表 
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の対処において確
認する補助パラメータ

× - -

第４－６表 重要監視パラメータの代替方法（１／２） × - -
第４－６表 重要監視パラメータの代替方法（２／２） × - -

第４－１図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策の
フォールトツリー分析

× - -

第４－２図
ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応の拡大防止対策に
おける対応フロー

× - -

第４－３図 プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止 概要図 × - -

第４－４図
プルトニウム濃縮缶への供給液の供給停止及びプル
トニウム濃縮缶の加熱の停止 タイムチャート

× - -

第４－５図 プルトニウム濃縮缶の加熱の停止 概要図 × - -

第４－６図(1)
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量
及び圧力の変化 概念図

× - -

第４－６図(2) 
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量
及び圧力の変化 概念図の解説

× - -

第４－６図(3) 
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に係る流量
及び圧力の制御 概念図

× - -

第４－７図 廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 概要図 × - -

第４－８図
廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 タイム
チャート

× - -

第４－９図 対応手段の選択フローチャート（１／２） × - -
第４－９図 対応手段の選択フローチャート（２／２） × - -
5． 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 × - -

第５ － １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ２ ）

× - -

第５ － １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ２ ／ ２ ）

× - -

第５ － ２ 表
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の対処において使用す
る設備

× - -

第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ １ ／ ３ ） × - -
第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ ２ ／ ３ ） × - -
第５ － ３ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（ ３ ／ ３ ） × - -
第５ － ４ 表 各対策での判断基準（１／２） × - -
第５ － ４ 表 各対策での判断基準（２／２） × - -

第５ － ５ 表
燃料貯蔵プール等の冷却等の対処において確認す
る補助パラメータ

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（２／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（３／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（４／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（５／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（６／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（７／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（８／16）

× - -
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第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（９／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１０／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１１／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１２／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１３／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１４／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１５／16）

× - -

第５－１図（１）
想定事故１及び想定事故２の燃料損傷防止対策の
フォールトツリー分析（１６／16）

× - -

第５－１図（２）
大量の水の漏えい時の燃料損傷緩和対策のフォー
ルトツリー分析

× - -

第５－２図
「燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失時」の対応
フロー

× - -

第５－３図 燃料貯蔵プール等への注水 系統概要図 × - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（1/6）

× - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（2/6）

× - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（3/6）

× - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（4/6）

× - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（5/6）

× - -

第５－４図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水）タイムチャート（6/6）

× - -

第５－５図
代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配
置図（南ルート）

× - -

第５－６図
代替注水設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配
置図（北ルート）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－７図
燃料貯蔵プール等の冷却等の機能喪失への対処
（プール注水） タイムチャート（降灰予報確認時）

× - -

第５－８図 対応手段の選択フローチャート × - -
第５－９図 燃料貯蔵プール等への水のスプレイ 系統概要図 × - -
第５－10図 スプレイ設備による水のスプレイタイムチャート × - -

第５－11図
スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置
図（南ルート）

× - -

第５－12図
スプレイ設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内配置
図（北ルート）

× - -

第５－13図 資機材による漏えい緩和の手順の概要 × - -
第５－14図 資機材による漏えい緩和タイムチャート × - -
第５－15図 燃料貯蔵プール等の状況監視 系統概要図 × - -

第５－16図
燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい発生時
の状況監視 タイムチャート

× - -

第５－17図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（水位計，温
度計，状態監視カメラ及び空間線量率計）

× - -

第５－18図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（水位計，温
度計，状態監視カメラ及び空間線量率計）

× - -

第５－19図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（水位計（エ
アパージ式））

× - -

第５－20図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（水位計（エ
アパージ式））

× - -

第５－21図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（南ルート）（可搬型空
冷ユニット等）

× - -

第５－22図
燃料貯蔵プール等の監視に用いる設備の使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋内配置図（北ルート）（可搬型空
冷ユニット等）

× - -

6．
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の手順等

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（  2 ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ３ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ４ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／ ６ ）

× - -

第6－ １ 表 
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ６ ／ ６ ）

× - -

第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／４） × - -
第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／４） × - -
第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（３／４） × - -
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第6－ ２ 表 計装設備を用いて監視するパラメータ（４／４） × - -

第6－ １ 図
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」及び「海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
抑制」の手順の対応フロー

× - -

第6－ ２ 図 （１）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （２）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （３）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ２ 図 （４）
「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ３ 図

「放水設備による大気中への放射性物質の放出抑
制」及び「燃料貯蔵プール等への大容量の注水によ
る工場等外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋
外ホース敷設ルート（ 第１ 貯水槽～ 各対処場所）

× - -

第6－ ４ 図 「主排気筒内への散水」の手順の対応フロー × - -
第6－ ５ 図 「主排気筒内への散水」に係る作業と所要時間 × - -

第6－ ６ 図
「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の手順の対応フロー

× - -

第6－ ７ 図
「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」に係る作業と所要時間

× - -

第6－ ８ 図 

「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋内ホース敷
設ルート（ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋境界近傍～
燃料貯蔵プール等）（ 北ルート）

× - -

第6－ ９ 図

「燃料貯蔵プール等への大容量の注水による工場等
外への放射線の放出抑制」の可搬型建屋内ホース敷
設ルート（ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋境界近傍～
燃料貯蔵プール等）（南ルート）

× - -

第6－ 10 図 
「海洋， 河川， 湖沼等への放射性物質の流出抑制」
の概要図

× - -

第6－ 11 図
「海洋， 河川， 湖沼等への放射性物質の流出抑制」
に係る作業と所要時間

× - -

第6－ 12 図
「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災の対応」の手順の対応

× - -

第6－ 13 図
「再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災，化学火災の対応」に係る作業と
所要時間

× - -

7． × - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ １ ／ ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（  2 ／  ５）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ３ ／  ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ４ ／  ５ ）

× - -

第7－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（ ５ ／  ５ ）

× - -

第7－2表 計装設備を用いて監視するパラメータ（１／２） × - -
第7－2表 計装設備を用いて監視するパラメータ（２／２） × - -

第7－３表

重大事故等への対処に必要となる水の供給の対処
において確認する
補助パラメータ

× - -

第7－１図 水源及び補給源の配置図 × - -

第7－２図
「水源の確保」及び「第１ 貯水槽へ水を補給するため
の対応」の手順の対応フロー

× - -

第7－３図 「水源の確保」の作業と所要時間 × - -

第7－４図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（1）

× - -

第7－５図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（2）

× - -

第7－６図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（3）

× - -

第7－７図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（4）

× - -

第7－８図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（5）

× - -

第7－９図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（6）

× - -

第7－１０図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（7）

× - -

第7－１１図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（8）

× - -

第7－１２図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（9）

× - -

第7－１３図
「水源の確保の対応」の可搬型建屋外ホース敷設
ルート（10）

× - -

第7－１４図
「水を補給するための対応」の作業と所要時間（第２
貯水槽を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への水の補

× - -

第7－１５図
「水を補給するための対応」の作業と所要時間（敷地
外水源を水の補給源とした，第１貯水槽への水の補

× - -

第7－１６図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の手順の対応フロー

× - -

第7－１７図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（二又川取水場所Ｂ か
ら第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -

第7－１８図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（淡水取水設備貯水池
から第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -

第7－１９図
「淡水取水源を水の補給源とした， 第１ 貯水槽への
水の補給」の作業と所要時間（敷地内西側貯水池か
ら第１ 貯水槽へ水を補給）

× - -

8. 電源の確保に関する手順等 × - -
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第８－1表 共通電源車の主要負荷 × - -

第８－2表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧

× - -

第８－３表 各文における電源設備整理表（１／２） × - -
第８－３表 各文における電源設備整理表（２／２） × - -
第８－４表 各対策での判断基準 × - -

第８－５表
共通電源車及び可搬型発電機による給電のタイム
チャート

× - -

第８－６表
共通電源車及び制御建屋可搬型発電機による給電
のタイムチャート

× - -

第８－７表
共通電源車及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設可搬型発電機による給電のタイムチャート

× - -

第８－８表 共通電源車による給電のタイムチャート × - -

第８－９表
重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準
として用いる補助パラメータ（１／２）

× - -

第８－９表
重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準
として用いる補助パラメータ（２／２）

× - -

第８－10表 軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（１／２） × - -
第８－10表 軽油貯槽からの燃料の移送のタイムチャート（２／２） × - -
第８－１図 全交流動力電源喪失のフォールトツリー分析 × - -

第８－２図
電源確保の機器配置概要図（重大事故等への対処
に必要となる可搬型発電機の配備計画と保管場所）

× - -

第８－３図 電源給電確保の手順の概要 × - -

第８－４図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（前処理建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－５図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（分離建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－６図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（制御建屋可搬型発電機接続時）

× - -

第８－７図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機接
続時（精製建屋への給電を含む））

× - -

第８－８図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機接続

× - -

第８－９図
全交流動力電源喪失に対処するための電源系統図
（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機接続時）

× - -

第８－10図
共通電源車による非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主
母線への給電の系統図

× - -

第８－11図
共通電源車による制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線への
給電の系統図

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図(１／５)

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（２／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（３／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（４／５）

× - -

第８－12図
共通電源車によるユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予
備用主母線への給電の系統図（５／５）

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（１／

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（２／

× - -

第８－13図
共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線への給電の系統図（３／

× - -

第８－14図 共通電源車の機器配置概要図 × - -

第８－15図
可搬型発電機及び共通電源車への補給の系統図（１
／２）

× - -

第８－15図
可搬型発電機及び共通電源車への補給の系統図（２
／２）

× - -

9. 事故時の計装に関する手順等 × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（１／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（２／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（３／４） × - -
第9-１表 パラメータ計測に使用する設備（４／４） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（１／３） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（２／３） × - -
第9-２表 事故時に必要な計装に関する手順（３／３） × - -
第9-１図 重大事故等時に必要なパラメータ選定フロー × - -
第9-２図 監視機能喪失のフォールトツリー分析 × - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（１／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（２／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（３／４）

× - -

第9-３図
重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順
の概要（４／４）

× - -

第9-４図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（前処理建屋）（１／２）

× - -

第9-４図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（前処理建屋）（２／２）

× - -

第9-５図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（精製建屋）（１／２）

× - -

第9-５図
臨界事故の拡大を防止するために必要な計装設備
のタイムチャート（精製建屋）（２／２）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（１／７）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（２／７）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（３／７）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（４／７）

× - -
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第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（５／７）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（６／７）

× - -

第9-６図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（前処理建屋）（７／７）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（２／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（３／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（４／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（５／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（６／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（７／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（８／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（９／１４）

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１０／１

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１１／１

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１２／１

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１３／１

× - -

第9-７図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（分離建屋）（１４／１

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（１／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（２／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（３／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（４／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（５／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（６／７）

× - -

第9-８図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（精製建屋）（７／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（１／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（２／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（３／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（４／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（５／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（６／７）

× - -

第9-９図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋）（７／７）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（１／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（２／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（３／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（４／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（５／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（６／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（７／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（８／10）

× - -

第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（９／10）

× - -
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第9-１０図
冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するために必
要な計装設備のタイムチャート（高レベル廃液ガラス
固化建屋）（10／10）

× - -

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（１／５）

× - -

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（２／５）

× - -

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（３／５）

× - -

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（４／５）

× - -

第9-１１図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（前処理建
屋）（５／５）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（１／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（２／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（３／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（４／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（５／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（６／７）

× - -

第9-１２図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（分離建
屋）（７／７）

× - -

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（１／３）

× - -

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（２／３）

× - -

第9-１３図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（精製建
屋）（３／３）

× - -

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（１／５）

× - -

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（２／５）

× - -

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（３／５）

× - -

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（４／５）

× - -

第9-１４図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋）（５／５）

× - -

第9-１５図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（高レベル
廃液ガラス固化建屋）（１／２）

× - -

第9-１５図
放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るために必要な計装設備のタイムチャート（高レベル
廃液ガラス固化建屋）（２／２）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１６図
使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために必要な計装設
備のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

× - -

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（１／４）

× - -

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（２／４）

× - -

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（３／４）

× - -

第9-１７図
工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
に必要な計装設備のタイムチャート（４／４）

× - -
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第9-１８図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な
計装設備のタイムチャート（１／２）

× - -

第9-１８図
重大事故等への対処に必要となる水の供給に必要な
計装設備のタイムチャート（２／２）

× - -

第9-１９図 情報把握計装設備のタイムチャート × - -

第9-２０図
情報把握計装設備のアクセスルート図（前処理建屋
地上１階）

× - -

第9-２１図
情報把握計装設備のアクセスルート図（分離建屋 地
上１階）

× - -

第9-２２図
情報把握計装設備のアクセスルート図（精製建屋 地
上１階）

× - -

第9-２３図
情報把握計装設備のアクセスルート図（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）

× - -

第9-２４図
情報把握計装設備のアクセスルート図（高レベル廃
液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第9-２５図
情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第9-２６図
情報把握計装設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

× - -

第9-２７図
情報把握計装設備のアクセスルート図（制御建屋 地
上１階）

× - -

第9-２８図
情報把握計装設備のアクセスルート図（第１保管庫・
貯水所）

× - -

第9-２９図
情報把握計装設備のアクセスルート図（第２保管庫・
貯水所）

× - -

10. 制御室の居住性等に関する手順等 × - -
第10－1表 対策活動における防護具選定基準 × - -

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（1/3）

× - -

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（2/3）

× - -

第10－２表
制御室に係る重大事故等対処設備及び自主対策設
備の整理（3/3）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（3／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（5／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（6／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（7／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（8／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（9／10）

× - -

第10－３表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（10／10）

× - -

第10―４表 各対策での判断基準(1/4) × - -
第10―４表 各対策での判断基準(2/4) × - -
第10―４表 各対策での判断基準(3/4) × - -
第10―４表 各対策での判断基準(4/4) × - -

第10―５表
中央制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備の時間余裕

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（１／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（２／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（３／４）

× - -

第10－１図
中央制御室の居住性確保（換気）のための措置の
フォールトツリー分析（４／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（１／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（２／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（3／４）

× - -

第10－２図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー
分析（4／４）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（１／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（２／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（３／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（４／５）

× - -

第10－３図
中央制御室の居住性確保（照明）のための措置の
フォールトツリー分析（５／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（１／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（２／５）

× - -

71



有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（３／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（４／５）

× - -

第10－４図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保（照明）のための措置のフォールトツリー
分析（５／５）

× - -

第10－５図 中央制御室の居住性確保の手順の概要 × - -
第10-６図 タイムチャート（居住性確保） × - -
第10－７図 タイムチャート（居住性確保）（降灰予報発令時） × - -
第10－8図 代替制御建屋中央制御室換気設備概要図 × - -

第10－9図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
居住性確保の手順の概要

× - -

第10－10図
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備
概要図

× - -

第10－11図 中央制御室 可搬型代替照明 配置概要図 × - -

第10－12図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
可搬型代替照明 配置概要図

× - -

第10－13図
中央制御室の環境測定設備，制御建屋放射線計測
設備 測定範囲図

× - -

第10－14図
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の
環境測定設備，制御建屋放射線計測設備測定範囲

× - -

第10－15図 タイムチャート（出入管理区画の設置） × - -

第10－16図
共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧
手順の概要（制御建屋給電）

× - -

第10－17図 制御建屋中央制御室換気設備概要図 × - -

第10－18図
共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧
手順の概要（非常用電源建屋給電）

× - -

第10－19図
共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室の換気機能の復旧手順の概要

× - -

第10－20図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備概要 × - -
11. 監視測定等に関する手順等 × - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（1／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（2／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（4／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（５／6）

× - -

第11－1表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（６／6）

× - -

第11－2表 監視測定に使用する設備（1／2） × - -
第11－2表 監視測定に使用する設備（2／2） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（1／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（2／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（3／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（4／5） × - -
第11－3表 重大事故等の対処に必要な監視項目（5／5） × - -
第11－4表 審査基準における要求事項ごとの給電対策設備 × - -
第11－5表 各手順の判断基準（1／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（2／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（3／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（4／5） × - -
第11－5表 各手順の判断基準（5／5） × - -
第11－１図 フォールトツリー分析（排気モニタリング設備） × - -
第11－２図 フォールトツリー分析（環境モニタリング設備） × - -
第11－３図 フォールトツリー分析（放射能観測車） × - -
第11－４図 フォールトツリー分析（気象観測設備） × - -
第11－５図 可搬型発電機接続時の系統図 × - -
第11－６図 排気モニタリングの手順の概要（１／２） × - -
第11－６図 排気モニタリングの手順の概要（２／２） × - -
第11－７図 可搬型発電機による給電手順の概要 × - -

第11－8図
可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート（主排気筒）

× - -

第11－9図
放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定
のタイムチャート

× - -

第11－10図
可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測
定のタイムチャート

× - -

第11－11図
可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート（北換気筒（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋換気筒））

× - -

第11－12図 環境モニタリングの手順の概要（１／２） × - -
第11－12図 環境モニタリングの手順の概要（２／２） × - -
第11－13図 可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例 × - -

第11－14図
可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性
物質の濃度及び線量の代替測定のタイムチャート

× - -

第11－15図
可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放
射性物質の濃度及び線量の測定のタイムチャート

× - -

第11－16図
放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及
び線量の測定のタイムチャート

× - -

第11－17図
可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質
の濃度及び線量の代替測定のタイムチャート

× - -

第11－18図
環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃
度の測定のタイムチャート

× - -

第11－19図
環境試料測定設備による水中又は土壌中の放射性
物質の濃度の測定のタイムチャート

× - -

第11－20図
可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の
濃度の測定のタイムチャート

× - -

第11－21図
可搬型試料分析設備による水中又は土壌中の放射
性物質の濃度の測定のタイムチャート

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第11－22図
モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のタイ
ムチャート

× - -

第11－23図
可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減
対策のタイムチャート

× - -

第11－24図 気象観測の手順の概要 × - -
第11－25図 可搬型気象観測設備の設置場所の例 × - -

第11－26図
可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測
定のタイムチャート

× - -

第11－27図
可搬型風向風速計による風向及び風速の測定のタイ
ムチャート

× - -

第11－28図
環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリ
ング設備への給電のタイムチャート

× - -

第11－29図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第１ア
クセスルート）（北ルート）（地上１階））

× - -

第11－30図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第１ア
クセスルート）（南ルート）（地上１階））

× - -

第11－31図
排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建
屋（第１アクセスルート）（地上１階））

× - -

第11－32図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（北ルート）（地下１階））

× - -

第11－33図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（北ルート）（地上１階））

× - -

第11－34図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（南ルート）（地下１階））

× - -

第11－35図
排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２ア
クセスルート）（南ルート）（地上１階））

× - -

第11－36図
排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建
屋（第２アクセスルート）（地上１階））

× - -

第11－37図
環境モニタリングのアクセスルート（制御建屋（北ルー
ト）（地上１階））

× - -

第11－38図
環境モニタリングのアクセスルート（制御建屋（南ルー
ト）（地上１階））

× - -

第11－39図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（北ルート）（地上２階））

× - -

第11－40図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上１階））

× - -

第11－41図
環境モニタリングのアクセスルート（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋（南ルート）（地上２階））

× - -

第11－42図
気象観測のアクセスルート（制御建屋（北ルート）（地
上１階））

× - -

第11－43図
気象観測のアクセスルート（制御建屋（南ルート）（地
上１階））

× - -

第11－44図
気象観測のアクセスルート（主排気筒管理建屋（地上
１階））

× - -

12. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 × - -

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（１／３）

× - -

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（２／３）

× - -

第12－１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（３／３）

× - -

第12－２表 重大事故等対処に係る監視計器 × - -
第12－３表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 × - -
第12－４表 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 × - -
第12－１図 フォールトツリー分析（電源設備） × - -
第12－２図 フォールトツリー分析（情報） × - -
第12－３図 フォールトツリー分析（所内通信） × - -
第12－４図 フォールトツリー分析（所外通信） × - -
第12－５図 緊急時対策建屋換気設備の切替概要図 × - -
第12―６図 緊急時対策建屋換気設備の起動確認のタイムチャー × - -

第12－７図
緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放
射線計測設備測定範囲図

× - -

第12―８図
緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタ
リング設備）の測定のタイムチャート

× - -

第12－９図
緊急時対策建屋換気設備によるモード切替判断のフ
ローチャート

× - -

第12―10図
緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切り替えの
タイムチャート

× - -

第12―11図 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧のタイム × - -

第12―12図
緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取
入加圧モードへの切り替えのタイムチャート

× - -

第12－13図 通信連絡設備の系統概要図 × - -
第12―14図 出入管理区画設置のタイムチャート × - -
第12―15図 緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャー × - -
第12－16図 緊急時対策建屋電源系統概略図 × - -
第12－17図 緊急時対策建屋燃料供給系統概略図 × - -

第12―18図
緊急時対策建屋用発電機による給電確認のタイム
チャート

× - -

第12―19図 緊急時対策建屋用電源車による給電のタイムチャー × - -
13. 通信連絡に関する手順等 × - -

第13-１表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（再処理事業所内の通信連絡をす
る必要のある場所との通信連絡）

× - -

第13-２表
機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処
設備，手順書一覧（再処理事業所外の通信連絡をす
る必要のある場所との通信連絡）

× - -

第13-３表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 × - -
第13-４表 通信連絡を行なうために必要な設備 × - -

第13-１図
屋内（現場）における再処理事業所内への通信連絡
手順の概要

× - -

第13-２図
屋外（現場）における再処理事業所内への通信連絡
手順の概要

× - -

第13-３図
屋内（中央制御室及び緊急時対策所等）における再
処理事業所内への通信連絡手順の概要

× - -

第13-４図
中央制御室における再処理事業所外への通信連絡
手順の概要

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第13-５図
緊急時対策所における再処理事業所外への通信連
絡手順の概要

× - -

第13-６図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（制御建屋）

× - -

第13-７図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（使用済燃料受入れ・貯蔵

× - -

第13-８図
可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ
（屋内用）のタイムチャート（緊急時対策建屋）

× - -

第13-９図 所内通信連絡設備におけるフォールトツリー分析 × - -
第13-10図 所外通信連絡設備におけるフォールトツリー分析 × - -

第13-11図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（前処理建屋
地上１階）

× - -

第13-12図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（分離建屋 地
上１階）

× - -

第13-13図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（精製建屋 地
上１階）

× - -

第13-14図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋 地上１階）

× - -

第13-15図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（高レベル廃
液ガラス固化建屋 地上１階）

× - -

第13-16図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上１階）

× - -

第13-17図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋 地上２階）

× - -

第13-18図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋 地
下１階）

× - -

第13-19図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋 地
上１階）

× - -

第13-20図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋 地
上２階）

× - -

第13-21図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（制御建屋 地
上３階）

× - -

第13-22図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地下１階）

× - -

第13-23図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地上１階）

× - -

第13-24図
代替通信連絡設備のアクセスルート図（緊急時対策
建屋 地上２階）

× - -

添付２ 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 - - -
1. 重大事故の発生を仮定する機器の特定の考え方 × - -

2.
重大事故に至る可能性のある機能喪失又はその組
合せの特定

× - -

3. 重大事故の発生を仮定する機器の特定結果 × - -
3.1 臨界事故（機器内） × - -
3.1.1 「核的制限値の維持機能」の喪失 × - -

3.1.2

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.1.3
「ソースターム制限機能」の喪失（溶解槽における臨
界発生時）

× - -

3.2 臨界事故（機器外） × - -

3.2.1
「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機
能」の喪失

× - -

3.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 × - -

3.2.3
「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持
機能」の同時喪失

× - -

3.2.4

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.3 冷却機能喪失による蒸発乾固 - - -
3.3.1 蒸発乾固（機器内） × - -
3.3.2 蒸発乾固（機器外） × - -
3.4 放射線分解により発生する水素による爆発 - - -
3.4.1 水素爆発（機器内） × - -
3.4.2 水素爆発（機器外） × - -
3.5 有機溶媒等による火災又は爆発 - - -
3.5.1 有機溶媒火災（機器内） × - -
3.5.2 有機溶媒火災（機器外） × - -
3.5.3 プロセス水素による爆発 × - -
3.5.4 ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応 × - -
3.6 使用済燃料の著しい損傷 - - -
3.6.1 想定事故１ × - -
3.6.2 想定事故２ × - -
3.7 放射性物質の漏えい - - -
3.7.1 液体状の放射性物質の機器外への漏えい × - -
3.7.2 固体状の放射性物質の機器外への漏えい × - -
3.7.2.1 「放射性物質の保持機能」の喪失 × - -
3.7.2.2 「落下・転倒防止機能」の喪失 × - -

3.7.2.3

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時発生

× - -

3.7.2.4 「ソースターム制限機能」の喪失（溶融ガラス誤流下 × - -
3.7.3 気体状の放射性物質の漏えい × - -
3.7.4 温度上昇による閉じ込め喪失 × - -
3.7.4.1 「崩壊熱等の除去機能」の喪失 × - -

3.7.4.2

「火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失

× - -

3.8
重大事故の発生を仮定する際の件を超える件による
重大事故の発生を仮定する機器の特定

× - -

第１表
放射性物質の保持機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第２表
放射性物質の保持機能の喪失（漏えい）後の事象進
展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第３表
放出経路の維持機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第４表
放射性物質の捕集機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第５表
放射性物質の浄化機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第６表
放射性物質の排気機能の喪失により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第７表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第８表
火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の維持機能
の喪失により発生する可能性がある重大事故

× - -

第９表 掃気機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第10表
崩壊熱等の除去機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第11表
核的制限値（寸法）の維持機能の喪失により発生す
る可能性がある重大事故

× - -

第12表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第13表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第14表
落下・転倒防止機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第15表
熱的，化学的又は核的制限値等の維持機能の喪失
により発生する可能性がある重大事故

× - -

第16表
安全機能（火災，爆発，臨界等に係るプロセス量等の
維持機能）の喪失後の事象進展により発生する可能
性がある重大事故

× - -

第17表
静的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第18表
動的な閉じ込め機能の喪失により発生する可能性が
ある重大事故

× - -

第19表
ソースターム制限機能の喪失により発生する可能性
がある重大事故

× - -

第20表
安全機能（放射性物質の保持機能）の喪失（漏えい）
後の事象進展により発生する可能性がある重大事故

× - -

第21表
設計基準事故の影響拡大により発生する可能性があ
る重大事故

× - -

第22表 遮蔽機能の喪失により発生する可能性がある重大事 × - -

第23表
事故時の放射性物質の放出量の監視機能の喪失に
より発生する可能性がある重大事故

× - -

第24表
事故時の対応操作に必要な居住性等の維持機能の
喪失により発生する可能性がある重大事故

× - -

第25表 重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組 × - -

第26表
「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機
器内）の想定箇所の特定結果(1/2)

× - -

第27表
「核的制限値の維持機能」の喪失による臨界事故（機
器内）の想定箇所の特定結果(2/2)【複数ユニット】

× - -

第28表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の

× - -

第29表
「ソースターム制限機能（溶解槽における臨界発生
時）」の喪失による臨界事故（機器内）の想定箇所の

× - -

第30表
「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機
能」の喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の特

× - -

第31表
「落下・転倒防止機能」の喪失による臨界事故（機器
外）の想定箇所の特定結果

× - -

第32表
「放射性物質の保持機能」及び「核的制限値の維持
機能」の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇
所の特定結果

× - -

第33表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による臨界事故（機器外）の想定箇所の

× - -

第34表
「崩壊熱除去機能」の喪失による蒸発乾固（機器内）
の想定箇所の特定結果

× - -

第35表
「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機
能（回収系）」の同時喪失による蒸発乾固（機器外）の
想定箇所の特定結果

× - -

第36表
「掃気機能」の喪失による水素爆発（機器内）の想定
箇所の特定結果

× - -

第37表
「放射性物質の保持機能」、「ソースターム制限機能
（回収系）」及び「放射性物質の排気機能」の同時喪
失による水素爆発（機器外）の想定箇所の特定結果

× - -

第38表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による有機溶媒火災（機器内）の想定箇

× - -

第39表
「放射性物質の保持機能」及び「ソースターム制限機
能（回収系)」の同時喪失による有機溶媒火災（機器
外）の想定箇所の特定結果

× - -

第40表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失によるプロセス水素による爆発の想定箇
所の特定結果

× - -

第41表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失によるTBP等の錯体の急激な分解反応
の想定箇所の特定結果

× - -

第42表
「崩壊熱除去機能」の喪失による想定事故１の想定
箇所の特定結果

× - -
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有毒ガス防護に係る申請書項目の抽出結果 別紙1

申請書 添付書類八

関係あり：○
関係なし：×
文章なし：－

関係条文 備考
別紙2との

紐付け
項目番号 項目タイトル

有毒ガス防護に係る項目

第43表
「プール水の保持機能」の喪失による想定事故２の想
定箇所の特定結果

× - -

第44表
「放射性物質の保持機能」の喪失による液体放射性
物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第45表
「放射性物質の保持機能」の喪失による固体放射性
物質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第46表
「落下・転倒防止機能」の喪失による固体放射性物質
の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第47表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による固体放射性物質の機器外への漏
えいの想定箇所の特定結果

× - -

第48表
「ソースターム制限機能」の喪失による固体放射性物
質の機器外への漏えいの想定箇所の特定結果

× - -

第49表
「放射性物質の閉じ込め機能（放出経路の維持機
能、放射性物質の捕集・浄化機能、排気機能）」の喪
失による気体放射性物質の漏えいの想定箇所の特

× - -

第50表
「崩壊熱等の除去機能」の喪失による温度上昇によ
る閉じ込め機能喪失の想定箇所の特定結果

× - -

第51表

「火災、爆発、臨界等に係るプロセス量等の維持機能
（安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設）」
及び「熱的、化学的又は核的制限値等の維持機能」
の同時喪失による温度上昇による閉じ込め機能喪失
の想定箇所の特定結果

× - -

添付３ 全身線量の人口積算値について × - -
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) 安全機能を有する施設の火災

及び爆発の防止】（P14） 

(ｉ)安全機能を有する施設の火災及び爆発の防止 

 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施

設の安全性が損なわれないよう，火災及び爆発の発生を防

止し，早期に火災発生を感知し消火を行い，かつ，火災及

び爆発の影響を軽減するために，以下の火災防護対策を講

ずる設計とする。 

（略） 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽減】，

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｆ) その他】にて整理する。 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽減】，

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｆ) その他】にて整理する。 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽減】，

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｆ) その他】にて整理する。 

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】（P420） 

(ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備と重大事故等対処施設に対する火災防護設備で構

成する。 

安全機能を有する施設を火災から防護するための火災

防護設備は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備

及び火災影響軽減設備で構成する。 

（略） 

【添付書類六 9.10 火災防護設備】（P6-9-587） 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備で

構成する。 

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設備 

9.10.1.1 概 要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する安全

機能を有する施設を火災及び爆発から防護することを目

的として，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火

並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講ずる。 

（略） 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ)(a) (ヘ)火災防護計画】（P17） 

(ヘ) 火災防護計画 

再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ため，火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画

を遂行するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制

の運営管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護対策

を実施するために必要な手順等について定めるとともに，

安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 新たに準備することとした検知手段はない。 

・防護対策 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可は有毒ガス防護の観点からも妥当であることか

ら，申請書への反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防

止，火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽

減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行う

ことについて定める。 

（略） 

 防護のための体制及び手順を整備する。 

 

 有毒ガス防護のための体制及び手順を整備している。 

 

【添付書類六 1.5.1.7 手順】（P6-1-194） 

1.5.1.7 手順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行

するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営

管理，必要な要員の確保，教育訓練及び火災防護対策を実

施するために必要な手順について定めるとともに，再処理

施設の安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護す

るため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消

火並びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深層防護の概

念に基づく火災防護対策について定める。 

（略） 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)1）火災感知設備】（P21） 

１）火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を考慮して型式を

選定し，固有の信号を発する異なる種類を組み合わせて設

置する設計とする。 

火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知

が可能なように電源を確保し，中央制御室並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にて常時監視でき

る設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 火災感知設備（中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にて常時監視できる設計） 

 火災受信器盤（中央制御室又は使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室に設置する火災受信器盤に

火災信号を表示するとともに警報を発することで，適

切に監視できる設計） 

・防護対策 

 － 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 有毒ガスの発生を検知可能である。 

・防護対策 

 新たに実施することとした防護対策はない。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可は有毒ガス防護の観点からも妥当であることか

ら，申請書への反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

 

【添付書類六 1.5.1.3.1 火災感知設備】（P6-1-159） 

1.5.1.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器等及び放射性物

質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画の火

災を早期に感知するために設置する設計とする。 

（略） 

(４) 火災受信器盤 

中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に設置する火災受信器盤に火災信号を表示すると

ともに警報を発することで，適切に監視できる設計とす

る。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (c)(イ)2）消火設備】（P21） 

2）消火設備 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画で，火災

発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困

難となるところには，固定式消火設備を設置して消火を行

う設計とする。固定式ガス消火設備は，作動前に従事者等

の退出ができるよう警報を発する設計とする。 

（略） 

消火設備は，火災の火炎等による直接的な影響，流出流

体等による二次的影響を受けず，安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等に悪影響を及ぼさないよ

う設置し，外部電源喪失時の電源を確保するとともに，中

央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室に故障警報を発する設計とする。 

また，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，系統

及び機器に悪影響を及ぼす場合は，防火ダンパを設ける設

計とする。 

消火設備を設置した場所への移動及び操作を行うため，

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災発生時の煙 

 消火剤（二酸化炭素，ハロゲン化物） 

 消火後に発生する有毒ガス（フッ化水素） 

・防護対象者 

 運転員 

 従事者等 

・検知手段 

 火災感知器 

 人による感知 

 作動前の警報 

・防護対策 

 防火ダンパを設ける設計 

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計 

 制御室からの手動起動により作動する設計 

 人体に影響を与えない消火剤を使用する設計 

 

影響評価ガイドでは,火災発生を対象としていないが,既

許可では以下のとおり,有毒ガス発生源に対して防護可能

であることを確認した。 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災の二次的影響である煙及び有毒ガスに加え，消火

剤の人体影響を考慮している。 

・防護対象者 

 運転員及び従事者等を防護対象者としている。 

・検知手段 

 考慮すべき有毒ガスの発生を検知可能である。 

 なお，制御室からの手動起動により消火剤を散布する

場合は，事前に周知することも可能である。 

 また，消火後に発生する有毒ガスの検知は，補足説明

資料 2-4（5条）添付資料 3 別紙 1で，消火後の制御

室等への入室時は，ガス濃度の確認及び防護服を着用

することとしている。 

・防護対策 

 考慮すべき有毒ガスに対する防護が可能である。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可は有毒ガス防護の観点からも妥当であることか

ら，申請書への反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 1.5.1.3.2 消火設備】（P6-1-165） 

1.5.1.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又

は火災区画の火災を早期に消火できるように設置する設

計とする。 

(１) 火災に対する二次的影響の考慮 

（略） 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを

採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区

画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流

出流体，断線及び爆発等の二次的影響が安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。また，煙の二次的影響が安全機能を有す

る構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼす場合は，防火ダ

ンパを設ける設計とする。 

（略） 

 (８) 安重機器等を設置する区域のうち消火困難となる

区域の消火設備 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（略） 

ｂ．可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域

又は火災区画 

(ａ) 制御室床下 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室（以下「制御室」という。）の床下は，制御室

内の火災感知器及び人による感知並びに消火が困難とな

るおそれを考慮し，火災感知器に加え，床下に固定式消火

設備（全域）を設置する。消火に当たっては，固有の信号

を発する異なる種類の火災感知設備（煙感知器と熱感知

器）により火災を感知した後，制御室からの手動起動によ

り早期に消火ができる設計とする。 

制御室には常時当直（運転員）が駐在することを考慮し，

人体に影響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

（略） 

(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

全域放出方式の固定式ガス消火設備は，作動前に従事者

等の退出ができるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計

とする。 

また，二酸化炭素消火設備（全域）及びハロゲン化物消

火設備（全域）は，作動に当たっては 20 秒以上の時間遅

れをもって消火ガスを放出する設計とする。 

ハロゲン化物消火設備（局所）は，従事者が酸欠になる

ことはないが，消火時に生成するフッ化水素が周囲に拡散

することを踏まえ，作動前に退避警報を発する設計とす

る。 

なお，固定式ガス消火設備のうち，防火シート，金属製

の筐体等による被覆内に局所的に放出する場合において

は，消火剤が内部に留まり，外部に有意な影響を及ぼさな

いため，消火設備作動前に退避警報を発しない設計とす

る。 

（略） 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｄ) 火災及び爆発の影響軽

減】（P22） 

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 

火災及び爆発の影響軽減については，安全機能を有する

施設の重要度に応じ，それらを設置する火災区域又は火災

区画及び隣接する火災区域又は火災区画における火災及

び爆発による影響を軽減するため，以下の対策を講ずる設

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 消火後に発生する有毒ガス 

 火災及び爆発の発生時の煙 

・防護対象者 

 運転員 

・検知手段 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災の二次的影響である煙及び有毒ガスを考慮して

いる。 

・防護対象者 

 運転員を防護対象者としている。 

・検知手段 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可は有毒ガス防護の観点からも妥当であることか

ら，申請書への反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

計とする。 

（略） 

ただし，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設

計と同等の設計として，中央制御室等の制御盤に関して

は，不燃性筐体による系統別の分離対策，高感度煙感知器

の設置，常駐する当直（運転員）による消火活動等により，

上記設計と同等な設計とする。中央制御室の制御室床下コ

ンクリートピットに関しては，１時間の耐火能力を有する

コンクリートピット構造による分離，火災感知設備並びに

中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能なハ

ロゲン化物自動消火設備を設置する設計とする。 

 火災感知設備 

 作動前の警報 

・防護対策 

 制御室からの手動起動により作動する設計 

 建築基準法に基づく容量の排煙設備を設置する設計 

 

 考慮すべき有毒ガスの発生を検知可能である。 

 なお，制御室からの手動起動により消火剤を散布する

場合は，事前に周知することも可能である。 

 また，消火後に発生する有毒ガスの検知は，補足説明

資料 2-4（5条）添付資料 3 別紙 1で，消火後の制御

室等への入室時は，ガス濃度の確認及び防護服を着用

することとしている。 

・防護対策 

 考慮すべき有毒ガスに対する防護が可能である。 

【添付書類六 1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減】

（P6-1-181） 

1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 

再処理施設の安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は火災区画内の火

災及び爆発並びに隣接する火災区域又は火災区画の火災

及び爆発による影響に対し，以下に記す火災及び爆発の影

響軽減のための対策を講ずる設計とする。 

（略） 

(３) 中央制御室に対する火災及び爆発の影響軽減 

（略） 

ｄ．制御室床下の系統分離対策 

（略） 

(ｃ) 制御室床下フリーアクセスフロアは，制御室からの

手動操作により早期の起動が可能な固定式ガス消火設備

を設置する設計とする。この消火設備は，故障警報及び作

動前の警報を各制御室に発する設計とする。 

制御室床下フリーアクセスフロアの固定式ガス消火設

備は，消火後に発生する有毒ガスを考慮するものとする。

制御室は空間容積が大きいため拡散による濃度低下が想

定されることから，制御室に常駐する当直（運転員）に影

響を与えるおそれはないが，消火の迅速性と人体への影響

を考慮して，手動操作による起動とする。 

（略） 

(６) 煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策 

当直（運転員）が駐在する中央制御室並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の火災及び爆発の発

生時の煙を排気するために，建築基準法に基づく容量の排
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第五条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

5-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

煙設備を設置する設計とする。 

排煙設備は非管理区域である制御室等を対象としてい

るため，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はな

い。 

また，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域に

該当する制御室床下，引火性液体が密集する非常用ディー

ゼル発電機室及び危険物の規制に関する政令に規定され

る著しく消火困難な製造所等に該当する場所については，

固定式消火設備により，早期に消火する設計とする。 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅰ) (ｆ) その他】（P24） 

(ｆ) その他 

「(ｂ) 火災及び爆発の発生防止」～「(ｅ) 火災影響評

価」のほか，安全機能を有する施設のそれぞれの特徴を考

慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 防火ダンパを設置する設計 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 新たに準備することとした検知手段はない。 

・防護対策 

 有毒ガスに対する防護が可能である。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可は有毒ガス防護の観点からも妥当であることか

ら，申請書への反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画に

おける留意事項】（P6-1-189） 

1.5.1.5 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

再処理施設における火災区域又は火災区画は以下のと

おりそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を実施する。 

（略） 

(５) 中央制御室等 

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，以下のとおりの設計とする。 

ａ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室と他の火災区域の換気設備の貫通部には，防火

ダンパを設置する設計とする。 

ｂ．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又は

これと同等の性能を有することを試験により確認した材

料を使用する設計とする。 

（略） 

 

82



別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷

の防止】（P42） 

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環

境を基に想定される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，森林火

災等の自然現象（地震及び津波を除く。）又は地震及び津

波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのも

のがもたらす環境条件及びその結果として再処理施設で

生じ得る環境条件においても，安全機能を損なわない設計

とする。 

（略） 

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の

状況を基に想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩

壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電

磁的障害等のうち再処理施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意に

よるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

（略） 

自然現象及び人為事象の組合せについては，地震，風（台

風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災等を考慮する。これらの事象が単独で発生し

た場合の影響と比較して，複数の事象が重畳することで影

響が増長される組合せを特定し，その組合せの影響に対し

ても安全機能を損なわない設計とする。 

ここで，想定される自然現象及び人為事象に対して，安

全機能を有する施設が安全機能を損なわないために必要

な安全機能を有する施設以外の施設又は設備等（重大事故

等対処設備を含む。）への措置を含める。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，

再処理施設に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断し

た場合は，必要に応じて使用済燃料の再処理を停止する

等，再処理施設への影響を軽減するための措置を講ずるよ

う手順を整備する。 

事象（外部火災，火山の影響，有毒ガス，化学物質の漏え

い）ごとに整理する。 

事象（外部火災，火山の影響，有毒ガス，化学物質の漏え

い）ごとに整理する。 

事象（外部火災，火山の影響，有毒ガス，化学物質の漏え

い）ごとに整理する。 

【添付書類六 1.7.9.1自然現象の抽出】（P6-1-537） 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする事象は，第

1.7.9－１表に示す風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

及び塩害といった自然現象とし，敷地及び周辺地域の過

去の記録並びに現地調査を参考にして，予想される最も

過酷と考えられる条件を適切に考慮する。また，これら

の自然現象ごとに，関連して発生する可能性がある自然

現象も含めて考慮する。 

【添付書類六 1.7.9.4人為事象の抽出】（P6-1-545） 

検討の結果，設計上の考慮を必要とする人為事象は，

第 1.7.9－２表に示す飛来物（航空機落下），爆発，近隣

工場等の火災，有毒ガス，電磁的障害及び再処理事業所

内における化学物質の漏えいといった事象とし，敷地及

び周辺地域の過去の記録並びに現地調査を参考にして，

予想される最も過酷と考えられる条件を適切に考慮す

る。 

【添付書類六 第 1.7.9－1表 事象（自然現象）の抽出

及び検討結果】（P6-1-550） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

 

【添付書類六 第 1.7.9－2表 事象（人為による事象）

の抽出及び検討結果】（P6-1-553） 

 

 

 

 

 

86



別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

●外部火災 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷

の防止 (ロ) 外部火災】（P45） 

安全機能を有する施設は，想定される外部火災におい

て，最も厳しい火災が発生した場合においても，その安

全機能を損なわない設計とする。 

外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド」を参考として，森林火災，近隣の工場，石油コ

ンビナート等特別防災区域，危険物貯蔵所及び高圧ガス

貯蔵施設（以下「近隣の産業施設」という。）の火災及び

爆発並びに航空機墜落による火災を対象とする。 

自然現象として想定される森林火災については，敷地

への延焼防止を目的として，再処理施設の敷地周辺の植

生を確認し，作成した植生データ及び敷地の気象条件等

を基に解析によって求めた最大火線強度（9,128ｋＷ／

ｍ）から算出される防火帯（幅 25ｍ以上）を敷地内に設

ける。 

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯

内には原則として可燃物となるものは設置しない。防火

帯に可燃物を含む機器等を設置する場合には，延焼防止

機能を損なわないよう必要最小限とするとともに，不燃

性シートで覆う等の対策を実施する。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合

においても，離隔距離の確保等により，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわない設計とする。 

人為事象として想定される近隣の産業施設の火災及び

爆発，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃

性ガスボンベの火災及び爆発の影響については，離隔距

離の確保等により，安全機能を有する施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

航空機墜落による火災については，対象航空機が安全

機能を有する施設を収納する建屋等の直近に墜落する火

災を想定し，火炎からの輻射強度の影響により，建屋外

壁等の温度上昇を考慮した場合においても，安全機能を

有する施設の安全機能を損なわない設計とすること，若

しくはその火災による損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。また，熱影

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス 

 森林火災 

 近隣の産業施設の火災及び爆発（石油備蓄基地） 

 航空機墜落による火災 

 危険物貯蔵施設等 

 燃料輸送車両の火災 

 漂流船舶 

 ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫

の爆発 

・防護対象者 

 運転員 

・検知手段 

 － 

・防護対策（中央制御室） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性能

粒子フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙粒子

を捕獲する設計 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮

断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措

置を講ずる設計 

 手順等の整備 

 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並

びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手

順 

 必要に応じてフィルタ交換の対策を実施する手

順及び対策に必要な資機材 

 必要に応じ制御建屋中央制御室換気設備の外気

との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空

気を再循環することにより，中央制御室内へのば

い煙及び有毒ガスの侵入を防止する手順 

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室） 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室につ

いては，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転

員への影響を防止する設計 

 手順等の整備 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガスについて新

たに特定した発生源はない。 

 既許可の敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産

業施設及び敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的に調

査し影響を評価しており，影響評価ガイドの要求を満

足している。 

・防護対象者 

 運転員を防護対象者としていることから，影響評価ガ

イドの要求を満足している。 

・検知手段 

 既許可では火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス

の検知手段について具体的な記載はないが，「必要に

応じて外気との連絡口を遮断し～運転員の影響を防

止する手順を整備」することとしており，検知につい

ては運用段階で明確にすることから，影響評価ガイド

の要求を満足している。 

・防護対策 

 既許可では火災に伴い発生するばい煙及び有毒ガス

に対する防護対策として「換気設備の外気の連絡を遮

断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置

を講ずる」こととしていることから，影響評価ガイド

の要求を満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 影響評価ガイドに基づく確認で具体化した対応等はな

いため，整理資料で具体化する事項はない。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

響により安全機能を有する施設の安全機能を損なうおそ

れがある場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対策を講ず

ることにより安全機能を損なわない設計とする。 

外部火災の二次的影響であるばい煙による影響につい

ては，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じること

で，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計

とする。また，有毒ガスによる影響については，運転員

の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気

を再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさない設計

とする。 

 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並

びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手

順 

 必要に応じてフィルタ交換の対策を実施する手

順及び対策に必要な資機材 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員へ

の影響を防止する手順 

 

【添付書類六 1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方

針】（P6-1-598） 

ここでの外部火災としては，「原子力発電所の外部火災

影響評価ガイド」（平成 25年６月 19日 原規技発第

13061912号 原子力規制委員会決定）（以下「外部火災ガ

イド」という。）を参考として，森林火災，近隣の産業施

設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災を対象と

する。また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそ

れのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可

燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」という。）に

ついては，外部火災源としての影響及び外部火災による

影響を考慮する。ただし，地下に設置する第１非常用デ

ィーゼル発電機の燃料貯蔵設備，第２非常用ディーゼル

発電機の燃料貯蔵設備，重油貯槽，第１軽油貯槽，第２

軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ貯槽，ＴＢＰ受入れ貯

槽及びｎ－ドデカン受入れ貯槽については，熱影響を受

けないことから危険物貯蔵施設等の対象から除外する。 

さらに，近隣の産業施設の火災においては，外部火災

ガイドを参考として，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び

火することにより再処理施設へ迫る場合を想定し，近隣

の産業施設の火災と森林火災の重畳を考慮する。また，

敷地内への航空機墜落による火災を想定することから，

航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆

発との重畳を考慮する。 

外部火災の影響評価は，外部火災ガイドを参考として

実施する。外部火災にて想定する火災及び爆発を第

1.7.11－１表に示す。また，危険物貯蔵施設等を第

1.7.11－２表に，危険物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－

１図に示す。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-8 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 1.7.11.2設計対処施設】（P6-1-600） 

さらに，二次的影響として，火災に伴い発生するばい

煙及び有毒ガスを抽出し，その上で，安全機能を有する

施設のうち，外気を取り込むことにより，外部火災防護

対象施設の安全機能が損なわれるおそれがある設備を以

下のとおり選定する。 

(１) 設計対処施設の各建屋の換気設備 

(２) 制御建屋中央制御室換気設備 

(３) 第１非常用ディーゼル発電機 

(４) 第２非常用ディーゼル発電機 

(５) 安全圧縮空気系の空気圧縮機 

(６) ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び通風管 

【添付書類六 1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆発 

1.7.11.4.1 概要】（P6-1-614） 

近隣の産業施設の火災及び爆発については，外部火災

ガイドを参考として，敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する

近隣の産業施設及び敷地内の危険物貯蔵施設等を網羅的

に調査し，石油備蓄基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）の火

災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を対象と

する。 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設及び

敷地内の危険物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－１図及び

第 1.7.11－３図～第 1.7.11－５図に示す。 

また，敷地周辺に国道 338号線及び県道 180号線があ

ることから，燃料輸送車両の火災による影響が想定され

る。燃料輸送車両は，消防法令において移動タンク貯蔵

所の上限が定められており，公道を通行可能な上限のガ

ソリンが積載された状況を想定した場合でも，貯蔵量が

多く設計対処施設までの距離が近い敷地内に存在する危

険物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されるこ

とから，燃料輸送車両の火災による影響は評価の対象外

とする。 

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から

約５ｋｍ離れており，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影

響に包絡されることから，評価の対象外とする。 

（略） 

再処理施設の危険物貯蔵施設等及びＭＯＸ燃料加工施

設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発については，設計対

処施設への影響がなく外部火災防護対象施設の安全機能
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-9 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

を損なわない設計とする。 

【添付書類六 1.7.11.7二次的影響評価 1.7.11.7.1 概

要】（P6-1-637） 

ばい煙及び有毒ガスによる影響については，外部火災

ガイドを参考として第 1.7.11－８表の設備を対象とし，

ばい煙及び有毒ガスの侵入を防止するため，適切な対策

を講ずることで外部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。ただし，他に二次的影響が想定され

る爆風については，「1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及

び爆発」で示す。 

【添付書類六 1.7.11.7.2 ばい煙の影響】（P6-1-638） 

(１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の給気系は，粒子フ

ィルタ又は中性能フィルタにより，ばい煙の侵入を防止

することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保する

ため，制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に高性

能粒子フィルタを設置し，一定以上の粒径のばい煙粒子

を捕獲するとともに，制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気

を再循環する措置を講ずる設計とする。再循環について

は，制御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の影響を考慮する。これにより，再処理事業所内に

おいてばい煙が発生した場合においても，再循環する措

置を講ずることで制御建屋の中央制御室の居住性を損な

わない設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との連

絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設計とする。 

【添付書類六 1.7.11.7.3 有毒ガスの影響】（P6-1-

640） 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確保する

ため，有毒ガスの侵入を防止できるよう，制御建屋中央

制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の

中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設計とす

る。再循環については，制御建屋の中央制御室内の酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これによ

り，再処理事業所内において有毒ガスが発生した場合に

おいても，再循環する措置を講ずることで制御建屋の中
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-10 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

央制御室の居住性を損なわない設計とする。また，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，

必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影響

を防止する設計とする。 

【添付書類六 1.7.11.9 火災防護計画を策定するための

方針】（P6-1-642） 

外部火災に対する対策を実施するため，以下の内容を

含めた火災防護計画を定める。 

（略） 

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の維持及び管理並び

にばい煙及び有毒ガス発生時の対応に係る手順 

【添付書類六 1.7.11.10 手順等】（P6-1-643） 

外部火災に対しては，火災発生時の対応，防火帯の維

持及び管理並びにばい煙及び有毒ガス発生時の対応を適

切に実施するための対策を火災防護計画に定める。火災

防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所

在，責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確

保，教育訓練及び外部火災発生時の対策を実施するため

に必要な手順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を示す。 

（略） 

(３) 外部火災によるばい煙及び有毒ガス発生時には，必

要に応じてフィルタ交換の対策を実施する手順を整備す

る。また，対策に必要な資機材を整備する。 

（略） 

(６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には，

必要に応じ制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡

口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する

ことにより，中央制御室内へのばい煙及び有毒ガスの侵

入を防止する手順を整備する。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する手

順を整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-11 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.11－１表 外部火災にて想定する

火災及び爆発】（P6-1-645） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－2表 敷地内に存在する危険物

貯蔵施設等】（P6-1-646） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-12 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第 1.7.11－5表 火災源及び爆発源と

して考慮する危険物貯蔵施設等】（P6-1-650） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－7表 森林火災及び近隣の産業

施設の火災における影響評価の対象となる危険物貯蔵施

設等】（P6-1-650） 

 

【添付書類六 第 1.7.11－8表 ばい煙及び有毒ガスによ

る影響評価の対象となる設備】（P6-1-653） 

 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

適合のための設計方針 第１項及び第２項について (10) 

森林火災】（P6-1-908） 

安全機能を有する施設は，森林火災の影響が発生した

場合においても安全機能を損なわない設計とすること，

若しくは森林火災による損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-13 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

（略） 

森林火災により発生するばい煙の影響に対しては，外

部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備，外気を

直接設備内に取り込む外部火災防護対象施設は，フィル

タによりばい煙の侵入を防止する設計とするか，ばい煙

が侵入しても閉塞を防止する構造とし，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制御建屋中央制御室

換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制

御室内空気を再循環する措置を講じ，運転員の居住性を

確保する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する設計とする 

●火山の影響 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷

の防止 (ホ) 火山の影響】（P48） 

安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中に

おいて再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事

象として設定した層厚55ｃｍ，密度1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤

状態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とするこ

とにより降下火砕物による直接的影響に対して機能を維

持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，その安全機能を損なわない設計とす

る。 

１） 構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計

とすること 

２） 構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計

とすること 

３） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物

が侵入し難い設計とすること 

４） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い

設計とすること 

５） 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 降下火砕物による大気汚染（降下火砕物自体の侵入又

はそれに付着した毒性のあるガス：亜硫酸ガス，硫化

水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食性のある火山ガス

成分の侵入） 

・防護対象者 

 運転員 

・検知手段 

 降灰の確認 

 火山活動のモニタリング 

・防護対策（中央制御室） 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口に防雪フ

ードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする設計 

 制御建屋中央制御室換気設備にはプレフィルタ及び

高性能粒子フィルタを設置し，中央制御室内への降下

火砕物の侵入を防止する設計 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮

断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措

置を講ずる設計 

 手順等の整備 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口

を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 降下火砕物による大気汚染について新たに特定した

発生源はない。 

・防護対象者 

 運転員を防護対象者としていることから，影響評価ガ

イドの要求を満足している。 

・検知手段 

 既許可では降下火砕物による大気汚染の検知手段に

ついて「降灰が確認された場合」とし，防護対策の実

施のための手順を整備することとしている。有毒ガス

に対する検知については運用段階で明確にすること

としていることから，影響評価ガイドの要求を満足し

ている。 

 なお，降灰の確認は，事業指定基準規則第二十条第 1

項第 3号に基づき設置する監視カメラで確認する（整

理資料（第二十条）補足説明資料 2-1）。 

・防護対策 

 既許可では降下火砕物による大気汚染に対する防護

対策として「換気設備の外気の連絡を遮断」すること

としていることから，影響評価ガイドの要求を満足し

ている。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 影響評価ガイドに基づく確認で具体化した対応等はな

いため，整理資料で具体化する事項はない。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-14 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

空気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐

食が発生しない設計とすること 

６） 敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換

気設備は降下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断で

きる設計とすること 

７） 電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設

備は降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

８） 降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して

降下火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交

換又は清掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施に

より安全機能を損なわない設計とすること 

（略） 

する措置又は風量を低減する措置に係る手順 

 制御建屋中央制御室換気設備の給気フィルタの

差圧が交換差圧に達した場合は，状況に応じ外気

の取り込みを停止又はフィルタの清掃や交換を

実施する手順 

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計 

 

【添付書類六 1.7.13.3.1  降下火砕物の設計条件及び

特徴】（P6-1-678） 

(２) 降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果により，一般的な降下火砕物の特

徴は以下のとおりである。 

(ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，

砂よりもろく硬度は小さい。 

(ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び

腐食性のある火山ガス成分が付着している。ただし，直

ちに金属腐食を生じさせることはない。 

（略） 

【添付書類六 1.7.13.3.2  降下火砕物で考慮する影

響】（P6-1-679） 

火山影響評価ガイドを参考に，降下火砕物の特性によ

る影響は，直接的響として降下火砕物の堆積による荷

重，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染，水質汚

染及び絶縁低下並びに間接的影響として外部電源喪失及

びアクセス制限を想定し，これらに対する影響評価を行

う。 

【添付書類六 1.7.13.4.1 直接的影響因子】（P6-1-

681） 

（略） 

(６) 大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき影響因子は，設計対

処施設のうち，制御建屋の中央制御室において，降下火

砕物自体の侵入又はそれに付着した毒性のあるガスの侵

入により居住性を劣化させる「中央制御室の大気汚染」
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-15 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

である。 

【添付書類六 1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方

針】（P6-1-688） 

(６) 中央制御室の大気汚染 

設計対処施設のうち，制御建屋の中央制御室は，降下

火砕物による大気汚染により，運転員の居住性を損なわ

ない設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フ

ードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とすることに

より，中央制御室の大気汚染を防止する。降下火砕物が

取り込まれたとしても，制御建屋中央制御室換気設備に

はプレフィルタ及び高性能粒子フィルタを設置し，中央

制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転

員の居住性を損なわない設計とする。 

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合は，制御建

屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御

建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずる設

計とする。再循環については，制御建屋の中央制御室内

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮する。これ

により，敷地周辺で大気汚染が発生した場合において

も，再循環する措置を講ずることで制御建屋の中央制御

室内の居住性を損なわない設計とする。使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要に応じ

て外気との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止する

設計とする。 

【添付書類六 1.7.13.7 実施する主な手順】（P6-1-

692） 

火山に対する防護については，降下火砕物による影響

評価を行い，設計対処施設に長期にわたり荷重がかかる

ことや化学的影響（腐食）を発生させることを避け，安

全機能を維持するための手順を定める。実施する主な手

順を以下に示す。 

(３) 降灰が確認された場合には，状況に応じて制御建屋

中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建

屋の中央制御室内空気を再循環する措置又は風量を低減

する措置を講ずる。降下火砕物の影響により制御建屋中

央制御室換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に達

した場合は，状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィ

ルタの清掃や交換を実施する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-16 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方

針】（P6-1-693） 

十和田及び八甲田山は，再処理施設の運用期間中にお

ける巨大噴火の可能性が十分小さいと評価しているが，

火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変

化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認

する。火山活動のモニタリングの結果，火山の状態に応

じた判断基準に基づき，観測データに有意な変化があっ

た場合は，火山専門家の助言を踏まえ，当社が総合判断

を行い対処内容を決定する。 

対処に当たっては，火山影響等発生時において，保全

のための活動を行うため，必要な資機材の準備，体制の

整備等を実施するとともに，その時点の最新の科学的知

見に基づき可能な限りの対処を行う。 

主な対処例を以下に示す。 

(１) 換気設備の風量の低減措置，制御建屋の中央制御室

内空気を再循環 

する措置及び外気の取り込みの停止 

（略） 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

適合のための設計方針 第１項及び第２項について (８) 

火山の影響】（P6-1-906） 

安全機能を有する施設は，設計基準において想定され

る自然現象（地震及び津波を除く。）に対して再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。また，安全上重要な

施設は，想定される自然現象により作用する衝撃及び設

計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

安全機能を有する施設は，火山の影響が発生した場合

においても安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，再処理施設の運用期間中におい

て再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象と

して設定した層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状

態）の降下火砕物に対し，以下のような設計とすること

により安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．構造物への静的負荷に対して安全余裕を有する設計

とすること 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響を受けない設計

とすること 

ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-17 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

空気系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物

が侵入し難い設計とすること 

ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系に対する機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難い

設計とすること 

ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系に対する化学的影響（腐食）に対して短期での腐

食が発生しない設計とすること 

ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建屋中央制御室換

気設備は降下火砕物が侵入し難く，さらに外気を遮断で

きる設計とすること 

ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に対して，換気設

備は降下火砕物が侵入し難い設計とすること 

ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等の影響に対して

降下火砕物の除去や換気設備外気取入口のフィルタの交

換又は清掃並びに換気設備の停止又は循環運転の実施に

より安全機能を損なわない設計とすること 

その他の安全機能を有する施設については，降下火砕

物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修理を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損な

わない設計とする。 

さらに，降下火砕物による間接的影響である７日間の

外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセ

ス制限事象に対し，再処理施設の安全性を維持するため

に必要となる電源の供給が継続できるようにすることに

より安全機能を損なわない設計とする。 

●有毒ガス 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷

の防止 (チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以

外の人為による事象 １）有毒ガス】（P52） 

１）有毒ガス 

安全機能を有する施設は，再処理事業所内及びその周辺

で発生する有毒ガスに対して安全機能を損なわない設計

とする。 

再処理施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，制御

建屋中央制御室換気設備により，中央制御室の居住性を損

なわない設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 有毒ガス（六ヶ所ウラン濃縮工場） 

 有毒ガス（再処理施設周辺の可動施設） 

 化学物質の漏えい（再処理事業所内において化学物質

を貯蔵する施設） 

・防護対象者 

 運転員 

・検知手段 

 －  

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 六ヶ所ウラン濃縮工場は，有毒ガスが発生した場合の

周辺監視区域境界の公衆に対する影響が小さくなる

よう設計されており，中央制御室の居住性を損なうこ

とはないことを確認している。 

 敷地外の固定施設からの有毒ガスは，影響評価ガイド

に基づき石油備蓄基地の原油を特定している。一方，

既許可では有毒ガスの影響有無に関わらず防護措置

を取ることとしていることから，影響評価ガイドの要

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 以下の 2点について整理資料で具体化する。 

 影響評価ガイドに基づき特定した有毒ガス発生源及

び運転員等の吸気中の有毒ガス濃度評価結果 

 敷地外からの連絡による有毒ガスの検知及び防護対

策に係る具体的な手順及び体制 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-18 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 1.7.9.5航空機落下，爆発及び近隣工場

等の火災以外の人為による事象に対する設計方針 (１)

有毒ガス】（P6-1-546） 

(１)有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラ

ン濃縮工場）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの

流出が考えられる。六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいす

る有毒ガスについては，再処理施設の安全機能に直接影

響を及ぼすことは考えられないため，再処理施設の運転

員に対する影響を想定する。六ヶ所ウラン濃縮工場は，

それらが発生した場合の周辺監視区域境界の公衆に対す

る影響が小さくなるよう設計されており，中央制御室の

居住性を損なうことはない。再処理施設周辺の可動施設

から発生する有毒ガスについては，敷地周辺には鉄道路

線がないこと，最も近接する幹線道路については中央制

御室が設置される制御建屋までは約 700ｍ離れているこ

と及び海岸から再処理施設までは約５ｋｍ離れているこ

とから，幹線道路及び船舶航路にて運搬される有毒ガス

が漏えいしたとしても，再処理施設の安全機能及び中央

制御室の居住性を損なうことはない。 

再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設につ

いては，化学物質が漏えいし難い設計とする。 

制御建屋中央制御室換気設備は，近隣工場等の火災及

び航空機墜落火災による有毒ガスの発生と同様に，外気

の連絡を遮断し制御建屋の中央制御室内空気の再循環運

転を行うことができる設計とする。再循環運転について

は，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響

を考慮する。これにより，再処理事業所内において有毒

ガスが発生した場合においても，再循環運転を行うこと

で中央制御室の居住性を損なわない設計とする。また，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室について

は，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわな

い設計とする。上記以外の建屋については，安全機能維

持の観点から運転員の居住性を考慮する必要はない。 

・防護対策（中央制御室） 

 外気の連絡を遮断し制御建屋の中央制御室内空気の

再循環運転を行うことができる設計 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気の連絡を遮断し，

制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置を講

ずることにより，運転員への影響を防止するための手

順の整備 

・防護対策（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計 

 

求を満足している。 

 再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスに

ついて新たに特定した発生源はない。 

 再処理事業所内において化学物質を貯蔵する施設か

らの有毒ガスは，影響評価ガイドに基づいて化学物質

の全量漏えいを想定し，敷地内の有毒ガス発生源とし

て特定した液化 NOx及びアンモニア，混触で発生する

NOx ガスに対し運転員の吸気中の有毒ガス濃度を評

価した結果，有毒ガス防護判断基準値を下回ることを

確認している。 

・防護対象者 

 運転員を防護対象者としていることから，影響評価ガ

イドの要求を満足している。 

・検知手段 

 既許可では有毒ガスの検知手段について具体的な記

載はなく，防護対策の実施のための手順を整備するこ

ととしている。敷地外の固定施設及び可動施設（予期

せず発生する有毒ガス）からの有毒ガスについて，外

部機関からの通報又は屋外の所員からの異常（臭気

等）の認知に伴う連絡を手順として整備することか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

・防護対策 

 有毒ガス全般に対し換気設備の隔離措置を行うこと

としており，運転員の防護が可能であることから，影

響評価ガイドの要求を満足している。 

 

 

 

 

 

【添付書類六 1.7.9.6手順等】（P6-1-549） 

有毒ガスが発生した場合，必要に応じて制御建屋中央

制御室換気設備の外気の連絡を遮断し，制御建屋の中央

制御室内空気を再循環する措置を講ずることにより，運

100



別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-19 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

転員への影響を防止するよう手順を整備する。 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

適合のための設計方針 第３項について (４) 有毒ガス】

（P6-1-913） 

(４)有毒ガス 

安全機能を有する施設は，敷地内及び敷地周辺で発生す

る有毒ガスに対して安全機能を損なわない設計とする。ま

た，再処理施設は，想定される有毒ガスの発生に対し，制

御建屋中央制御室換気設備により，中央制御室の居住性を

損なわない設計とする。 

再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有

毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六

ふっ化ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル及

びふっ化水素を想定する。これらの有毒ガスが，再処理施

設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられない。ま

た，六ヶ所ウラン濃縮工場において六ふっ化ウランを正圧

で扱う工程における漏えい事故が発生したと仮定しても，

六ふっ化ウランが加水分解して発生するふっ化ウラニル

及びふっ化水素の濃度は公衆に対する影響が十分に小さ

い値となることから，六ヶ所ウラン濃縮工場の敷地外に立

地する再処理施設の運転員に対しても影響を及ぼすこと

はない。 

再処理施設周辺の可動施設から発生する有毒ガスにつ

いては，敷地周辺には鉄道路線がないこと，最も近接する

幹線道路については中央制御室が設置される制御建屋ま

では約 700ｍ離れていること及び海岸から再処理施設ま

では約５ｋｍ離れていることから，幹線道路及び船舶航路

にて運搬される有毒ガスが漏えいしたとしても，再処理施

設の安全機能及び運転員に影響を及ぼすことは考え難い。 

万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施設から発生した

有毒ガスが中央制御室に到達するおそれがある場合には，

必要に応じて制御建屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気を再循環する

措置を講ずることにより，運転員への影響を防止すること

で再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。使用済

燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室においても，必要に

応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影響を防止す

ることで再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-20 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

●化学物質の漏えい 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅰ)(a)外部からの衝撃による損傷

の防止 (チ) 航空機落下，爆発及び近隣工場等の火災以

外の人為による事象 ３） 再処理事業所内における化学

物質の漏えい】（P52） 

３）再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は,想定される再処理事業所内に

おける化学物質の漏えいに対し,安全機能を損なわない設

計とする。 

安全機能を有する施設は,想定される再処理事業所内に

おける化学物質の漏えいに対し,制御建屋中央制御室換気

設備により,中央制御室の居住性を損なわない設計とす

る。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 試薬建屋の機器に内包される化学薬品 

 各建屋の機器に内包される化学薬品 

 試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質 

・防護対象者 

 運転員 

・検知手段 

 － 

・防護対策（中央制御室） 

 制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断し

制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うこ

とができる設計 

・防護対策（使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室） 

 必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわ

ない設計 

・防護対策（化学薬品の漏えいに係る事項） 

 【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学薬

品取扱いの基本方針】において，化学薬品取扱いの基

本方針として漏えい発生時の作業員の対応を定める

としている。 

 【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】において，化学

薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定める

としている。 

 

＜影響評価ガイドに基づく評価及び既許可への影響＞ 

・有毒ガス発生源 

 試薬建屋及び各建屋の機器に内包される化学薬品に

対しては，影響評価ガイドに基づいて化学物質の全量

漏えいを想定し，敷地内の有毒ガス発生源として特定

した液化 NOx及びアンモニア，混触で発生する NOxガ

スに対し運転員の吸気中の有毒ガス濃度を評価した

結果，有毒ガス防護判断基準値を下回ることを確認し

ている。 

 受入れの際に運搬される化学物質に対しては，硝酸，

液化 NOx，アンモニア，メタノールの輸送容器を有毒

ガス発生源として特定した。一方，既許可では試薬建

屋への受入れの際に運搬される化学物質を挙げてい

るものの，有毒ガスの種類及び影響有無に関わらず防

護措置を取ることとしていることから，影響評価ガイ

ドの要求を満足している。 

・防護対象者 

 運転員を防護対象者としていることから，影響評価ガ

イドの要求を満足している。 

・検知手段 

 既許可では有毒ガスの検知手段について具体的な記

載はなく，【添付書類六 1.7.9.6手順等】で防護対策

の実施のための手順を整備することとしている。敷地

内の可動施設からの有毒ガスについて，立会人からの

連絡を手順として整備することから，影響評価ガイド

の要求を満足している。 

・防護対策 

 有毒ガス全般に対し換気設備の隔離措置を行うこと

としており，運転員の防護が可能であることから，影

響評価ガイドの要求を満足している。 

 有毒ガスに対する終息活動として，漏えい発生時の対

応手順を定めるとしていることから，影響評価ガイド

の要求を満足している。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 以下の 3点について整理資料で具体化する。 

 影響評価ガイドに基づき特定した有毒ガス発生源 

 立会人の配置による有毒ガスの検知及び防護対策に

係る具体的な手順及び体制 

 終息活動に係る具体的な手順 

 

【添付書類六 1.7.9.5航空機落下，爆発及び近隣工場

等の火災以外の人為による事象に対する設計方針 (３) 

再処理事業所内における化学物質の漏えい】（P6-1-547） 

(３) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学

物質としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，

各建屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への

受入れの際に運搬される化学物質がある。再処理事業所

内において化学物質を貯蔵する施設については化学物質

が漏えいし難い設計とするため，人為事象として試薬建

屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいを想定

する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては再処理

施設に直接被水すること等による安全機能への影響及び

漏えいした化学物質の反応等によって発生する有毒ガス

による人体への影響が考えられる。 

屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生し

た場合については，12条「化学薬品の漏えいによる損傷

の防止」で整理する。 

一方，人体への影響の観点から，再処理施設の運転員

に対する影響を想定し，制御建屋中央制御室換気設備

は，外気の連絡を遮断し制御建屋の中央制御室内空気の

再循環運転を行うことができる設計とする。再循環運転

については，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の影響を考慮する。これにより，再処理事業所内にお

いて化学物質の漏えいが発生した場合においても，再循
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

9-21 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

環運転を行うことで中央制御室の居住性を損なわない設

計とする。また，使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止することで再処理施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

上記以外の建屋については，安全機能維持の観点から

運転員の居住性を考慮する必要はない。 

【添付書類六 1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

適合のための設計方針 第３項について (６) 再処理事業

所内における化学物質の漏えい】（P6-1-915） 

(６) 再処理事業所内における化学物質の漏えい 

安全機能を有する施設は，想定される再処理事業所内に

おける化学物質の漏えいに対し，安全機能を損なわない設

計とする。 

再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学

物質としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各

建屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受

入れの際に運搬される化学物質がある。 

このうち，人為事象として試薬建屋への受入れの際に運

搬される化学物質の漏えいを想定する。 

これらの化学物質の漏えいによる影響としては，安全機

能を有する施設に直接被水すること等による安全機能へ

の影響及び漏えいした化学物質の反応等によって発生す

る有毒ガスによる人体への影響が考えられる。このうち，

屋外で運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生した

場合については，12 条「化学薬品の漏えいによる損傷の

防止」にて整理する。 

人体への影響の観点から，再処理施設の運転員に対する

影響を想定し，制御建屋中央制御室換気設備は外気の連絡

口を遮断し，制御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を

行うことができる設計とする。また，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室についても，必要に応じて外気

との連絡口を遮断し制御室内空気の再循環運転を行うこ

とができる設計とする。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

【本文 四、A.ロ.(７) (ⅰ) (ｄ)化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止】(P55) 

安全機能を有する施設は，再処理施設内が化学薬品の漏

えいの影響を受ける場合においても，その安全機能を確保

するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわ

ない方針とする。 

ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部

で想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，

火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するた

めに必要な設備（以下「化学薬品防護対象設備」という。）

として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有

する構築物，系統及び機器を抽出し，これらの設備が，没

水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした

化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計

（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能

を損なわない設計）とする。そのために，化学薬品の漏え

い防護に係る設計時に再処理施設内において発生が想定

される化学薬品の漏えいの影響評価（以下「化学薬品の漏

えい評価」という。）を実施する。 

また，これらの設計に当たり，化学薬品防護対象設備の

安全機能を短時間で損なうおそれのある化学薬品を設定

する。 

化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として

発生要因別に分類した以下の化学薬品の漏えいを主とし

て想定する。また，化学薬品の漏えい評価に当たっては，

化学薬品防護対象設備を設置する区画（以下「化学薬品防

護区画」という。）を設定し，化学薬品の漏えい評価がよ

り厳しい結果を与えるように化学薬品の漏えい経路を設

定する。 

１) 化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい 

２) 再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために

設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏

えい 

３) 地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品

の漏えい 

 

化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象

詳細は【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学

薬品取扱いの基本方針】にて整理する。 

詳細は【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学

薬品取扱いの基本方針】にて整理する。 

詳細は【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学

薬品取扱いの基本方針】にて整理する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

設備の機能喪失高さ（化学薬品の漏えいの影響を受けて，

化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある

高さ）及び化学薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，評価の条件を設定する。 

化学薬品の漏えい評価において，化学薬品の漏えいの影

響を軽減するための壁，扉，堰等の化学薬品防護設備につ

いては，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減

する機能が損なわれない設計にするとともに，必要により

保守点検等の運用を適切に実施することにより，化学薬品

防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

【本文 四、A.リ.(４)(ⅵ)化学薬品防護設備】（P423） 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬

品の漏えいが発生した場合においても，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の

破損（地震起因を含む。）による化学薬品の漏えい，再処

理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置され

る系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えいが発

生した場合においても，再処理施設内における扉，堰，遮

断弁等により化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減

する機能が損なわれない扉，堰，遮断弁等の溢水防護設備

については，化学薬品防護設備として兼用する。 

【添付書類六 9.13 化学薬品防護設備】(P6-9-642) 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬

品の漏えいが発生した場合においても，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の

破損（地震起因を含む。）による化学薬品の漏えい，再処

理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置され

る系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えいが発

生した場合においても，再処理施設内における扉，堰，遮

断弁等により化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減

する機能が損なわれない扉，堰，遮断弁等の溢水防護設備

については，化学薬品防護設備として兼用する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取

扱いの基本方針】（P6-1-725） 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリ

ウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒド

ロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」という。），硝酸ガドリニ

ウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウム，亜硝酸ナトリウ

ム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及び模擬廃液並

びに気体として窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という。）ガ

ス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス等の化学薬品を使用す

る。これらの化学薬品のうち，再処理におけるプロセス工

程（以下「再処理プロセス」という。）において大量に取

り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，

硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋

の化学薬品貯蔵供給設備に貯蔵し，必要な量を各施設の化

学薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労

働安全衛生法」及び「毒物及び劇物取締法」の要求を満足

するものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従

事者の安全性を確保するために，以下の安全設計及び対策

を行う。 

(1)化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた

材料を選定し，腐食し難い設計とする。 

(2)化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手

部は，化学薬品の性状に応じて適切な材料を選定するとと

もに，化学薬品が継ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛

散する可能性がある場合には，飛散防止措置を講ずる。 

(3)化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏え

いが伝播するおそれのある経路並びにそれらに設置する

機器等については，耐薬品性を有する塗装材の塗布等によ

り，漏えいにより生じる腐食性ガスの発生等の副次的な影

響を低減する設計とする。 

また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係

る対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい

発生時の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応

に係る教育訓練等を実施している。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源（化学物質の種類） 

 硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝

酸ヒドラジン，ＨＡＮ，硝酸ガドリニウム，硝酸ナト

リウム，炭酸ナトリウム，亜硝酸ナトリウム，硫酸，

ヒドラジン，りん酸ナトリウム，模擬廃液 

 ＮＯｘガス，水素ガス，窒素ガス，酸素ガス 

・有毒ガス発生源（漏えい源） 

 再処理施設内に設置された機器及び配管の破損（地震

起因を含む。）による化学薬品の漏えい 

 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

 地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う化学薬

品の漏えい 

 屋外タンク及び化学薬品の運搬及び補給のために一

時的に再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破

壊 

 機器の開放部又は損傷部（配管以外）からの漏えい 

 腐食性ガス 

・有毒ガス発生源としないもの 

 保守及び補修の非定常作業並びにその他再処理設備

の附属施設で使用する化学薬品 

 基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する

機器及び配管からの漏えい 

・防護対象者 

 従事者 

 運転員 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 「消防法」，「労働安全衛生法」及び「毒物及び劇物取

締法」の要求を満足する設計 

 化学薬品の性状に応じた材料を用いた腐食し難い設

計 

 化学薬品が継ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛

散する可能性がある場合における機器の継ぎ手部の

飛散防止措置 

 漏えい量の低減措置 

 補強工事等の実施により発生応力を低減する設

計 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 有毒ガス発生源（化学物質の種類）は，再処理プロセ

スにおける化学薬品を網羅しているが，保守及び補修

の非定常作業並びにその他再処理設備の附属施設で

使用する化学薬品を除外していることから，影響評価

ガイドとは異なっている。 

 有毒ガス発生源（漏えい源）は，機器及び配管，タン

クローリ等からの漏えいを網羅しているが，基準地震

動による地震力に対して耐震性を確保する機器及び

配管からの漏えいを除外していることから，影響評価

ガイドとは異なっている。 

 なお，影響評価ガイドに基づき特定した敷地内の有毒

ガス発生源のうち，既許可に記載のない化学薬品はア

ンモニア及びメタノールであるが，これらはその他再

処理設備の附属施設等で使用する化学薬品であり，取

扱作業及び範囲が限定されているため，安全機能を有

する施設の安全機能に影響を与えないことから，既許

可の設計方針に変更はない。 

・防護対象者 

 影響評価ガイドに基づき設定した防護対象者は，「従

事者」及び「運転員」に包含していることから，影響

評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 詳細は第二十条及び第二十六条の整理表において整

理する。 

・防護対策 

 詳細は第九条，第二十条，第二十六条及び技術的能力

の整理表において整理する。 

 なお，「耐震対策工事を実施することにより基準地震

動による地震力に対して耐震性を確保する設計」につ

いては，影響評価ガイドに従い耐震性を確保する設計

とする機器についても漏えいを想定しているが，保守

的な評価のための前提条件であることから，既許可の

設計方針に変更はない。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討す

る化学薬品及び構成部材の抽出】（P6-1-728） 

「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のため
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

の方針」で抽出した化学薬品及び化学薬品防護対象設備の

構成部材から，化学薬品防護対象設備の安全機能に影響を

及ぼす化学薬品と構成部材の組合せを決定するため，文献

調査等により，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬

品及び構成部材を抽出する。 

再処理事業所内で用いられる化学薬品は，再処理プロセ

スにおいて使用する化学薬品に加え，保守及び補修の非定

常作業，その他再処理設備の附属施設で使用する化学薬品

に大別される。 

保守及び補修の非定常作業並びにその他再処理設備の

附属施設で使用する化学薬品については，取扱作業及び範

囲が限定されていること，作業安全管理を実施すること等

により化学薬品の漏えいによる影響を及ぼすおそれがな

いため，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品とし

ない。 

再処理プロセスで使用する化学薬品を第 1.7.16－１表

に示す。 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品は，性状に応

じて以下のものに分類する。 

 

液体：a.酸性（硝酸，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ，硝

酸ガドリニウム，硝酸を含む模擬廃液） 

b.アルカリ性（水酸化ナトリウム，炭酸ナト

リウム，亜硝酸ナトリウム） 

c.中性 （硝酸ナトリウム） 

d.有機溶媒 （ＴＢＰ，ｎ－ドデカン） 

気体：a.腐食性ガス（ＮＯｘガス） 

b.非腐食性ガス（水素ガス，窒素ガス，酸素

ガス） 

 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品から，漏えい

による影響を検討する化学薬品を抽出する。具体的には，

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品の液性，腐食性

等を分類する。それらの分類から，腐食性や反応性を示さ

ないことが明らかであるものを除外することにより，漏え

いによる影響を検討する化学薬品を抽出する。ここで，化

学薬品のうち，文献調査により腐食性や反応性を示さない

ことが明らかであるものとして，固体の化学薬品，中性水

溶液，非水溶液のうち燃料油及び非腐食性のガスとして窒

 機器収納ボックスや二重管等を設置することに

より化学薬品が区画内に漏えいすることを防止

する設計 

 漏えい検知器を設置することにより化学薬品の

漏えいの発生を可能な限り早期に検知し隔離を

行うことで発生する化学薬品の漏えい量を低減

する設計 

 耐震対策工事を実施することにより基準地震動

による地震力に対して耐震性を確保する設計 

 建屋内又は建屋間（建屋外の洞道含む。）に設置

する緊急遮断弁により地震の発生を早期に検知

し，自動又は中央制御室からの手動遠隔操作によ

り他建屋から流入する系統を早期に隔離できる

設計 

 耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール

材を堰や防水扉等に塗布することによる流入防止機

能の維持 

 手順等の整備 

 耐震 B, Cクラス機器が破損し化学薬品の漏えい

が発生する場合に現場等を確認する手順 

 化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順 

 作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生

時の作業員の対応の整備，必要な資機材の配備，

対応に係る教育訓練等の実施 
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素ガス等を検討の対象から除外する。さらに，再処理施設

において耐食性を有する材料の選定要件となる硝酸濃度

が 0.2ｍｏｌ／Ｌ以上であることから，0.2ｍｏｌ／Ｌ未

満の硝酸を含む溶液は検討の対象から除外する。 

また，化学薬品防護対象設備の構成部材について，主要

な構成部材ごとに材質を分類する。それらの分類から，化

学薬品の漏えいにより損傷を受けないことが明らかな構

成部材を除外し，影響を検討する構成部材を抽出する。こ

こで，構成部材のうち，化学薬品の漏えいにより損傷を受

けないことが明らかであるものとして，ステンレスやジル

コニウム等の耐食性を有する金属材料，再処理プロセスで

使用する化学薬品に対して，十分な厚さがあることや塗装

が施されていることにより短時間で損傷しないコンクリ

ート，再処理プロセスでは使用しない特定の化学薬品（フ

ッ化水素等）のみに対して顕著な反応を示すガラスを検討

の対象から除外する。 

【添付書類六 1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と

構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品

の設定】（P6-1-730） 

検討対象とする化学薬品と構成部材を組み合わせるこ

とで生じる腐食等により，化学薬品防護対象設備の安全機

能に短時間で影響を及ぼすおそれのある化学薬品を設計

上考慮すべき対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として

見込んでおり，漏えいした化学薬品の回収等の実施期間と

して見込むことのできる７日間とする。 

具体的には，化学薬品防護対象設備で使用する主な構成

部材のうち，検討の対象として選定された炭素鋼，アルミ

ニウム及びプラスチックについて，検討対象として設定し

た化学薬品ごとに腐食試験（浸漬及び曝露試験を含む。）

又は文献調査を実施する。ここで，検討の対象とする化学

薬品としては，酸性水溶液として腐食に対する影響の主要

因となる硝酸，アルカリ性水溶液として強アルカリであっ

て，文献によりアルミニウムに影響を及ぼすことが明らか

な水酸化ナトリウム，有機溶媒としてプラスチックに影響

を与えるおそれがあるＴＢＰ及びｎ－ドデカン，並びに腐

食性ガスとしてＮＯｘガスを設定する。また，ＮＯｘガス

については，腐食試験より配管，容器等の機器の安全機能

に直ちに影響を与えるものではないことが確認されてい
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るが，電子部品の集積回路等の機械的強度を必要としない

材料厚みの精密機器についても曝露試験により影響を確

認する。 

これらの検討の結果から，設計上考慮すべき化学薬品と

して，0.2ｍｏｌ／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナト

リウム，ＴＢＰ及びｎ－ドデカン並びにＮＯｘガスを設定

する。 

設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の

主要な構成部材の組合せを第 1.7.16－２表に示す。 

【添付書類六 1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい】

（P6-1-734） 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然

現象やその波及的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品

防護対象設備を設置する区画（以下「化学薬品防護区画」

という。）内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を

想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品

の運搬及び補給のために一時的に再処理事業所に立ち入

るタンクローリ等の破壊のような間接的な影響，機器ドレ

ン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作動による漏

えいを想定する。 

【添付書類六 1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方

針】（P6-1-737） 

(1)没液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想

定した化学薬品の漏えい源から発生する化学薬品の漏え

い量と「1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏え

い経路を設定するための方針」にて設定した化学薬品防護

区画及び化学薬品の漏えい経路から算出した化学薬品の

漏えい液位に対し，化学薬品防護対象設備が安全機能を損

なうおそれがないことを評価する。 

具体的な評価の考え方は，「1.7.15.6.1 没水の影響に対

する設計方針」と同様である。 

ただし，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さは，

「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための

方針」で設定した化学薬品と化学薬品防護対象設備の構成

部材の組合せを考慮し，化学薬品防護対象設備の耐薬品性

を有していない構成部材の下端とする。 

(2)没液の影響に対する防護設計方針 
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没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことに

より，化学薬品防護対象設備が没液により安全機能を損な

わない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する

対策 

(a)化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は

水密扉），堰及び床ドレン逆止弁による流入防止対策を図

り漏えいした化学薬品の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），

堰，床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生す

る液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影

響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象

に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能

な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシー

ル材を堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能

が維持できるものとする。 

(b)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管

等を設置することにより，化学薬品が区画内に漏えいする

ことを防止する設計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬

品の漏えいの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行う

ことで発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とす

る。化学薬品の漏えい量低減対策として設置する漏えい検

知器は，想定破損に伴う化学薬品の漏えい源からの被液に

より当該機能が損なわれない設計とする。 

(c)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより化学

薬品の漏えい量を低減する。 
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(d)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内

又は建屋間（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁

により，地震の発生を早期に検知し，自動又は中央制御室

からの手動遠隔操作により他建屋から流入する系統を早

期に隔離できる設計とすることにより，化学薬品防護区画

で発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。 

 

ｂ ．化学薬品防護対象設備に対する対策 

(a)評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件と

あわせて考慮した上で，化学薬品防護対象設備の機能喪失

高さに対して，化学薬品防護対象設備の設置高さが，発生

した化学薬品による液位を十分に上回る設計とする。 

(b)化学薬品防護対象設備周囲に堰を設置し，化学薬品防

護対象設備が没液しない設計とする。設置する堰について

は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧及び腐

食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防

止機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等

の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重

や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損なわれな

い設計とする。 

(c)没液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象

設備については，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬

品性を有する部品の取替えを含む。）を行うことにより，

没液から防護する設計とする。 

(d)耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対

象設備に塗布することにより，没液から防護する設計とす

る。 

【添付書類六 1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方

針】（P6-1-740～743） 

(1)被液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想

定した化学薬品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌

道の飛散による被液並びに天井面の開口部若しくは貫通

部からの被液の影響を受ける範囲内にある化学薬品防護

対象設備が，被液により安全機能を損なうおそれがないこ

とを評価する。 

具体的には，「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と

構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品

の設定」を考慮し，以下に示す要求のいずれかを満足して
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いれば，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なうおそれ

はない。 

ａ．化学薬品防護対象設備があらゆる方向からの化学薬品

の飛まつによっても有害な影響が生じないよう，以下に示

すいずれかの保護構造を有していること。 

(a)化学薬品防護対象設備，又は，「1.7.15.6.2 被水の影

響に対する設計方針」に示す水密処理対策について，化学

薬品の漏えいにより機能が損なわれないよう，耐薬品性塗

料の塗布等による被液防護措置がなされていること。 

(b)機器の破損により漏えいした化学薬品による腐食又は

劣化に起因する化学的損傷に対して当該機能が損なわれ

ない設計とする薬品防護板の設置により，被液防護措置が

なされていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備

の各々が別区画に設置され，同時に機能喪失しないこと。

その際，化学薬品の漏えいを起因とする事故等に対処する

ために必要な機器の単一故障を考慮すること。 

(2)被液の影響に対する防護設計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うこ

とにより，化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を

損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対す

る対策 

(a)化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，

壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又

は水密扉），堰及び床ドレン逆止弁による流入防止対策を

図り漏えいした化学薬品の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），

堰及び床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生

する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の

影響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地

震動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事

象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可

能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシ

ール材を堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機

能が維持できるものとする。 

(b)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通
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クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより被液の影響が発生しない設計とする。又は，破損

を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置す

ることより，化学薬品が漏えいすることを防止する設計と

する。 

(c)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより被液

の影響が発生しない設計とする。 

ｂ．化学薬品防護対象設備に対する対策 

(a)化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板の設置によ

り，被液から防護する設計とする。薬品防護板は，主要部

材に不燃性材料又は難燃性材料を用い製作し，基準地震動

による地震力に対して耐震性を確保するとともに機器の

破損により漏えいした化学薬品の腐食又は劣化に起因す

る化学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない設

計とする。 

(b)化学薬品防護対象設備の被液の影響部位に耐薬品性を

有するコーキング等の水密処理を実施することにより，被

液から防護する設計とする。水密処理は，機器の破損によ

り生じる化学薬品の水圧に対して当該機能が損なわれな

い設計とする。 

(c)被液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象

設備については，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬

品性を有する部品の取替えを含む。）を行うことにより，

被液から防護する設計とする。 

(d)耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対

象設備に塗布することにより，被液から防護する設計とす

る。 

【添付書類六 1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設

計方針】（P6-1-743） 

(1)腐食性ガスの影響に対する評価方針 

「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の

組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」にて

検討した，化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する

設備が，「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」に
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て想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの拡散

による影響を確認するために，漏えいが発生した区画か

ら，天井面の開口部，壁の貫通部等を介して他区画へ伝播

する条件とし，化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有

する設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なうお

それのないことを評価する。具体的には，以下に示す要求

のいずれかを満足していれば化学薬品防護対象設備のう

ち電子部品を有する設備が安全機能を損なうおそれはな

い。 

ａ．化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備

が，腐食性ガスの拡散経路以外に設置されていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設

備のうち電子部品を有する設備の各々が別区画に設置さ

れ，腐食性ガスにより同時に機能喪失しないこと。その際，

化学薬品の漏えいを起因とする事故等に対処するために

必要な機器の単一故障を考慮すること。 

(2)腐食性ガスの影響に対する防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を

行うことにより，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影

響により安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する

対策 

(a)想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通

クラックとできるか，又は破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応じ，補強工事等の実施によ

り発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計とする。

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等

を設置することにより，化学薬品が漏えいすることを防止

する設計とする。 

(b)地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を

想定する機器について耐震対策工事を実施することによ

り基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する設

計とし，化学薬品の漏えい源から除外することにより腐食

性ガスによる影響が発生しない設計とする。 

(c)化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施

することにより，化学薬品防護対象設備の設置区画への化

学薬品の移行を防止し，腐食性ガスの影響から防護する設
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計とする。気密処理は，機器の破損により生じる腐食性ガ

スに対して当該気密機能が損なわれない設計とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに

対する設計方針】（P6-1-745） 

機器の誤操作による漏えい，配管以外の機器損傷（配管

フランジや弁グランドからのにじみを含む。）による漏え

いについては，基本的に漏えい量が少ないと想定される

が，これらに対しても化学薬品防護対象設備の安全機能が

損なわれないよう，機器の開放部又は損傷部（配管以外）

からの漏えいに対しては，当該機器の開放部又は損傷部の

周辺には化学薬品防護対象設備を設置しない設計とし，必

要に応じ飛散防止カバーの設置等の流出防止措置を講ず

ることにより，安全機能が損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬する化学物質の漏えい

による影響としては，タンクローリによる屋外での運搬又

は受入れ時に化学物質の漏えいが発生する場合を想定す

る。当該タンクローリの破損等によって漏えいした化学薬

品が化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，

化学薬品の影響を受けない壁，扉，堰等により化学薬品防

護区画を有する建屋及び洞道内への流入を防止する設計

とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護対象設

備を防護するための設計方針】（P6-1-746） 

洞道内にある配管，ケーブル等の化学薬品防護対象設備

が，洞道内で発生する化学薬品の漏えいによる影響を受け

て，化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわない設計と

する。 

具体的には，化学薬品を内包する機器等が地震を要因と

した漏えい源とならないように基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する，若しくは地震による破損を想

定した上で，漏えい量を低減するために緊急遮断弁を設置

する，化学薬品防護対象設備に対して耐薬品性を有する塗

装材やシール材を塗布する，薬品防護板を設置する，又は

これらの組合せにより安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，地

震起因による化学薬品の漏えいに対する対策に加え，応力

評価又は応力評価結果より必要に応じ，補強工事等の実施

により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除外す

る対策を行う，若しくは二重管等を設置し化学薬品が漏え
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いすることを防止することにより，化学薬品防護対象設備

の安全機能を損なわない設計とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建

屋外からの流入防止に関する設計方針】（P6-1-746） 

化学薬品防護区画を有する化学薬品防護建屋外で発生

を想定する化学薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に流入

するおそれがある場合には，壁（貫通部の止水処置を含

む。），扉，堰等により化学薬品防護区画を有する化学薬品

防護建屋内への流入を防止する設計とし，化学薬品防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

また，漏えいした化学薬品の化学薬品防護区画への浸入

経路としては，洞道において漏えいした化学薬品に対する

配管等の貫通部の隙間及び建屋間の接合部等が考えられ

るため，これら浸入経路に対しては，貫通部等の隙間には

耐薬品性を有する流入防止措置を実施することにより，漏

えいした化学薬品が化学薬品防護区画内へ流入すること

を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

【添付書類六 1.7.16.7.8 手順等】（P6-1-747～748） 

化学薬品の漏えい影響評価に関して，以下の内容を含む

手順を定め，適切な管理を行う。 

(1)配管の想定破損評価において，応力評価の結果により

破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような

減肉がないことを継続的な肉厚管理で確認する。 

(2)配管の想定破損評価による化学薬品の漏えいが発生す

る場合及び基準地震動による地震力により，耐震Ｂ，Ｃク

ラスの機器が破損し，化学薬品の漏えいが発生する場合に

おいては，現場等を確認する手順を定める。 

(3)化学薬品防護区画において，各種対策設備の追加，資

機材の持込み等により評価の条件としている床面積に見

直しがある場合は，あらかじめ定めた手順により化学薬品

の漏えい影響評価への影響確認を行う。 

(4)防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操

作，閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認され

た場合の閉止操作の手順等を定める。 

(4)化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定め

る。 
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【添付書類六 第 1.7.16－１表 再処理プロセスで使用

する化学薬品】（P6-1-749） 
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【添付書類六 第 1.7.16－２表 設計上考慮すべき化学

薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成部材の組合せ】

（P6-1-751） 

 

化学薬品貯蔵供給設備 

【本文 四、A.リ.(４) (ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備】

（P420） 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガ

ス製造供給系及び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品

の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理

施設で使用する窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を

行う設備である。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝

酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナトリ

ウム，ＮＯｘ，窒素，酸素 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 建屋外部への漏えいの拡大を防止できる設計 

 廃ガスからの NOx の回収（具体的には本文 四、

B.(イ)(2)(ⅸ)(a)「気体廃棄物の廃棄」に記載がある） 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止）に同

じ。 

・防護対象者 

 詳細は第二十条及び第二十六条の整理表において整

理する。 

・検知手段 

 詳細は第二十条及び第二十六条の整理表において整

理する。 

・防護対策 

 詳細は第九条，第二十条，第二十六条及び技術的能力

の整理表において整理する。 

 廃ガス中の NOx が大気へ放出されて運転員の対処能

力に影響を与えることは考えられないことから，影響

評価ガイドの要求を満足している。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 9.9 化学薬品貯蔵供給設備】（P6-9-579～

586） 

9.9.1 概 要 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガ

ス製造供給系及び酸素ガス製造供給系で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化学薬品

の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う設備である。 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，再処理

施設で使用する窒素ガス及び酸素ガスの製造及び供給を

行う設備である。 
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主要な化学薬品貯蔵供給系系統概要図を第 9.9－１図に

示す。 

 

9.9.2 設計方針 

(1)化学薬品貯蔵供給設備は，再処理施設で使用する化学

薬品を安全に受け入れ，貯蔵，調整及び供給できる設計と

する。 

(2)試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が漏えい

したとしても，建屋外部への漏えいの拡大を防止できる設

計とする。 

 

9.9.3 主要設備の仕様 

化学薬品貯蔵供給設備の主要設備の仕様を第 9.9－１表

に示す。 

 

9.9.4 主要設備 

化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵あるいは移送す

る貯槽，機器及び配管並びにそれに付随する計器で構成す

る。 

化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，硝酸，水酸

化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，

硝酸ヒドロキシルアミン，炭酸ナトリウム，ＮＯｘであり，

これらは受入れ貯槽及び移送設備から使用する各施設に

移送する。 

なお，ＮＯｘについては放射性廃棄物の廃棄施設の気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備のウラン脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備において廃ガスから回収し，移

送する。 

窒素ガス製造供給系は，窒素ガス製造設備で構成する。 

酸素ガス製造供給系は，酸素ガス製造設備で構成する。 

なお，化学薬品貯蔵供給設備は，火災・爆発の防止を図

るため，適用法規に基づき，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン及び

硝酸ヒドラジンを取り扱う設備は，着火源の排除，火災

の拡大防止を考慮した設計とする。 

 

9.9.5 評価 

(1)化学薬品貯蔵供給設備は，適用法規に基づいて設計す

るとともに，適切な安全対策を講じており，化学薬品を安

全に受け入れ，貯蔵，調整及び供給することができる。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-17 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

(2)試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品が区画外

へ漏えいしたとしても，化学薬品は全て建屋の地下階に留

まるため，建屋外部への漏えいの拡大を防止することがで

きる。 

なお，試薬建屋の地下階における漏えい薬品の主な混

触反応は硝酸及び水酸化ナトリウムによる中和反応であ

り，出火又は爆発することはない。 

【添付書類六 第 9.9－１表 化学薬品貯蔵供給設備の主

要設備の仕様】（P6-9-584） 

 (１) 化学薬品貯蔵供給系 

ａ．硝酸受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 40ｍ３ 

ｂ．水酸化ナトリウム受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 55ｍ３ 

ｃ．ＴＢＰ受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｄ．ｎ－ドデカン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｅ．硝酸ヒドラジン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 25ｍ３ 

ｆ．硝酸ヒドロキシルアミン受入れ貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 18ｍ３ 

ｇ．炭酸ナトリウム貯槽 

基 数 １ 

容 量 約 50ｍ３ 

ｈ．ＮＯｘ製造設備 １式 

 窒素ガス製造供給系 

ａ．窒素ガス製造設備 １式 

 酸素ガス製造供給系 

ａ．酸素ガス製造設備 １式 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第十二条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止），化学薬品貯蔵供給設備） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策１ 

12-18 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第 9.9－１図 主要な化学薬品貯蔵供給系

系統概要図】（P6-9-586） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

共通 

【本文 四、A.ロ.(7)その他の主要な構造(ｌ)制御室等】

（P62） 

(ｌ)制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御するた

め，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室を設ける。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要

なパラメータを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を手動により行うことができるよ

う，主要な警報装置及び計測制御系統設備を備える設計と

する。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（森

林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火災等）及

び人為事象については，再処理施設の外の状況を把握する

ための暗視機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公

的機関から気象情報を入手できる設備等を設置し，昼夜に

わたり制御室において把握できる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の

健全性を確保するために計測制御系統施設で監視が要求さ

れるパラメータを連続的に監視するための設備及び再処理

施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行

うことができる設備を設ける設計とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従

事者が制御室に出入りするための区域は，設計基準事故が

発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置

をとれるよう，運転員その他の従事者が支障なく入ること

ができる設計とする。また，運転員その他の従事者が，制御

室に一定期間とどまり，必要な操作を行う際に過度の被ば

くを受けないよう，適切な遮蔽を設ける設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の従事者がとどまれるよ

う，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する

有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護する

ための措置に必要な設備を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員のマス

クの着用及び交代要員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に

移動する要員の実効線量が７日間で 100ｍＳｖを超えず，当

【添付書類六 1.9.20 制御室等】及び【添付六 1.9.44 

中央制御室】で整理する。 

 

 

 

【添付書類六 1.9.20 制御室等】及び【添付六 1.9.44 

中央制御室】で整理する。 

【添付書類六 1.9.20 制御室等】及び【添付六 1.9.44 

中央制御室】で整理する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

該重大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよ

う，実施組織要員が制御室にとどまるために必要な居住性を

確保するための重大事故等対処施設を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室にとどまり必

要な操作，監視及び措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事故等対処施設を設置

及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制

御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室

遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した設計とする。 

【本文 四、A.へ.(4)その他の主要な事項(i)制御室等】

（P214） 

(i)制御室等 

再処理施設には，運転時において，運転員その他の従事者

が施設の運転又は工程等の管理を行い，事故時において，適

切な事故対策を構ずる場所として，制御建屋に中央制御室を

設けるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

造）で，地上３階，地下２階，建築面積約2,900ｍ２の建物

である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構造は，「ハ．（１）構

造」に示す主要構造と同じである。 

制御建屋機器配置概要図を第166図～第171図に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図は，「ハ．（１）

構造」に示す機器配置概要図と同じである。 

制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要

なパラメータを監視及び制御し，再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を手動により行うことができるよ

う，主要な警報装置及び計測制御系統設備を設ける。また，

必要な施設のパラメータを監視するための表示及び操作装

置は，誤操作及び誤判断を防止でき，操作が容易に行える設

計とする。 

再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有する

監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から地震，津波，竜

巻，落雷情報等の気象情報を入手できる電話，ファクシミリ，
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

社内ネットワークに接続されたパソコン等を設置し，昼夜に

わたり制御室において再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等を把握できる設計とする。 

制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域は，設計基準事故が発生

した場合において，運転員その他の従事者が再処理施設の安

全性を確保するための措置をとれるよう，適切な遮蔽を設け

るとともに，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発

生する有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護

するための措置に必要な設備を設ける設計とする。 

中央制御室は，環境モニタリング設備であるモニタリング

ポスト及びダストモニタから，設計基準事故時における迅速

な対応のために必要な情報を表示できる設計とする。 

制御室等は，設計基準事故が発生した場合において，設置

又は保管した所内通信連絡設備により，再処理事業所内の各

所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザ

ー鳴動等により行うことができる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．(2)屋外管

理用の主要な設備の種類」に記載する。 

所内通信連絡設備は，「リ．（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記

載する。 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている

事象のうち，最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射線

分解により発生する水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，制御

室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下において評価し，中央制

御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線

量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大

事故の有効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施組織要員のマスクの

着用及び交代要員体制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入れ

にて換気を実施している状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及

び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖ
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

を超えない設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込む

ことを防止するため，出入管理建屋から中央制御室に連絡す

る通路上又は制御建屋の外から中央制御室に連絡する通路上

に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並

びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」という。）

を設ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放

射性物質により汚染したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側か

ら使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止するため，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける設計と

する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の

近傍に予備品を含め必要数以上を配備する。 

制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設

備は，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

また，重大事故等が発生した場合において，制御室に重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設ける設計とする。 

（略） 

（b）制御室換気設備 

設計基準事故が発生した場合において，運転員その他の従

事者が再処理施設の安全性を確保するための措置をとれるよ

う，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により発生する有

毒ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するため

の措置に必要な設備として，制御建屋中央制御室換気設備及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を設ける設計

とする。 

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，

制御室にとどまるために十分な換気風量を確保できる設計と

する。 

(略) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（e）制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備

は，制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設計とす

る。 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二

酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から 100ｍ以上の離隔距
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図

る。 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障

がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要数として各１個を１

セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３セット以上を確保す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以

上を確保する。 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第二十条（制御室等） 

【添付書類六 1.9.20 制御室等】（P6-1-944） 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲げるところにより、

制御室（安全機能を有する施設に属するものに限る。

以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラ

メータを監視できるものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するも

のとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するも

のとすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理

施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監

視するための設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うことができる設備

を設けなければならない。 

３ 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が制御室に出入りするための区域には、設計

基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保

するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室

に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をと

るための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の

適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び制御

室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対する

換気設備の隔離その他の当該従事者を適切に防護する

ための設備を設けなければならない。 

 

第１項について 

   再処理施設には，再処理施設の運転の状態を連続的に

監視及び制御するため，制御室を設ける設計とする。 

 

第１項第１号について 

   再処理施設の健全性を確保するために，制御室に設け

る監視制御盤及び安全系監視制御盤により，ウランの精

製施設に供給される溶液中のプルトニウム濃度，可溶性

中性子吸収材を使用する場合にあっては，その濃度，使

用済燃料溶解槽内の温度，蒸発缶の温度及び圧力，廃液

槽の冷却水の流量及び温度，機器内の溶液の液位，燃料

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等

の火災等）及び人為事象 

 火災又は爆発により発生する有毒ガス 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者（中央制御室，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室） 

・検知手段 

 再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を

有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から

気象情報を入手できる設備等を設置し，昼夜にわた

り制御室において把握できる設計 

 所内通信連絡設備 

・防護対策 

 換気設備の隔離その他の適切に防護するための措置

に必要な設備を設ける設計 

 化学薬品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マ

スクを含む防護具類，サーベイメータを備える設計 

 設置又は保管した所内通信連絡設備により，再処理

事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことがで

きる設計 

 

＜影響評価ガイドに基づく評価及び既許可への影響＞ 

・有毒ガス発生源 

 影響評価ガイドに基づく評価により敷地内の固定施

設は対象がないことを確認していることから，影響

評価ガイドの要求を満足している。 

 影響評価ガイドに基づく評価により敷地内の可動施

設として硝酸，液化 NOx，アンモニア，メタノールの

輸送容器を特定しており，「人為事象」に包含するこ

とから，影響評価ガイドの要求を満足している。 

 影響評価ガイドに基づく評価により敷地外の固定施

設として石油備蓄基地の原油を特定しており，「人為

事象」に包含することから，影響評価ガイドの要求

を満足している。 

 詳細は第九条の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 運転員その他の従事者を防護対象者としていること

から,影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 影響評価ガイドに基づき検知装置を不要と評価して

いるが，既許可では制御室に設置する「再処理施設

の外の状況を把握するための暗視機能を有する監視

カメラ，気象観測設備及び公的機関から気象情報を

入手できる設備等」又は「所内通信連絡設備」によ

り,検知が行えることを確認した。 

・防護対策 

 有毒ガスに対する防護対策は，第九条（外部からの

衝撃による損傷の防止）に係る項目（申請書本文 

四、A.ロ.(7)(i)(a)等）に「制御建屋中央制御室換

気設備の外気の連絡を遮断し，制御建屋の中央制御

室内空気を再循環する措置を講じる」としている。

また，化学薬品防護に必要な防護具によっても防護

可能であることから，影響評価ガイドの要求を満足

している。 

 火災又は爆発により発生する有毒ガスは，「換気設備

の隔離その他の適切に防護するための措置に必要な

設備を設ける設計」により防護可能であるため，影

響評価ガイドの要求に整合している。 

 有毒ガスが発生した場合に，所内通信連絡設備によ

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

運転員その他の従事者の対処能力が損なわれるおそれ

がある有毒ガスに対し，検知装置等を設けることが基準

規則で明確化されたことから，申請書へ反映する。（新

規要求） 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 以下の 2点を反映する。 

 第二十条第 3 項第 1 号の追加要求事項を整理資料の

本文，補足説明資料へ反映する。また,有毒ガス防護

に係る規則等への適合性（有毒ガス影響評価結果）

を補足説明資料へ追加する。 

 補足説明資料 2-5,2-6 の居住性評価対象に有毒ガス

を追加する。 

 

128



別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-8 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

貯蔵プール水位等の主要なパラメータを監視できる設計

とする。また，設計基準事故時において，設計基準事故

の状態を知り対策を講じるために必要なパラメータであ

る可溶性中性子吸収剤の濃度等の監視が可能な設計とす

る。 

 

第１項第２号について 

   制御室には，主要な警報装置及び計測制御系統設備と

して監視制御盤及び安全系監視制御盤を設ける設計とす

る。 

 

第１項第３号について 

   再処理施設に影響を及ぼす可能性があると想定される

自然現象等に加え，昼夜にわたり再処理事業所内の状況

を，暗視機能等を持った屋外の監視カメラを遠隔操作す

ることにより制御室にて把握することができる設計とす

る。なお，監視カメラの操作は，中央制御室が主として

行い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で

も操作が可能な設計とする。 

   また，地震，竜巻等による再処理事業所内の状況の把

握に有効なパラメータは，気象観測設備等で測定し中央

制御室にて確認できる設計とする。これらの気象情報等

は，中央制御室内のファクシミリ等により使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室でも把握できる設計と

する。 

   さらに，制御室に公的機関から気象情報を入手できる

設備を設置し，地震，竜巻情報等を入手できる設計とす

る。 

 

第２項について 

   分離施設，精製施設その他必要な施設には，冷却，水

素掃気又は閉じ込め機能に係る再処理施設の安全性を確

保するために必要なパラメータを監視するための設備と

して，安全冷却水の供給圧力，安全圧縮空気系の貯槽圧

力又は液位等を表示する設備を設けるとともに，冷却に

係る安全冷却水系の故障系列の隔離，水素掃気に係わる

安全圧縮空気系の空気圧縮機の起動及び停止，空気貯槽

の切り替え，安全圧縮空気系の故障系列の隔離，閉じ込

めに係る換気系統のダンパ閉止，安全蒸気ボイラの起動

り，再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作

業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行

うことができる設計としていることから，影響評価

ガイドの要求を満足している。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-9 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

及び停止並びに非常用ディーゼル発電機の起動及び停止

の操作を手動により行うことができる設備を設ける設計

とする。 

 

第３項について 

制御室及びこれに連絡する通路及びに運転員その他の従事

者が制御室に出入りするための区域には，設計基準事故が発

生した場合に運転員その他の従事者が一定期間とどまり，再

処理施設の安全性を確保するための措置がとれるよう，以下

の設計及び措置を講ずる。 

(１) 設計基準事故発生後，設計基準事故の対処をすべき運

転員その他の従事者が制御室に接近できるよう，これら

の制御室へのアクセス通路を確保する設計とする。 

(２) 制御室には，運転員その他の従事者が過度の放射線被

ばくを受けないような遮蔽を設ける設計とする。具体的

に，想定される最も過酷な事故時においても，「実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線

量限度等を定める告示」に定められた緊急作業に係る放

射線業務従事者の線量限度を十分に下回るように遮蔽を

設ける。 

ここで想定される最も過酷な事故時としては，「運転時

の異常な過渡変化」を超える事象のうち，実効線量の最

も大きな「短時間の全交流動力電源の喪失」を対象とし，

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手

法について（内規）」（平成21・7・27原院第１号平成21年

8月12日）に定める想定事故相当のソースタームを基とし

た数値，評価手法及び評価条件を使用して評価を行う。 

(３) 中央制御室の換気は，設計基準事故時，屋外での火災

又は爆発時，その他の異常状態が発生した時に，外気と

の連絡口を遮断し，運転員その他の従事者を放射線被ば

く及び火災又は爆発によって発生した有毒ガスから防護

できる設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気は，屋外での火災又は爆発時，その他の異常状態

が発生した時に，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，

運転員その他の従事者を放射線被ばく及び火災又は爆発

によって発生した有毒ガスから防護できる設計とする。 

(４) 通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学

薬品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-10 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

む防護具類，サーベイメータを備える設計とする。 

添付書類六の下記項目参照 

6. 計測制御系統施設 

8. 放射線管理施設 

9. その他再処理設備の附属施 

【添付書類六 6.1.4 制御室 6.1.4.1 概要】（P6-6-107） 

6.1.4.1 概要 

再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操作を

行うため，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室を設ける。 

再処理施設の運転の監視，制御及び操作を行うための表示

及び操作装置である監視制御盤並びに再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を行うための表示及び操作装置で

ある安全系監視制御盤は，集中的に監視，制御及び操作が行

えるよう中央制御室に設置する。 

ただし，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の運転の監視，制御及び操

作を行うための表示及び操作装置である監視制御盤並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の安全性を確保するため

に必要な操作を行うための表示及び操作装置である安全系監

視制御盤は，集中的に監視，制御及び操作が行えるよう使用

済燃料の受入 

れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-11 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，暗視

機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機関から気

象情報を入手できる設備等は，制御室に設置する。 

分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設の

健全性を確保するために計測制御系統施設で監視が要求さ

れるパラメータを連続的に監視するための設備及び再処理

施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行

うことができる設備を設ける設計とする。 

制御室には，気体状の放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を適切に防

護するために，外気を遮断できる換気設備及び遮蔽を設け，

設計基準事故が発生した場合においても運転員その他の従事

者が制御室にとどまり再処理施設の安全性を確保するために

必要な操作及び措置が行える設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

【添付書類六 6.1.4.2 設計方針】（P6-6-109） 

6.1.4.2 設計方針 

(１) 再処理施設の運転の状態を集中的に監視，制御及び操

作を行うため，制御建屋に中央制御室を設けるほか，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室を設ける。 

(２) 制御室には，再処理施設の健全性を確保するために必要

な施設の計測制御設備のパラメータのうち,連続的に監

視する必要があるものを監視できる表示及び操作装置

を配置することにより，連続的に監視及び制御ができる

設計とする。また，必要なパラメータを監視するための

表示及び操作装置は，誤操作及び誤判断を防止でき，操

作が容易に行える設計とする。 

(３) 制御室には，主要な警報装置及び計測制御設備を設ける

設計とする。 

 (４) 再処理施設の外の状況を昼夜にわたり把握するため，

暗視機能を有する監視カメラ，気象観測設備及び公的機

関から気象情報を入手できる設備等を設置し，制御室か

ら再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の火

災等）及び人為事象（故意によるものを除く。）を把握で

きる設計とする。 

(５) 分離施設，精製施設その他必要な施設には，再処理施設
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-12 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

の健全性を確保するために必要なパラメータを監視で

きる設計とする。 

(６) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処

理施設関係，溶解施設関係，分離施設関係，精製施設関

係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関係，製品貯

蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処

理設備の附属施設関係，安全保護系関係，電気設備関

係，放射線管理関係，火災防護関係及び気象観測関係の

監視及び操作を手動で行える設計とする。 

(７) 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が制御室に出入りするための区域には，設計

基準事故が発生した場合にも運転員その他の従事者が

制御室内にとどまり再処理施設の安全性を確保するた

めの措置がとれるよう，アクセス通路を確保するとと

もに，適切な遮蔽を設ける設計とする。 

(８) 制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は

爆発により発生する有毒ガスに対して運転員その他の従

事者を適切に防護するために，外気を遮断して換気系統

の再循環運転が可能な設計とする。 

(９) 中央制御室は，再処理事業所内の運転員その他の従事

者に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設

計とするとともに，緊急時対策所及び再処理施設外の必

要箇所との通信連絡ができる設計とする。使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料輸送容

器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及

び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員その他の従事

者に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設

計とするとともに中央制御室及び緊急時対策所との通

信連絡ができる設計とする。 

10) 制御室には，設計基準事故が発生した場合においても，

運転員その他の従事者が操作，作業及び監視を適切に実

施できるよう照明を設ける設計とする。 

(11) 制御室は，想定される地震，内部火災，溢水及び化学

薬品の漏えいを考慮しても制御室での運転操作に影響

を与えない設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-13 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 6.1.4.4 主要設備 6.1.4.4.1 中央制御

室】（P6-6-113） 

6.1.4.4 主要設備 

6.1.4.4.1 中央制御室 

中央制御室は，制御建屋内に設置し，設計基準事故等が発

生した場合に，運転員その他の従事者が支障なく中央制御室

に入ることができるよう，これに連絡する通路及び出入りす

るための区域を設ける設計とする。また，中央制御室にとど

まり再処理施設の安全性確保に必要な操作，措置を行う運転

員その他の従事者が過度の被ばくを受けないよう，制御建屋

中央制御室換気設備の機能とあいまって，設計基準事故等の

対処が収束するまでの期間滞在できるよう遮蔽を設ける設計

とする。 

中央制御室の換気設備は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設

備と独立して設け，設計基準事故時には外気との連絡口を遮

断し，高性能粒子フィルタを内蔵した中央制御室フィルタユ

ニットを通る再循環運転とし，運転員その他の従事者を過度

の被ばくから防護する設計とする。外部との遮断が長期にわ

たり，室内の雰囲気が悪化した場合には，外気を中央制御室

フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設

計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性のあると想定される自然

現象等（森林火災，草原火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象（故意によるものを除く。）や再処理施

設の外の状況を把握するため暗視機能を有する監視カメラを

設置し，昼夜にわたり制御室で監視できる設計とする。 

中央制御室は，再処理施設の安全性を確保するための操作

が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時

にもたらされる環境条件及び再処理施設で有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，溢水，

化学薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降

下火砕物による操作雰囲気の悪化並びに凍結）を想定しても，

適切な措置を講ずることにより運転員その他の従事者が運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備

を容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室で想定される環境条件とその措置は以下のとお

り。 

・地震 

中央制御室，監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-14 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

を有する制御建屋内に設置し，基準地震動による地震力に対

し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，監視制御

盤及び安全系監視制御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。 

・内部火災 

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器等を設置す

るとともに，常駐する運転員その他の従事者によって火災感

知器による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場合

の運転員その他の事者の対応を社内規定に定め，運転員その

他の従事者による速やかな消火活動を行うことで運転操作に

重大な影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

・溢水 

中央制御室内には溢水源となる機器を設けない設計とす

る。また，他の区画からの流入を防止する設計とする。 

万一，火災が発生したとしても，粉末消火器又は二酸化炭

素消火器等にて初期消火活動を行うため，溢水源とならない

ことから，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計

とする。 

・化学薬品の漏えい 

中央制御室内には化学薬品の漏えい源となる機器を設けな

い設計とする。また，他の区画からの流入を防止する設計と

する。 

・外部電源喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，外部電源が

喪失した場合には，第２非常用ディーゼル発電機が起動する

ことにより，操作に必要な照明用の電源を確保し，運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また，直流

非常灯及び蓄電池内蔵型照明により中央制御室における運転

操作に必要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作環境の悪化 

火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス

及び降下火砕物による中央制御室内の操作環境の悪化に対し

ては，手動で制御建屋中央制御室換気設備の制御建屋中央制

御室空調系のダンパを閉止し，再循環運転を行うことで外気

を遮断することにより，運転操作に影響を与えず容易に操作

ができる設計とする。 

・凍結による操作環境への影響 

凍結による操作環境への影響に対しては，制御建屋中央制

御室換気設備により中央制御室内の環境温度を制御すること
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-15 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

により，運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計と

する。 

 

（１）再処理施設の外の状況を把握するための設備 

中央制御室において再処理施設の外の状況を把握するため

の設備については，「1.7.9 その他外部からの衝撃に対する

考慮」で選定した再処理施設の敷地で想定される自然現象，

再処理施設敷地又はその周辺において想定される再処理施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがあって人為による

もの（故意によるものを除く。）のうち，再処理施設に影響を

及ぼす可能性がある事象や再処理施設の外の状況を把握でき

るように，以下の設備を設置する設計とする。 

また，手順に基づき，監視カメラ及び気象観測設備等によ

り再処理施設の外の状況を把握するとともに，公的機関から

気象情報を入手できる設備により必要な情報を入手できる設

計とする。 

ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

   再処理施設の外の状況を把握するための暗視機能を有

する監視カメラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を

及ぼす可能性のある自然現象等（森林火災，草原火災，

航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事象（故

意によるものを除く。）の状況を把握することができる設

計とする。 

近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生

する可能性も考慮し，監視カメラは，基準地震動に対し

て機能を損なわないよう耐震設計を有する設計とする。 

b.気象観測設備等の表示装置 

風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の状況

を把握するため，敷地内の風向，風速，気温，降水量等の計

測値を表示する気象盤及び地震計を設置する設計とする。 

 ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

   地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼ

す可能性がある事象に関する情報を入手するため，中央

制御室に電話，ファクシミリ，社内ネットワークに接続

されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる

設備を設置する設計とする。 

(２) 計測制御装置 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設け

る運転の監視，制御及び操作をするための主要な表示及
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有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-16 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

び操作装置（記録計及び警報を含む。）は，以下のとおり

である。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係 

燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，

燃料送出しピット等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置 

ｂ．電気設備関係 

電源系統の監視及び制御をするための表示及び操作装置 

ｃ．放射線管理関係 

放射線監視のための表示装置 

ｄ．火災防護関係 

火災報知のための表示装置 

(３)制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室の換気系統は，気体状の放射性物質及び火災又

は爆発により発生する有毒ガスに対して，運転員その他の従

事者を防護し，必要な操作及び措置が行えるようにするため，

気体廃棄物の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外気を中央

制御室フィルタユニットへ通して取り入れるか，又は外気と

の連絡口を遮断し，中央制御室フィルタユニットを通して再

循環できるように設計するとともに，基準地震動による地震

力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする（「6.1.5 制

御室換気設備」参照）｡ 

(４) 制御室遮蔽 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，従事

者が過度な被ばくを受けないように遮蔽を設ける設計とす

る｡ 

(５)通信連絡設備及び照明設備 

中央制御室には，通信連絡設備を設け，再処理事業所内の

従事者に対し，操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設

計とするとともに再処理施設外の必要箇所との通信連絡がで

きる設計とする（「9.17 通信連絡設備」参照）。 

また，中央制御室には，避難用とは別に作業用の照明設備

を設け，設計基準事故が発生した場合においても，従事者が

操作，作業及び監視を適切に実施できる設計とする（「9.2 電

気設備」参照）。 

【添付書類六 6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室】（P6-6-121） 

6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，使用済
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-17 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

燃料受入れ・貯蔵建屋に設置する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，再処理

施設の安全性を確保するための操作が必要となる理由となっ

た事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件

及び再処理施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化学薬品の漏えい，外部

電源喪失，ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲

気の悪化並びに凍結）を想定しても，適切な措置を講じるこ

とにより運転員その他の従事者が運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作ができる

設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で想定され

る環境条件とその措置は以下のとおり。 

・地震 

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，耐震性を有する使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，基準地震動による地震

力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，安

全上重要な設備の制御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。 

・内部火災 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に粉末消火

器又は二酸化炭素消火器等を設置するとともに，常駐する運

転員その他の従事者によって火災感知器による早期の火災感

知を可能とし，火災が発生した場合の運転員その他の従事者

の対応を社内規定に定め，運転員その他の従事者による速や

かな消火活動を行うことで運転操作に重大な影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。 

・溢水 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内には溢水

源がなく，他の区画からの溢水の流入を防止する設計とする

とともに，万一，火災が発生したとしても，粉末消火器又は

二酸化炭素消火器等にて初期消火活動を行うため，溢水源と

ならないことから，運転操作に影響を与えず容易に操作がで

きる設計とする。 

・化学薬品の漏えい 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，化学

薬品の漏えい源となる機器を設けない設計とする。また，他
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-18 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

の区画からの流入を防止する設計とする。 

・外部電源喪失 

中央制御室における運転操作に必要な照明は，外部電源が

喪失した場合には，第２非常用ディーゼル発電機が起動する

ことにより，操作に必要な照明用の電源を確保し，運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また，直流

非常灯及び蓄電池内蔵型照明により中央制御室における運転

操作に必要な照明を確保し，容易に操作ができる設計とする。 

・ばい煙及び有毒ガス，降下火災物による制御室内雰囲気の

悪化 

火災又は爆発により発生する燃焼ガスやばい煙，有毒ガス

及び降下火砕物による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては，手動で使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室空調系のダンパを閉止し，再循環運転を行うこ

とで外気を遮断することにより，運転操作に影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。 

（略） 

（１）再処理施設の外の状況を把握するための設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において再

処理施設の外の状況を把握するための設備については，「1.7.

9 その他外部からの衝撃に対する考慮」で選定した再処理施

設の敷地で想定される自然現象，再処理施設敷地又はその周

辺において想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがあって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，再処理施設に影響を及ぼす可能性がある事象や

再処理施設の外の状況を把握できるように，以下の設備を設

置する設計とする。 

 ａ．再処理施設の外の状況を把握するための監視カメラ 

   再処理施設の外の状況を把握するため，暗視機能を有

する監視カメラは，昼夜にわたり，再処理施設に影響を

及ぼす可能性のある自然現象等（森林火災，草原火災，

航空機落下及び近隣工場等の火災等）及び人為事象（故

意によるものを除く。）の状況を把握することができる設

計とする。 

   近隣工場等の火災については，地震を起因にして発生

する可能性も考慮し，監視カメラは，基準地震動に対し

て機能を損なわないよう耐震設計を有する設計とする。 

 ｂ．気象観測設備等の表示装置 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-19 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

   風（台風），竜巻，凍結，降水等による再処理事業所の

状況を把握するため，中央制御室に設置した気象観測設

備等の計測値を通信連絡設備により把握する設計とす

る。 

 ｃ．公的機関から気象情報を入手できる設備 

   地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施設に影響を及ぼ

す可能性がある事象に関する情報は，中央制御室に設置

した電話，ファクシミリ，社内ネットワークに接続され

たパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備

からの情報を通信連絡設備により把握する設計とする。 

（略） 

(３)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気系統

は，気体廃棄物の廃棄施設の換気設備とは独立とし，外気を

制御室フィルタユニットを通して取り入れるか，又は外気と

の連絡口を遮断し，制御室フィルタユニットを通して再循環

できるように設計する（「6.1.5 制御室換気設備」参照）｡ 

（略） 

(５)通信連絡設備及び照明設備 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，通信

連絡設備を設け，使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の

従事者に対し操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計

とするとともに中央制御室及び緊急時対策所へ通信連絡がで

きる設計とする（「9.17 通信連絡設備」参照）。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室には，

避難用とは別に作業用照明設備を設け，従事者が操作，作業

及び監視を適切に実施できる設計とする（「9.2 電気設備」

参照）。 

【添付書類六 6.1.4.6 評価】（P6-6-127） 

6.1.4.6 評価 

(１) 制御建屋に中央制御室を設ける設計とすることで，再

処理施設の運転の状態を集中的に監視及び制御すること

ができるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設けることで，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の状態を集中的に

監視及び制御することができる。 

(２) 中央制御室には，再処理施設の健全性を確保するために
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-20 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

必要な施設の計測制御設備のパラメータのうち,連続的

に監視する必要があるものを監視できる表示及び操作装

置を配置し，また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の健全性を確保するために必要な施設の計測制御設備の

パラメータのうち,連続的に監視する必要があるものを

監視できる表示及び操作装置を配置することにより，連

続的に監視及び制御ができる。また，必要なパラメータ

を監視するための表示及び操作装置は，誤操作及び誤判

断を防止でき，操作を容易に行うことができる。 

(３) 制御室に主要な警報装置及び計測制御設備を設けるこ

とで，再処理施設内の運転の状態を集中的に監視及び制

御することができる。 

(４) 制御室は，再処理施設の外の状況を把握するための暗

視機能を有する監視カメラ，気象観測関係の表示装置及

び公的機関から気象情報を入手できる設備によって，昼

夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可能性のある自

然現象，航空機落下及び森林火災を把握することができ

る。また，再処理施設の外の状況を把握するための暗視

機能を有する監視カメラは，基準地震動Ｓｓに対する耐

震性の確保等により，地震を要因として発生する近隣工

場等の火災，その他自然現象等が発生した場合において

も，再処理施設の周辺状況を把握することができる設計

とする。 

(５) 制御室は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設関係，

せん断処理施設関係，溶解施設関係，分離施設関係，精

製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関係，

製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関係，その

他再処理設備の附属施設関係，安全保護系関係，電気設

備関係，放射線管理関係，火災防護関係及び気象観測関

係の監視並びに操作を手動で行うことができる。 

(６) 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他

の従事者が制御室に出入りするための区域には，運転

員その他の従事者が過度の放射線被ばくを受けないよ

うな遮蔽設計及びアクセス通路を確保する設計として

いるので，設計基準事故が発生した場合にも運転員そ

の他の従事者が制御室内にとどまり，再処理施設の安

全性を確保するための措置がとれる。 

(７) 制御室は，外気との連絡口を遮断して換気系統の再循
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-21 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

環運転が可能な設計とすることにより，気体状の放射性

物質及び火災又は爆発により発生する有毒ガスから運転

員その他の従事者を防護することができるため，設計基

準事故が発生した場合にも運転員その他の従事者が制御

室にとどまり，必要な操作及び措置ができる。 

(８) 制御室は，通信連絡設備を設けるため，再処理事業所

内の運転員その他の従事者に対し必要な操作，作業又は

退避の指示等の連絡が行えるとともに再処理施設外の必

要箇所との通信連絡ができる。 

(９) 制御室は，外部電源喪失時においても第１非常用ディー

ゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機から給電さ

れ，第１非常用蓄電池又は第２非常用蓄電池からの給電

により点灯する直流非常灯又は蓄電池内蔵型照明を備

え，機能が喪失しない設計とする。(10) 制御室は，溢

水源及び化学薬品の漏えい源となる機器がなく，他の区

画からの流入を防止する設計とするとともに，制御室に

て火災が発生した場合は運転員が火災状況を確認できる

設計とし，万一，火災が発生したとしても，初期消火活

動を行うことができるように，消火器等を設置しており，

かつ，制御室外で発生した溢水及び火災に対しても，制

御室の機能に影響を与えることがない設計としているた

め，想定される地震，内部火災及び溢水を考慮しても制

御室での運転操作に影響を与えない。 

【添付書類六 6.1.5 制御室換気設備】（P6-6-131） 

6.1.5.1 概要 

制御室換気設備は，中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を

行うものであり，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。 

制御建屋中央制御室換気設備系統概要図及び使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図をそれぞれ第6.1.

5－１図及び第6.1.5－２図に示す。 

【添付書類六 6.1.5.2 設計方針】（P6-6-132） 

6.1.5.2 設計方針 

(１)制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆

発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員その他の従事者を適切に防護できる

設計とする。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-22 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

(６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用し，火災区域の耐火壁を貫通するダクトには，原則とし

て，貫通部近傍に防火ダンパを設けることで，万一の火災の

発生を想定しても火災の拡大を防止できる設計とする。 

（略） 

【添付書類六 6.1.5.4 主要設備】（P6-6-134） 

6.1.5.4 主要設備 

制御室換気設備は，給気系，排気系及び空調系で構成し，

適切な換気及び空調を行う設計とするとともに，制御室換気

設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発に

より発生する有毒ガスに対して，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，運転員その他の従事者を適切に防護できる設計

とする。 

（略） 

(１)制御建屋中央制御室換気設備 

  制御建屋中央制御室換気設備は，以下の系統で構成する。 

  ・制御建屋中央制御室給気系 

  ・制御建屋中央制御室排気系 

  ・制御建屋中央制御室空調系 

制御建屋中央制御室換気設備系統概要図を第6.1.5－１

図に，制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様を第

6.1.5－１表に示す。 

（略） 

 ｃ．制御建屋中央制御室空調系 

   制御建屋中央制御室空調系は，通常時及び設計基準事

故時に制御建屋の中央制御室の雰囲気を所定の条件に維

持するため,中央制御室フィルタユニット，中央制御室空

調ユニット及び中央制御室送風機で構成する。 

制御建屋中央制御室空調系は，設計基準事故時に必要

に応じて外気との連絡口を遮断し,制御建屋の中央制御

室内空気を中央制御室フィルタユニットを通し再循環し

て浄化運転することができるとともに，必要に応じて外

気を中央制御室フィルタユニットを通して取り入れるこ

とができる設計とする。 

   制御建屋中央制御室空調系はそれらを構成する動的機

器の単一故障を仮定しても安全機能が確保できるよう多

重化し，また，中央制御室送風機は，外部電源喪失時に

おいても安全機能が確保できるよう非常用所内電源系統

に接続できる設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-23 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

(２)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，以下の

系統で構成する。 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給気系 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排気系 

  ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図

を第6.1.5－２図に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の主要設備の仕様を第6.1.5－２表に示す。 

（略） 

 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の雰囲気を所定

の条件に維持するため, 制御室フィルタユニット,制御

室空調ユニット及び制御室送風機で構成する。 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系は，必要に

応じて外気との連絡口を遮断し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内空気を制御室フィルタユニッ

トを通し再循環して浄化運転することができるととも

に,必要に応じて外気を制御室フィルタユニットを通し

て取り入れることができる設計とする。 

【添付書類六 6.1.5.6 評価】（P6-6-138） 

6.1.5.6 評価 

(１)制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び制御室外の

火災又は爆発により発生する有毒ガスに対して，必要に応じ

て外気との連絡口を遮断して制御室内空気を中央制御室フィ

ルタユニット及び制御室フィルタユニットを通して再循環す

ることによって浄化運転し,必要に応じて外気を中央制御室

フィルタユニット及び制御室フィルタユニットを通して取り

入れる設計としていることから，運転員その他の従事者を適

切に防護できる。 

（略） 

(６) 制御室換気設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用するとともに，万一の火災に備えて火災区域の耐火壁を

貫通するダクトには，原則として，貫通部近傍に防火ダンパ

を設ける設計としていることから，火災の拡大を防止できる。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-24 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第6.1.5-１図 制御建屋中央制御室換気設備

系統概要図】（P6-6-142） 

 

【添付書類六 第6.1.5－2 図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備系統概要図】（P6-6-143） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-25 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第四十四条（制御室） 

【添付六 1.9.44 中央制御室】（P6-1-1054） 

1.9.44 中央制御室 

（制御室） 

第四十四条 第二十条第一項の規定により設置される制御

室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとど

まるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第４４条に規定する「運転員がとどまるために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を講じた設備をいう。 

一 制御室用の電源(空調、照明他)は、代替電源設備から

の給電を可能とすること。 

二 重大事故が発生した場合の制御室の居住性について、

以下に掲げる要件を満たすものをいう。 

①  本規程第２８条に規定する重大事故対策のうち、

制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も

厳しくなる事故を想定すること。 

②  運転員はマスクの着用を考慮しても良い。ただし、

その場合は、実施のための体制を整備すること。 

③  交代要員体制を考慮しても良い。ただし、その場

合は、実施のための体制を整備すること。 

④  判断基準は、運転員の実効線量が７日間で１００

mSvを超えないこと。 

三 制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、制御室への汚染の持込みを防止するため、

モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画

を設けること。 

 

適合のための設計方針 

 重大事故等が発生した場合においても，制御室にとどまる

実施組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当該

重大事故等に対処するために適切な措置が講じられるよう，

次に掲げる実施組織要員が制御室にとどまるために必要な重

大事故等対処施設を設ける設計とする。 

第１項について 

重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制御

室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備とし

て，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央制御室

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 実施組織要員（中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室） 

・検知手段 

 制御室環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃度計） 

・防護対策 

 制御室換気設備 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 詳細は第九条，第二十八条，第三十三条及び技術的

能力の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 実施組織要員を防護対象者としていることから,影

響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 影響評価ガイドに基づき検知を不要と評価していた

が，既許可では緊急時対策所に設置する可搬型窒素

酸化物濃度計により,検知が行えることを確認した。 

 詳細は第四十七条及び技術的能力の整理表において

整理する。 

・防護対策 

 有毒ガスに対する防護対策は，第九条（外部からの

衝撃による損傷の防止）に係る項目（申請書本文 

四、A.ロ.(7)(i)(a)等）に「制御建屋中央制御室換

気設備の外気の連絡を遮断し，制御建屋の中央制御

室内空気を再循環する措置を講じる」としている。

また，化学薬品防護に必要な防護具によっても防護

可能であることから，影響評価ガイドの要求を満足

している。 

 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への

反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 以下の 2点について追加する。 

 第二十条第 3 項第 1 号の追加要求事項を整理資料の

本文、補足説明資料へ反映する。 

 中央制御室に配備する資機材として，有毒ガス防護

に係る防護具について仕様・配備数及び数量の根拠

を追記する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-26 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

換気設備（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），代替使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室」と兼用），中央制御室代替照明設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備，

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用），制御室遮

蔽（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用），中央制御室環境測定設備，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備，中央制御室放射線

計測設備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放

射線計測設備を設ける設計とする。代替制御建屋中央制御室

換気設備及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備は，代替電源設備から給電可能な設計とする。 

第二十条第一項の規定により設置される中央制御室は，と

どまる実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮

せずとも，実効線量が各重大事故の有効性評価の対象として

いる事象のうち，中央制御室においては最も厳しい結果を与

える全交流動力電源の喪失を要因とする「放射線分解により

発生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の重畳において，実施組織要員の実効線量が７日間で10

0ｍＳｖを超えない設計とする。 

同様に，第二十条第一項の規定により設置される使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，とどまる実施組織

要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せずとも,実効

線量が各重大事故の有効性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果をあたえる「臨界事故」において，実施

組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計と

する。 

制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて，制御室への汚染の持込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検査並びに除染作

業ができる区画を設ける設計とする。 

 

添付書類六の下記項目参照 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

6. 計測制御系統施設 

添付書類八の下記項目参照 

  5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な 

措置を実施するために必要な技術的能力 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-27 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付六 6.2.5 制御室 6.2.5.1 概要】（P6-6-401） 

6.2.5.1 概要 

各重大事故が発生した場合において，制御室にて必要な

操作及び措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な

重大事故等対処施設を配備又は位置付ける。 

制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに

制御室換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，制御室換気設備の代替

制御建屋中央制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備，制御室照明設備，制御室環境測定

設備及び制御室放射線計測設備を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，制御室に連

絡する通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，

汚染検査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区

画」という。）を設ける。 

重大事故等が発生した場合において，制御室にて「6.2.1 

計装設備」の重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するため，計測制御装置を設ける。 

計測制御装置は，監視制御盤及び安全系監視制御盤を常

設重大事故等対処設備として位置付ける。情報把握計装設

備は，常設重大事故等対処設備として設置するとともに、

可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

【添付六 6.2.5.2 設計方針】（P6-6-402） 

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象

のうち，最も厳しい結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せず，中

央制御室は代替制御建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備による外気取入れにて換気を実施し

ている状況下において評価し，制御室にとどまり必要な操作

及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で 100ｍ

Ｓｖを超えない設計とする。 

実施組織要員が，制御室にとどまるために必要な居住性を

確保するための設備は，制御室換気設備，制御室照明設備，
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-28 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

（略） 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備による機能の確保により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を

整備する。 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

（略） 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室

換気設備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換気設備とは異なる換

気経路とすることで，制御建屋中央制御室換気設備に対して

独立性を有する設計とする。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。 

（略） 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要数及び故障時バック

アップを複数個所に分散して保管し，位置的分散を図る設計

とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行

う建屋内にも保管することで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とす

る。 

（略） 

(３) 個数及び容量 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-29 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

基本方針については，「1.7.18（２） 個数及び容量」に示

す。 

（略） 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風

機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な

換気風量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を有する設計とする。 

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機

は，想定される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保するために必要な台数

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを３台の合計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，複数の

敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する代替制御建屋中央制

御室換気設備の制御建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確保する。 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制

御室送風機は，想定される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を確保するために必要

な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２台の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送

風機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋内に保管する代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

については，１式以上の予備を含めた個数を必要数として確
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-30 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

保する。 

（略） 

４）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障

がない範囲内にあることを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要数として各１個を１

セットとして，予備として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３セット以上を確保す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が

活動に支障がない範囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として

各１個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以

上を確保する。 

（略） 

【添付六 6.2.5.4.1 中央制御室】（P6-6-429） 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，中央制御室にて必要

な操作及び措置を行う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設備は，計測制御装置，

制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構成する。 

中央制御室は，情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報表

示装置及び制御建屋可搬型情報収集装置を配備できる区画を

有する構造とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止する

ため，出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通路上に出入管理区画

を設ける設計とする。 

汚染が確認された場合に除染作業ができる区画は，汚染検
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-31 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

査を行う区画に隣接して設置する設計とする。 

全交流動力電源喪失時においても，出入管理区画は必要な

照明を制御室照明設備を用いて確保する設計とする。 

中央制御室の外から中央制御室に連絡する通路上の出入管

理区画配置概要図を第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央制

御室に連絡する通路上の出入管理区画配置概要図を第6.2.5

－２図，第6.2.5－３図にそれぞれ示す。 

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている

事象のうち，最も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生する水素による爆発」

と「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，中央制御室は代替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下において評価し，中

央制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実

効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

なお，中央制御室における居住性に係る被ばく評価結果は，

上記状況下において約1×10-3ｍＳｖであり，7日間で100ｍＳ

ｖを超えない。 

中央制御室の重大事故等対処設備の機器配置概要図を第6.

2.5－４図～第6.2.5－７図に示す。 

（略） 

（２）制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備及び

制御建屋中央制御室換気設備で構成する。 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備を可

搬型重大事故等対処設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

（略） 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央制御室送風機及び制

御建屋の換気ダクトで構成する。 

制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因

となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とし

た全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時に

は，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ系統構成で重
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-32 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

大事故等対処設備として使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線 

（「9.2.1.4.3所内高圧系統」と兼用） 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

（「9.2.1.4.3所内高圧系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460 Ｖ非常用母線 

（「9.2.1.4.4所内低圧系統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1中央制御室」と兼用） 

 

重大事故等時の中央制御室の系統概要図を第6.2.5－10図，

第6.2.5－11図に示す。 

（略） 

（５）制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備で構成す

る。 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二

酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計は，重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

i)中央制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-33 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（略） 

【添付六 6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室】（P6-6-442） 

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合において，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要な居住性を確保する

ための設備は，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備で構

成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，情報把

握計装設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置を配

備できる区画を有する構造とする。 

重大事故等が発生し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

外側から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける

設計とする。 

汚染が確認された場合に除染作業ができる区画は，汚染検

査を行う区画に隣接して設置する設計とする。 

全交流動力電源喪失時においても,出入管理区画は必要な

照明を制御室照明設備を用いて確保する設計とする。 

屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

連絡する通路上の出入管理区画配置概要図を第6.2.5－12図，

第6.2.5－13図にそれぞれ示す。 

居住性を確保するための設備は，各重大事故の有効性評価

の対象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界

事故の発生時において，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に

よる外気取入れにて換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要

員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にお

ける居住性に係る被ばく評価結果は，上記状況下において約
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-34 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

3×10-3ｍＳｖであり，7日間で100ｍＳｖを超えない。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の重大事故

等対処設備の機器配置概要図を第6.2.5－14図～第6.2.5－15

図に示す。 

（略） 

（２）制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重

大事故等対処設備として位置付ける。 

（略） 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，制御室送

風機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク

トで構成する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故

等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事象による安全機能の

喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用し，同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機 

（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダクト 

（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線 

（「9.2.1.4.3所内高圧系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 Ｖ非常用母線 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-35 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（「9.2.1.4.4所内低圧系統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤 

（「6.1.4.4.2使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

 

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の系統概要図を第6.2.5－16図及び第6.2.5－17図に示

す。 

（略） 

（５）制御室環境測定設備 

制御室環境測定設備は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室環境測定設備で構成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。 

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒

素酸化物濃度計は，重大事故等が発生した場合においても，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とする。 

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-36 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付六 第 6.2.5－10 図 中央制御室（重大事故等時） 系

統概要図（その１）】（P6-6-483） 

 

【添付六 第 6.2.5－11 図 中央制御室（重大事故等時） 系

統概要図（その２）】（P6-6-484） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十条（制御室等），第四十四条（制御室）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

20-37 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付六 第 6.2.5－16 図 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室（重大事故等時） 系統概要図(その１)】（P6-

6-489） 

 

【添付六 第 6.2.5－17 図 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室（重大事故等時） 系統概要図(その２)】（P6-

6-490） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

共通 

【本文 四、Ａ.ロ.(7)(ⅰ)(r)緊急時対策所】（P69） 

緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮した

設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な

措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，

当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，適切な措置を講じた設計とすると

ともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき

る設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備する。

また，重大事故等に対処するために必要な数の原子力防災組

織又は非常時対策組織（以下「非常時対策組織」という。）

の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合において，マ

スクの着用，交代要員体制等による被ばく線量の低減措置を

考慮しなくても，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えない設計とする。 

 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】及び【添付書類

六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】及び【添付書類

六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】及び【添付書類

六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 

【本文 リ．(4)(ⅸ) 緊急時対策所】（P444） 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な

措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける

設計とする。 

（略） 

所内データ伝送設備は，「リ.（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に，

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．放射線管理施

設の設備」に記載する。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，

当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保するための設備とし

て適切な遮蔽設備及び換気設備を設ける等の措置を講じた設

計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は

配備する。また，重大事故等に対処するために必要な数の非

常時対策組織の要員を収容できる設計とする。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第二十六条（緊急時対策所） 

【添付書類六 1.9.26 緊急時対策所】（P6-1-965） 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準事故が発生した場合

に適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外

の場所に設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把

握等，適切な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対

策所を設ける。緊急時対策所は，異常等に対処するために必

要な指示を行うための要員等を収容でき，必要な期間にわた

り安全にとどまることができることを確認するため可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃

度計を配備する。 

（略） 

 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 ― 

・防護対象者： 

 異常等に対処するために必要な指示を行うための要

員 

・検知手段： 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 通信連絡設備 

・防護対策： 

 必要な期間にわたり安全に滞在できる設計 

 

 

＜影響評価ガイドに基づく評価及び既許可への影響＞ 

・有毒ガス発生源 

 詳細は第九条の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 影響評価ガイドに基づき,緊急時対策所の「異常等に

対処するために必要な指示を行うための要員」を防

護対象者としており,運転・初動要員であることか

ら,影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 影響評価ガイドに基づき検知装置を不要と評価して

いるが，既許可では緊急時対策所に設置する可搬型

窒素酸化物濃度計により,検知が行えることを確認

した。 

・防護対策 

 影響評価ガイドに基づき,「外部火災により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火砕物による

緊急時対策所内の居住性の悪化」に対し, 「外気と

の連絡口を遮断」を行い,「緊急時対策所の空気を循

環させる再循環運転とする」としていることから，

影響評価ガイドの要求を満足している。 

 また,予期せず発生する有毒ガスに対しては,防毒マ

スク及び酸素呼吸器の配備が有効であることから,

影響評価ガイドの要求に基づき, 防毒マスク及び酸

素呼吸器を配備する。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

重大事故等に対処するために必要な指示を行うための

要員の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスに対

し，検知装置等を設けることが基準規則で明確化された

ことから，申請書へ反映する。（新規要求） 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

以下の 2点を反映する。 

 第二十六条第 2 項の追加要求事項を整理資料の本

文、補足説明資料へ反映する。また,有毒ガス防護に

係わる規則等への適合性（有毒ガス影響評価結果）

を補足説明資料へ追加する。 

 有毒ガス防護に係る防毒マスク及び酸素呼吸器の仕

様・配備数及び数量の根拠を補足説明資料へ追加す

る。 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1 設計基準対象

の施設】（P6-9-700） 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

 設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把

握等，適切な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対

策所を設ける。緊急時対策所は，異常等に対処するために必

要な指示を行うための要員等を収容でき，必要な期間にわた

り安全にとどまることができることを確認するため，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

 緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に

対処するために必要な再処理施設の情報を収集する設備とし

て，データ収集装置及びデータ表示装置を設置する。 

 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信

連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，データ伝送設備，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページン

グ装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

って再処理施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人

数等を確保した設計とする。 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.1.2 設計方針】

（P6-9-701） 

9.16.1.2 設計方針 

(１) 緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合におい

て，適切な措置を行うために必要な要員を収容し，必要な期

間にわたり安全に滞在できる設計とする。 

(２) 緊急時対策所は，必要な指示を行う要員等がとどまる

ことができることを確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬

型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備す

る。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 9.16.1 設計基準対象の施設】（P6-9-702） 

9.16.1.3 主要設備の仕様 

緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－１表(1)に示

す。 

緊急時対策所の通信連絡設備の概略仕様を第9.16－１表(2)

に示す。 

9.16.1.4 主要設備 

(１) 緊急時対策所 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要

員が，必要な期間にわたり安全に滞在できるよう，緊急時対

策所を設置する。 

 緊急時対策所は，遮蔽設備及び換気設備を設ける。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

(２) 緊急時対策建屋環境測定設備 

設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要

員が，対策本部室にとどまることができる環境にあることを

確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を配備する。 

(３) 緊急時対策建屋情報把握設備 

 データ収集装置及びデータ表示装置を設置し，制御室内の

運転員を介さずに，異常状態等を正確，かつ，速やかに把握

するために必要な放射線環境の情報及び再処理施設の情報が

収集できる設計とする。データ収集装置及びデータ表示装置

の系統概要図を第 9.16－１図に示す。 

(４) 通信連絡設備 

 緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通信

連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，データ伝送設備，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページン

グ装置及び専用回線電話を設置又は配備する。 

 設備の詳細は，「9.17 通信連絡設備」にて整理する。 

 

【添付書類六 第9.16－１表(1) 緊急時対策所の主要設備

及び仕様】（P6-9-727） 

１．緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ)   可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

測定範囲   0.0～25.0ｖｏｌ％ 

ｂ)   可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台） 

測定範囲   0.0～5.0ｖｏｌ％ 

ｃ)  可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ３（予備として故障時及び待機除外時のバッ

クアップを２台） 

測定範囲   0.0～9.0ｐｐｍ 

 

２．緊急時対策建屋情報把握設備 

ａ)    データ収集装置 

台  数   ２（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｂ)    データ表示装置 

台  数   ２（予備として故障時のバックアップを１台） 

 

３．緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ) 可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計

基準対象の施設と兼用） 

ｂ) 可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

（設計基準対象の施設と兼用） 

ｃ) 可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

（設計基準対象の施設と兼用） 

（略） 

 

第四十六条（緊急時対策所） 

【本文 リ．(4)(ⅸ)(ｂ) 緊急時対策建屋換気設備】（P447） 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋換気設備を常設重大事故等対処設備と

して設置する。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射

性物質の放出を確認した場合には，外気の取り入れを遮断し，

緊急時対策建屋内の空気を再循環できる設計とする。また，

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがあ

る場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットにより待機室内を加

圧し，放射性物質の流入を防止できる設計とする。 

（略） 

【添付書類六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 【添付書類六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 【添付書類六 1.9.46 緊急時対策所】で整理する。 

163



別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 リ．(4)(ⅸ)(ｃ) 緊急時対策環境測定設備】（P450） 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策建屋環境測定設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

（略） 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する緊急時対策建屋環境測定設

備は，緊急時対策所の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定をする

ために必要な１台を有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確保する。 

（略） 

ａ） 緊急時対策建屋環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設

計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機

除外時のバックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

３台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを２台） 

 

【添付書類六 1.9.46 緊急時対策所】（P6-1-1060） 

（略） 

 適合のための設計方針 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対

処するために適切な措置が講じられるよう，次に掲げる重大

事故等対処設備を設ける設計とする。 

第１項第一号について 

重大事故等が発生した場合において，当該重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備として，緊急時対策建屋の

遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 

・検知手段 

 緊急時対策建屋環境測定設備（可搬型窒素酸化物濃

度計） 

・防護対策 

 緊急時対策建屋換気設備(外気の取り入れを遮断し，

緊急時対策建屋内の空気を再循環できる設計) 

＜影響評価ガイドに基づく評価及び既許可への影響＞ 

・有毒ガス発生源 

 詳細は第九条の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 影響評価ガイドに基づき,緊急時対策所の「重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員」を防護

対象者としており,運転・初動要員であることから,

影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 影響評価ガイドに基づき検知を不要と評価している

が，既許可では緊急時対策所に設置する可搬型窒素

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから、申請書への

反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 有毒ガス防護に係わる防毒マスク及び酸素呼吸器の

仕様・配備数及び数量の根拠を補足説明資料へ追加

する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

定設備及び緊急時対策建屋放射線計測設備を設置又は配備す

る。また，緊急時対策所の機能を維持するために必要な設備

に電源を供給するため，多重性を有する電源設備を設置す

る。 

（略） 

 

 酸化物濃度計により,検知が行えることを確認した。 

・防護対策 

 影響評価ガイドに基づき,「外部火災により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火砕物による

緊急時対策所内の居住性の悪化」に対し, 「外気と

の連絡口を遮断」を行い,「緊急時対策所の空気を循

環させる再循環運転とする」としていることから，

影響評価ガイドの要求を満足している。 

 また,予期せず発生する有毒ガスに対しては,防毒マ

スク及び酸素呼吸器の配備が有効であることから,

影響評価ガイドの要求に基づき, 防毒マスク及び酸

素呼吸器を配備する。 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2 重大事故等対

処設備】（P6-9-705） 

9.16.2.1 概要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，

当該重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまることができるよう，居住性を確保するための設備とし

て適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等の措置を講じた

設計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又

は配備する。また，重大事故等に対処するために必要な数の

非常時対策組織の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の

遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測

定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備を設置又は配備す

る。 

重大事故等に対処するために必要な情報を把握することが

できるよう，緊急時対策建屋情報把握設備を設置する。ま

た，重大事故等が発生した場合においても再処理施設の内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設

備として通信連絡設備を設置又は配備する。 

（略） 

 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.3 主要設備の

仕様】（P6-9-715） 

9.16.2.3 主要設備の仕様 

緊急時対策所の主要設備の仕様を第9.16－２表(1)に示

す。 

緊急時対策所の放射線管理施設の概略仕様を第9.16－２

表(2)に示す。 

緊急時対策所の通信連絡設備及び代替通信連絡設備の概

略仕様を第9.16－２表(3)に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-8 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 9.16 緊急時対策所 9.16.2.4 系統構成及

び主要設備】（P6-9-718） 

9.16.2.4 系統構成及び主要設備 

（略） 

 (２) 主要設備 

（略） 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等に対処するために

必要な非常時対策組織の要員がとどまることができるよう，

緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機，緊急時対策

建屋フィルタユニット，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダ

ンパ，緊急時対策建屋加圧ユニット，緊急時対策建屋加圧ユ

ニット配管・弁，対策本部室差圧計，待機室差圧計及び監視

制御盤を常設重大事故等対処設備として設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋換気設備は，居住性を確保するため，外気

取入加圧モードとして，放射性物質の取り込みを低減できる

よう緊急時対策建屋フィルタユニットを経て外気を取り入れ

るとともに，緊急時対策所を加圧し，放射性物質の流入を低

減できる設計とする。 

緊急時対策建屋換気設備は，重大事故等の発生に伴い放射

性物質の放出を確認した場合には，再循環モードとして，緊

急時対策建屋換気設備の給気側及び排気側のダンパを閉止

後，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋フィルタユニ

ットを通して緊急時対策建屋の空気を再循環できる設計とす

る。 

また，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそ

れがある場合には，緊急時対策建屋加圧ユニットから空気を

供給することで待機室内を加圧し，放射性物質の流入を防止

できる設計とする。 

緊急時対策建屋加圧ユニットは，軽作業による二酸化炭素

発生量及び「労働安全衛生規則」で定める二酸化炭素の許容

濃度を考慮して算出した必要換気量を踏まえ，約 50人の非

常時対策組織の要員が２日間とどまるために必要となる容量

を有する設計とする。 

対策本部室差圧計及び待機室差圧計は，緊急時対策所の各

部屋が正圧を維持した状態であることを監視できる設計とす

る。 

本系統の流路として，緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダ
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有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-9 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

ンパ及び緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁を常設重大事

故等対処設備として使用する。 

また，緊急時対策建屋換気設備等の起動状態及び差圧が確保

されていること等を確認するため，監視制御盤を常設重大事

故等対処設備として使用する。 

緊急時対策建屋換気設備の系統概要図を第 9.16－４図に

示す。 

ｃ．緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員が，緊急時対策所にとどまること

ができることを確認するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二

酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する設計とする。 

緊急時対策建屋環境測定設備は，重大事故等が発生した場

合においても緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障ない範囲にあることを把握で

きる設計とする。 

ｄ．緊急時対策建屋放射線計測設備 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-10 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.16－２表(1) 緊急時対策所の主要設備

及び仕様】（P6-9-730） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-11 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-12 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十六条（緊急時対策所），第四十六条（緊急時対策所）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

26-13 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

共通 

【本文 四、A.ロ．(7)(i)(s)通信連絡設備】(P69) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内

データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合にお

いて，再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業

又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うこと

ができる装置及び音声等により行うことができる設備と

して，警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方

式の多様性を確保した所内通信連絡設備を設ける設計と

する。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できる設備として，所内データ伝送設備を設け

る設計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合にお

いて，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所

へ事故に係る通信連絡を音声等により行うことができる

設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援

システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備

として，所外データ伝送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備について

は，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方式の

多様性を確保した構成の専用通信回線に接続し，輻輳等

による制限を受けることなく常時使用可能な設計とす

る。 

これらの通信連絡設備については，非常用所内電源系

統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することによ

り，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計と

する。 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合におい

て再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な設備として，通信連絡設

備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電

源設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 

 

 

【添付書類六 1.9.27 通信連絡設備】及び【添付書類六 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備】で整理する。 

【添付書類六 1.9.27 通信連絡設備】及び【添付書類六 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備】で整理する。 

【添付書類六 1.9.27 通信連絡設備】及び【添付書類六 

1.9.47 通信連絡を行うために必要な設備】で整理する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.リ．(4)(x)通信連絡設備】(P461) 

通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内

データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備から構成する。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合にお

いて，制御室等から再処理事業所内の各所の者への必要

な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等に

より行うことができる装置及び音声等により行うことが

できる所内通信連絡設備として，ページング装置（警報

装置を含む。），所内携帯電話，専用回線電話，一般加

入電話及びファクシミリを設ける設計とする。所内通信

連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多

様性を確保した設計とする。また，緊急時対策所へ事故

状態等の把握に必要なデータを伝送できる所内データ伝

送設備として，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理

用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を設ける設計

とする。 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備

については，非常用所内電源系統，無停電電源に接続又

は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合にお

いて，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所

へ事故に係る通信連絡を音声等により行うことができる

所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

を設ける設計とする。また，再処理事業所内から事業所

外の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデー

タを伝送できる所外データ伝送設備として，データ伝送

設備を設ける設計とする。 

（略） 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設

計とする。 

（略） 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペ
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

ージング装置（制御装置含む），所内携帯電話（交換機

含む），専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリ

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

（略） 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御

建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリアに保管する設

計とする。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ

（屋内用）は，ハンドセットを中央制御室，緊急時対策

所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設計とする。 

（略） 

所内通信連絡設備のページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリは，再処

理事業所内の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡

を行うために必要な回線を所内通信連絡設備として２回

線以上有する設計とする。 

（略） 

 

通信連絡設備及び代替通信連絡設備の一覧を以下に示

す。 

(ａ) 所内通信連絡設備 

ページング装置（警報装置を含む。） 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

所内携帯電話 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

専用回線電話 １式 

一般加入電話 １式 

ファクシミリ １式 

(ｂ) 所内データ伝送設備 

プロセスデータ伝送サーバ １式 

放射線管理用計算機    １式 

環境中継サーバ      １式 

総合防災盤        １式 

(ｃ) 所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

(ｄ) 所外データ伝送設備 

データ伝送設備 １式 

(ｅ) 代替通信連絡設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替通話系統 １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の

施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対

象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基

準対象の施設と兼用）（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １

式 

データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） １式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型通話装置 １式 

可搬型衛星電話（屋内用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

可搬型トランシーバ（屋内用） １式 

可搬型衛星電話（屋外用） 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） １式 

可搬型トランシーバ（屋外用） １式 

第二十七条（通信連絡設備） 

【添付書類六 1.9.27 通信連絡設備】(6-1-966) 

（略） 

適合のための設計方針 

第１項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合にお

いて，事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退

避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができ

る装置及び音声等により行うことができる設備として，

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 所内通信連絡設備（ページング装置（警報装置を含

む。），所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 詳細は第九条の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 詳細は第二十条，第二十六条及の整理表において整理

する。 

・検知手段（敷地内の可動施設） 

 影響評価ガイドに基づき，立会人からの連絡を検知手

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。なお，敷地内の可動施設の立会人及び屋外に

おいて臭気等の異常を認知した所員からの連絡，又は外部

機関からの通報に係る具体的な手順及び体制は，後段規制
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

警報装置及び有線回線又は無線回線による通信方式の多

様性を確保した所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデー

タを伝送できる設備として，所内データ伝送設備を設け

る設計とする。 

警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備

については，非常用所内電源系統，無停電電源に接続又

は蓄電池を内蔵することにより，外部電源が期待できな

い場合でも動作可能な設計とする。 

 

第２項について 

再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合におい

て，国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事

故の発生等に係る通信連絡を音声等により行うことがで

きる設備として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援シ

ステム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる設備とし

て，所外データ伝送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回

線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保

した構成の専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受

けることなく常時使用できる設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，非常用所

内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵すること

により，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計

とする。 

びファクシミリ） 

 所外通信連絡設備（統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミ

リ） 

 所内通信連絡設備の台数については，十分な数量を確

保しているが，今後，訓練等をとおして見直しを行う

可能性がある（補足説明資料 2-1（27条）参照）。 

・防護対策 

 － 

段としている。立会人は所内通信連絡設備（所内携帯

電話の端末）を所有しており，中央制御室への連絡が

可能であることから，影響評価ガイドの要求を満足し

ている。 

・検知手段（敷地外の固定施設） 

 影響評価ガイドに基づき，外部機関からの通報又は屋

外の所員からの異常（臭気等）の認知に伴う連絡を検

知手段としている。外部機関からは所外通信連絡設備

により通報を受け取ることが可能であり，また屋外の

所員は所内通信連絡設備（所内携帯電話の端末）を所

有しており，中央制御室への連絡が可能であることか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段（予期せず発生する有毒ガス） 

 影響評価ガイドに基づき，外部機関からの通報又は屋

外の所員からの異常の認知に伴う連絡を検知手段と

している。外部機関からは所外通信連絡設備により通

報を受け取ることが可能であり，また屋外の所員は所

内通信連絡設備（所内携帯電話の端末）を所有してお

り，中央制御室への連絡が可能であることから，影響

評価ガイドの要求を満足している。 

・防護対策 

 所内通信連絡設備により，再処理事業所内の各所の者

に対し，防護措置の実施又は退避の連絡を行うことが

できることから，影響評価ガイドの要求を満足してい

る。詳細は第二十条，第二十六条の整理表において整

理する。 

で定める運用で明確化する必要があることから，整理資料

（第九条）において具体化する。 

 

 

【添付書類六 9.17 通信連絡設備】(6-9-746) 

9.17.1 設計基準対象の施設 

9.17.1.1 概 要 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所

内の各所の者に必要な操作，作業又は退避の指示等の連

絡ができるよう，警報装置及び通信方式の多様性を確保

した通信連絡設備を設置する。 

また，再処理事業所外の通信連絡をする必要がある場

所と通信連絡ができるよう，通信方式の多様性を確保し

た専用通信回線に接続する。 

通信連絡設備の一部は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工

施設及び廃棄物管理施設と共用する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

9.17.1.2 設計方針 

(１) 設計基準事故が発生した場合において，再処理事業

所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等

の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び

音声等により行うことができる設備として，警報装置及

び所内通信連絡設備を設ける設計とする。 

(２) 所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による

通信方式の多様性を確保した設計とする。 

（略） 

(４) 設計基準事故が発生した場合において，中央制御室

及び緊急時対策所から再処理事業所外の必要箇所に，事

故に係る通信連絡を音声等により行うことができる設備

として，所外通信連絡設備を設ける設計とする。 

（略） 

(６) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線

回線，無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を

確保した構成の専用通信回線に接続することで，輻輳等

による制限を受けることのない設計とする。 

【添付書類六 9.17.1.4 主要設備】（6-9-750） 

(１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所

内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の

連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音

声等により行うことができる設備として，ページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びフ

ァクシミリを設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通

信方式の多様性を確保した構成の回線に接続する設計と

する。 

警報装置及び所内通信連絡設備は，非常用所内電源系

統，無停電交流電源に接続又は蓄電池を内蔵し，外部電

源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

（略） 

(３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所

外の国，地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ

事故の発生等に係る連絡を音声等により行うことができ

る設備として，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一

般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを設置す

る。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回

線による通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接

続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用でき

る設計とする。 

また，所外通信連絡設備は，無停電交流電源に接続

し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計と

する。 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-8 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.17.1－１表 信連絡設備の主要設備

の仕様】(6-9-754) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-9 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備） 

【添付書類六 1.9.47 通信連絡を行うために必要な設

備】(6-1-1064) 

（略） 

適合のための設計方針 

再処理事業所には，重大事故等が発生した場合におい

て再処理事業所の内外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な設備として，通信連絡設

備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電

源設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 所内通信連絡設備（ページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリ） 

 所外通信連絡設備（統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミ

リ） 

 代替通信連絡設備（代替通話系統，可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラン

シーバ（屋外用），統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備） 

・防護対策 

 － 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 詳細は第九条の整理表において整理する。 

・防護対象者 

 詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

・検知手段（敷地内の可動施設） 

 影響評価ガイドに基づき，立会人からの連絡を検知手

段としている。立会人は設計基準対象の所内通信連絡

設備（所内携帯電話の端末）を所有しているが，それ

が使用できない場合でも，直接伝達する等により中央

制御室への連絡が可能であることから，影響評価ガイ

ドの要求を満足している。 

・検知手段（敷地外の固定施設） 

 影響評価ガイドに基づき，外部機関からの通報又は屋

外の所員からの異常（臭気等）の認知に伴う連絡を検

知手段としている。外部機関からは所外通信連絡設備

により通報を受け取ることが可能であり，また屋外の

所員は設計基準対象の所内通信連絡設備（所内携帯電

話の端末）を所有しているが，それが使用できない場

合でも，直接伝達する等により中央制御室への連絡が

可能であることから，影響評価ガイドの要求を満足し

ている。 

・検知手段（予期せず発生する有毒ガス） 

 影響評価ガイドに基づき，外部機関からの通報又は屋

外の所員からの異常の認知に伴う連絡を検知手段と

している。外部機関からは所外通信連絡設備により通

報を受け取ることが可能であり，また屋外の所員は設

計基準対象の所内通信連絡設備（所内携帯電話の端

末）を所有しているが，それが使用できない場合でも，

直接伝達する等により中央制御室への連絡が可能で

あることから，影響評価ガイドの要求を満足してい

る。 

 重大事故等対処時における有毒ガス発生に係る検知

手段の詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

・防護対策 

 所内通信連絡設備により，再処理事業所内の各所の者

に対し，防護措置の実施又は退避の連絡を行うことが

できることから，影響評価ガイドの要求を満足してい

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。なお，敷地内の可動施設の立会人及び屋外に

おいて臭気等の異常を認知した所員からの連絡，又は外部

機関からの通報に係る具体的な手順及び体制は，後段規制

で定める運用で明確化する必要があることから，整理資料

（技術的能力）において具体化する。 

 

 

【添付書類六 9.17.2 重大事故等対処設備】(6-9-756) 

9.17.2.1 概 要 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めに，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設ける設計

とする。 

通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送

設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成

する。 

代替通信連絡設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

（略） 

 

9.17.2.2 設計方針 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

め，及び計測等を行ったパラメータを再処理事業所内外

の必要な場所で共有するために，所内通信連絡設備，所

内データ伝送設備，所外通信連絡設備，所外データ伝送

設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。 

所内通信連絡設備として，ページング装置，所内携帯

電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリを

設ける設計とする。 

所内データ伝送設備として，プロセスデータ伝送サー

バ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災

盤を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備として，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-10 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

Ｘ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一

般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシ

ミリを設ける設計とする。 

所外データ伝送設備として，データ伝送サーバを設け

る設計とする。 

代替通信連絡設備として，代替通話系統，可搬型通話

装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トラ

ンシーバ（屋外用），統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備を設ける設計とする。 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備は，有線回

線，無線回線又は衛星回線による通信回線の多様性を確

保した専用通信回線に接続することで，輻輳等による制

限を受けることのない設計とする。 

代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電

源設備を含む。）からの給電を可能とした設計とする。 

る。詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

【添付書類六 9.17.2.4 系統構成及び主要設備】(6-9-

768) 

(１) 再処理事業所内の通信連絡を行うために必要な設備 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

の代替通信連絡設備として，代替通話系統を設置する。 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデ

ータを伝送するための設備として，「6.2.5.3 主要設備

の仕様」の情報把握計装設備の一部である情報把握計装

設備用屋内伝送系統を設置する。 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため

の代替通信連絡設備として，可搬型通話装置，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外

用）を配備する。 

（略） 

設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のペ

ージング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入

電話及びファクシミリを常設重大事故等対処設備として

位置付ける。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-11 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（略） 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）は，中央制御室，緊急時対策所，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに屋外間で

連絡を行う際に使用するものであり，衛星回線又は無線

回線を用いて通信連絡を行う設備である。 

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋外用）は，可搬型重大事故等対処設備として使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋

及び外部保管エリアに保管する。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ

（屋内用）は，ハンドセットを中央制御室，緊急時対策

所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

に配備し，屋外に配備したアンテナと接続することによ

り，屋内で使用できる設備である。 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-12 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－１表 通信連絡設備の一覧】

(6-9-778) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-13 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－２表 代替通信連絡設備の一

覧】(6-9-780) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-14 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－１図 通信連絡設備の系統概

要図】(6-9-794) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十七条（通信連絡設備），第四十七条（通信連絡を行うために必要な設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

27-15 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 第9.17.2－２図 代替通信連絡設備の系

統概要図 通信連絡設備】(6-9-795) 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十八条（重大事故等の拡大の防止等）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

28-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文八、ハ．(3)(ⅰ)】（P605） 

(３) 有効性評価 

(ⅰ) 重大事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

重大事故の発生を仮定する際の条件を設定し，これによる

安全上重要な施設の機能喪失の範囲を整理することで重大事

故の発生を仮定する機器を特定し，重大事故が単独で，同時

に又は連鎖して発生することを仮定する。また，特定された

重大事故の発生を仮定する機器に対し，重大事故等対策が有

効であることを示すため，評価項目を設定した上で，評価の

結果を踏まえて，設備，手順及び体制の有効性を評価する。 

 

(ａ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定 

 (イ) 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

外部からの影響による機能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)で

は「外的事象」という。）と動的機器の故障，及び静的機器の

損傷等による機能喪失（以下ハ．(３)(ⅰ)(ａ)では「内的事

象」という。）並びにそれらの同時発生を考慮する。 

（略） 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 外的事象（近隣工場の火災，有毒ガス） 

 内的事象（放射性物質を内包する腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）） 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 － 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源（屋外） 

 近隣工場の火災について新たに特定した発生源はな

い。 

 影響評価ガイドに基づき特定した有毒ガス発生源

は，敷地外の固定施設（石油備蓄基地の原油）及び

敷地内の可動施設（硝酸，液化二酸化窒素，アンモ

ニア，メタノール）である。一方，既許可において

は発生源を限定せず，「有毒ガス」としていることか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

 放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の漏えいを想定していることから，影響評価

ガイドの要求を満足している。 

 詳細は第九条及び技術的能力の整理表において整理

する。 

・防護対象者 

 詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

・検知手段 

 詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

・防護対策 

 詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への

反映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

【添付書類八 6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件

の考え方】（P8-6-1） 

6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方 

重大事故の発生を仮定する機器の特定に当たり，外部から

の影響による機能喪失（以下 6.1 では「外的事象」という。）

及び動的機器の故障，静的機器の損傷等による機能喪失（以

下 6.1 では「内的事象」という。）並びにそれらの同時発生に

ついて検討し，重大事故の発生を仮定する際の条件を設定す

る。 

(１) 外的事象 

自然現象及び再処理施設敷地内又はその周辺の状況を基に

想定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣

工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち

再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事

象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下

「人為事象」という。）（以下これらを「自然現象等」という。）

に対して，設計基準においては，想定する規模において安全

上重要な施設の安全機能が喪失しない設計としている。 

重大事故に至る可能性がある機能喪失又はその組合せを特
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十八条（重大事故等の拡大の防止等）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

28-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

定するためには，安全機能を有する施設の設計において想定

した規模よりも大きい規模の影響を施設に与えることで，安

全機能の喪失を仮定する必要がある。 

したがって，重大事故の起因となる安全上重要な施設の安

全機能の喪失の要因となる自然現象等を選定し，安全機能の

喪失により考えられる施設の損傷状態を想定する。 

（略） 

自然現象に関しての選定結果を第 6.1－１表に，人為事象

に関しての選定結果を第 6.1－２表に示す。 

選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の機

能喪失の要因となる可能性がある自然現象は，地震，森林火

災，草原火災，干ばつ，火山の影響，積雪及び湖若しくは川

の水位降下である。 

（略） 

(２) 内的事象 

ａ．設計基準における想定 

設計基準事故の想定においては，内的事象として以下を想

定している。 

(ａ) 静的機器の損傷 

放射性物質を内包する腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の移送配管の貫通き裂による１時間漏えいを想定し，さらに

漏えい液を回収するための系統（以下「回収系」という）の

単一故障を想定する。放射性物質を内包する流体の移送配管

以外の静的機器の損傷は，設計上定める条件においては想定

していない。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十八条（重大事故等の拡大の防止等）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

28-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 6.1－１表 重大事故の起因となる安全上

重要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある自然現象の

選定結果】（P8-6-39） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十八条（重大事故等の拡大の防止等）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

28-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第6.1－２表 重大事故の起因となる安全上重

要な施設の機能喪失の要因となる可能性がある人為現象の選

定結果】（P8-6-41） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十八条（重大事故等の拡大の防止等）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

28-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十九条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

29-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ)重大事故等対処施設の火災及び

爆発の防止】（P24） 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の火災及び爆発の防止 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発により重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれないよう，火災及

び爆発の発生を防止し，早期に火災発生を感知し消火を行

うために，火災防護対策を講ずる設計とする。 

（略） 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】にて整理する。 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】にて整理する。 

詳細は【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設

備】，【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】，【本

文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】にて整理する。 

【本文 四、A.リ.(4)(ⅲ) 火災防護設備】（P420） 

(ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備と重大事故等対処施設に対する火災防護設備で構

成する。 

安全機能を有する施設を火災から防護するための火災

防護設備は，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備

及び火災影響軽減設備で構成する。 

（略） 

【添付書類六 9.10 火災防護設備】（P6-9-587） 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防

護設備及び重大事故等対処施設に対する火災防護設備で

構成する。 

（略） 

9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

9.10.2.1 概 要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置する重大

事故等対処施設を火災及び爆発から防護することを目的

として，火災及び爆発の発生防止，火災の感知及び消火の

それぞれを考慮した火災防護対策を講ずる。 

（略） 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ)(a)(ロ) 火災防護計画】（P26） 

(ロ) 火災防護計画 

火災防護計画は，「(ｉ) (ａ) (ヘ) 火災防護計画」に定

める。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 防護のための体制及び手順を整備する。 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 新たに実施することとした検知手段はない。 

・防護対策 

 有毒ガス防護のための体制及び手順を整備している

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 1.5.2.6 手順】（P6-1-235） 

1.5.2.6 手順 

再処理施設を対象とした火災防護対策を実施するため，

火災防護計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行

するための体制，責任の所在，責任者の権限，体制の運営
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十九条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

29-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

管理，必要な要員の確保，教育訓練，火災防護対策を実施

するために必要な手順等について定めるとともに，重大事

故等対処施設については，火災及び爆発の発生防止，火災

の早期感知及び消火の火災防護対策等について定める。 

（略） 

 ことから，影響評価ガイドの要求を満足している。 

 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)1）火災感知設備】（P29） 

1） 火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を考慮して型式を

選定し，固有の信号を発する異なる種類を組み合わせて設

置する設計とする。 

火災感知設備は，全交流動力電源喪失時においても火災

の感知が可能なように電源を確保し，中央制御室並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対策

建屋の建屋管理室にて常時監視できる設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 火災感知設備（中央制御室並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にて常時監視できる設計） 

 火災受信器盤（中央制御室又は使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室に設置する火災受信器盤に

火災信号を表示するとともに警報を発することで，適

切に監視できる設計） 

・防護対策 

 － 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 有毒ガスの発生を検知可能であることから，影響評価

ガイドの要求を満足している。 

・防護対策 

 新たに実施することとした防護対策はない。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

 

【添付書類六 1.5.2.3.1 火災感知設備】（P6-1-223） 

1.5.2.3.1 火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する

設計とする。 

（略） 

(４) 火災受信器盤 

中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室若しくは緊急時対策建屋の建屋管理室に設置す

る火災受信器盤に火災信号を表示するとともに警報を発

することで，適切に監視できる設計とする。 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (c)(イ)2）消火設備】（P29） 

2）消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

で，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を設置して消

火を行う設計とする。固定式ガス消火設備は，作動前に従

事者等の退出ができるよう警報を発する設計とする。 

（略） 

消火設備は，火災の火炎等による直接的な影響，流出流

体等による二次的影響を受けず，重大事故等対処施設に悪

影響を及ぼさないよう設置し，全交流動力電源喪失時の電

源を確保するとともに，中央制御室，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋の建屋管

理室に故障警報を発する設計とする。また，煙の二次的影

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災発生時の煙 

 消火剤（二酸化炭素，ハロゲン化物） 

 消火後に発生する有毒ガス（フッ化水素） 

・防護対象者 

 運転員 

 従事者等 

・検知手段 

 火災感知器 

 人による感知 

 作動前の警報 

・防護対策 

 防火ダンパを設ける設計 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 火災の二次的影響である煙及び有毒ガスに加え，消火

剤の人体影響を考慮していることから，影響評価ガイ

ドの要求を満足している。 

・防護対象者 

 運転員及び従事者等を防護対象者としていることか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 考慮すべき有毒ガスの発生を検知可能であることか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

 なお，制御室からの手動起動により消火剤を散布する

場合は，事前に周知することも可能である。 

 また，消火後に発生する有毒ガスの検知は，補足説明

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十九条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

29-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

響が重大事故等対処施設に悪影響を及ぼす場合は，防火 

ダンパを設ける設計とする。 

消火設備を設置した場所への移動及び操作を行うため，

蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

 20 秒以上の時間差で消火ガスを放出する設計 

 制御室からの手動起動により作動する設計 

 人体に影響を与えない消火剤を使用する設計 

 

資料 2-4（5条）添付資料 3 別紙 1で，消火後の制御

室等への入室時は，ガス濃度の確認及び防護服を着用

することとしている。 

・防護対策 

 考慮すべき有毒ガスに対する防護が可能であること

から，影響評価ガイドの要求を満足している。 

【添付書類六 1.5.2.3.2 消火設備】（P6-1-223） 

1.5.2.3.2 消火設備 

消火設備は，以下に示すとおり，重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画の火災を早期に消火でき

るように設置する設計とする。 

(１) 火災に対する二次的影響の考慮 

（略） 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを

採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区

画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流

出流体，断線及び爆発等の二次的影響が重大事故等対処施

設に悪影響を及ぼさない設計とする。 

具体的には，消火に用いるガス消火剤のうち二酸化炭素

は不活性ガスであることから，設備の破損，誤作動又は誤

動作により消火剤が放出しても電気及び機械設備に影響

を与えない。 

（略） 

(７) 重大事故等対処施設を設置する区域のうち消火困難

となる区域の消火設備 

（略） 

ｂ．可燃性物質を取扱い構造上消火困難となる火災区域又

は火災区画 

制御室等の床下は，制御室内の火災感知器及び人による

感知並びに消火が困難となるおそれを考慮し，火災感知器

に加え，床下に固定式消火設備（全域）を設置する。消火

に当たっては，固有の信号を発する異なる種類の火災感知

設備（煙感知器と熱感知器）により火災を感知した後，制

御室等からの手動起動により早期に消火ができる設計と

する。 

制御室等には常時当直（運転員）が駐在することを考慮

し，人体に影響を与えない消火剤を使用する設計とする。 

（略） 

(13) 固定式ガス消火設備等の従事者退避警報 

「1.5.1.3.2(15) 固定式ガス消火設備等の従事者退避

警報」の基本方針を適用する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第二十九条（火災等による損傷の防止）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

29-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

（略） 

【本文 四、A.ロ.(4)(ⅱ) (ｄ) その他】（P30） 

 (ｄ) その他 

「(ｂ) 火災及び爆発の発生防止」～「 (ｃ) 火災の感

知，消火」のほか，重大事故等対処施設のそれぞれの特徴

を考慮した火災防護対策を講ずる設計とする。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 防火ダンパを設置する設計 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 新たに準備することとした検知手段はない。 

・防護対策 

 有毒ガスに対する防護が可能であることから，影響評

価ガイドの要求を満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【添付書類六 1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画に

おける留意事項】（P6-1-232） 

1.5.2.4 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

重大事故等対処施設を設置する火災区域又は火災区画

は以下のとおりそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策

を実施する。 

（略） 

(５) 中央制御室等 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室並びに緊急時対策建屋の対策本部室は，以下のとおり

設計する。 

ａ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室並びに緊急時対策建屋の対策本部室と他の火災区

域の換気設備の貫通部には，防火ダンパを設置する設計と

する。 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室並びに緊急時対策建屋の対策本部室のカーペット

は，消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を

有することを試験により確認した材料を使用する設計と

する。 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ハ)環境条件等】（P84） 

１）環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

（略） 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，津波，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の

組合せについては，地震，風（台風），積雪及び火山の影

響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるお

それのある事象として，電磁的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる「八、ハ．（３） 

(ⅰ)（ａ） 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計

基準より厳しい条件の要因となる事象を環境条件として

考慮する。具体的には，外的事象として，地震，火山の影

響（降下火砕物による積載荷重）を考慮する。また，内的

事象として，配管の全周破断を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水及び

化学薬品漏えいによる波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。 

（略） 

 

 

 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源（屋外） 

 火山（降下火砕物） 

 火災（森林火災，航空機落下，近隣工場等の火災・爆

発） 

 有毒ガス（六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふ

っ化ウラン） 

 敷地内における化学物質の漏えい（再処理事業所内で

運搬する硝酸及び液体二酸化窒素） 

・有毒ガス発生源（屋内） 

 化学薬品漏えい 

・防護対象者 

 非常時対策組織要員 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 迂回路も考慮した複数のアクセスルートの確保 

 防護具の着用 

 アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び

固縛の措置並びに火災の発生防止対策 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源（屋外） 

 火山及び火災に係る有毒ガスについて新たに特定し

た発生源はない。 

 影響評価ガイドに基づき特定した有毒ガス発生源は，

敷地外の固定施設（石油備蓄基地の原油）及び敷地内

の可動施設（硝酸，液化二酸化窒素，アンモニア，メ

タノール）である。一方，既許可において具体的に記

載された有毒ガス及び化学物質は設備への影響を考

慮するものであり，アクセスルート（人への影響）の

観点では発生源を限定せず，「有毒ガス」及び「敷地

内における化学物質の漏えい」としていることから，

影響評価ガイドの要求を満足している。 

 なお，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化

ウランについては，人への影響がないことを確認して

いる（第九条の整理資料参照）。 

 詳細は第九条及び技術的能力の整理表において整理

する。 

・有毒ガス発生源（屋内） 

 新たに特定した発生源はない。 

 詳細は第九条及び技術的能力の整理表において整理

する。 

・防護対象者 

 非常時対策組織要員を防護対象者としていることか

ら，影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 詳細は技術的能力の整理表において整理する。 

・防護対策 

 有毒ガスに対し防護具を配備すること及び複数のア

クセスルートを確保することにより，防護対象者を防

護できることから，影響評価ガイドの要求を満足して

いる。 

 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に影響はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

 特になし。なお，明確化された有毒ガス発生源に対する

防護具の種類は，後段規制で定める運用で明確化する必要

があることから，整理資料（第九条）において具体化する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 四、A.ロ.(7)(ⅱ)(b)(ニ)1）ⅳ）再処理事業所内

の屋外道路及び屋内通路の確保】（P97） 

ⅳ）再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及

び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のた

め，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスル

ートとして以下の設計により確保する。 

 アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含

め，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火

災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

（略） 

 アクセスルートに対する人為事象については，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセ

スルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ

のある事象として選定する航空機落下，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のア

クセスルートを確保する設計とする。 

（略） 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として

選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場

等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設

計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び

化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策

組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震

時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生

防止対策を実施する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類六 1.7.18(3)a.環境条件】（P6-1-771） 

ａ．環境条件 

 重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計とする。 

 重大事故等時の環境条件については，重大事故等におけ

る温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故に

よる環境の変化を考慮した環境圧力，環境湿度による影

響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響

を考慮する。 

（略） 

 人為事象としては，国内外の文献等から抽出し，さらに

事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の

衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムを考慮する。その上で，これらの事象のうち，重大事故

等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事

故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれのある事象として，電磁的障害を

選定する。 

 重大事故等の要因となるおそれとなる「添付書類八 6．

6.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定」に記載する設計基準よ

り厳しい条件の要因となる事象を環境条件として考慮す

る。具体的には，外的事象として，地震，火山の影響（降

下火砕物による積載荷重，フィルタの目詰まり等），森林

火災，草原火災，干ばつ，積雪及び湖若しくは川の水位降

下を考慮する。また，内的事象として，動的機器の多重故

障，長時間の全交流動力電源の喪失及び配管の全周破断を

考慮する。 

 周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化

学薬品漏えいによる波及的影響及び内部発生飛散物を考
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

慮する。 

（略） 

 

(ａ)常設重大事故等対処設備 

 常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所

（使用場所）に応じた耐環境性を有する設計とする。 

（略） 

 風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場等の火災

及び爆発に対して常設重大事故等対処設備は，建屋等に設

置し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とす

る。 

（略） 

 有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生

する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工

場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生す

るふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはないこ

とから，有毒ガスに対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

化学物質の漏えいについては，機能を損なわない高さへ

の設置，被液防護を行うことにより，機能を損なわない設

計とする。 

（略） 

周辺機器等からの影響について，地震に対して常設重大

事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影

響によって機能を損なわない設計とする。また，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設

備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う。

想定する溢水量に対して常設重大事故等対処設備は，機能

を損なわない高さへの設置，被水防護を行う。化学薬品漏

えいに対して屋内の常設重大事故等対処設備は，想定され

る化学薬品漏えいにより機能を損なわないよう，化学薬品

漏えい量を考慮した高さへの設置，被液防護を行う。 

（略） 

 設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

の全周破断に対して常設重大事故等対処設備は，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

より機能を損なわない設計とする。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

 可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とする。 

（略） 

 風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場等の火災

及び爆発に対して可搬型重大事故等対処設備は，建屋等に

保管し，外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とす

る。 

（略） 

有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生

する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工

場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生す

るふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはないこ

とから，有毒ガスに対して屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，設計上の考慮は不要とする。 

 化学物質の漏えいについては，屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を

行うことにより，機能を損なわない設計とする。 

（略） 

 設計基準より厳しい条件の要因となる事象のうち，配管

の全周破断に対して可搬型重大事故等対処設備は，漏えい

を想定するセル及びグローブボックス内で漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない場所に保管する。 

（略） 

 

(ｄ) 自然現象等による条件 

 自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）（以下

「自然現象等」という。）に対しては以下に示す条件にお
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

いて，機能を喪失することはなく，必要な機能を有効に発

揮することができる設計とする。 

（略） 

・有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生

する可能性のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工

場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して発生す

るふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受けることはない。 

・化学物質の漏えいについては，再処理事業所内で運搬す

る硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時

の漏えいを考慮するが，重大事故等対処設備が化学物質に

より影響を受けることはないが，屋外の重大事故等対処設

備は保管に際して漏えいに対する高さを考慮する。 

（略） 

【添付書類六 1.7.18(4)a.(d)再処理事業所内の屋外道

路及び屋内通路の確保】（P6-1-755） 

(ｄ)再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

 想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及

び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況の把握のた

め，再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスル

ートとして以下の設計により確保する。 

 アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め

て自然現象，人為事象，溢水，化学薬品の漏えい及び火災

を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，

迂回路も考慮して複数確保する。 

（略） 

 アクセスルートに対する人為事象については，国内外の

文献等から抽出し，さらに事業指定基準規則の解釈第９条

に示される飛来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，

爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムを考慮する。その上で，これら

の事象のうち，重大事故等時における敷地及びその周辺で

の発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルー

トに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空

機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（第三十三条（重大事故等対処設備）） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

33-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計

とする。 

（略） 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として

選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場

等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設

計とする。 

屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び

化学薬品漏えいに対してアクセスルートでの非常時対策

組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震

時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生

防止対策を実施する。万一通行が阻害される場合は迂回す

る又は乗り越える。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-1 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 八、ハ.(2) 重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力】（P560） 

（略） 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置について

は，「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」（以下「技術的能

力審査基準」という。）で規定する内容に加え，「事業指定

基準規則」に基づいて整備する設備の運用手順等について

も考慮した「重大事故等対策の手順の概要」，「重大事故等

対策における操作の成立性」及び「事故対処するために必

要な設備」を含めて手順等を適切に整備する。重大事故等

対策の手順の概要を第５表，重大事故等対策における操作

の成立性を第６表, 事故対処するために必要な設備を第

７表に示す。 

詳細は【本文 第５表】，【本文 第６表】にて整理する。 詳細は【本文 第５表】，【本文 第６表】にて整理する。 詳細は【本文 第５表】，【本文 第６表】にて整理する。 

【添付書類八 5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要

な措置を実施するために必要な技術的能力】（8-5-2） 

（略） 

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置について

は，「使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」（以下「技術的能

力審査基準」という。）で規定する内容に加え，「再処理

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事

業指定基準規則」という。）に基づいて整備する設備の運

用手順等についても考慮した「重大事故等対策の手順の概

要」，「重大事故等対策における操作の成立性」及び「事

故対処するために必要な設備」を含めて手順等を適切に整

備する。重大事故等対策の手順の概要を第５－１表，重大

事故等対策における操作の成立性を第５－２表，事故対処

するために必要な設備を第５－３表に示す。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-2 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（1／15）】

（P805） 

1.0 地震を要因とする重大事故等における対応手順等

（共通） 

方針目的 

地震を要因とする全交流動力電源喪失による安全機能

の喪失又は安全系監視制御盤の機能喪失の場合，対策活動

に先立ち，現場環境確認（屋内のアクセスルートの確認），

可搬型通話装置の設置及び圧縮空気手動供給ユニットの

弁操作，水素掃気用安全圧縮空気系の弁操作を行うための

手順を整備する。 

 

現場環境確認 

【現場環境確認（屋内のアクセスルートの確認）の着手判

断】 

地震を要因とする全交流動力電源喪失による安全機能

の喪失又は安全系監視制御盤の機能喪失の場合，対策活動

に先立ち，実施責任者の指示に基づき，手順に着手する。 

【屋内のアクセスルートの確認】 

重大事故等対策時に必要となる現場操作を実施する場

所までの移動ルート上の運搬，移動に支障をきたすおそれ

のある阻害要因の有無を確認する。 

また，重大事故等対処設備を設置する作業場所の作業環

境についても確認を行う。 

 

可搬型通話装置の設置 

【可搬型通話装置の設置の着手判断】 

 地震を要因とする全交流動力電源喪失による安全機能

の喪失又は安全系監視制御盤の機能喪失の場合，対策活動

に先立ち，実施責任者の指示に基づき，手順に着手する。 

【可搬型通話装置の設置】 

 中央制御室，中央制御室内の中央安全監視室，現場及び

緊急時対策所間の連携を図るため，可搬型衛星電話（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋内用）の設置を行う。 

 対策活動中の対策作業員間の連携及び作業状況の報告

のため，現場環境確認時に通信ケーブルの敷設を行う。 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 硝酸等が反応することによる窒素酸化物 

・防護対象者 

 非常時対策組織の要員 

 全社対策組織の一部の要員 

 支援組織の要員 

・検知手段 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 緊急時対策建屋環境測定設備 

 通信連絡設備により，再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う。 

・防護対策 

 現場環境確認の実施 

 可搬型衛星電話（屋内用）、可搬型トランシーバの設

置 

 通信ケーブルの敷設 

 作業環境に応じた防護具の配備・着用 

 制御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材・

手順等を整備 

 外気の取入れの停止 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 重大事故等の発生に伴う有毒ガスとして窒素酸化物

を考慮していることから,影響評価ガイドの要求を満

足している。 

・防護対象者 

 運転員及び従事者を防護対象者としていることから,

影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 中央制御室および緊急時対策建屋の有毒ガスを検知

する手段を有していることから、影響評価ガイドの要

求を満足している。 

 通信連絡設備により,再処理施設内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うことにより、有毒

ガスの発生を検知することができることから、影響評

価ガイドの要求を満足している。 

・防護対策 

 毒ガス防護のための手順を整備していることから,影

響評価ガイドの要求を満足している。 

 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 

 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（2／15）】

（P807） 

1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-3 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

方針目的 

臨界事故が発生した場合に対して，未臨界に移行し，及

び未臨界を維持するための手順を整備する。 

また，臨界事故に伴い気相中に移行する放射性物質をセ

ル内に設置された配管の外部へ排出するための手順及び

放射性物質の大気中への放出による影響を緩和するため

の手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時

及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（3／15）】

（P814） 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための

手順等 

方針目的 

その他再処理設備の附属施設の給水施設の冷却水設備

の再処理設備本体用の安全冷却水系（以下，第５表（3／

15）では「安全冷却水系」という。）の冷却機能の喪失に

対して，貯槽及び濃縮缶（以下，第５表（3／15）では「貯

槽等」という。）に内包する蒸発乾固の発生を仮定する冷

却が必要な溶解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶液及び

高レベル廃液（以下，第５表（3／15）では「高レベル廃

液等」という。）が沸騰に至ることなく，蒸発乾固の発生

を未然に防止するための手順を整備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止するための対策が機

能しなかった場合に，貯槽等に内包する高レベル廃液等の

蒸発乾固の進行の防止，高レベル廃液等の沸騰に伴い気相

中に移行する放射性物質をセル内に設置された配管の外

部への排出及び大気中への放射性物質の放出による影響

を緩和するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（4／15）】

（P825） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-4 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処

するための手順等 

方針目的 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失に対して，貯槽及

び濃縮缶での水素爆発の発生を未然に防止するための手

順を整備する。 

また，水素爆発の発生を未然に防止するための対策が機

能せず，貯槽及び濃縮缶での水素爆発が発生した場合に，

水素爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するこ

と，セル内に設置された配管の外部への排出及び大気中へ

の放射性物質の放出による影響を緩和するための手順を

整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（5／15）】

（P837） 

1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための

手順等 

方針目的 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発生した場合に，Ｔ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の再発を防止するための

手順を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に伴い気相中に

移行する放射性物質をセル内に設置された配管の外部へ

と排出するための手順及び大気中への放射性物質の放出

による影響を緩和するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（6／15）】

（P843） 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

方針目的 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水機能が喪失した
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-5 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

場合，又は燃料貯蔵プール等からの水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合に，燃料

貯蔵プール等内の使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための手順を整備する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下した場合

に，使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止

し，及び使用済燃料損傷時に，できる限り大気中への放射

性物質の放出を低減するための手順を整備する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重大事故等により変動

する可能性のある範囲にわたり測定するための手順を整

備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（8／15）】

（P856） 

1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等 

方針目的 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に低下し，燃料貯

蔵プール等の水位が維持できない場合において，重大事故

等が進展して継続的に生じる有意な放射性物質の放出経

路以外の経路からの放出及び放射線の放出に至るおそれ

がある。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

において，重大事故等が進展して継続的に生じる有意な放

射性物質の放出経路以外の経路からの放出に至るおそれ

がある。また，建物に放水した水が再処理施設の敷地を通

る排水路及びその他の経路を通じて，再処理施設の敷地に

隣接する尾駮沼から海洋への放射性物質の流出に至るお

それがある。上記において工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための対応手段と重大事故等対処設備を選

定する。 

また，再処理施設の各建物周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災，化学火災が発生した場合において，消
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-6 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

火活動を行うための対応手段と重大事故等対処設備を選

定する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（9／15）】

（P860） 

1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

方針目的 

重大事故等への対処の水源として第１貯水槽を水源と

した，水源の確保の対応手段と重大事故等対処設備を選定

する。 

重大事故等への対処に必要な水を第１貯水槽から継続

して供給するため，第２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾

駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ（以下「敷地外水源」

という。）を補給源とした，補給源の確保及び第１貯水槽

へ水を補給するための対応手段と重大事故等対処設備を

選定する。 

作業性重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（10／15）】

（P864） 

1.9 電源の確保に関する手順等 

方針目的 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外部

電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下，

第５表（10／15）では，「全交流動力電源喪失」という。））

した場合において，当該重大事故等に対処するために必要

な電力を確保するための設備として代替電源設備及び代

替所内電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させる

ため，補機駆動用燃料補給設備により燃料補給する手順等

を整備する。 

 

作業性 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-7 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（11／15）】

（P871）  

1.10 事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の直流電源の喪失その他の故障により，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合に，当該パラメータの推定に

有効な情報を把握するため，計器が故障した場合又は計測

範囲を超過した場合の対応，計器電源の喪失時の対応，計

測結果を監視及び記録するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15）】

（P881） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材を整備

しており，この対処設備及び資機材を活用した手順等を整

備する。 

中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，手

順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒素

酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範囲

であることにより確認する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-8 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物の濃度測定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予測される場合，手

順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を測定

する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素

酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取入れ

を停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素

酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることにより確

認する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15）】

（P892） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ

放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。ま

た，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果

を記録するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

【第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／15）】

（P913） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-9 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

方針目的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７

日間で 100ｍＳｖを超えないようにするために必要な対

応手段として，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建

屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備により，緊

急時対策所にとどまるために必要な居住性を確保する手

順を整備する。 

 

【重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡

に関する措置】 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情

報把握設備及び通信連絡設備により，必要なパラメータを

監視又は収集し，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握するとともに，重大事故等に対処するための対策の

検討を行う手順を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に整備する。 

 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備によ

り，再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電

により，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を

使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び

実施組織の要員並びに全社対策組織の一部の要員として

最大 360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する

場合において，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員は約 50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩ス

ペース等を整備するとともに，収容する要員に必要な資機

材を整備し，通常時から維持，管理する。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-10 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電措置】 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等

に対処するために，代替電源設備からの給電について手順

を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊

急時対策建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線

及び緊急時対策建屋低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建屋用

母線により，緊急時対策所の必要な負荷に給電しているこ

とを確認する手順に着手する。 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始し

た場合は，緊急時対策所の居住性確保の観点から，緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

を測定する手順に着手する。 

 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出

を確認した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策所の

居住性に影響を及ぼすと判断した場合又は火山の影響に

よる降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を

及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋換気設備を再

循環モードへ切り替える手順に着手する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-11 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11／

14)】（P959） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 酸素濃度計 

 二酸化炭素濃度計 

 窒素酸化物濃度計 

・防護対策 

 再循環モードへの切り替え 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 有毒ガスの発生を検知可能であることから，影響評価

ガイドの要求を満足している。 

 

・防護対策 

 中央制御室等への有毒ガスの流入を防止できること

から,影響評価ガイドの要求を満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-13 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ａ) 重大事故等対処設備に係る

事項】（P561～） 

（略） 

(ロ) アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を保管場所から設置場所へ運搬し，又

は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルート

が確保できるように，以下の実効性のある運用管理を実施

する。 

 アクセスルートは，自然現象，再処理施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，

運搬，移動に支障をきたすことがないよう，被害状況に応

じてルートを選定することができるように, 迂回路も含

めた複数のルートを確保する。 

 アクセスルートに対する自然現象については，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む）に加え，敷地及びその周

辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等

に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

 その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，屋外のアクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象としては,地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する敷地又はその周辺において想

定する人為事象については，国内外の文献等から抽出し，

さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物

（航空機落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズム等の事象を考慮する。 

 その上で，これらの事象のうち，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外のアクセスルー

トへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，屋外のアクセスルートに影響を与えるおそれ

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 化学薬品の漏えい 

 森林火災 

 火山の影響 

 近隣の工場等の火災 

 有毒ガスの漏えい 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 アクセスルートの状況確認 

 屋内設備の現場環境確認 

・防護対策 

 複数のアクセスルートの確保 

 重機を使用したアクセスルートの復旧 

 適切な防護具の装備 

 消防車による初期消火活動 

 外部衝撃に耐えうる屋内アクセスルートの確保 

 中央制御室等との連絡手段の確保 

 破損を想定する機器に対する耐震対策の実施 

 アクセスルート上の資機材の固縛，転倒防止対策 

 アクセスルート上資機材の火災発生防止対策 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 自然現象もしくは人為による有毒ガス発生源につい

て考慮していることから,影響評価ガイドの要求を満

足している。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 屋内および屋外のアクセスルートにおける有毒ガス

の発生を検知可能であることから，影響評価ガイドの

要求を満足している。 

・防護対策 

 屋内および屋外のアクセスルートにおける有毒ガス

による影響を防護可能であることから,影響評価ガイ

ドの要求を満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-14 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

がある事象としては，航空機落下，有毒ガス，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，

爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムを選定する。 

 可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設計

基準事故に対処するための設備の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図る。屋外の可搬型重大事

故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。 

１） 屋外のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，事故収束に迅速に対応す

るため，屋外の可搬型重大事故等対処設備を保管場所か

ら設置場所まで運搬するためのアクセスルートの状況確

認，取水箇所の状況確認及びホース敷設ルートの状況確

認を行い，あわせて屋外設備の被害状況の把握を行う。 

屋外のアクセスルートについては，「四、Ａ．ロ．(５)  耐

震構造」にて考慮する地震の影響（周辺構造物等の損壊，

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに

火山の影響）及び人為事象による影響（航空機落下，爆発）

を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，

早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物

を除去可能なホイールローダ等の重機を保有し，使用す

る。また，それらを運転できる要員を確保する。 

（略） 

屋外のアクセスルートは，人為事象のうち，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスに対し

て，迂回路も含めた複数のアクセスルートを確保する。な

お，有毒ガスについては複数のアクセスルートを確保する

ことに加え，薬品防護具等の適切な防護具を装備するため

通行に影響はない。 

（略） 

屋外のアクセスルート上の風（台風）及び竜巻による

飛来物に対しては，ホイールローダ等の重機による撤去

を行い，積雪又は火山の影響（降灰）に対しては，ホイ

ールローダ等による除雪又は除灰を行う。 

想定を上回る積雪又は火山の影響（降灰）が発生した

場合は，除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対

処する。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-15 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

屋外のアクセスルートにおける森林火災及び近隣工場

等の火災発生時は，消防車による初期消火活動を実施す

る。 

（略） 

また，地震による化学物質の漏えいに対しては，必要

に応じて薬品防護具の配備を行うとともに，移動時及び

作業時の状況に応じて着用する。 

 屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保する。 

（略） 

２） 屋内のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等

対処設備を操作場所に移動するためのアクセスルートの

状況確認を行う。あわせて，その他屋内設備の被害状況

の把握を行う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象とし

て選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質の漏え

い，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対し

て，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内

に確保する。 

（略） 

屋内のアクセスルートは，重大事故等対策時に必要と

なる現場操作を実施する場所まで移動可能なルートを選

定する。 

 屋内のアクセスルートは，地震の影響，溢水，化学薬

品の漏えい，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をき

たすことがないよう，迂回路も含め可能な限り複数のア

クセスルートを確保する。 

 地震を要因とする機器からの溢水及び化学薬品の漏え

いに対しては，破損を想定する機器について耐震対策を

実施することにより，その供用中に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震動（以下「基準地震動による地震力」

という。）に対する耐震性を確保するとともに，地震時

に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施

する。 

 設定したアクセスルートの通行が阻害される場合に，統
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-16 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

括当直長（実施責任者）の判断の下，阻害要因の除去，迂

回又は障害物を乗り越えて通行することでアクセス性を

確保することを手順書に明記する。 

（略） 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保する。 

（略） 

機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した場合に

ついては，薬品防護具等の適切な防護具を着用すること

により，屋内のアクセスルートを通行する。 

 また，地震を要因とする安全機能の喪失が発生した場合

においては，屋内の可搬型重大事故等対処設備を操作場所

に移動するためのアクセスルートの状況確認を行い，あわ

せて，その他の屋内設備の被害状況を把握するため, 現場

環境確認を行う。現場環境確認に用いるアクセスルート設

定の基本方針を第 5.1.1－２図に示す。 

 

【添付書類八 5.1.1 重大事故等対処設備に係る事項】

（8-5-195～） 

（略） 

(２) アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬

型重大事故等対処設備を保管場所から設置場所へ運搬

し，又は他の設備の被害状況を把握するため，アクセス

ルートが確保できるように，以下の実効性のある運用管

理を実施する。 

アクセスルートは，自然現象，再処理施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの，溢水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすことがないよう，被害状

況に応じてルートを選定することができるように, 迂回

路も含めた複数のルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象については，地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む）に加え，敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わらず，国内外の基準や

文献等に基づき収集した洪水，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，塩害等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時におけ
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-17 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

る敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外のアクセス

ルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，屋外のアクセスルートに影響を与え

るおそれがある事象としては，地震，津波（敷地に遡上

する津波を含む），洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火

災を選定する。 

アクセスルートに対する敷地又はその周辺において想

定する再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れのある事象であって人為によるもの（以下「人為事

象」という。）については,国内外の文献等から抽出し，

さらに事業指定基準規則の解釈第９条に示される飛来物

（航空機落下），有毒ガス，敷地内における化学物質の

漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの

崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム等の事象を考慮する。 

その上で，これらの事象のうち，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能性，屋外のアクセス

ルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時

間余裕の観点から，屋外のアクセスルートに影響を与え

るおそれがある事象としては，航空機落下，有毒ガス，

敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工

場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設

計基準事故に対処するための設備の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図る。屋外の可搬型重

大事故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。 

ａ．屋外のアクセスルート 

重大事故等が発生した場合，事故収束に迅速に対応す

るため，屋外の可搬型重大事故等対処設備を保管場所か

ら設置場所まで運搬するためのアクセスルートの状況確

認，取水箇所の状況確認及びホース敷設ルートの状況確

認を行い，あわせて屋外設備の被害状況の把握を行う。 

屋外のアクセスルートについては，「添付書類六 1.6.2 

重大事故等対処施設の耐震設計」にて考慮する地震の影響

（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ

り），その他自然現象による影響（風（台風）及び竜巻に

よる飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-18 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

影響（航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルー

トの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアクセスルー

トを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダ等

の重機を保有し，使用する。また，それらを運転できる要

員を確保する。 

（略） 

屋外のアクセスルートは，人為事象のうち，飛来物（航

空機落下），爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスに対し

て，迂回路も含めた複数のアクセスルートを確保する。な

お，有毒ガスについては複数のアクセスルートを確保する

ことに加え，薬品防護具等の適切な防護具を装備するため

通行に影響はない。 

（略） 

屋外のアクセスルート上の風（台風）及び竜巻による

飛来物に対しては，ホイールローダ等の重機による撤去

を行い，積雪又は火山の影響（降灰）に対しては，ホイ

ールローダ等による除雪又は除灰を行う。 

 想定を上回る積雪又は火山の影響（降灰）が発生した

場合は，除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対

処する。 

（略） 

屋外のアクセスルートにおける森林火災及び近隣工場

等の火災発生時は，消防車による初期消火活動を実施す

る。 

（略） 

また，地震による化学物質の漏えいに対しては，必要

に応じて薬品防護具の配備を行うとともに，移動時及び

作業時の状況に応じて着用する。 

 屋外のアクセスルートの移動時及び作業時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。 

（略） 

ｂ．屋内のアクセスルート 

 重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等

対処設備を操作場所に移動するためのアクセスルートの

状況確認を行う。あわせて，その他屋内設備の被害状況

の把握を行う。 

 屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象とし

て選定する風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-19 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質の漏え

い，近隣工場等の火災，有毒ガス及び電磁的障害に対し

て，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内

に確保する。 

（略） 

屋内のアクセスルートは，重大事故等対策時に必要と

なる現場操作を実施する場所まで移動可能なルートを選

定する。 

 屋内のアクセスルートは，地震の影響，溢水，化学薬

品の漏えい，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をき

たすことがないよう，迂回路も含め可能な限り複数のア

クセスルートを確保する。 

 地震を要因とする機器からの溢水及び化学薬品の漏え

いに対しては，破損を想定する機器について耐震対策を

実施することにより，その供用中に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震動（以下「基準地震動による地震力」

という。）に対する耐震性を確保するとともに，地震時

に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の固縛，転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実施

する。 

 設定したアクセスルートの通行が阻害される場合に，

統括当直長（実施責任者）の判断の下，阻害要因の除

去，迂回又は障害物を乗り越えて通行することでアクセ

ス性を確保することを手順書に明記する。 

（略） 

屋内のアクセスルートの移動時及び作業時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。 

（略） 

機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した場合に

ついては，薬品防護具等の適切な防護具を着用することに

より，屋内のアクセスルートを通行する。 

また，地震を要因とする安全機能の喪失が発生した場合に

おいては，屋内の可搬型重大事故等対処設備を操作場所に

移動するためのアクセスルートの状況確認を行い，あわせ

て，その他の屋内設備の被害状況を把握するため, 現場環

境確認を行う。現場環境確認に用いるアクセスルート設定

の基本方針を第 5.1.1－２図に示す。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-20 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 5.1.2 復旧作業に係る事項】（8-5-203～） 

(１) 予備品等の確保 

（略） 

予備品への取替えのために必要な機材等として，がれき

撤去のためのホイールローダ，夜間の対応を想定した照明

機器及びその他の資機材をあらかじめ確保する。施設の復

旧作業に必要な資機材を第 5.1.2－１表に示す。 

（略） 

(２) 保管場所の確保 

 施設を復旧するために必要な部品，補修材及び資機材

は，地震による周辺斜面の崩落，敷地下斜面のすべり及び

津波による浸水等の外部からの影響を受ける事象（以下

「外的事象」という。）の影響を受けにくく，当該施設と

の位置的分散を考慮した場所に保管する。 

(３) 復旧作業に係るアクセスルートの確保 

 復旧作業に係るアクセスルートは，「5.1.1 (２) アク

セスルートの確保」と同様の設定方針に基づき，想定され

る重大事故等が発生した場合において，施設を復旧するた

めに必要な部品，補修材及び資機材を保管場所から当該機

器の設置場所へ移動させるため，アクセスルートに確保す

る。保管場所から当該機器の設置場所へ移動させるための

復旧作業に係るアクセスルート図を第 5.1.1－１図及び

第 5.1.2－１図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-21 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｃ)支援に係る事項】（P568～） 

(イ) 概要 

 重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，再処

理施設内であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設

備，予備品，燃料等）により，重大事故等対策を実施し，

重大事故等発生後７日間は継続して事故収束対応を維持

できるようにする。 

 プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子

力事業者等関係機関とは平常時から必要な連絡体制を整

備する等の協力関係を構築するとともに，重大事故等発生

に備え，あらかじめ協議及び合意の上，事故収束手段及び

復旧対策に関する技術支援や要員派遣等の支援並びに燃

料の供給の覚書又は協定等を締結し，再処理施設を支援す

る体制を整備する。 

 重大事故等発生後に必要な支援及び要員の運搬並びに

資機材の輸送について支援を迅速に得られるように支援

計画を定める。 

（略） 

原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づ

き，原子力事業者からは，要員の派遣，資機材の貸与及び

環境放射線モニタリングの支援を受けられるようにする

ほか，原子力緊急事態支援組織からは，被ばく低減のため

に遠隔操作可能なロボット及び無線重機等の資機材並び

に資機材を操作する要員及び再処理施設までの資機材輸

送の支援を受けられるよう支援計画を定める。 

 再処理施設内に配備する重大事故等対処設備に不具合

があった場合には，継続的な重大事故等対策を実施できる

よう，再処理施設内であらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備と同種の設備，予備品及び燃料等）について，

重大事故等発生後６日間までに支援を受けられる体制を

整備する。さらに，再処理施設外であらかじめ用意された

手段（重大事故等対処設備と同種の設備，予備品及び燃料

等）により，重大事故等発生後６日間までに支援を受けら

れる体制を整備する。 

 また，原子力事業所災害対策支援拠点から，再処理施設

の支援に必要な資機材として，食料，その他の消耗品及び

汚染防護服等及びその他の放射線管理に使用する資機材

等を継続的に再処理施設へ供給できる体制を整備する。 

 

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 － 

・検知手段 

 － 

・防護対策 

 重大事故等による有毒ガスの発生に備えた支援体制

の整備 

 再処理施設内にあらかじめ用意された７日間継続可

能な有毒ガス収束手段 

 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 新たに設定した防護対象者はない。 

・検知手段 

 新たに設定した検知手段はない。 

・防護対策 

 有毒ガスの発生を考慮しても，再処理施設内にある資

機材で最低７日間は事故収束活動を実施することが

できる。また,重大事故等の収束にそれ以上の日数が

必要な場合であっても,協力会社等からの支援が受け

られる体制があることから,影響評価ガイドの要求を

満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないことから，申請書への反

映事項はない。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

特になし。 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-22 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 5.1.3 支援に係る事項】（8-5-238～） 

(１) 概要 

 重大事故等に対して事故収束対応を実施するため，再処

理施設内であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設

備，予備品，燃料等）により，重大事故等対策を実施し，

重大事故等発生後７日間は継続して事故収束対応を維持

できるようにする。 

 プラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子

力事業者とは平常時から必要な連絡体制を整備する等の

協力関係を構築するとともに，重大事故等発生に備え，あ

らかじめ協議及び合意の上，事故収束手段及び復旧対策に

関する技術支援や要員派遣等の支援並びに燃料の供給の

覚書又は協定等を締結し，再処理施設を支援する体制を整

備する。 

 重大事故等発生後，社長を本部長とする全社対策本部が

発足し，協力体制が整い次第，外部からの現場操作対応等

を実施する要員の派遣，事故収束に向けた対策立案等の要

員の派遣等，重大事故等発生後に必要な支援及び要員の運

搬並びに資機材の輸送について支援を迅速に得られるよ

うに支援計画を定める。 

（略） 

原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づ

き，他の原子力事業者からは，要員の派遣，資機材の貸与

及び環境放射線モニタリングの支援を受けられるように

するほか，原子力緊急事態支援組織からは，被ばく低減の

ために遠隔操作可能なロボット及び無線重機等の資機材

並びに資機材を操作する要員及び再処理施設までの資機

材輸送の支援を受けられるよう支援計画を定める。 

 再処理施設内に配備する重大事故等対処設備に不具合

があった場合には，継続的な重大事故等対策を実施できる

よう，再処理施設内であらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備と同種の設備，予備品及び燃料等）について, 

重大事故等発生後６日間までに支援を受けられる体制を

整備する。さらに，再処理施設外であらかじめ用意された

手段（重大事故等対処設備と同種の設備，予備品及び燃料

等）により，重大事故等発生後６日間までに支援を受けら

れる体制を整備する。 

 また，原子力事業所災害対策支援拠点（以下「支援拠点」

という。）から，再処理施設の支援に必要な資機材として，
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-23 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

食料，その他の消耗品及び汚染防護服等及びその他の放射

線管理に使用する資機材等（以下「放射線管理用資機材」

という。）を継続的に再処理施設へ供給できる体制を整備

する。 

（略） 

【本文 八、ハ.(2) (ⅰ) (ｄ) 手順書の整備，訓練の実

施及び体制の整備】（P569～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手

順書を整備し，教育及び訓練を実施するとともに，必要な

体制を整備する。 

(イ) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の種類及び事象の進展

に応じて重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるよう

に重大事故等発生時対応手順書を整備する。 

１）全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失，安

全機能を有する施設の機器若しくは計測器類の多重故障

が，単独で，同時に又は連鎖して発生した状態において，

限られた時間の中で，再処理施設の状態の把握及び重大事

故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報の種類，そ

の入手の方法及び判断基準を明確にし，重大事故等発生時

対応手順書に整備する。 

（略） 

中央制御室には，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及

ぼす可能性のある自然現象等(森林火災，草原火災，航空

機落下，近隣工場等の火災等)の発生を確認するための暗

視機能を有する監視カメラの表示装置並びに敷地内の気

象観測関係の表示装置を設ける。また, 火災発生等を確認

した場合に消火活動等の対策着手するための判断基準を

明確にした手順書を整備する。 

２） 重大事故等の発生及び拡大を防ぐために最優先すべ

き操作等の判断基準をあらかじめ明確にし，限られた時間

の中で実施すべき重大事故等への対処について各役割に

応じて対処できるよう，以下のとおり重大事故等発生時対

応手順書を整備する。 

（略） 

３）財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を

持ち，行動できるよう，社長は，あらかじめ方針を示す。 

（略） 

４）事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実

＜既許可の対応＞ 

・有毒ガス発生源 

 － 

・防護対象者 

 実施組織 

 支援組織 

・検知手段 

 暗視機能を有する監視カメラ 

 気象観測関係の表示装置 

・防護対策 

 消火活動に着手するための手順書の整備 

 支援体制の整備 

＜影響評価ガイドに基づく確認＞ 

・有毒ガス発生源 

 新たに特定した発生源はない。 

・防護対象者 

 運転員及び従事者を防護対象者としていることから,

影響評価ガイドの要求を満足している。 

・検知手段 

 社内外の自然現象等による有毒ガスの発生を検知で

きることから,影響評価ガイドの要求を満足してい

る。 

・防護対策 

 手順及び支援体制が整備されていることから,影響評

価ガイドの要求を満足している。 

＜事業指定申請書に反映する事項＞ 

既許可の設計方針に変更はないが，「使用済燃料の再処

理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」の 1.0(4)における有毒ガス防護に係る

措置の適合性を明確に示すため，申請書へ反映する。 

 

＜整理資料で具体化する事項＞ 

有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を行

うことができるよう，運転員及び重大事故等に対処するた

めに必要な要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護

のための判断基準値以下とするための手順書を整備する。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動

対応を行う者に対して配備した防護具を着用することに

より，事故対策に必要な指示・操作を行うことができるよ

う手順書を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知した場合，統括当直長

に連絡し，統括当直長は通信連絡設備により，有毒ガスの

発生を運転員及び重大事故等に対処するために必要な要

員に周知する手順書を整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-24 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

施するため,実施組織用及び支援組織用の手順書を適切に

定める。手順書が事故の進展状況に応じていくつかの種類

に分けられる場合は，それらの構成を明確化し，かつ，各

手順書相互間の移行基準を明確化する。各手順書は，重大

事故等対策を的確に実施するために，事故の進展状況に応

じて，以下のように構成し定める。 

（略） 

５）重大事故等対策実施の判断基準として確認する温度，

圧力，水位等の計測可能なパラメータを整理し，重大事故

等発生時対応手順書に明記する。また，重大事故等対策実

施時におけるパラメータの挙動予測，影響評価すべき項目

及び監視パラメータ等を，重大事故等発生時対応手順書に

明記する。 

（略） 

６）前兆事象として把握ができるか，重大事故等を引き起

こす可能性があるかを考慮して，設備の安全機能の維持及

び事故の未然防止対策をあらかじめ検討し，前兆事象を確

認した時点で，必要に応じて事前の対応ができる体制及び

手順書を整備する。 

（略） 

その他の前兆事象を伴う事象については，気象情報の収

集，巡視点検の強化及び前兆事象に応じた事故の未然防止

の対応実施するための手順書を整備する。 

 (ロ) 教育及び訓練の実施 

 重大事故等対策を実施する要員に対し，重大事故等対策

時における事故の種類及び事故の進展に応じて的確，か

つ，柔軟に対処するために必要な力量を確保するため，教

育及び訓練を計画的に実施する。 

（略） 

 (ハ) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故等に対応するため

の体制として，以下の方針に基づき整備する。 

１）重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対

して支援を行う支援組織の役割分担及び責任者を定め，指

揮命令系統を明確にし，効果的な重大事故等対策を実施し

得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれ

がある場合又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力

災害の拡大防止及びその他の必要な活動を迅速，かつ，円
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-25 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

滑に行うため，再処理事業部長（原子力防災管理者）は，

事象に応じて非常事態を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置して対処す

る。 

 非常時対策組織は，再処理施設内の各工程で同時に重大

事故等が発生した場合においても対応できるようにする。 

 再処理事業部長（原子力防災管理者）は，非常時対策組

織本部の本部長として，非常時対策組織の統括管理を行

い，責任を持って原子力防災の活動方針を決定する。 

 非常時対策組織における指揮命令系統を明確にすると

ともに，指揮者である非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に

従い，副原子力防災管理者がその職務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部長，再処理工場長，

核燃料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構

成する非常時対策組織本部，重大事故等対策を実施する実

施組織，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織

及び実施組織が重大事故対策に専念できる環境を整える

運営支援組織で構成する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時発災の場合において

は，非常時対策組織本部の副本部長として燃料製造事業部

長及びＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者を非常時

対策組織本部に加え，非常時対策組織本部の本部長が両施

設の原子力防災の方針を決定する。 

平常運転時の体制下での運転，日常保守点検活動の実施

経験が非常時対策組織での事故対応，復旧活動に活かすこ

とができ，組織が効果的に重大事故等対策を実施できるよ

うに，専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う。 

２）非常時対策組織本部は，本部長，副本部長，再処理工

場長，核燃料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成し，緊急時対策所を活動拠点として，施設状況の

把握等の活動を統括管理し，非常時対策組織の活動を統括

管理する。 

（略） 

３）実施組織は，当直（運転員）等により構成され，重大

事故等対策を円滑に実施できる体制とし，役割に応じて責

任者を配置する。 

（略） 

４）支援組織として，実施組織に対して技術的助言を行う
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-26 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念でき

る環境を整える運営支援組織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組織要員は，非常時対

策組織本部の本部長の指示に基づき中央制御室へ派遣す

る者を除き，緊急時対策所を活動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設のそれぞれの

必要要員を確保することにより，両施設の同時発災時にお

いても，重大事故等対応を兼務して対応できる体制を整備

する。 

（略） 

10）重大事故等発生時に，社外からの支援を受けることが

できるように支援体制を整備する。 

（略） 

 

【添付書類八 5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体

制の整備】（8-5-251～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手

順書を整備し，教育及び訓練を実施するとともに，必要な

体制を整備する。 

(１)再処理施設の重大事故の特徴 

再処理施設で取り扱う使用済燃料の崩壊熱は，原子炉か

ら取り出した後の冷却期間により低下している。再処理施

設は，基本的に常温，常圧で運転していることから，重大

事故に至るおそれのある安全機能の喪失から重大事故発

生までの事象進展が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下等

のパラメータの変動までに一定程度の時間を要する）であ

り，時間余裕がある。したがって，重大事故に至るおそれ

のある安全機能の喪失と判断した後，対策の準備とその後

の対策を確実に実施することが可能である。また，放射性

物質を閉じ込めるための安全機能の喪失に至った場合で

あっても，大気中への放射性物質の放出に至るまでの時間

余裕がある。 

一方で，再処理施設は，同時に複数の工程を運転するた

め，放射性物質も多数の建屋及び機器に分散しており，設

備及び機器により内包する放射性物質量が異なることか

ら，重大事故に至るまでの時間余裕もそれぞれ異なる。ま

た，放射性物質の形態が工程によって異なるため，大気中

へ放射性物質を放出する重大事故の形態も多様である。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-27 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

(３) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の種類及び事象の進展

に応じて重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるよう

に重大事故等発生時対応手順書を整備する。 

ａ．全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失，安

全機能を有する施設の機器若しくは計測器類の多重故障

が，単独で，同時に又は連鎖して発生した状態において，

限られた時間の中で，再処理施設の状態の把握及び重大事

故等対策の適切な判断を行うため，必要な情報の種類，そ

の入手の方法及び判断基準を明確にし，重大事故等発生時

対応手順書に整備する。 

（略） 

中央制御室には，昼夜にわたり，再処理施設に影響を及

ぼす可能性のある自然現象等(森林火災，草原火災，航空

機落下，近隣工場等の火災等)の発生を確認するための暗

視機能を有する監視カメラの表示装置並びに敷地内の気

象観測関係の表示装置を設ける。また，火災発生等を確認

した場合に消火活動等の対策に着手するための判断基準

を明確にした手順書を整備する。 

ｂ．重大事故等の発生及び拡大を防ぐために最優先すべき

操作等の判断基準をあらかじめ明確にし，限られた時間の

中で実施すべき重大事故等への対処について各役割に応

じて対処できるよう，以下のとおり重大事故等発生時対応

手順書を整備する。 

（略） 

ｃ．財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を

持ち，行動できるよう，社長は，あらかじめ方針を示す。 

（略） 

ｄ．事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実

施するため，実施組織用及び支援組織用の手順書を適切に

定める。手順書が事故の進展状況に応じていくつかの種類

に分けられる場合は，それらの構成を明確化し，かつ，各

手順書相互間の移行基準を明確化する。各手順書は，重大

事故等対策を的確に実施するために，事故の進展状況に応

じて，以下のように構成し定める。重大事故等発生時対応

手順書を含む文書体系を第 5.1.4－６図に示す。 

（略） 

ｅ．重大事故等対策実施の判断基準として確認する温

度，圧力，水位等の計測可能なパラメータを整理し，重
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有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-28 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

大事故等発生時対応手順書に明記する。また，重大事故

等対策実施時におけるパラメータの挙動予測，影響評価

すべき項目及び監視パラメータ等を，重大事故等発生時

対応手順書に明記する。 

（略） 

ｆ．前兆事象として把握ができるか，重大事故等を引き

起こす可能性があるかを考慮して，設備の安全機能の維

持及び事故の未然防止対策をあらかじめ検討し，前兆事

象を確認した時点で，必要に応じて事前の対応ができる

体制及び手順書を整備する。 

（略） 

その他の前兆事象を伴う事象については，気象情報の収

集，巡視点検の強化及び前兆事象に応じた事故の未然防止

の対応ができる手順書を整備する。 

(４) 訓練の実施 

 重大事故等対策を実施する要員に対し，重大事故等対策

時における事故の種類及び事故の進展に応じて的確, か

つ，柔軟に対処するために必要な力量を確保するため，教

育及び訓練を計画的に実施する。 

必要な力量の確保については，平常運転時の実務経験を通

じて付与される力量を考慮する。 

（略） 

(５) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故等に対応するため

の体制として，以下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施組織及び支援組織の役

割分担及び責任者などを定め，指揮命令系統を明確にし,

効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれ

がある場合又は発生した場合に，事故原因の除去，原子力

災害の拡大防止及びその他の必要な活動を迅速，かつ，円

滑に行うため，再処理事業部長（原子力防災管理者）は，

事象に応じて非常事態を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策組織を設置して対処す

る。 

非常時対策組織は，再処理施設内の各工程で同時に重大

事故等に至るおそれのある事故が発生した場合において

も対応できるようにする。 

 再処理事業部長（原子力防災管理者）は，非常時対策組
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-29 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

織本部の本部長として，非常時対策組織の統括管理を行

い，責任を持って原子力防災の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系統を明確にすると

ともに，指揮者である非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に

従い，副原子力防災管理者がその職務を代行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部長，再処理工場長，

核燃料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班長で構

成する非常時対策組織本部，重大事故等対策を実施する実

施組織，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織

及び実施組織が重大事故対策に専念できる環境を整える

運営支援組織で構成する。 

（略） 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時発災の場合において

は，非常時対策組織本部の副本部長として燃料製造事業部

長及びＭＯＸ燃料加工施設の核燃料取扱主任者を非常時

対策組織本部に加え，非常時対策組織本部の本部長が両施

設の原子力防災の方針を決定する。非常時対策組織の構成

を第 5.1.4－２表，非常時対策組織の体制図を第 5.1.4－

７，８図に示す。 

（略） 

b．非常時対策組織本部は，本部長，副本部長，再処理工

場長，核燃料取扱主任者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成し，緊急時対策所を活動拠点として，施設状況の

把握等の活動を統括管理し，非常時対策組織の活動を統括

管理する。 

 重大事故等対策時には支援組織要員を中央制御室へ派

遣し，再処理施設や中央制御室の状況及び実施組織の活動

状況を非常時対策組織本部及び支援組織に報告する。ま

た，支援組織の対応状況についても支援組織の各班長より

適宜報告されることから，常に綿密な情報の共有がなされ

る。 

 あらかじめ定めた手順にしたがって実施組織が行う重

大事故等対策については，統括当直長（実施責任者）の判

断により自律的に実施し，非常時対策組織本部及び支援組

織に実施の報告が上がってくることになる。 

（略） 

c．実施組織は，当直（運転員）等により構成され，重大

事故等対策を円滑に実施できる体制とし，役割に応じて責
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-30 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

任者を配置する。 

（略） 

d．支援組織として，実施組織に対して技術的助言を行う

技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念でき

る環境を整える運営支援組織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組織要員は，非常時対

策組織の本部長の指示に基づき中央制御室へ派遣する者

を除き，緊急時対策所を活動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設のそれぞれの

必要要員を確保することにより，両施設の同時発災時にお

いても，重大事故等対応を兼務して対応できる体制を整備

する。 

（略） 

j．重大事故等発生時に，社外からの支援を受けることが

できるように支援体制を整備する。外部からの支援計画を

定めるために，あらかじめ支援を受けることができるよう

にプラントメーカ，協力会社，燃料供給会社及び他の原子

力事業者との重大事故等発生時の支援活動に係る覚書又

は協定等の締結を行う。 

（略） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-31 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 5.1.4－２表 非常時対策組織の構成】

（8-5-290） 

 

【添付書類八 第 5.1.4－３表 実施組織の構成】（8-5-

291） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-32 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 5.1.4－４表 支援組織の構成】（8-5-

292） 

 

【添付書類八 第 5.1.4－５表 宿直者の構成】（8-5-

293） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-33 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 5.1.4－２図 平常運転時の監視から

対策の開始までの基本的な流れ】（8-5-295） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-34 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 5.1.4－７図 非常時対策組織の体制

図】（8-5-300） 
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別紙 2 

有毒ガス防護に係る申請書項目の整理表（技術的能力） 

有毒ガス発生源  防護対象者  検知手段  防護対策 

技-35 

 

事業指定申請書（既許可） 既許可の対応 影響評価ガイドに基づく確認 事業指定申請書，整理資料への反映事項 

【添付書類八 第 5.1.4-８図 非常時対策組織の初動体

制及び全体体制の構成】（8-5-301） 
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別紙3

既許可との
関係

既許可との関係要否に係る確認結果 申請書及び整理資料反映要否 申請書及び整理資料反映先

第１条 定義 ×
用語の定義であり，要求事項ではないことから，関係
条文ではない。

- -

第２条 核燃料物質の臨界防止 ×
核燃料物質の臨界防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

- -

第３条 遮蔽等 ×
遮蔽等に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関
わらないことから，関係条文ではない。

- -

第４条 閉じ込めの機能 ×
閉じ込めに係る要求事項であり，有毒ガス防護には
関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第５条
火災等による損傷の防
止

○

火災に対する防護設計が主であるが，消火後に発生
する有毒ガス，制御室等での火災に伴う煙を考慮し
た設計対応を行っているため，有毒ガスの発生源の
観点で関係する。

《有毒ガス発生源》
・有毒ガスの発生源として火災・爆発発生時の煙，消火剤，消火後に発生する
有毒ガスを想定しており，窒息及び人体影響を考慮し消火ガスの選定も行わ
れている。また,ガイドに基づく評価において新たに特定した発生源がないこと
を確認。申請書への反映事項はない。

反映事項なし

第６条
安全機能を有する施設
の地盤

×
安全機能を有する施設の地盤に係る要求事項であ
り，有毒ガス防護には関わらないことから，関係条文
ではない。

- -

第７条 地震による損傷の防止 ×
地震による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

- -

第８条 津波による損傷の防止 ×
津波による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

- -

第９条
外部からの衝撃による
損傷の防止

○

有毒ガスの発生源（外部火災による二次的影響のば
い煙・有毒ガス，火山の影響（降下火砕物による大気
汚染），有毒ガス，化学物質の漏えい）及び防護対策
の観点で関係する。

《有毒ガス発生源》
・申請書に記載の有毒ガスを含め広く有毒ガスが発生した場合について防護
対策を講じており，申請書への反映事項はない。
・ガイドに基づく確認の際，有毒ガス発生源についてより具体化しているため，
整理資料に反映する。
《防護対策》
・既許可では，想定する有毒ガスに対して制御室換気設備に取入れる外気を
遮断する防護対策を講じており，申請書への反映事項はない。
・ガイドに基づく確認の際，敷地外での漏えいについては外部からの連絡によ
り有毒ガスの発生を認知し、可動源から漏えいに対しては立会人の配置によ
り認知し終息活動を行うことについてより具体化しているため，整理資料に反
映する。

＜第9条（外部衝撃）整理資料＞
・特定した有毒ガス発生源及び運転員等の吸気中の有毒ガス濃度評価結果
⇒補足説明資料5-9【新規追加】

敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及び終息活動
⇒補足説明資料5-10【新規追加】

敷地外からの連絡による有毒ガスの検知及び防護対策に係る具体的な手順
及び体制
⇒補足説明資料5-11【新規追加】

事業指定基準規則 条文

有毒ガス防護に係る既許可における確認結果（申請書反映要否）のまとめ 【凡例】 ○：関係あり

×：関係なし

下線：整理資料のリンク
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既許可との
関係

既許可との関係要否に係る確認結果 申請書及び整理資料反映要否 申請書及び整理資料反映先事業指定基準規則 条文

第10条
再処理施設への人の不
法な侵入等の防止

×
再処理施設への人の不法な侵入等の防止に係る要
求事項であり，有毒ガス防護には関わらないことか
ら，関係条文ではない。

- -

第11条 溢水による損傷の防止 ×
溢水による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

- -

第12条
化学薬品の漏えいによ
る損傷の防止

○

有毒ガスの発生源（化学薬品の漏えい）及び化学薬
品の取り扱いに係る基本方針の観点で関係する。
有毒ガスの発生源の観点で，再処理施設で使用する
化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う化学
薬品貯蔵供給設備が関係することから，当該条文と
の関連として確認する。

《有毒ガス発生源》
・既許可において，化学薬品の漏えい発生事象について考慮しており,ガイドに
基づく評価で確認した化学物質の漏えいを包含している。申請書への反映事
項及び整理資料への反映事項はない。

反映事項なし

第13条 誤操作の防止 ×
誤操作の防止に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第14条 安全避難通路等 ×
安全避難通路等に係る要求事項であり，有毒ガス防
護には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第15条 安全機能を有する施設 ×
安全機能を有する施設に対し，安全機能の重要度に
応じた機能の確保に係る要求事項であり，有毒ガス
防護にはかかわらないことから，関係条文ではない。

- -

第16条
運転時の異常な過渡変
化及び設計基準事故の
拡大の防止

×

安全機能を有する施設に対し，運転時の異常な過渡
変化及び設計基準事故時に要求される要件に係る
要求事項であり，有毒ガス防護には関わらないことか
ら，関係条文ではない。

- -

第17条
使用済燃料の貯蔵施設
等

×
使用済燃料の貯蔵施設等に係る要求事項であり，有
毒ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

- -

第18条 計測制御系統施設 ×
計測制御系統施設に係る要求事項であり，有毒ガス
防護には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第19条 安全保護回路 ×
安全保護回路に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第３項第１号に，有毒ガスの発生を検出する装置及
び警報装置を設置する要求が追加されたことから，
追加要求事項に対する適合性の観点で関係する。

《検知手段》
・新規要求事項である検知装置の設置に対しては，ガイドに基づく評価により
有毒ガス濃度が防護判断基準値を下回り，検知装置が必要ないことを確認し
ており、申請書に反映する。
・有毒ガス濃度の評価結果については整理資料に反映する。

＜申請書本文及び添六＞
第20条第3項第1号の追加要求事項に対する適合性及び設計方針

＜第20条（制御室等）整理資料＞
第20条第3項第1号の追加要求事項に対する適合性及び設計方針
⇒本文（１．基本方針、２．追加要求事項に対する適合方針）

・有毒ガスの発生による運転員等の要員への影響評価（中央制御室）
⇒補足説明資料2-7【新規追加】

有毒ガス防護対象者及び防護対策（運転員及び重大
事故等の対処要員に対する制御室の居住性）の観
点で関係する。

《防護対策》
・制御室換気設備の外気取入口の遮断により運転員及びその他従業者を防
護でき，既許可の防護対策に変更がないことを確認。居住性評価結果につい
て整理資料に反映する。

＜第20条（制御室等）整理資料＞
有毒ガス発生時の外気遮断時の居住性評価
⇒補足説明資料2-5
⇒補足説明資料2-6

第20条 制御室等 ○
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既許可との
関係

既許可との関係要否に係る確認結果 申請書及び整理資料反映要否 申請書及び整理資料反映先事業指定基準規則 条文

第21条 廃棄施設 ×
廃棄施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護には
関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第22条 保管廃棄施設 ×
保管廃棄施設に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第23条 放射線管理施設 ×
放射線管理施設に係る要求事項であり，有毒ガス防
護には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第24条 監視設備 ×
監視設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には
関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第25条 保安電源設備 ×
保安電源設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない。

- -

第２項に，有毒ガスの発生を検出する装置及び警報
装置を設置する要求が追加されたことから，追加要
求事項に対する適合性の観点で関係する。

《検知手段》
・新規要求事項である検知装置の設置に対しては，ガイドに基づく評価により
有毒ガス濃度が防護判断基準値を下回り，検知装置が必要ないことを確認し
ており、申請書に反映する。
・有毒ガス濃度の評価結果については整理資料に反映する。

＜申請書本文及び添六＞
・第26条第２項の追加要求事項に対する適合性及び設計方針

＜第26条（緊急時対策所）整理資料＞
・第26条第２項の追加要求事項に対する適合性及び設計方針
⇒本文（１．基本方針）

・有毒ガスの発生による重大事故等に対処する要員への影響評価（緊急時対
策所）
⇒補足説明資料２－４【新規追加】

有毒ガス防護対象者及び防護対策（運転員及び重大
事故等の対処要員に対する制御室の居住性）の観
点で関係する。

《防護対策》
・緊急時対策所の換気設備の外気取入口の遮断により重大事故等に対処す
るために必要な指示を行う要員を防護でき，既許可の防護対策に変更がない
ことを確認。申請書への反映事項はない。
・特定した有毒ガスおよび予期せぬ有毒ガスに対して,防毒マスク及び酸素呼
吸器の配備について具体化しているため整理資料に反映する。

＜第26条（緊急時対策所）整理資料＞
有毒ガス発生時の外気遮断時の緊急時対策所の居住性評価
⇒補足説明資料２－１ 設計方針（2.1.4 換気設備）

緊急時対策所に配備する防護具の仕様・配備数及び数量の根拠
⇒補足説明資料２－２ 緊急時対策所の運用（2.2.4 配備する資機材の数量及
び保管場所）

第27条 通信連絡設備 ○ 有毒ガス発生時の通信連絡手段の観点で関係する。

《通信連絡》
・有毒ガスが発生した場合においても既存の通信連絡設備を用いることで連
絡が可能であることを確認。申請書への反映事項はない。
・ガイドに基づき確認した対策において，立会人の配置や外部からの連絡方
法についてより具体化がなされているため，整理資料に反映する。
・ガイドに基づく確認の際，敷地外での漏えいについては外部からの連絡によ
り有毒ガスの発生を認知し、可動源から漏えいに対しては立会人の配置によ
り認知し終息活動を行うことについてより具体化しているため整理資料に反映
する。

＜第9条（外部衝撃）整理資料＞
敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及び終息活動につい
て
⇒補足説明資料5-10 【新規追加】

敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措置について
⇒補足説明資料5-11 【新規追加】

第28条
重大事故等の拡大の防
止等

〇

重大事故の起因となる安全上重要な施設の機能喪
失の要因となる自然現象等の選定，有効性評価等に
おいて有毒ガス等の大気汚染に係る事象を考慮して
いることから，有毒ガス発生源の観点で関係する。

《有毒ガス発生源》
・有毒ガスを発生源として人為事象として近隣の工場火災及び有毒ガスを想
定しており，ガイドに基づく評価において対象とした敷地外可動源が包含され
ていることを確認済であり，申請書及び整理資料への反映事項はない。

反映事項なし

第26条 緊急時対策所 ○
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既許可との関係要否に係る確認結果 申請書及び整理資料反映要否 申請書及び整理資料反映先事業指定基準規則 条文

第29条
火災等による損傷の防
止

○

火災に対する防護設計が主であるが，消火後に発生
する有毒ガス，制御室等での火災に伴う煙を考慮し
た設計対応を行っているため，有毒ガスの発生源の
観点で関係する。

《有毒ガス発生源》
設計基準の想定と同じ発生源であるため第5条に同じ

反映事項なし

第30条
重大事故等対処施設の
地盤

×
重大事故等対処施設の地盤に係る要求事項であり，
有毒ガス防護には関わらないことから，関係条文で
はない。

－ －

第31条 地震による損傷の防止 ×
地震による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

－ －

第32条 津波による損傷の防止 ×
津波による損傷の防止に係る要求事項であり，有毒
ガス防護には関わらないことから，関係条文ではな
い。

－ －

第33条 重大事故等対処設備 ○
重大事故等対処設備の共通の設計条件を整理して
いる。第34条～47条に共通することから，代表として
確認する。

《有毒ガス発生源》
・有毒ガス，敷地内の化学物質の漏えい，近隣工場等の火災・爆発及び再処
理事業所内で運搬する硝酸及びNOxガスを考慮しており、ガイドに基づく有毒
ガス発生源が包含されていることを確認済みであり，申請書及び整理資料へ
の反映事項はない。

反映事項なし

第34条
臨界事故の拡大を防止
するための設備

×

臨界事故の拡大を防止するための設備に係る要求
事項であり，有毒ガス防護には関わらないことから，
関係条文ではない（重大事故等対処の作業性につい
ては第28条，第33条及び技術的能力で説明）。

－ －

第35条
冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めの設備

×

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための
設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ
らないことから，関係条文ではない（重大事故等対処
の作業性については第28条，第33条及び技術的能
力で説明）。

－ －

第36条
放射線分解により発生
する水素による爆発に
対処するための設備

×

放射線分解により発生する水素による爆発に対処す
るための設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない（重大事
故等対処の作業性については第28条，第33条及び
技術的能力で説明）。

－ －

第37条
有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めの設備

×

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための
設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わ
らないことから，関係条文ではない（重大事故等対処
の作業性については第28条，第33条及び技術的能
力で説明）。

－ －

第38条
使用済燃料貯蔵槽の冷
却等のための設備

×

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に係る要
求事項であり，有毒ガス防護には関わらないことか
ら，関係条文ではない（重大事故等対処の作業性に
ついては第28条，第33条及び技術的能力で説明）。

－ －
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既許可との関係要否に係る確認結果 申請書及び整理資料反映要否 申請書及び整理資料反映先事業指定基準規則 条文

第39条
放射性物質の漏えいに
対処するための設備

×

放射性物質の漏えいに対処するための設備に係る
要求事項であり，有毒ガス防護には関わらないことか
ら，関係条文ではない（重大事故等対処の作業性に
ついては第28条，第33条及び技術的能力で説明）。

－ －

第40条
工場等外への放射性物
質等の放出を抑制する
ための設備

×

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するため
の設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には関
わらないことから，関係条文ではない（重大事故等対
処の作業性については第28条，第33条及び技術的
能力で説明）。

－ －

第41条
重大事故等への対処に
必要となる水の供給設
備

×

重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に
係る要求事項であり，有毒ガス防護には関わらない
ことから，関係条文ではない（重大事故等対処の作
業性については第28条，第33条及び技術的能力で
説明）。

－ －

第42条 電源設備 ×

電源設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には
関わらないことから，関係条文ではない（重大事故等
対処の作業性については第28条，第33条及び技術
的能力で説明）。

－ －

第43条 計装設備 ×

計装設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護には
関わらないことから，関係条文ではない（重大事故等
対処の作業性については第28条，第33条及び技術
的能力で説明）。

－ －

第44条 制御室 ○
有毒ガス影響評価における制御室の居住性の観点
で関連する。（重大事故等対処の作業性については
第28条，第33条及び技術的能力で説明）。

《防護対策》
・制御室換気設備の外気取入口の遮断により運転員及びその他従業者を防
護でき，既許可の防護対策に変更がないことを確認。申請書への反映事項及
び整理資料への反映事項はない。

反映事項なし

第45条 監視測定設備 ×

監視測定設備に係る要求事項であり，有毒ガス防護
には関わらないことから，関係条文ではない（重大事
故等対処の作業性については第28条，第33条及び
審査基準で説明）。

－ －

第46条 緊急時対策所 ○
有毒ガス影響評価における緊急時対策所の居住性
の観点で関連する。（重大事故等対処の作業性につ
いては第28条，第33条及び技術的能力で説明）

《防護対策》
・緊急時対策所の換気設備の外気取入口の遮断により重大事故等に対処す
るために必要な指示を行う要員を防護でき，既許可の防護対策に変更がない
ことを確認。申請書への反映事項及び整理資料への反映事項はない。

反映事項なし

第47条
通信連絡を行うために
必要な設備

○
有毒ガス発生時の通信連絡手段の観点で関係する。
（重大事故等対処の作業性については第28条，第33
条及び技術的能力で説明）

《通信連絡》
・有毒ガスが発生した場合においても既存の通信連絡設備を用いることで連
絡が可能であることを確認。申請書への反映事項はない。
・ガイドに基づく確認の際，敷地外での漏えいについては外部からの連絡によ
り有毒ガスの発生を認知し、可動源から漏えいに対しては立会人の配置によ
り認知し終息活動を行うことについてより具体化しているため，整理資料に反
映する。

＜技術的能力 整理資料＞
敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及び終息活動につい
て
・敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措置について
⇒補足説明資料1.0-6 非常時対策組織要員の作業時における装備について
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有毒ガス防護に係る手順書の整備について記載が
明確化されたことから関係する。

《防護対策》
・重大事故等の対処における初動対応を行う者への防護具の配備，運転・対
処要員に対する有毒ガス防護の手順の整備及び通信連絡設備を用いた運
転・対処要員への通信連絡が審査基準に明記されたが防護具を着用し，複数
のアクセスルートを確保する手順を整備していることを既許可で確認済みであ
るが，審査基準として明記されたことから，申請書に反映する。
・ガイドに基づく評価において，屋外作業を行う重大事故等対処要員に対する
有毒ガス濃度が防護判断基準値を下回ることを確認済みであるため，整理資
料に反映する。

＜申請書本文及び添八＞
・技術的能力審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０共通事項）の追加要求事
項に対する適合方針

＜技術的能力 整理資料＞
・技術的能力審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０共通事項）の追加要求事
項に対する適合方針
⇒本文（１.０.１.４ 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備）

・有毒ガスの発生による重大事故等対処要員への影響評価（屋外アクセス
ルート）
⇒補足説明資料1.0-11 【新規追加】

有毒ガスの発生源（設計基準に同じ）及び有毒ガス
防護対象者及び防護対策（重大事故等の対処要員
に対する有毒ガス防護）の観点で関係する。

《防護対策》
・ガイドに基づく確認の際，配備する資機材の数量，予期せず発生する有毒ガ
スに備えたバックアップ供給体制について具体化しているため，整理資料に反
映する。
・ガイドに基づく確認の際，敷地外での漏えいについては外部からの連絡によ
り有毒ガスの発生を認知し、可動源から漏えいに対しては立会人の配置によ
り認知し終息活動を行うことについてより具体化しているため，整理資料に反
映する。

＜技術的能力 整理資料＞
・有毒ガスの発生源に応じた防護具及び予期せぬ有毒ガス用の酸素呼吸器
の配備、予期せぬ有毒ガス対策のバックアップ供給体制
⇒補足説明資料1.0-2 支援に係る要求事項

・敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及び終息活動につい
て
・敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措置について
⇒補足説明資料1.0-6 非常時対策組織要員の作業時における装備について

審査基
準(技術
的能力)

使用済燃料の再処理の
事業に係る再処理事業
者の重大事故の発生及
び拡大の防止に必要な
措置を実施するために
必要な技術的能力

○
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（1/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針（見直し案） 
①事業指定基準規則‐②許認可実績

等の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針（見直

し案）の比較結果 

再処理施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

 

(制御室等) 第二十条 

再処理施設には，次に掲げるところ

により，制御室（安全機能を有する

施設に属するものに限る。以下この

条において同じ。）を設けなければ

ならない。 

 

一 再処理施設の健全性を確保する

ために必要なパラメータを監視でき

るものとすること。 

 

二 主要な警報装置及び計測制御系

統設備を有するものとすること。 

 

三 再処理施設の外の状況を把握す

る設備を有するものとすること。 

 

 

 

 

 

 

２ 分離施設，精製施設その他必要

な施設には，再処理施設の健全性を

確保するために必要なパラメータを

監視するための設備及び再処理施設

の安全性を確保するために必要な操

作を手動により行うことができる設

備を設けなければならない。 

 

 

 

３ 設計基準事故が発生した場合に

再処理施設の安全性を確保するため

四、Ａ．ロ．再処理施設の一般構造 

(ｌ) 制御室等 

 再処理施設の運転の状態を集中的

に監視及び制御するため，制御建屋

に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

を設ける。 

制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視及び制御し，再処理施設の安

全性を確保するために必要な操作を

手動により行うことができるよう，

主要な警報装置及び計測制御系統設

備を備える設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象については，

再処理施設の外の状況を把握するた

めの暗視機能を有する監視カメラ，

気象観測設備及び公的機関から気象

情報を入手できる設備等を設置し，

昼夜にわたり制御室において把握で

きる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な

施設には，再処理施設の健全性を確

保するために計測制御系統施設で監

視が要求されるパラメータを連続的

に監視するための設備及び再処理施

設の安全性を確保するために必要な

操作を手動により行うことができる

設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

四、Ａ．ロ．再処理施設の一般構造 

(ｌ) 制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的

に監視及び制御するため，制御建屋

に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

を設ける。 

制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視及び制御し，再処理施設の安

全性を確保するために必要な操作を

手動により行うことができるよう，

主要な警報装置及び計測制御系統設

備を備える設計とする。 

再処理施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象については，

再処理施設の外の状況を把握するた

めの暗視機能を有する監視カメラ，

気象観測設備及び公的機関から気象

情報を入手できる設備等を設置し，

昼夜にわたり制御室において把握で

きる設計とする。 

分離施設，精製施設その他必要な

施設には，再処理施設の健全性を確

保するために計測制御系統施設で監

視が要求されるパラメータを連続的

に監視するための設備及び再処理施

設の安全性を確保するために必要な

操作を手動により行うことができる

設備を設ける設計とする。 

 

 

設計基準事故が発生した場合に，

再処理施設の安全性を確保するため

新規要求事項のため，既許可申請書

に記載はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加要求事項に対する適合性の追

加】 

「制御室及びその近傍並びに有毒ガ

スの発生源の近傍工場等内における

有毒ガスの発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を

検出した場合に制御室において自動

的に警報するための装置を設ける」

ことについては,新規要求事項のた

め,既許可申請書に記載はない。 

当該項目は，制御室等の設計に該当

するため,本文四、Ａ．ロ．項，及

び四、Ａ．へ．項へ記載の追加を実

施する。 （2/14,4/14）  
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（2/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

の措置をとるため、従事者が支障な

く制御室に入り、又は一定期間とど

まり、かつ、当該措置をとるための

操作を行うことができるよう、次の

各号に掲げる場所の区分に応じ、当

該各号に定める設備を設けなければ

ならない。 

 

一 制御室及びその近傍並びに有毒

ガスの発生源の近傍工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための

装置及び当該装置が有毒ガスの発生

を検出した場合に制御室において自

動的に警報するための装置 

 

二 制御室及びこれに連絡する通路

並びに運転員その他の従事者が制御

室に出入りするための区域 遮蔽壁

その他の適切に放射線から防護する

ための設備、気体状の放射性物質及

び制御室外の火災又は爆発により発

生する有毒ガスに対し換気設備を隔

離するための設備その他の従事者を

適切に防護するための設備 

 

 

 再処理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈 

 

１ 第１項に規定する「制御室」と

は，運転時においては，放射線業務

従事者が施設の運転又は工程等の管

理を行い，事故時においては，放射

線業務従事者が適切な事故対策を講

ずる場所をいう。なお，１箇所であ

る必要はない。 

 

２ 第１項第１号に規定する「必要

なパラメータを監視できる」とは，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が制御室

に出入りするための区域は，設計基

準事故が発生した場合に再処理施設

の安全性を確保するための措置をと

れるよう，運転員その他の従事者が

支障なく入ることができる設計とす

る。また，運転員その他の従事者

が，制御室に一定期間とどまり，必

要な操作を行う際に過度の被ばくを

受けないよう，適切な遮蔽を設ける

設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の

従事者がとどまれるよう，気体状の

放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するため

の措置に必要な設備を設ける設計と

する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員のマスクの着用及

び交代要員体制を考慮しなくとも，

制御室にとどまる実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が７日間

で100ｍＳｖを超えず，当該重大事

故等に対処するために適切な措置が

講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性

の措置をとるため，運転員その他の

従事者が制御室に一定期間とどま

り，当該措置をとるための操作を行

うことができるよう，制御室及びそ

の近傍並びに有毒ガスの発生源の近

傍に，工場等内において運転員その

他の従事者の対処能力が損なわれる

おそれがある有毒ガスが発生した場

合に，その発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を

検出した場合に制御室において自動

的に警報するための装置を設ける設

計とする。また，制御室及びこれに

連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための

区域は，運転員その他の従事者が支

障なく入ることができる設計とする

とともに，運転員その他の従事者

が，制御室に一定期間とどまり，必

要な操作を行う際に過度の被ばくを

受けないよう，適切な遮蔽を設ける

設計とする。 

さらに，制御室に運転員その他の

従事者がとどまれるよう，気体状の

放射性物質及び火災又は爆発により

発生する有毒ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するため

の措置に必要な設備を設ける設計と

する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員のマスクの着用及

び交代要員体制を考慮しなくとも，

制御室にとどまる実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が７日間

で100ｍＳｖを超えず，当該重大事

故等に対処するために適切な措置が

講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（3/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータのうち，連続的に監視

する必要があるものを制御室におい

て監視できることをいう。 

 

３ 第１項第３号に規定する「再処

理施設の外の状況を把握する設備」

とは，制御室か ら，再処理施設に

影響を及ぼす可能性のある自然現象

等を把握できる設備のことをいう。 

 

４ 第３項に規定する「従事者が支

障なく制御室に入り、又は一定期間

とどまり」とは、事故発生後、事故

対策操作をすべき従事者が制御室に

接近できるよう通路が確保されてい

ること及び従事者が制御室に適切な

期間滞在できること並びに従事者が

交替のため接近する場合において

は、放射線レベルの減衰及び時間経

過とともに可能となる被ばく防護策

を採り得ることをいう。「当該措置

をとるための操作を行うことができ

る」には、有毒ガスの発生に関し

て、有毒ガスが制御室の運転員に及

ぼす影響により、運転員の対処能力

が著しく低下し、安全施設の安全機

能が損なわれることがないよう、有

毒ガスの発生時において、制御室の

運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有

毒ガス防護のための判断基準値以下

とすることを含む。 

 

５ 第３項第１号に規定する「有毒

ガスの発生源」とは、有毒ガスの発

生時において、運転員の対処能力が

損なわれるおそれがあるものをい

う。「工場等内における有毒ガスの

発生」とは、有毒ガスの発生源から

を確保するための重大事故等対処施

設を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室にとどまり必要な操作，

監視及び措置を行う実施組織要員が

とどまるために必要な居住性を確保

するための重大事故等対処施設を設

置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設

備は，計測制御装置，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設

備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射

線計測設備は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。 

 

四、Ａ．ヘ．計測制御系統施設の設

備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

再処理施設には，運転時におい

て，運転員その他の従事者が施設の

運転又は工程等の管理を行い，事故

時において，適切な事故対策を構ず

る場所として，制御建屋に中央制御

室を設けるほか，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コン

クリート造（一部鉄骨造）で，地上

３階，地下２階，建築面積約2,900

ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主

要構造は，「ハ．（１）構造」に示

す主要構造と同じである。 

を確保するための重大事故等対処施

設を設ける設計とする。 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室にとどまり必要な操作，

監視及び措置を行う実施組織要員が

とどまるために必要な居住性を確保

するための重大事故等対処施設を設

置及び保管する。 

制御室に必要な重大事故等対処設

備は，計測制御装置，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設

備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。 

計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射

線計測設備は，設計基準事故及び重

大事故等を考慮した設計とする。 

 

四、Ａ．ヘ．計測制御系統施設の設

備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

再処理施設には，運転時におい

て，運転員その他の従事者が施設の

運転又は工程等の管理を行い，事故

時において，適切な事故対策を構ず

る場所として，制御建屋に中央制御

室を設けるほか，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コン

クリート造（一部鉄骨造）で，地上

３階，地下２階，建築面積約2,900

ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主

要構造は，「ハ．（１）構造」に示

す主要構造と同じである。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（4/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

有毒ガスが発生することをいう。

「工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に

制御室において自動的に警報するた

めの装置」については「有毒ガスの

発生を検出し警報するための装置に

関する要求事項（別記４）」による

こと。 

 

（別記４） 

有毒ガスの発生を検出し警報するた

めの装置に関する要求事項再処理施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則第20 条第３項及び第26 条

第２項の規定に対応する工場等内に

おける有毒ガスの発生1 を検出する

ための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に自動的に警

報するための装置に関する要求事項

については、以下のとおりとする。

なお、同規則の規定と当該要求事項

との対応関係は別表に掲げるところ

による。 

（１）工場等内における有毒ガスの

発生を検出するための装置 

① 工場等内における有毒ガスの発

生源（固定されているものに限

る。）の近傍に、有毒ガスの発生又

は発生の兆候を検出する検出装置を

設置すること。 

② 有毒ガスの到達を検出するため

に、制御室近傍に検出装置を設置す

ること。 

③ 有毒ガスの到達を検出するため

に、緊急時対策所近傍に検出装置を

設置すること。 

 

（２）当該装置が有毒ガスの発生を

制御建屋機器配置概要図を第166図

～第171図に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器

配置概要図は，「ハ．（１）構造」

に示す機器配置概要図と同じであ

る。 

制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視及び制御し，再処理施設の安

全性を確保するために必要な操作を

手動により行うことができるよう，

主要な警報装置及び計測制御系統設

備を設ける。また，必要な施設のパ

ラメータを監視するための表示及び

操作装置は，誤操作及び誤判断を防

止でき，操作が容易に行える設計と

する。 

再処理施設の外の状況を把握する

ための暗視機能を有する監視カメ

ラ，気象観測設備及び公的機関から

地震，津波，竜巻，落雷情報等の気

象情報を入手できる電話，ファクシ

ミリ，社内ネットワークに接続され

たパソコン等を設置し，昼夜にわた

り制御室において再処理施設に影響

を及ぼす可能性のある自然現象等を

把握できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御建屋機器配置概要図を第166図

～第171図に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器

配置概要図は，「ハ．（１）構造」

に示す機器配置概要図と同じであ

る。 

制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視及び制御し，再処理施設の安

全性を確保するために必要な操作を

手動により行うことができるよう，

主要な警報装置及び計測制御系統設

備を設ける。また，必要な施設のパ

ラメータを監視するための表示及び

操作装置は，誤操作及び誤判断を防

止でき，操作が容易に行える設計と

する。 

再処理施設の外の状況を把握する

ための暗視機能を有する監視カメ

ラ，気象観測設備及び公的機関から

地震，津波，竜巻，落雷情報等の気

象情報を入手できる電話，ファクシ

ミリ，社内ネットワークに接続され

たパソコン等を設置し，昼夜にわた

り制御室において再処理施設に影響

を及ぼす可能性のある自然現象等を

把握できる設計とする。 

設計基準事故が発生した場合に，

再処理施設の安全性を確保するため

の措置をとるため，運転員その他の

従事者が制御室に一定期間とどま

り，当該措置をとるための操作を行

うことができるよう，制御室及びそ

の近傍並びに有毒ガスの発生源の近

傍に，工場等内において運転員その

他の従事者の対処能力が損なわれる

おそれがある有毒ガスが発生した場

合に，その発生を検出するための装

置及び当該装置が有毒ガスの発生を
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（5/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

検出した場合に自動的に警報するた

めの装置 

① 制御室には、（１）①から③に

掲げる検出装置からの信号を受信し

て制御室で自動的に警報する警報装

置を設置すること。 

② 緊急時対策所には、（１）③に

掲げる検出装置からの信号を受信し

て緊急時対策所で自動的に警報する

警報装置を設置すること。 
1 有毒ガスの発生時において制御室

及び緊急時対策所の指示要員の対処

能力が損なわれるおそれがあるもの

に限る。 

制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が制御室

に出入りするための区域は，設計基

準事故が発生した場合において，運

転員その他の従事者が再処理施設の

安全性を確保するための措置をとれ

るよう，適切な遮蔽を設けるととも

に，気体状の放射性物質及び火災又

は爆発により発生する有毒ガスに対

する換気設備の隔離その他の適切に

防護するための措置に必要な設備を

設ける設計とする。 

中央制御室は，環境モニタリング

設備であるモニタリングポスト及び

ダストモニタから，設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な

情報を表示できる設計とする。 

制御室等は，設計基準事故が発生

した場合において，設置又は保管し

た所内通信連絡設備により，再処理

事業所内の各所の者への必要な操

作，作業又は退避の指示等の連絡を

ブザー鳴動等により行うことができ

る設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，「チ．（２）屋外管理用の主

要な設備の種類」に記載する。 

所内通信連絡設備は，「リ．

（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記載

する。 

中央制御室は，各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果を与える全交流

動力電源の喪失を要因とする「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」と「放

射線分解により発生する水素による

爆発」の重畳において，実施組織要

員のマスクの着用及び交代要員体制

を考慮せず，制御室換気設備の代替

検出した場合に制御室において自動

的に警報するための装置を設ける設

計とする。また，制御室及びこれに

連絡する通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りするための

区域は，運転員その他の従事者が支

障なく入ることができる設計とする

とともに，運転員その他の従事者

が，制御室に一定期間とどまり，必

要な操作を行う際に過度の被ばくを

受けないよう，適切な遮蔽を設ける

設計とする。 

中央制御室は，環境モニタリング

設備であるモニタリングポスト及び

ダストモニタから，設計基準事故時

における迅速な対応のために必要な

情報を表示できる設計とする。 

制御室等は，設計基準事故が発生

した場合において，設置又は保管し

た所内通信連絡設備により，再処理

事業所内の各所の者への必要な操

作，作業又は退避の指示等の連絡を

ブザー鳴動等により行うことができ

る設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニ

タは，「チ．（２）屋外管理用の主

要な設備の種類」に記載する。 

所内通信連絡設備は，「リ．

（４）（ⅹ）通信連絡設備」に記載

する。 

中央制御室は，各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果を与える全交流

動力電源の喪失を要因とする「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」と「放

射線分解により発生する水素による

爆発」の重畳において，実施組織要

員のマスクの着用及び交代要員体制

を考慮せず，制御室換気設備の代替
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（6/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

制御建屋中央制御室換気設備による

外気取入れにて換気を実施している

状況下において評価し，中央制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行

う実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工

施設から中央制御室に移動する要員

の実効線量が，７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室は，各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果を与える臨界事

故時において，実施組織要員のマス

クの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，制御室換気設備の代替使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による外気取入れにて換気を実施し

ている状況下において評価し，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量

が，７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室

の外側が放射性物質により汚染した

ような状況下において，実施組織要

員が中央制御室の外側から中央制御

室に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，出入管理建

屋から中央制御室に連絡する通路上

又は制御建屋の外から中央制御室に

連絡する通路上に作業服の着替え，

防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以

下「出入管理区画」という。）を設

ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下におい

制御建屋中央制御室換気設備による

外気取入れにて換気を実施している

状況下において評価し，中央制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行

う実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工

施設から中央制御室に移動する要員

の実効線量が，７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室は，各重大事故の有効

性評価の対象としている事象のう

ち，最も厳しい結果を与える臨界事

故時において，実施組織要員のマス

クの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，制御室換気設備の代替使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による外気取入れにて換気を実施し

ている状況下において評価し，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量

が，７日間で100ｍＳｖを超えない

設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室

の外側が放射性物質により汚染した

ような状況下において，実施組織要

員が中央制御室の外側から中央制御

室に放射性物質による汚染を持ち込

むことを防止するため，出入管理建

屋から中央制御室に連絡する通路上

又は制御建屋の外から中央制御室に

連絡する通路上に作業服の着替え，

防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以

下「出入管理区画」という。）を設

ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下におい
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（7/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

て，実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外

側から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に放射性物質によ

る汚染を持ち込むことを防止するた

め，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上

に出入管理区画を設ける設計とす

る。 

出入管理区画用資機材は，出入管

理区画を設置する場所の近傍に予備

品を含め必要数以上を配備する。 

制御室にとどまるために必要な居

住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御

室遮蔽設備，制御室環境測定設備及

び制御室放射線計測設備で構成す

る。 

また，重大事故等が発生した場合

において，制御室に重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

て，実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外

側から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に放射性物質によ

る汚染を持ち込むことを防止するた

め，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上

に出入管理区画を設ける設計とす

る。 

出入管理区画用資機材は，出入管

理区画を設置する場所の近傍に予備

品を含め必要数以上を配備する。 

制御室にとどまるために必要な居

住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御

室遮蔽設備，制御室環境測定設備及

び制御室放射線計測設備で構成す

る。 

また，重大事故等が発生した場合

において，制御室に重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録できる設備として計

測制御装置を設ける設計とする。 

 

 添付書類六  

1.9.20 制御室等 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲

げるところにより、制御室（安全機

能を有する施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を

添付書類六 

1.9.20 制御室等 

（制御室等） 

第二十条 再処理施設には、次に掲

げるところにより、制御室（安全機

能を有する施設に属するものに限

る。以下この条において同じ。）を

新規要求事項のため,既許可申請書

に記載はない 

【追加要求事項に対する適合性の追

加】 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイ

ド」（平成29年４月５日 原規技発第

1704052号 原子力規制委員会決定）

に基づく評価により,「敷地内の固定

施設に対しては，緊急時対策所の指
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（8/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保する

ために必要なパラメータを監視でき

るものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系

統設備を有するものとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握す

る設備を有するものとすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要

な施設には、再処理施設の健全性を

確保するために必要なパラメータを

監視するための設備及び再処理施設

の安全性を確保するために必要な操

作を手動により行うことができる設

備を設けなければならない。 

 

３ 制御室及びこれに連絡する通路

並びに運転員その他の従事者が制御

室に出入りするための区域には、設

計基準事故が発生した場合に再処理

施設の安全性を確保するための措置

をとるため、従事者が支障なく制御

室に入り、又は一定期間とどまり、

かつ、当該措置をとるための操作を

行うことができるよう、遮蔽その他

の適切な放射線防護措置、気体状の

放射性物質及び制御室外の火災又は

爆発により発生する有毒ガスに対す

る換気設備の隔離その他の当該従事

者を適切に防護するための設備を設

けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設けなければならない。 

一 再処理施設の健全性を確保する

ために必要なパラメータを監視でき

るものとすること。 

二 主要な警報装置及び計測制御系

統設備を有するものとすること。 

三 再処理施設の外の状況を把握す

る設備を有するものとすること。 

２ 分離施設、精製施設その他必要

な施設には、再処理施設の健全性を

確保するために必要なパラメータを

監視するための設備及び再処理施設

の安全性を確保するために必要な操

作を手動により行うことができる設

備を設けなければならない。 

 

３ 設計基準事故が発生した場合に

再処理施設の安全性を確保するため

の措置をとるため、従事者が支障な

く制御室に入り、又は一定期間とど

まり、かつ、当該措置をとるための

操作を行うことができるよう、次の

各号に掲げる場所の区分に応じ、当

該各号に定める設備を設けなければ

ならない。 

 

一 制御室及びその近傍並びに有毒

ガスの発生源の近傍 工場等内にお

ける有毒ガスの発生を検出するため

の装置及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に制御室において

自動的に警報するための装置 

 

二 制御室及びこれに連絡する通路

並びに運転員その他の従事者が制御

室に出入りするための区域 遮蔽壁

その他の適切に放射線から防護する

ための設備、気体状の放射性物質及

び制御室外の火災又は爆発により発

示要員の吸気中の有毒ガス濃度の評

価結果が有毒ガス防護のための判断

基準値を下回ることを確認した。ま

た，敷地外の固定施設及び敷地内の

可動施設に対しては，通信連絡設備

による連絡で有毒ガスの発生を認知

できる」ことから，「制御室及びその

近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍

工場等内における有毒ガスの発生を

検出するための装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出した場合に制

御室において自動的に警報するため

の装置」は必要ない。 

 

以上より，検知に値する有毒ガスの

発生が見込めないことから，有毒ガ

スの検知の防護設計の要否について

確認した結果を「添付資料六 

1.9.20 制御室等」の適合のための

設計方針に新規追加する。 

(8/14,11/14) 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（9/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

 

 

 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

 再処理施設には，再処理施設の運

転の状態を連続的に監視及び制御す

るため，制御室を設ける設計とす

る。 

 

第１項第１号について 

 再処理施設の健全性を確保するた

めに，制御室に設ける監視制御盤及

び安全系監視制御盤により，ウラン

の精製施設に供給される溶液中のプ

ルトニウム濃度，可溶性中性子吸収

材を使用する場合にあっては，その

濃度，使用済燃料溶解槽内の温度，

蒸発缶の温度及び圧力，廃液槽の冷

却水の流量及び温度，機器内の溶液

の液位，燃料貯蔵プール水位等の主

要なパラメータを監視できる設計と

する。また，設計基準事故時におい

て，設計基準事故の状態を知り対策

を講じるために必要なパラメータで

ある可溶性中性子吸収剤の濃度等の

監視が可能な設計とする。 

 

第１項第２号について 

 制御室には，主要な警報装置及び

計測制御系統設備として監視制御盤

及び安全系監視制御盤を設ける設計

とする。 

 

第１項第３号について 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性

があると想定される自然現象等に加

生する有毒ガスに対し換気設備を隔

離するための設備その他の従事者を

適切に防護するための設備 

 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

 再処理施設には，再処理施設の運

転の状態を連続的に監視及び制御す

るため，制御室を設ける設計とす

る。 

 

第１項第１号について 

 再処理施設の健全性を確保するた

めに，制御室に設ける監視制御盤及

び安全系監視制御盤により，ウラン

の精製施設に供給される溶液中のプ

ルトニウム濃度，可溶性中性子吸収

材を使用する場合にあっては，その

濃度，使用済燃料溶解槽内の温度，

蒸発缶の温度及び圧力，廃液槽の冷

却水の流量及び温度，機器内の溶液

の液位，燃料貯蔵プール水位等の主

要なパラメータを監視できる設計と

する。また，設計基準事故時におい

て，設計基準事故の状態を知り対策

を講じるために必要なパラメータで

ある可溶性中性子吸収剤の濃度等の

監視が可能な設計とする。 

 

第１項第２号について 

 制御室には，主要な警報装置及び

計測制御系統設備として監視制御盤

及び安全系監視制御盤を設ける設計

とする。 

 

第１項第３号について 

 再処理施設に影響を及ぼす可能性

があると想定される自然現象等に加
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（10/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

え，昼夜にわたり再処理事業所内の

状況を，暗視機能等を持った屋外の

監視カメラを遠隔操作することによ

り制御室にて把握することができる

設計とする。なお，監視カメラの操

作は，中央制御室が主として行い，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室でも操作が可能な設計と

する。 

 また，地震，竜巻等による再処理

事業所内の状況の把握に有効なパラ

メータは，気象観測設備等で測定し

中央制御室にて確認できる設計とす

る。これらの気象情報等は，中央制

御室内のファクシミリ等により使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室でも把握できる設計とする。 

 さらに，制御室に公的機関から気

象情報を入手できる設備を設置し，

地震，竜巻情報等を入手できる設計

とする。 

 

第２項について 

 分離施設，精製施設その他必要な

施設には，冷却，水素掃気又は閉じ

込め機能に係る再処理施設の安全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視するための設備として，安全

冷却水の供給圧力，安全圧縮空気系

の貯槽圧力又は液位等を表示する設

備を設けるとともに，冷却に係る安

全冷却水系の故障系列の隔離，水素

掃気に係わる安全圧縮空気系の空気

圧縮機の起動及び停止，空気貯槽の

切り替え，安全圧縮空気系の故障系

列の隔離，閉じ込めに係る換気系統

のダンパ閉止，安全蒸気ボイラの起

動及び停止並びに非常用ディーゼル

発電機の起動及び停止の操作を手動

え，昼夜にわたり再処理事業所内の

状況を，暗視機能等を持った屋外の

監視カメラを遠隔操作することによ

り制御室にて把握することができる

設計とする。なお，監視カメラの操

作は，中央制御室が主として行い，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室でも操作が可能な設計と

する。 

 また，地震，竜巻等による再処理

事業所内の状況の把握に有効なパラ

メータは，気象観測設備等で測定し

中央制御室にて確認できる設計とす

る。これらの気象情報等は，中央制

御室内のファクシミリ等により使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室でも把握できる設計とする。 

 さらに，制御室に公的機関から気

象情報を入手できる設備を設置し，

地震，竜巻情報等を入手できる設計

とする。 

 

第２項について 

 分離施設，精製施設その他必要な

施設には，冷却，水素掃気又は閉じ

込め機能に係る再処理施設の安全性

を確保するために必要なパラメータ

を監視するための設備として，安全

冷却水の供給圧力，安全圧縮空気系

の貯槽圧力又は液位等を表示する設

備を設けるとともに，冷却に係る安

全冷却水系の故障系列の隔離，水素

掃気に係わる安全圧縮空気系の空気

圧縮機の起動及び停止，空気貯槽の

切り替え，安全圧縮空気系の故障系

列の隔離，閉じ込めに係る換気系統

のダンパ閉止，安全蒸気ボイラの起

動及び停止並びに非常用ディーゼル

発電機の起動及び停止の操作を手動
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（11/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

により行うことができる設備を設け

る設計とする。 

 

第３項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により行うことができる設備を設け

る設計とする。 

 

第３項第１号について 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガ

イド」（平成29年４月５日 原規技

発第1704052号 原子力規制委員会決

定）を参考とし，運転員その他の従

事者の対処能力が損なわれるおそれ

がある有毒ガスに対し，その発生を

検出するための装置及び当該装置が

有毒ガスの発生を検出した場合に制

御室において自動的に警報するため

の装置の要否を確認することとし，

制御室における運転員その他の従事

者の吸気中の有毒ガス濃度を評価し

た。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当

たっては，有毒ガスが大気中に多量

に放出されるかの観点から，有毒化

学物質の揮発性等の性状，貯蔵量，

建屋内保管，換気等の貯蔵状況等を

踏まえ，敷地内及び中央制御室から

半径10ｋｍ以内にある敷地外の固定

施設並びに敷地内の可動施設を対象

とした。 

敷地内の固定施設に対しては，運

転員その他の従事者の吸気中の有毒

ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護

のための判断基準値を下回ることを

確認した。また，敷地外の固定施設

及び敷地内の可動施設に対しては，

通信連絡設備による連絡で有毒ガス

の発生を認知できる。このことか

ら，有毒ガスの発生を検出するため

の装置及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に制御室において

自動的に警報するための装置は必要

ない。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（12/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

 

制御室及びこれに連絡する通路及

びに運転員その他の従事者が制御室

に出入りするための区域には，設計

基準事故が発生した場合に運転員そ

の他の従事者が一定期間とどまり，

再処理施設の安全性を確保するため

の措置がとれるよう，以下の設計及

び措置を講ずる。 

 (１) 設計基準事故発生後，設計

基準事故の対処をすべき運転員その

他の従事者が制御室に接近できるよ

う，これらの制御室へのアクセス通

路を確保する設計とする。 

 (２) 制御室には，運転員その他

の従事者が過度の放射線被ばくを受

けないような遮蔽を設ける設計とす

る。具体的に，想定される最も過酷

な事故時においても，「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める

告示」に定められた緊急作業に係る

放射線業務従事者の線量限度を十分

に下回るように遮蔽を設ける。 

ここで想定される最も過酷な事故

時としては，「運転時の異常な過渡

変化」を超える事象のうち，実効線

量の最も大きな「短時間の全交流動

力電源の喪失」を対象とし，「原子

力発電所中央制御室の居住性に係る

被ばく評価手法について（内規）」

（平成21・7・27原院第１号平成21

年8月12日）に定める想定事故相当

のソースタームを基とした数値，評

価手法及び評価条件を使用して評価

を行う。 

(３) 中央制御室の換気は，設計基

準事故時，屋外での火災又は爆発

時，その他の異常状態が発生した時

 

第３項第２号について 

 制御室及びこれに連絡する通路及

びに運転員その他の従事者が制御室

に出入りするための区域には，設計

基準事故が発生した場合に運転員そ

の他の従事者が一定期間とどまり，

再処理施設の安全性を確保するため

の措置がとれるよう，以下の設計及

び措置を講ずる。 

(１) 設計基準事故発生後，設計基

準事故の対処をすべき運転員その他

の従事者が制御室に接近できるよ

う，これらの制御室へのアクセス通

路を確保する設計とする。 

(２) 制御室には，運転員その他の

従事者が過度の放射線被ばくを受け

ないような遮蔽を設ける設計とす

る。具体的に，想定される最も過酷

な事故時においても，「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則

の規定に基づく線量限度等を定める

告示」に定められた緊急作業に係る

放射線業務従事者の線量限度を十分

に下回るように遮蔽を設ける。 

ここで想定される最も過酷な事故時

としては，「運転時の異常な過渡変

化」を超える事象のうち，実効線量

の最も大きな「短時間の全交流動力

電源の喪失」を対象とし，「原子力

発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価手法について（内規）」

（平成21・7・27原院第１号平成21

年8月12日）に定める想定事故相当

のソースタームを基とした数値，評

価手法及び評価条件を使用して評価

を行う。 

(３) 中央制御室の換気は，設計基

準事故時，屋外での火災又は爆発
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十条）（13/13）          別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 

 

 

 

 

に，外気との連絡口を遮断し，運転

員その他の従事者を放射線被ばく及

び火災又は爆発によって発生した有

毒ガスから防護できる設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気は，屋外

での火災又は爆発時，その他の異常

状態が発生した時に，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員そ

の他の従事者を放射線被ばく及び火

災又は爆発によって発生した有毒ガ

スから防護できる設計とする。 

(４) 通常運転時及び設計基準事故

時の放射線防護及び化学薬品防護に

必要な，防護衣，呼吸器及び防護マ

スクを含む防護具類，サーベイメー

タを備える設計とする。 

 

 

 

 

 

時，その他の異常状態が発生した時

に，外気との連絡口を遮断し，運転

員その他の従事者を放射線被ばく及

び火災又は爆発によって発生した有

毒ガスから防護できる設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気は，屋外で

の火災又は爆発時，その他の異常状

態が発生した時に，必要に応じて外

気との連絡口を遮断し，運転員その

他の従事者を放射線被ばく及び火災

又は爆発によって発生した有毒ガス

から防護できる設計とする。 

(４) 通常運転時及び設計基準事故

時の放射線防護及び化学薬品防護に

必要な，防護衣，呼吸器及び防護マ

スクを含む防護具類，サーベイメー

タを備える設計とする。 
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1 

 

 

有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十六条）（1/6）         別紙―4 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針（見直し案） 
①事業指定基準規則‐②許認可実績

等の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針（見直

し案）の比較結果 

 

再処理施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則 

 

（緊急時対策所） 

第二十六条  

工場等には、設計基準事故が発生し

た場合に適切な措置をとるため、緊

急時対策所を制御室以外の場所に

施設しなければならない。 
 
２ 緊急時対策所及びその近傍並び

に有毒ガスの発生源の近傍には、有

毒ガスが発生した場合に適切な措置

をとるため、工場等内における有毒

ガスの発生を検出するための装置及

び当該装置が有毒ガスの発生を検出

した場合に緊急時対策所において自

動的に警報するための装置その他の

適切に防護するための設備を設けな

ければならない。 
 
 
再処理施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則の解釈 
 
１ 第２項に規定する「有毒ガスの

発生源」とは、有毒ガスの発生時に

おいて、指示要員の対処能力が損な

われる恐れがあるものをいう。「有

毒ガスが発生した場合」とは、緊急

時対策所の指示要員の吸気中の有毒

ガスの濃度が有毒ガス防護のための

判断基準値を超えるおそれがあり、

有毒ガスが緊急時対策所の指示要員

に及ぼす影響により、指示要員の対

処能力が著しく低下し、安全施設の

安全機能が損なわれるおそれがある

ことをいう。「工場等内における有

毒ガスの発生を検出するための装置

及び当該装置が有毒ガスの発生を検

 

四、Ａ．ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｒ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，設計基準事故及び

重大事故等を考慮した設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発

生した場合に，適切な措置をとるた

め，緊急時対策所を制御室以外の場

所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故

等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよ

う，適切な措置を講じた設計とする

とともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するため

に必要な数の原子力防災組織又は非

常時対策組織（以下「非常時対策組

織」という。）の要員を収容できる設

計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

した場合において，マスクの着用，交

代要員体制等による被ばく線量の低

減措置を考慮しなくても，緊急時対

策所にとどまる非常時対策組織の要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、Ａ．ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｒ) 緊急時対策所 

緊急時対策所は，設計基準事故及び

重大事故等を考慮した設計とする。 

再処理施設には，設計基準事故が発

生した場合に，適切な措置をとるた

め，緊急時対策所を制御室以外の場

所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

した場合においても，当該重大事故

等に対処するために必要な指示を行

う要員がとどまることができるよ

う，適切な措置を講じた設計とする

とともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するため

に必要な数の原子力防災組織又は非

常時対策組織（以下「非常時対策組

織」という。）の要員を収容できる設

計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

した場合において，マスクの着用，交

代要員体制等による被ばく線量の低

減措置を考慮しなくても，緊急時対

策所にとどまる非常時対策組織の要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖ

を超えない設計とする。 

緊急時対策所及びその近傍並びに

有毒ガスの発生源の近傍には，有毒

ガスが発生した場合に適切な措置を

とるため，工場等内における緊急時

対策所の指示要員の対処能力が損な

われるおそれがある有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置

 

新規要求事項のため，既許可申請

書に記載はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加要求事項に対する適合性の追

加】 

「工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置

が有毒ガスの発生を検出した場合に

緊急時対策所において自動的に警報

するための装置その他の適切に防護

するための設備を設ける」ことにつ

いては，新規要求事項のため，既許

可申請書に記載はない。当該項目

は,緊急時対策所の設計に該当する

ため,本文ロ．項，及びリ．項へ記

載の追加を実施する。（1/6,2/6）  
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（第二十六条）（2/6）         別紙―4 

 

出した場合に緊急時対策所において

自動的に警報するための装置」につ

いては「有毒ガスの発生を検出し警

報するための装置に関する要求事項

（別記４）」によること。 
 
 
（別記４） 
有毒ガスの発生を検出し警報するた

めの装置に関する要求事項再処理施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則第20 条第３項及び第26 条
第２項の規定に対応する工場等内に

おける有毒ガスの発生1 を検出する

ための装置及び当該装置が有毒ガス

の発生を検出した場合に自動的に警

報するための装置に関する要求事項

については、以下のとおりとする。

なお、同規則の規定と当該要求事項

との対応関係は別表に掲げるところ

による。 
（１）工場等内における有毒ガスの

発生を検出するための装置 
① 工場等内における有毒ガスの発

生源（固定されているものに限

る。）の近傍に、有毒ガスの発生又

は発生の兆候を検出する検出装置を

設置すること。 
② 有毒ガスの到達を検出するため

に、制御室近傍に検出装置を設置す

ること。 
③ 有毒ガスの到達を検出するため

に、緊急時対策所近傍に検出装置を

設置すること。 
 
（２）当該装置が有毒ガスの発生を

検出した場合に自動的に警報するた

めの装置 
① 制御室には、（１）①から③に

掲げる検出装置からの信号を受信し

て制御室で自動的に警報する警報装

置を設置すること。 
② 緊急時対策所には、（１）③に

 

 

 

 

 

 

四、Ａ．リ．その他再処理設備の附

属施設の構造及び設備 

(４) その他の主要な事項 

再処理施設には，設計基準事故が

発生した場合に，適切な措置をとる

ため，緊急時対策所を制御室以外の

場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待

機室及び全社対策室から構成され，

緊急時対策建屋に設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造）で，地上１階（一部

地上２階建て），地下１階，建築面

積約4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を

第184図及び第185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送

設備が伝送する事故状態等の把握に

必要なデータ並びに環境モニタリン

グ設備のモニタリングポスト及びダ

ストモニタのデータを把握できる設

計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.

（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に，モ

ニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

が有毒ガスの発生を検出した場合に

緊急時対策所において自動的に警報

するための装置その他の適切に防護

するための設備を設ける設計とす

る。 

 

四、Ａ．リ．その他再処理設備の附

属施設の構造及び設備 

(４) その他の主要な事項 

再処理施設には，設計基準事故が

発生した場合に，適切な措置をとる

ため，緊急時対策所を制御室以外の

場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待

機室及び全社対策室から構成され，

緊急時対策建屋に設置する設計とす

る。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造）で，地上１階（一部

地上２階建て），地下１階，建築面

積約4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を

第184図及び第185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送

設備が伝送する事故状態等の把握に

必要なデータ並びに環境モニタリン

グ設備のモニタリングポスト及びダ

ストモニタのデータを把握できる設

計とする。 

所内データ伝送設備は，「リ.

（４）(ⅹ) 通信連絡設備」に，モ

ニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．放射線管理施設の設備」

に記載する。 

緊急時対策所及びその近傍並びに

有毒ガスの発生源の近傍には，有毒

ガスが発生した場合において, 緊急

時対策所の指示要員が適切な措置を

とることができるよう，工場等内に

おける緊急時対策所の指示要員の対

処能力が損なわれるおそれがある有
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掲げる検出装置からの信号を受信し

て緊急時対策所で自動的に警報する

警報装置を設置すること。 
1 有毒ガスの発生時において制御室

及び緊急時対策所の指示要員の対

処能力が損なわれるおそれがある

ものに限る。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発

生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備と

して適切な遮蔽設備及び換気設備を

設ける等の措置を講じた設計とする

とともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するた

めに必要な数の非常時対策組織の要

員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動によ

る地震力に対し，耐震構造とする緊

急時対策建屋内に設けることによ

り，その機能を喪失しない設計とす

る。また，緊急時対策建屋は，大き

な影響を及ぼすおそれがある津波に

対して必要な機能が損なわれること

がないよう，標高約55ｍ及び海岸か

らの距離約５ｋｍの地点に設置する

設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有する

ことにより，共通要因によって制御

室と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が

放射性物質により汚染したような状

況下において，現場作業に従事した

要員による緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身

体汚染検査並びに除染作業ができる

毒ガスの発生を検出するための装置

及び当該装置が有毒ガスの発生を検

出した場合に緊急時対策所において

自動的に警報するための装置その他

の適切に防護するための設備を設け

る設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発

生した場合においても，当該重大事

故等に対処するために必要な指示を

行う要員がとどまることができるよ

う，居住性を確保するための設備と

して適切な遮蔽設備及び換気設備を

設ける等の措置を講じた設計とする

とともに，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を把握できる設備及

び再処理施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な設備を設置又は配備す

る。また，重大事故等に対処するた

めに必要な数の非常時対策組織の要

員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動によ

る地震力に対し，耐震構造とする緊

急時対策建屋内に設けることによ

り，その機能を喪失しない設計とす

る。また，緊急時対策建屋は，大き

な影響を及ぼすおそれがある津波に

対して必要な機能が損なわれること

がないよう，標高約55ｍ及び海岸か

らの距離約５ｋｍの地点に設置する

設計とする。 

緊急時対策所は，独立性を有する

ことにより，共通要因によって制御

室と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が

放射性物質により汚染したような状

況下において，現場作業に従事した

要員による緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，作業服の

着替え，防護具の着装及び脱装，身

体汚染検査並びに除染作業ができる
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区画を設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大

事故等に対して十分な保守性を見込

み，冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び放射線分解により発生する水素

による爆発の同時発生において，多

段の重大事故等の拡大防止対策が機

能しないことを仮定した場合におい

て，かつ，マスクの着用，交代要員

体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急

時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対

策建屋換気設備の機能があいまっ

て，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日

間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大

事故等時において，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員

に加え，重大事故等による工場等外

への放射性物質及び放射線の放出を

抑制するために必要な非常時対策組

織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設

において事故が同時に発生した場合

に対処する要員として，最大360人

を収容できる設計とする。また，気

体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出することにより居住性が確保

できなくなるおそれがある場合は，

重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員など，約50人の要員

がとどまることができる設計とす

る。 

 

区画を設ける設計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大

事故等に対して十分な保守性を見込

み，冷却機能の喪失による蒸発乾固

及び放射線分解により発生する水素

による爆発の同時発生において，多

段の重大事故等の拡大防止対策が機

能しないことを仮定した場合におい

て，かつ，マスクの着用，交代要員

体制等による被ばく線量の低減措置

を考慮しない場合においても，緊急

時対策建屋の遮蔽設備及び緊急時対

策建屋換気設備の機能があいまっ

て，緊急時対策所にとどまる非常時

対策組織の要員の実効線量が，７日

間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。 

緊急時対策所は，想定される重大

事故等時において，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員

に加え，重大事故等による工場等外

への放射性物質及び放射線の放出を

抑制するために必要な非常時対策組

織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設

において事故が同時に発生した場合

に対処する要員として，最大360人

を収容できる設計とする。また，気

体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出することにより居住性が確保

できなくなるおそれがある場合は，

重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員など，約50人の要員

がとどまることができる設計とす

る。 
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 添付書類六 

1.9.26 緊急時対策所 

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準

事故が発生した場合に適切な措置を

とるため、緊急時対策所を制御室以

外の場所に設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再

処理施設内の情報の把握等，適切な

措置をとるため，制御室以外の場所

に緊急時対策所を設ける。緊急時対

策所は，異常等に対処するために必

要な指示を行うための要員等を収容

でき，必要な期間にわたり安全にと

どまることができることを確認する

ため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を

介さず設計基準事故に対処するため

に必要な再処理施設の情報を収集す

る設備として，データ収集装置及び

データ表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外

の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，デー

タ伝送設備，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電

話を設置又は配備する。 

 

添付書類六 

1.9.26 緊急時対策所  

（緊急時対策所） 

第二十六条 工場等には、設計基準

事故が発生した場合に適切な措置を

とるため、緊急時対策所を制御室以

外の場所に設けなければならない。 

 

 適合のための設計方針 

第１項について 

設計基準事故が発生した場合に，再

処理施設内の情報の把握等，適切な

措置をとるため，制御室以外の場所

に緊急時対策所を設ける。緊急時対

策所は，異常等に対処するために必

要な指示を行うための要員等を収容

でき，必要な期間にわたり安全にと

どまることができることを確認する

ため可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配備する。 

緊急時対策所は，制御室の運転員を

介さず設計基準事故に対処するため

に必要な再処理施設の情報を収集す

る設備として，データ収集装置及び

データ表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設の内外

の必要な場所との通信連絡を行うた

め，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，デー

タ伝送設備，一般加入電話，一般携

帯電話，衛星携帯電話，ファクシミ

リ，ページング装置及び専用回線電

話を設置又は配備する。 

 

第２項について 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイ

ド」（平成29年４月５日 原規技発第

1704052号 原子力規制委員会決定）

に基づき，緊急時対策所の指示要員

の対処能力が損なわれるおそれがあ

新規要求事項のため,既許可申請書に

記載はない 

【追加要求事項に対する適合性の追

加】 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイ

ド」（平成29年４月５日 原規技発第

1704052号 原子力規制委員会決定）に

基づく評価により,「敷地内の固定施

設に対しては，緊急時対策所の指示要

員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結

果が有毒ガス防護のための判断基準

値を下回ることを確認した。また，敷

地外の固定施設及び敷地内の可動施

設に対しては，通信連絡設備による連

絡で有毒ガスの発生を認知できる」こ

とから,「工場等内における有毒ガス

の発生を検出するための装置及び当

該装置が有毒ガスの発生を検出した

場合に緊急時対策所において自動的

に警報するための装置」は必要ない。 
 

以上より，検知に値する有毒ガスの

発生が見込めないことから,有毒ガス

の検知の防護設計の要否について確

認した結果を「添付資料六 1.9.26 

緊急時対策所」の適合のための設計

方針に新規追加する。 

(5/6) 
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る有毒ガスに対し，その発生を検出

するための装置及び当該装置が有毒

ガスの発生を検出した場合に緊急時

対策所において自動的に警報するた

めの装置の要否を確認することと

し，緊急時対策所における緊急時対

策所の指示要員の吸気中の有毒ガス

濃度を評価した。 

有毒ガス防護に係る影響評価に当た

っては，有毒ガスが大気中に多量に

放出されるかの観点から，有毒化学

物質の揮発性等の性状，貯蔵量，建

屋内保管，換気等の貯蔵状況等を踏

まえ，敷地内及び中央制御室から半

径10ｋｍ以内にある敷地外の固定施

設並びに敷地内の可動施設を対象と

した。 

敷地内の固定施設に対しては，緊急

時対策所の指示要員の吸気中の有毒

ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護

のための判断基準値を下回ることを

確認した。また，敷地外の固定施設

及び敷地内の可動施設に対しては，

通信連絡設備による連絡で有毒ガス

の発生を認知できる。このことか

ら，有毒ガスの発生を検出するため

の装置及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に緊急時対策所に

おいて自動的に警報するための装置

は必要ない。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（1/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

①技術的能力審査基準 ②許認可実績等 ③適合方針（見直し案） 
①技術的能力審査基準‐②許認可実

績等の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針（見直

し案）の比較結果 

使用済燃料の再処理の事業に係る再

処理事業者の重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基

準 

 

１．重大事故等対策における要求事

項 

１.０ 共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る要

求事項 

①切替えの容易性 

再処理事業者において、本来の用途

以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備にあって

は、通常時に使用する系統から速や

かに切り替えるために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されている

こと。 

 

②アクセスルートの確保 

再処理事業者において、想定される

重大事故等が発生した場合におい

て、可搬型重大事故等対処設備を運

搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、再処理施設を設置する

工場又は事業所（以下「工場等」と

いう。）内の道路及び通路が確保で

きるよう、実効性のある運用管理を

行う方針であること。 

 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品等の確保 

八、ハ.重大事故に至るおそれがある

事故（運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故を除く。）又は重大事

故に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される事

故の程度及び影響の評価を行うため

に設定した条件及びその評価の結果 

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力発

電所の事故の教訓を踏まえた重大事

故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大

規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに

よる再処理施設の大規模な損壊が発

生した場合（以下「大規模損壊」と

いう。）若しくは大規模損壊が発生

するおそれがある場合における以下

の重大事故等対処設備に係る事項，

復旧作業に係る事項，支援に係る事

項，手順書の整備，教育，訓練の実

施及び体制の整備を考慮し，当該事

故等に対処するために必要な手順書

の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対

策」については，重大事故等対策の

ための手順を整備し，重大事故等の

対応を実施する。「ハ．(２) (ⅱ) 

大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項」について

八、ハ.重大事故に至るおそれがある

事故（運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故を除く。）又は重大事

故に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される事

故の程度及び影響の評価を行うため

に設定した条件及びその評価の結果 

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力発

電所の事故の教訓を踏まえた重大事

故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大

規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに

よる再処理施設の大規模な損壊が発

生した場合（以下「大規模損壊」と

いう。）若しくは大規模損壊が発生

するおそれがある場合における以下

の重大事故等対処設備に係る事項，

復旧作業に係る事項，支援に係る事

項，手順書の整備，教育，訓練の実

施及び体制の整備を考慮し，当該事

故等に対処するために必要な手順書

の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対

策」については，重大事故等対策の

ための手順を整備し，重大事故等の

対応を実施する。「ハ．(２) (ⅱ) 

大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項」について

新規要求事項でないが,審査基準

にて有毒ガス発生時の防護及び発生

の連絡については,現場環境確認（屋

内のアクセスルートの確認）,事業指

定基準規則第４７条等に規定する通

信連絡設備である可搬型通話装置の

設置により,有毒ガスの有無の確認,

制御室への連絡が行えること,重大

事故等に対する手順書に包含されて

いる。 

また,「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員のうち初動

対応を行う者に対する防護具の配

備、着用等」についても,現場環境確

認及び重大事故等に対する手順書に

包含されている。 

体制については,現場環境確認（屋

内のアクセスルートの確認）による

有毒ガスの有無の結果及び初動対応

を行う者に対する防護具の配備,着

用等により,「運転・対処要員の吸気

中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護の

ための判断基準値以下」とすること

ができることから,重大事故等に対

する手順書に包含されている。 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容

の取り込み）】 

有毒ガス発生時の防護については,

審査基準のⅢ （４）手順書の整

備、訓練の実施及び体制の整備【解

釈】１g)で定められている。 

既許可における有毒ガス発生時の防

護手順については，「1.0 地震を要

因とする重大事故等における対応手

順等（共通）」の現場環境確認によ

る有毒ガス発生の有無, 「１．１ 

臨界事故の拡大を防止するための手

順等」,「１．２ 冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固に対処するための手順

等」,「１．３ 放射線分解により発

生する水素による爆発に対処するた

めの手順等」,「１．４ 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するため

の手順等」,「１．５ 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順等」,

「１．７ 工場等外への放射性物質

等の放出を抑制するための手順

等」,「１．８ 重大事故等への対処

に必要となる水の供給手順等」,

「１．９ 電源の確保に関する手順

等」,「１．１０ 事故時の計装に関

する手順等」,「１．１１ 制御室の

居住性等に関する手順等」,「１．

１２ 監視測定等に関する手順等」,

「１．１３ 緊急時対策所の居住性

等に関する手順等」の作業性にて,

「作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用」の対応手順が包含されて
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（2/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

再処理事業者において、安全機能を

有する施設（事業指定基準規則第１

条第２項第４号に規定する安全機能

を有する施設をいう。）のうち重大

事故対策に必要な施設の取替可能な

機器及び部品等について、適切な予

備品及び予備品への取替えのために

必要な機材等を確保する方針である

こと。 

②保管場所 

再処理事業者において、上記予備品

等を、外部事象の影響を受けにくい

場所に、位置的分散などを考慮して

保管する方針であること。 

③アクセスルートの確保 

再処理事業者において、想定される

重大事故等が発生した場合におい

て、設備の復旧作業のため、工場等

内の道路及び通路が確保できるよ

う、実効性のある運用管理を行う方

針であること。 

（３）支援に係る要求事項 

再処理事業者において、工場等内で

あらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備、予備品及び燃料等）

により、事故発生後７日間は事故対

応を維持できる方針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、

外部からの支援計画を定める方針で

あること。 

さらに、工場等外であらかじめ用意

された手段（重大事故等対処設備、

予備品及び燃料等）により、事故発

生後６日間までに支援を受けられる

方針であること。 

（４）手順書の整備、訓練の実施及

は，「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等

対策」の対応手順を基に，大規模な

損壊が発生した場合の様々な状況に

おいても，事象進展の抑制及び緩和

を行うための手順を整備し，大規模

な損壊が発生した場合の対応を実施

する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下

「技術的能力審査基準」という。）

で規定する内容に加え，「事業指定

基準規則」に基づいて整備する設備

の運用手順等についても考慮した

「重大事故等対策の手順の概要」，

「重大事故等対策における操作の成

立性」及び「事故対処するために必

要な設備」を含めて手順等を適切に

整備する。重大事故等対策の手順の

概要を第５表，重大事故等対策にお

ける操作の成立性を第６表, 事故対

処するために必要な設備を第７表に

示す。 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 

(ハ) ６） 放射性物質の漏えい」

に示すとおり，液体状，固体状及び

気体状の放射性物質に関する閉じ込

は，「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等

対策」の対応手順を基に，大規模な

損壊が発生した場合の様々な状況に

おいても，事象進展の抑制及び緩和

を行うための手順を整備し，大規模

な損壊が発生した場合の対応を実施

する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下

「技術的能力審査基準」という。）

で規定する内容に加え，「事業指定

基準規則」に基づいて整備する設備

の運用手順等についても考慮した

「重大事故等対策の手順の概要」，

「重大事故等対策における操作の成

立性」及び「事故対処するために必

要な設備」を含めて手順等を適切に

整備する。重大事故等対策の手順の

概要を第５表，重大事故等対策にお

ける操作の成立性を第６表, 事故対

処するために必要な設備を第７表に

示す。 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) 

(ハ) ６） 放射性物質の漏えい」

に示すとおり，液体状，固体状及び

気体状の放射性物質に関する閉じ込

いることから,既許可の設計方針に

影響はないが,審査基準（技術的能

力）の要求事項に対する適合性が明

記されていないことから,技術的能

力審査基準の解釈a)～f)の内容が記

載されている既許可の「八、

ハ.(２) (ⅰ) 重大事故等対策

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及

び体制の整備」に手順書の整備の記

載を追加する。（11/72） 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（3/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

び体制の整備 

再処理事業者において、重大事故等

に的確かつ柔軟に対処できるよう、

あらかじめ手順書を整備し、訓練を

行うとともに人員を確保する等の必

要な体制の適切な整備が行われてい

るか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

１．１ 臨界事故の拡大を防止するた

めの手順等 

１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等 

１．３ 放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するための手順

等 

１．４ 有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための手順等 

１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等 

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等の

ための手順等 

１．７ 工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等 

１．８ 重大事故等への対処に必要と

なる水の供給手順等 

１．９ 電源の確保に関する手順等 

１．１０ 事故時の計装に関する手順

等 

１．１１ 制御室の居住性等に関する

手順等 

１．１２ 監視測定等に関する手順等 

１．１３ 緊急時対策所の居住性等に

関する手順等 

１．１４ 通信連絡に関する手順等 

２．大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

め機能の喪失が発生した場合におい

ても，放射性物質の漏えいは発生が

想定されないことから，放射性物質

の漏えいに対処するための手順等は

不要である。 

 

(ⅰ) 重大事故等対策 

(ａ) 重大事故等対処設備に係る事

項 

(イ) 切替えの容易性 

(ロ) アクセスルートの確保 

(ｂ) 復旧作業に係る事項 

(イ) 予備品等の確保 

(ロ) 保管場所の確保 

(ハ) 復旧作業に係るアクセスルー

トの確保 

(ｃ) 支援に係る事項 

(イ) 概要 

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及

び体制の整備 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，

教育及び訓練を実施するとともに，

必要な体制を整備する。 

(イ) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処でき

るように重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

１） 全ての交流動力電源及び常設

直流電源系統の喪失，安全機能を有

する施設の機器若しくは計測器類の

多重故障が，単独で，同時に又は連

鎖して発生した状態において，限ら

れた時間の中で，再処理施設の状態

め機能の喪失が発生した場合におい

ても，放射性物質の漏えいは発生が

想定されないことから，放射性物質

の漏えいに対処するための手順等は

不要である。 

 

(ⅰ) 重大事故等対策 

(ａ) 重大事故等対処設備に係る事

項 

(イ) 切替えの容易性 

(ロ) アクセスルートの確保 

(ｂ) 復旧作業に係る事項 

(イ) 予備品等の確保 

(ロ) 保管場所の確保 

(ハ) 復旧作業に係るアクセスルー

トの確保 

(ｃ) 支援に係る事項 

(イ) 概要 

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及

び体制の整備 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，

教育及び訓練を実施するとともに，

必要な体制を整備する。 

(イ) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処でき

るように重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

１） 全ての交流動力電源及び常設

直流電源系統の喪失，安全機能を有

する施設の機器若しくは計測器類の

多重故障が，単独で，同時に又は連

鎖して発生した状態において，限ら

れた時間の中で，再処理施設の状態
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

ズムへの対応における要求事項 

 

 

 

 

 

Ⅲ 要求事項の解釈 

要求事項の規定については、以下の

とおり解釈する。 

なお、本項においては、要求事項を

満たすために必要な措置のうち、手

順等の整備が中心となるものを例示

したものである。重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力には、以

下の解釈において規定する内容に加

え、事業指定基準規則に基づいて整

備される設備の運用手順等について

も当然含まれるものであり、これら

を含めて手順等が適切に整備されな

ければならない。 

また、以下の要求事項を満足する技

術的内容は、本解釈に限定されるも

のでなく、要求事項に照らして十分

な保安水準が達成できる技術的根拠

があれば、要求事項に適合するもの

と判断する。 

 

１．重大事故等対策における要求事

項の解釈 

１.０ 共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る要

求事項 

①切り替えの容易性 

【要求事項】（注：Ⅱ 要求事項の再

掲。以下同じ。） 

の把握及び重大事故等対策の適切な

判断を行うため，必要な情報の種

類，その入手の方法及び判断基準を

明確にし，重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の

状態を把握するための手順及び計測

に必要な計器電源が喪失した場合の

手順を重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設

置し，定期的にパラメータ確認を行

うことを重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

具体的には，第５表に示す「重大事

故等対策における手順の概要」のう

ち「事故時の計装に関する手順等」

の内容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，

航空機落下，近隣工場等の火災等)の

発生を確認するための暗視機能を有

する監視カメラの表示装置並びに敷

地内の気象観測関係の表示装置を設

ける。また, 火災発生等を確認した

場合に消火活動等の対策着手するた

めの判断基準を明確にした手順書を

整備する。 

の把握及び重大事故等対策の適切な

判断を行うため，必要な情報の種

類，その入手の方法及び判断基準を

明確にし，重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の

状態を把握するための手順及び計測

に必要な計器電源が喪失した場合の

手順を重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設

置し，定期的にパラメータ確認を行

うことを重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

具体的には，第５表に示す「重大事

故等対策における手順の概要」のう

ち「事故時の計装に関する手順等」

の内容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，

航空機落下，近隣工場等の火災等)の

発生を確認するための暗視機能を有

する監視カメラの表示装置並びに敷

地内の気象観測関係の表示装置を設

ける。また, 火災発生等を確認した

場合に消火活動等の対策着手するた

めの判断基準を明確にした手順書を

整備する。 

267



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（5/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

再処理事業者において、本来の用途

以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備にあって

は、通常時に使用する系統から速や

かに切り替えるために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されている

こと。 

②アクセスルートの確保 

【要求事項】 

再処理事業者において、想定される

重大事故等が発生した場合におい

て、可搬型重大事故等対処設備を運

搬し、又は他の設備の被害状況を把

握するため、再処理施設を設置する

工場又は事業所（以下「工場等」と

いう。）内の道路及び通路が確保で

きるよう、実効性のある運用管理を

行う方針であること。 

 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品等の確保 

【要求事項】 

再処理事業者において、安全機能を

有する施設（事業指定基準規則第１

条第２項第４号に規定する安全機能

を有する施設をいう。）のうち重大

事故対策に必要な施設の取替可能な

機器及び部品等について、適切な予

備品及び予備品への取替えのために

必要な機材等を確保する方針である

こと。 

【解釈】 

１ 「予備品への取替えのために必要

な機材等」とは、ガレキ撤去のため

の重機、夜間対応及び気象条件を考

２） 重大事故等の発生及び拡大を

防ぐために最優先すべき操作等の判

断基準をあらかじめ明確にし，限ら

れた時間の中で実施すべき重大事故

等への対処について各役割に応じて

対処できるよう，以下のとおり重大

事故等発生時対応手順書を整備す

る。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を

考慮の上，明確な手順着手の判断基

準を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

警報発報により発生を検知する重大

事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理

施設内に可能な限り閉じ込めるため

の対処等を重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡大

防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき拡大防止対策の実施

を判断するのではなく，安全機能の

喪失により，重大事故等の発生防止

対策及び拡大防止対策の実施を同時

に判断することを重大事故等発生時

対応手順書に明記する。 

重大事故等対策を実施する際の優先

順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素によ

る爆発については原則として，ま

２） 重大事故等の発生及び拡大を

防ぐために最優先すべき操作等の判

断基準をあらかじめ明確にし，限ら

れた時間の中で実施すべき重大事故

等への対処について各役割に応じて

対処できるよう，以下のとおり重大

事故等発生時対応手順書を整備す

る。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を

考慮の上，明確な手順着手の判断基

準を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

警報発報により発生を検知する重大

事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理

施設内に可能な限り閉じ込めるため

の対処等を重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡大

防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき拡大防止対策の実施

を判断するのではなく，安全機能の

喪失により，重大事故等の発生防止

対策及び拡大防止対策の実施を同時

に判断することを重大事故等発生時

対応手順書に明記する。 

重大事故等対策を実施する際の優先

順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素によ

る爆発については原則として，ま
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

慮した照明機器等をいう。 

 

②保管場所 

【要求事項】 

再処理事業者において、上記予備品

等を、外部事象の影響を受けにくい

場所に、位置的分散などを考慮して

保管する方針であること。 

③アクセスルートの確保 

【要求事項】 

再処理事業者において、想定される

重大事故等が発生した場合におい

て、設備の復旧作業のため、工場等

内の道路及び通路が確保できるよ

う、実効性のある運用管理を行う方

針であること。 

 

（３）支援に係る要求事項 

【要求事項】 

再処理事業者において、工場等内で

あらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備、予備品及び燃料等）

により、事故発生後７日間は事故対

応を維持できる方針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、

外部からの支援計画を定める方針で

あること。 

さらに、工場等外であらかじめ用意

された手段（重大事故等対処設備、

予備品及び燃料等）により、事故発

生後６日間までに支援を受けられる

方針であること。 

 

（４）手順書の整備、訓練の実施及

び体制の整備 

【要求事項】 

ず，高性能粒子フィルタ等により放

射性物質を可能な限り除去した上で

排気できるよう，既存の排気設備の

他，放射性物質の浄化機能を有する

代替策を追加することにより，管理

放出するための重大事故等対策を優

先し，その後に冷却機能及び水素掃

気機能の代替手段としての重大事故

等対策を実施する。これらの対策を

記載した重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

３） 財産（設備等）保護よりも安

全を優先する共通認識を持ち，行動

できるよう，社長は，あらかじめ方

針を示す。 

重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた重大事故等

発生時対応手順書を整備し，判断基

準を明記する。重大事故等対策時に

おいては，統括当直長（実施責任

者）が躊躇せず判断できるように，

財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に基づき，判断基準を定

めた重大事故等発生時対応手順書を

整備する。 

重大事故等対策時の非常時対策組織

の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長(非常

時対策組織本部長)は，財産（設備

等）保護よりも安全を優先する方針

に従った判断を実施する。 

４） 事故の進展状況に応じて具体

的な重大事故等対策を実施するため,

実施組織用及び支援組織用の手順書

を適切に定める。手順書が事故の進

ず，高性能粒子フィルタ等により放

射性物質を可能な限り除去した上で

排気できるよう，既存の排気設備の

他，放射性物質の浄化機能を有する

代替策を追加することにより，管理

放出するための重大事故等対策を優

先し，その後に冷却機能及び水素掃

気機能の代替手段としての重大事故

等対策を実施する。これらの対策を

記載した重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

３） 財産（設備等）保護よりも安

全を優先する共通認識を持ち，行動

できるよう，社長は，あらかじめ方

針を示す。 

重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた重大事故等

発生時対応手順書を整備し，判断基

準を明記する。重大事故等対策時に

おいては，統括当直長（実施責任

者）が躊躇せず判断できるように，

財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に基づき，判断基準を定

めた重大事故等発生時対応手順書を

整備する。 

重大事故等対策時の非常時対策組織

の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長(非常

時対策組織本部長)は，財産（設備

等）保護よりも安全を優先する方針

に従った判断を実施する。 

４） 事故の進展状況に応じて具体

的な重大事故等対策を実施するため,

実施組織用及び支援組織用の手順書

を適切に定める。手順書が事故の進
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

再処理事業者において、重大事故等

に的確かつ柔軟に対処できるよう、

あらかじめ手順書を整備し、訓練を

行うとともに人員を確保する等の必

要な体制の適切な整備が行われてい

るか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 手順書の整備は、以下によるこ

と。 

ａ）再処理事業者において、全ての

交流電源及び常設直流電源系統の喪

失、安全機能を有する施設の機器若

しくは計測器類の多重故障が、単独

で、同時に又は連鎖して発生するこ

と等を想定し、限られた時間の中に

おいて、再処理施設の状態の把握及

び実施すべき重大事故等対策につい

て適切な判断を行うため、必要とな

る情報の種類、その入手の方法及び

判断基準を整理し、まとめる方針で

あること。 

ｂ）再処理事業者において、重大事

故の発生を防ぐために最優先すべき

操作等の判断基準をあらかじめ明確

化する方針であること。 

ｃ）再処理事業者において、財産

（設備等）保護よりも安全を優先す

る方針が適切に示されていること。 

ｄ）再処理事業者において、事故の

進展状況に応じて具体的な重大事故

等対策を実施するための手順書を適

切に定める方針であること。なお、

手順書が、事故の進展状況に応じて

いくつかの種類に分けられる場合

は、それらの構成が明確化され、か

展状況に応じていくつかの種類に分

けられる場合は，それらの構成を明

確化し，かつ，各手順書相互間の移

行基準を明確化する。各手順書は，

重大事故等対策を的確に実施するた

めに，事故の進展状況に応じて，以

下のように構成し定める。 

運転手順書は, 再処理施設の平常運

転時の操作項目，パラメータ等の確

認項目，操作上の注意事項等を定め

る。 

警報対応手順書は, 中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室（以下(２)（ⅰ）

（ⅱ）「制御室」という。）及び現

場制御盤に警報が発生した際に警報

発生原因の除去あるいは設備を安全

な状態に維持するために必要な対応

を警報ごとに定める。 

重大事故等発生時対応手順書は, 複

数の設備の故障等による異常又は重

大事故に至るおそれがある場合に必

要な対応を重大事故事象ごとに記載

する。 

また，重大事故等発生時対応手順書

では，重大事故への進展を防止する

ための発生防止手順書において，重

大事故に至る可能性がある場合の手

順及び事故の拡大を防止するための

手順（放射性物質の放出を防止する

ための手順を含む）を定める。 

平常運転時は, 運転手順書に基づき

対応し，警報が発生した場合は，警

報対応手順書に移行する。警報対応

手順書で対応中に機器の多重故障が

発生し，安全機能の回復ができない

展状況に応じていくつかの種類に分

けられる場合は，それらの構成を明

確化し，かつ，各手順書相互間の移

行基準を明確化する。各手順書は，

重大事故等対策を的確に実施するた

めに，事故の進展状況に応じて，以

下のように構成し定める。 

運転手順書は, 再処理施設の平常運

転時の操作項目，パラメータ等の確

認項目，操作上の注意事項等を定め

る。 

警報対応手順書は, 中央制御室並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室（以下(２)（ⅰ）

（ⅱ）「制御室」という。）及び現

場制御盤に警報が発生した際に警報

発生原因の除去あるいは設備を安全

な状態に維持するために必要な対応

を警報ごとに定める。 

重大事故等発生時対応手順書は, 複

数の設備の故障等による異常又は重

大事故に至るおそれがある場合に必

要な対応を重大事故事象ごとに記載

する。 

また，重大事故等発生時対応手順書

では，重大事故への進展を防止する

ための発生防止手順書において，重

大事故に至る可能性がある場合の手

順及び事故の拡大を防止するための

手順（放射性物質の放出を防止する

ための手順を含む）を定める。 

平常運転時は, 運転手順書に基づき

対応し，警報が発生した場合は，警

報対応手順書に移行する。警報対応

手順書で対応中に機器の多重故障が

発生し，安全機能の回復ができない
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

つ、各手順書相互間の移行基準を明

確化する方針であること。 

ｅ）再処理事業者において、具体的

な重大事故等対策実施の判断基準と

して必要なパラメータを手順書に明

記する方針であること。また、重大

事故等対策実施時のパラメータ挙動

予測、影響評価すべき項目及び監視

パラメータ等を、手順書に整理する

方針であること。 

ｆ）再処理事業者において、前兆事

象を確認した時点で、必要に応じて

事前の対応(例えば大津波警報発令時

の再処理施設の各工程の停止操作)等

ができる手順を整備する方針である

こと。 

ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転

員、緊急時対策所において重大事故

等に対処するために必要な要員及び

重大事故等対処上特に重要な操作

（常設設備と接続する屋外に設けら

れた可搬型重大事故等対処設備（再

処理施設の外から水又は電力を供給

するものに限る。）の接続をい

う。）を行う要員（以下「運転・対

処要員」という。）の防護に関し、

次の①から③に掲げる措置を講じる

ことが定められていること。 

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガ

ス濃度を有毒ガス防護のための判断

基準値以下とするための手順と体制

を整備すること。 

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応す

るため、制御室の運転員及び緊急時

対策所における重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員のう

場合には，統括当直長（実施責任

者）が安全機能の喪失と判断し，重

大事故等発生時対応手順書へ移行す

る。 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて

機能しない場合は，大規模損壊発生

時対応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡散

の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書間相互を的確に移行でき

るよう，移行基準を明確にする。 

５） 重大事故等対策実施の判断基

準として確認する温度，圧力，水位

等の計測可能なパラメータを整理

し，重大事故等発生時対応手順書に

明記する。また，重大事故等対策実

施時におけるパラメータの挙動予

測，影響評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を，重大事故等発生時対

応手順書に明記する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転

手順書及び重大事故等発生時対応手

順書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器で

の確認の可否，記録の可否，直流電

源喪失時における可搬型計器による

場合には，統括当直長（実施責任

者）が安全機能の喪失と判断し，重

大事故等発生時対応手順書へ移行す

る。 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて

機能しない場合は，大規模損壊発生

時対応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡散

の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書間相互を的確に移行でき

るよう，移行基準を明確にする。 

５） 重大事故等対策実施の判断基

準として確認する温度，圧力，水位

等の計測可能なパラメータを整理

し，重大事故等発生時対応手順書に

明記する。また，重大事故等対策実

施時におけるパラメータの挙動予

測，影響評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を，重大事故等発生時対

応手順書に明記する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転

手順書及び重大事故等発生時対応手

順書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器で

の確認の可否，記録の可否，直流電

源喪失時における可搬型計器による

271



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（9/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

ち初動対応を行う者に対する防護具

の配備、着用等運用面の対策を行う

こと。 

③ 事業指定基準規則第４７条等に規

定する通信連絡設備により、有毒ガ

スの発生を制御室の運転員から、当

該運転員以外の運転・対処要員に知

らせること。 

 

２ 訓練は、以下によること。 

ａ）再処理事業者において、重大事

故等対策は幅広い再処理施設の状況

に応じた対策が必要であることを踏

まえ、その教育訓練等は重大事故等

時の再処理施設の挙動に関する知識

の向上を図ることのできるものとす

る方針であること。 

ｂ）再処理事業者において、重大事

故等対策を実施する要員の役割に応

じて、定期的に知識ベースの向上に

資する教育を行うとともに、下記３

ａ）に規定する実施組織及び支援組

織の実効性等を総合的に確認するた

めの演習等を計画する方針であるこ

と。 

ｃ）再処理事業者において、普段か

ら保守点検活動を自らも行って部品

交換等の実務経験を積むことなどに

より、再処理施設及び予備品等につ

いて熟知する方針であること。 

ｄ）再処理事業者において、高線量

下、夜間、悪天候下等の厳しい環境

条件を想定した事故時対応訓練を行

う方針であること。 

ｅ）再処理事業者において、設備及

び事故時用の資機材等に関する情報

計測可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータが故障等により計測不能な場合

における他のパラメータによる推定

方法を重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な情

報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに

対応処置の参考情報とし，重大事故

等発生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，実施組織に対して技術

的助言を行う「技術支援組織」及び

実施組織が重大事故対策に専念でき

る環境を整える「運営支援組織」

（以下，技術支援組織及び運営支援

組織の両者をあわせて「支援組織」

という。）が支援するための参考情

報とし，重大事故等発生時支援実施

手順書に整理する。 

6） 前兆事象として把握ができる

か，重大事故等を引き起こす可能性

があるかを考慮して，設備の安全機

能の維持及び事故の未然防止対策を

あらかじめ検討し，前兆事象を確認

した時点で，必要に応じて事前の対

応ができる体制及び手順書を整備す

る。 

対処により重大事故等に至ることを

防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表

の警報等を踏まえた進展を予測し，

施設の安全機能の維持及び事故の防

止措置を講ずるため, 必要に応じて

計測可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータが故障等により計測不能な場合

における他のパラメータによる推定

方法を重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な情

報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに

対応処置の参考情報とし，重大事故

等発生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，実施組織に対して技術

的助言を行う「技術支援組織」及び

実施組織が重大事故対策に専念でき

る環境を整える「運営支援組織」

（以下，技術支援組織及び運営支援

組織の両者をあわせて「支援組織」

という。）が支援するための参考情

報とし，重大事故等発生時支援実施

手順書に整理する。 

6） 前兆事象として把握ができる

か，重大事故等を引き起こす可能性

があるかを考慮して，設備の安全機

能の維持及び事故の未然防止対策を

あらかじめ検討し，前兆事象を確認

した時点で，必要に応じて事前の対

応ができる体制及び手順書を整備す

る。 

対処により重大事故等に至ることを

防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表

の警報等を踏まえた進展を予測し，

施設の安全機能の維持及び事故の防

止措置を講ずるため, 必要に応じて
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

並びにマニュアルが即時に利用でき

るよう、普段から保守点検活動等を

通じて準備し、及びそれらを用いた

事故時対応訓練を行う方針であるこ

と｡ 

 

３ 体制の整備は、以下によること。 

ａ）再処理事業者において、重大事

故等対策を実施する実施組織及びそ

の支援組織の役割分担及び責任者な

どを定め、効果的な重大事故等対策

を実施し得る体制を整備する方針で

あること。 

ｂ）実施組織とは、運転員等により

構成される重大事故等対策を実施す

る組織をいう。 

ｃ）実施組織は、再処理施設内の各

工程で同時に又は連鎖して重大事故

に至るおそれのある事故が発生した

場合においても対応できる方針であ

ること。 

ｄ）支援組織として、実施組織に対

して技術的助言を行う技術支援組織

及び実施組織が重大事故等対策に専

念できる環境を整える運営支援組織

等を設ける方針であること。 

ｅ）再処理事業者において、重大事

故等対策の実施が必要な状況におい

ては、実施組織及び支援組織を設置

する方針であること。また、あらか

じめ定めた連絡体制に基づき、夜間

及び休日を含めて必要な要員が招集

されるよう定期的に連絡訓練を実施

することにより円滑な要員招集を可

能とする方針であること。 

ｆ）再処理事業者において、重大事

事前の対応ができる体制及び手順書

を整備する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程

の停止操作を実施するための手順書

を整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン

作業の中止等，竜巻防護対象施設を

防護するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

火山の影響により, 降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合に，

事前の対応作業として，可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型

移送ポンプ等の建屋内への移動及び

可搬型建屋外ホースの敷設を実施す

るための手順書並びに除灰作業を実

施するための手順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予想

される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低下

が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するた

めの手順書を整備する。また，必要

に応じて外部からの給水作業を実施

事前の対応ができる体制及び手順書

を整備する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程

の停止操作を実施するための手順書

を整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン

作業の中止等，竜巻防護対象施設を

防護するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

火山の影響により, 降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合に，

事前の対応作業として，可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型

移送ポンプ等の建屋内への移動及び

可搬型建屋外ホースの敷設を実施す

るための手順書並びに除灰作業を実

施するための手順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予想

される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低下

が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するた

めの手順書を整備する。また，必要

に応じて外部からの給水作業を実施

273



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（11/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

故等対策の実施組織及び支援組織の

機能と支援組織内に設置される各班

の機能が明確になっており、それぞ

れ責任者を配置する方針であるこ

と。 

ｇ）再処理事業者において、指揮命

令系統を明確化する方針であるこ

と。また、指揮者等が欠けた場合に

備え、順位を定めて代理者を明確化

する方針であること。 

ｈ）再処理事業者において、上記の

実施体制が実効的に活動するための

施設及び設備等を整備する方針であ

ること。 

ｉ）支援組織は、再処理施設の状態

及び重大事故等対策の実施状況につ

いて、適宜工場等の内外の組織へ通

報及び連絡を行い、広く情報提供を

行う体制を整える方針であること。 

ｊ）再処理事業者において、工場等

外部からの支援体制を構築する方針

であること。 

ｋ）再処理事業者において、重大事

故等の中長期的な対応が必要となる

場合に備えて、適切な対応を検討で

きる体制を整備する方針であるこ

と。 

 

１．１ 臨界事故の拡大を防止するた

めの手順等 

１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための手順等 

１．３ 放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するための手順

等 

１．４ 有機溶媒等による火災又は爆

するための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につい

ては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応実施するための手順書

を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 教育及び訓練の実施 

(ハ) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故

等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

１） 重大事故等対策を実施する実

施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担及び責任者

を定め，指揮命令系統を明確にし，

するための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につい

ては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応実施するための手順書

を整備する。 

７）有毒ガスの発生時に，事故対策

に必要な指示・操作を行うことがで

きるよう，運転員及び重大事故等に

対処するために必要な要員の吸気中

の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするための手

順書を整備する。 

予期せぬ有毒ガスの発生において

も，運転員及び重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員のう

ち初動対応を行う者に対して配備し

た防護具を着用することにより，事

故対策に必要な指示・操作を行うこ

とができるよう手順書を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知し

た場合，統括当直長に連絡し，統括

当直長は通信連絡設備により，有毒

ガスの発生を運転員及び重大事故等

に対処するために必要な要員に周知

する手順書を整備する。 

 

(ロ) 教育及び訓練の実施 

(ハ) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故

等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

１） 重大事故等対策を実施する実

施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担及び責任者

を定め，指揮命令系統を明確にし，
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発に対処するための手順等 

１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための手順等 

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等の

ための手順等 

１．７ 工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための手順等 

１．８ 重大事故等への対処に必要と

なる水の供給手順等 

１．９ 電源の確保に関する手順等 

１．１０ 事故時の計装に関する手順

等 

１．１１ 制御室の居住性等に関する

手順等 

１．１２ 監視測定等に関する手順等 

１．１３ 緊急時対策所の居住性等に

関する手順等 

１．１４ 通信連絡に関する手順等 

２．大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における要求事項 

 

 

効果的な重大事故等対策を実施し得

る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害

が発生するおそれがある場合又は発

生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行う

ため，再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，事象に応じて非常事態

を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策

組織を設置して対処する。 

非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等が発生し

た場合においても対応できるように

する。 

再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部

長として，非常時対策組織の統括管

理を行い，責任を持って原子力防災

の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系

統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長

（原子力防災管理者）が不在の場合

は，あらかじめ定めた順位に従い，

副原子力防災管理者がその職務を代

行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任

者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成する非常時対策組織本部，

重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織及び実施組織が重

大事故対策に専念できる環境を整え

効果的な重大事故等対策を実施し得

る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害

が発生するおそれがある場合又は発

生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行う

ため，再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，事象に応じて非常事態

を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策

組織を設置して対処する。 

非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等が発生し

た場合においても対応できるように

する。 

再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部

長として，非常時対策組織の統括管

理を行い，責任を持って原子力防災

の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系

統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長

（原子力防災管理者）が不在の場合

は，あらかじめ定めた順位に従い，

副原子力防災管理者がその職務を代

行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任

者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成する非常時対策組織本部，

重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織及び実施組織が重

大事故対策に専念できる環境を整え
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
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る運営支援組織で構成する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策

組織本部の副本部長として燃料製造

事業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の

核燃料取扱主任者を非常時対策組織

本部に加え，非常時対策組織本部の

本部長が両施設の原子力防災の方針

を決定する。 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活

かすことができ，組織が効果的に重

大事故等対策を実施できるように，

専門性及び経験を考慮した作業班の

構成を行う。 

２） 非常時対策組織本部は，本部

長，副本部長，再処理工場長，核燃

料取扱主任者，連絡責任者及び支援

組織の各班長で構成し，緊急時対策

所を活動拠点として，施設状況の把

握等の活動を統括管理し，非常時対

策組織の活動を統括管理する。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，そ

の職務に支障をきたすことがないよ

うに，独立性を確保する。核燃料取

扱主任者は，再処理施設の重大事故

等対策に関し保安監督を誠実，か

つ，最優先に行うことを任務とす

る。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策に係る手順書の整備に当たって，

保安上必要な事項について確認を行

う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

る運営支援組織で構成する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策

組織本部の副本部長として燃料製造

事業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の

核燃料取扱主任者を非常時対策組織

本部に加え，非常時対策組織本部の

本部長が両施設の原子力防災の方針

を決定する。 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活

かすことができ，組織が効果的に重

大事故等対策を実施できるように，

専門性及び経験を考慮した作業班の

構成を行う。 

２） 非常時対策組織本部は，本部

長，副本部長，再処理工場長，核燃

料取扱主任者，連絡責任者及び支援

組織の各班長で構成し，緊急時対策

所を活動拠点として，施設状況の把

握等の活動を統括管理し，非常時対

策組織の活動を統括管理する。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，そ

の職務に支障をきたすことがないよ

うに，独立性を確保する。核燃料取

扱主任者は，再処理施設の重大事故

等対策に関し保安監督を誠実，か

つ，最優先に行うことを任務とす

る。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策に係る手順書の整備に当たって，

保安上必要な事項について確認を行

う。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

外）に重大事故等が発生した場合，

核燃料取扱主任者が保安の監督を誠

実に行うことができるように，非常

時対策組織要員は，通信連絡設備に

より必要の都度，情報連絡（再処理

施設の状況，対策の状況）を行う。 

再処理施設の重大事故等対策に関し

保安上必要な場合, 核燃料取扱主任

者は, 得られた情報に基づき, 非常

時対策組織要員への指示並びに非常

時対策組織本部の本部長への意見具

申及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員の

規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な

対応が可能な組織とする。 

３） 実施組織は，当直（運転員）

等により構成され，重大事故等対策

を円滑に実施できる体制とし，役割

に応じて責任者を配置する。 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直

長）は，重大事故等対策の指揮を執

る。 

実施組織は，建屋対策班（各対策実

施の時間余裕の算出，可搬型計器の

設置を含む各建屋における対策活動

の実施，各建屋の対策の作業進捗管

理並びに各建屋周辺の線量率確認, 

可搬型設備の起動確認等），建屋外

対応班（屋外のアクセスルートの確

保，貯水槽から各建屋近傍までの水

供給及び可搬型重大事故等対処設備

への燃料補給，工場等外への放射性

物質及び放射線の放出抑制並びに航

外）に重大事故等が発生した場合，

核燃料取扱主任者が保安の監督を誠

実に行うことができるように，非常

時対策組織要員は，通信連絡設備に

より必要の都度，情報連絡（再処理

施設の状況，対策の状況）を行う。 

再処理施設の重大事故等対策に関し

保安上必要な場合, 核燃料取扱主任

者は, 得られた情報に基づき, 非常

時対策組織要員への指示並びに非常

時対策組織本部の本部長への意見具

申及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員の

規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な

対応が可能な組織とする。 

３） 実施組織は，当直（運転員）

等により構成され，重大事故等対策

を円滑に実施できる体制とし，役割

に応じて責任者を配置する。 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直

長）は，重大事故等対策の指揮を執

る。 

実施組織は，建屋対策班（各対策実

施の時間余裕の算出，可搬型計器の

設置を含む各建屋における対策活動

の実施，各建屋の対策の作業進捗管

理並びに各建屋周辺の線量率確認, 

可搬型設備の起動確認等），建屋外

対応班（屋外のアクセスルートの確

保，貯水槽から各建屋近傍までの水

供給及び可搬型重大事故等対処設備

への燃料補給，工場等外への放射性

物質及び放射線の放出抑制並びに航
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空機墜落火災発生時の消火活動

等），通信班（所内携帯電話の使用

可否の確認結果に応じた可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋外用）の準備，確保及び設

置），放射線対応班（可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型環境モニタ

リング設備及び可搬型気象観測設備

の設置，重大事故等の対策に係る放

射線及び放射能の状況把握，管理区

域退域者の身体サーベイ，実施組織

要員の被ばく管理，制御室への汚染

の持込み防止措置等），要員管理班

（中央制御室内の中央安全監視室に

て，中央制御室内の要員把握，建屋

対策班の依頼に基づく各建屋の対策

作業の要員の割り当て等）及び情報

管理班（中央制御室内の中央安全監

視室にて，時系列管理表の作成，作

業進捗管理表の作成及び作業進捗の

管理，作業時間の管理，各建屋での

対策実施に係る時間余裕の集約及び

作業開始目安時間の集約）で構成す

る。 

また，建屋対策班は，地震を要因と

する全交流動力電源喪失による安全

機能の喪失又は安全系監視制御盤の

機能喪失の場合，対策活動に先立

ち，現場環境確認（屋内のアクセス

ルートの確認），可搬型通話装置の

設置及び圧縮空気手動供給ユニット

の弁操作を行う。 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班

空機墜落火災発生時の消火活動

等），通信班（所内携帯電話の使用

可否の確認結果に応じた可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ

（屋内用），可搬型トランシーバ

（屋外用）の準備，確保及び設

置），放射線対応班（可搬型排気モ

ニタリング設備，可搬型環境モニタ

リング設備及び可搬型気象観測設備

の設置，重大事故等の対策に係る放

射線及び放射能の状況把握，管理区

域退域者の身体サーベイ，実施組織

要員の被ばく管理，制御室への汚染

の持込み防止措置等），要員管理班

（中央制御室内の中央安全監視室に

て，中央制御室内の要員把握，建屋

対策班の依頼に基づく各建屋の対策

作業の要員の割り当て等）及び情報

管理班（中央制御室内の中央安全監

視室にて，時系列管理表の作成，作

業進捗管理表の作成及び作業進捗の

管理，作業時間の管理，各建屋での

対策実施に係る時間余裕の集約及び

作業開始目安時間の集約）で構成す

る。 

また，建屋対策班は，地震を要因と

する全交流動力電源喪失による安全

機能の喪失又は安全系監視制御盤の

機能喪失の場合，対策活動に先立

ち，現場環境確認（屋内のアクセス

ルートの確認），可搬型通話装置の

設置及び圧縮空気手動供給ユニット

の弁操作を行う。 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

長，放射線対応班長，要員管理班長

及び情報管理班長を任命し，重大事

故等対策の指揮を執るとともに，対

策活動の実施状況に応じ，支援組織

に支援を要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施

組織の連絡責任者として，事象発生

時における対外連絡を行う。 

４） 支援組織として，実施組織に

対して技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対策に

専念できる環境を整える運営支援組

織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組

織要員は，非常時対策組織本部の本

部長の指示に基づき中央制御室へ派

遣する者を除き，緊急時対策所を活

動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災

時においても，重大事故等対応を兼

務して対応できる体制を整備する。 

技術支援組織は，施設ユニット班

（実施組織が行う重大事故等の対応

の進捗を確認，事象進展の制限時間

等に関する施設状況の把握，重大事

故等の対応の進捗に応じた要員配置

に関する助言，実施組織の要請に基

づく追加の資機材の手配等），設備

応急班（施設ユニット班の収集した

情報又は現場確認結果に基づく設備

の機能喪失の原因及び破損状況を把

握，応急復旧対策を検討及び実施

等）及び放射線管理班（再処理施設

長，放射線対応班長，要員管理班長

及び情報管理班長を任命し，重大事

故等対策の指揮を執るとともに，対

策活動の実施状況に応じ，支援組織

に支援を要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施

組織の連絡責任者として，事象発生

時における対外連絡を行う。 

４） 支援組織として，実施組織に

対して技術的助言を行う技術支援組

織及び実施組織が重大事故等対策に

専念できる環境を整える運営支援組

織を設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組

織要員は，非常時対策組織本部の本

部長の指示に基づき中央制御室へ派

遣する者を除き，緊急時対策所を活

動拠点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災

時においても，重大事故等対応を兼

務して対応できる体制を整備する。 

技術支援組織は，施設ユニット班

（実施組織が行う重大事故等の対応

の進捗を確認，事象進展の制限時間

等に関する施設状況の把握，重大事

故等の対応の進捗に応じた要員配置

に関する助言，実施組織の要請に基

づく追加の資機材の手配等），設備

応急班（施設ユニット班の収集した

情報又は現場確認結果に基づく設備

の機能喪失の原因及び破損状況を把

握，応急復旧対策を検討及び実施

等）及び放射線管理班（再処理施設
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

内外の放射線及び放射能の状況把

握，影響範囲の評価，非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員の被ば

く管理，緊急時対策建屋への汚染の

持込み防止措置等）で構成する。 

運営支援組織は，総括班（支援組織

の各班が収集した発生事象に関する

情報の集約, 各班の情報の整理並び

に社内外関係機関への通報連絡及び

支援組織の運営），総務班（事業所

内通話制限，事業所内警備，避難誘

導，点呼，安否確認取りまとめ，負

傷の程度に応じた負傷者の応急処

置，外部からの資機材調達及び輸送

並びに食料，水及び寝具の配布管

理），広報班（総括班が集約した情

報等を基に，報道機関及び地域住民

への広報活動に必要な情報を収集，

報道機関及び地域住民に対する対

応）及び防災班（可搬型重大事故等

対処設備を含む防災資機材の配布，

公設消防及び原子力防災専門官等の

社外関係機関の対応並びに緊急時対

策所の設備操作）で構成する。 

５） 再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそ

のおそれが緊急のものではないが，

原子力災害対策特別措置法（以下

「原災法」という。）第10条第１項

に基づく特定事象に至るおそれがあ

る事象）においては警戒事態を，特

定事象が発生した場合には第１次緊

急時態勢を，第15条第１項に該当す

る事象が発生した場合には第２次緊

急時態勢を発令し，非常時対策組織

内外の放射線及び放射能の状況把

握，影響範囲の評価，非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員の被ば

く管理，緊急時対策建屋への汚染の

持込み防止措置等）で構成する。 

運営支援組織は，総括班（支援組織

の各班が収集した発生事象に関する

情報の集約, 各班の情報の整理並び

に社内外関係機関への通報連絡及び

支援組織の運営），総務班（事業所

内通話制限，事業所内警備，避難誘

導，点呼，安否確認取りまとめ，負

傷の程度に応じた負傷者の応急処

置，外部からの資機材調達及び輸送

並びに食料，水及び寝具の配布管

理），広報班（総括班が集約した情

報等を基に，報道機関及び地域住民

への広報活動に必要な情報を収集，

報道機関及び地域住民に対する対

応）及び防災班（可搬型重大事故等

対処設備を含む防災資機材の配布，

公設消防及び原子力防災専門官等の

社外関係機関の対応並びに緊急時対

策所の設備操作）で構成する。 

５） 再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそ

のおそれが緊急のものではないが，

原子力災害対策特別措置法（以下

「原災法」という。）第10条第１項

に基づく特定事象に至るおそれがあ

る事象）においては警戒事態を，特

定事象が発生した場合には第１次緊

急時態勢を，第15条第１項に該当す

る事象が発生した場合には第２次緊

急時態勢を発令し，非常時対策組織

280



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（18/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

要員の非常招集及び通報連絡を行

い，非常時対策組織を設置する。そ

の中に再処理事業部長（原子力防災

管理者）を本部長とする非常時対策

組織本部，実施組織及び支援組織を

設置し，重大事故等対策を実施す

る。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）において，重大事故等が発生し

た場合でも，速やかに対策を行える

ように，再処理事業所内に必要な重

大事故等に対処する要員を常時確保

する。 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）の指揮の下，非

常時対策組織本部要員（宿直者及び

電話待機者），支援組織要員（当直

員及び宿直者）及び実施組織要員

（当直員及び宿直者）による初動体

制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に

対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初

動体制）の要員として，統括管理及

び全体指揮を行う非常時対策組織本

部の本部長代行者（副原子力防災管

理者）１人，社内外関係各所への通

報連絡に係る連絡補助を行う連絡責

任補助者２人，電話待機する再処理

施設の核燃料取扱主任者１人，電話

待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃

料取扱主任者１人，支援組織要員12

人，実施組織要員185人の合計202人

を確保する。 

要員の非常招集及び通報連絡を行

い，非常時対策組織を設置する。そ

の中に再処理事業部長（原子力防災

管理者）を本部長とする非常時対策

組織本部，実施組織及び支援組織を

設置し，重大事故等対策を実施す

る。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）において，重大事故等が発生し

た場合でも，速やかに対策を行える

ように，再処理事業所内に必要な重

大事故等に対処する要員を常時確保

する。 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）の指揮の下，非

常時対策組織本部要員（宿直者及び

電話待機者），支援組織要員（当直

員及び宿直者）及び実施組織要員

（当直員及び宿直者）による初動体

制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に

対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初

動体制）の要員として，統括管理及

び全体指揮を行う非常時対策組織本

部の本部長代行者（副原子力防災管

理者）１人，社内外関係各所への通

報連絡に係る連絡補助を行う連絡責

任補助者２人，電話待機する再処理

施設の核燃料取扱主任者１人，電話

待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃

料取扱主任者１人，支援組織要員12

人，実施組織要員185人の合計202人

を確保する。 
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）１人，社内外関

係各所への通報連絡に係る連絡補助

を行う連絡責任補助者２人，重大事

故等への対処に係る情報の把握及び

社内外関係各所への通報連絡に係る

役割を持つ支援組織要員４人，防災

班８人，建屋外対応班の班員２人，

制御建屋対策班の対策作業員10人

は，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）における宿直及び当直とす

る。 

非常時対策組織本部及び支援組織の

当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，緊急時対

策所に移動し，非常時対策組織の初

動体制を立ち上げ，施設状態の把握

及び社内外関係各所への通報連絡を

行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，中央制御

室へ移動し，重大事故等対策を実施

する。 

重大事故等が発生した場合に速やか

に対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について, 実施責任者（統

括当直長）１人，建屋対策班長７

人，現場管理者６人，要員管理班３

人，情報管理班３人，通信班長１

人，放射線対応班15人，建屋外対応

班20人，再処理施設の各建屋対策作

業員105人の合計161人で対応を行

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）１人，社内外関

係各所への通報連絡に係る連絡補助

を行う連絡責任補助者２人，重大事

故等への対処に係る情報の把握及び

社内外関係各所への通報連絡に係る

役割を持つ支援組織要員４人，防災

班８人，建屋外対応班の班員２人，

制御建屋対策班の対策作業員10人

は，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）における宿直及び当直とす

る。 

非常時対策組織本部及び支援組織の

当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，緊急時対

策所に移動し，非常時対策組織の初

動体制を立ち上げ，施設状態の把握

及び社内外関係各所への通報連絡を

行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，中央制御

室へ移動し，重大事故等対策を実施

する。 

重大事故等が発生した場合に速やか

に対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について, 実施責任者（統

括当直長）１人，建屋対策班長７

人，現場管理者６人，要員管理班３

人，情報管理班３人，通信班長１

人，放射線対応班15人，建屋外対応

班20人，再処理施設の各建屋対策作

業員105人の合計161人で対応を行
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処する非常時対策組織の実施

組織については，建屋対策班長１

人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者

１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理

班長１人，放射線対応班２人，建屋

対策作業員16人の合計21人で対応を

行う。また，予備要員として再処理

施設に３人を確保する。再処理施設

とＭＯＸ燃料加工施設が同時に発災

した場合には，それぞれの施設の実

施組織要員182人で重大事故対応を行

う。再処理施設は，夜間及び休日を

問わず，予備要員を含め164人が駐在

し，ＭＯＸ燃料加工施設では，夜間

及び休日を問わず，21人が駐在す

る。両施設を合わせた実施組織の必

要要員数は182人で，これに予備要員

３人を加えた185人が夜間及び休日を

問わず駐在する。 

非常時対策組織（全体体制）につい

ては，事象発生後24時間を目途に緊

急時対策所にて支援活動等ができる

体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対

処している要員以外の非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員につい

ては，緊急連絡網等により非常招集

連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連

絡ができない場合においても，再処

理施設周辺地域（六ヶ所村）で震度

６弱以上の地震の発生により，再処

理事業所内にて重大事故等に対処し

う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処する非常時対策組織の実施

組織については，建屋対策班長１

人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者

１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理

班長１人，放射線対応班２人，建屋

対策作業員16人の合計21人で対応を

行う。また，予備要員として再処理

施設に３人を確保する。再処理施設

とＭＯＸ燃料加工施設が同時に発災

した場合には，それぞれの施設の実

施組織要員182人で重大事故対応を行

う。再処理施設は，夜間及び休日を

問わず，予備要員を含め164人が駐在

し，ＭＯＸ燃料加工施設では，夜間

及び休日を問わず，21人が駐在す

る。両施設を合わせた実施組織の必

要要員数は182人で，これに予備要員

３人を加えた185人が夜間及び休日を

問わず駐在する。 

非常時対策組織（全体体制）につい

ては，事象発生後24時間を目途に緊

急時対策所にて支援活動等ができる

体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対

処している要員以外の非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員につい

ては，緊急連絡網等により非常招集

連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連

絡ができない場合においても，再処

理施設周辺地域（六ヶ所村）で震度

６弱以上の地震の発生により，再処

理事業所内にて重大事故等に対処し
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（21/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

ている要員以外の非常時対策組織本

部要員及び支援組織要員が参集拠点

に自動参集する体制とする。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間30分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後24時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない

場合においても，事象発生時以降に

勤務予定の当直(運転員)は, 再処理

施設周辺地域（六ヶ所村）で震度６

弱以上の地震が発生した場合，参集

拠点に自動参集する体制とする。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用

いて再処理施設の情報を入手し，必

要に応じて交替要員を再処理施設へ

派遣する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様に危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う

要員を確保できなくなるおそれがあ

る場合には，交替要員を呼び出すこ

とにより要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充の

見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転

手順書に基づき再処理施設の各工程

を停止する操作を実施し，再処理施

設を安全が確保できる状態に移行す

る。 

ている要員以外の非常時対策組織本

部要員及び支援組織要員が参集拠点

に自動参集する体制とする。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間30分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後24時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない

場合においても，事象発生時以降に

勤務予定の当直(運転員)は, 再処理

施設周辺地域（六ヶ所村）で震度６

弱以上の地震が発生した場合，参集

拠点に自動参集する体制とする。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用

いて再処理施設の情報を入手し，必

要に応じて交替要員を再処理施設へ

派遣する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様に危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う

要員を確保できなくなるおそれがあ

る場合には，交替要員を呼び出すこ

とにより要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充の

見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転

手順書に基づき再処理施設の各工程

を停止する操作を実施し，再処理施

設を安全が確保できる状態に移行す

る。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（22/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

また，あらかじめ定めた連絡体制に

基づき，夜間及び休日（平日の勤務

時間帯以外）を含めて必要な重大事

故等の対策を行う要員を非常招集で

きるように，アクセスルート等を検

討するとともに，非常時対策組織要

員の対象者に対して計画的に通報連

絡訓練を実施する。 

６） 再処理施設における重大事故

等対策の実施組織及び支援組織の機

能は，３）及び４）項に示す通り明

確にするとともに，責任者としてそ

れぞれ班長を配置する。 

７） 重大事故等対策の判断につい

ては, 全て再処理事業部にて行うこ

ととし，非常時対策組織における指

揮命令系統を明確にするとともに，

指揮者である非常時対策組織本部の

本部長（原子力防災管理者）が欠け

た場合に備え，代行者としての副原

子力防災管理者をあらかじめ代行順

位を定め明確にする。また，非常時

対策組織の実施組織及び支援組織の

各班長並びに実施責任者（統括当直

長）についても，代行者と代行順位

をあらかじめ明確にする。 

８） 非常時対策組織要員が実効的

に活動するための施設及び設備等を

整備する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織及び支援組織が定めら

れた役割を遂行するために，関係各

所との連携を図り，迅速な対応によ

り事故対応を円滑に実施することが

必要となることから，以下の施設及

び設備を整備する。 

また，あらかじめ定めた連絡体制に

基づき，夜間及び休日（平日の勤務

時間帯以外）を含めて必要な重大事

故等の対策を行う要員を非常招集で

きるように，アクセスルート等を検

討するとともに，非常時対策組織要

員の対象者に対して計画的に通報連

絡訓練を実施する。 

６） 再処理施設における重大事故

等対策の実施組織及び支援組織の機

能は，３）及び４）項に示す通り明

確にするとともに，責任者としてそ

れぞれ班長を配置する。 

７） 重大事故等対策の判断につい

ては, 全て再処理事業部にて行うこ

ととし，非常時対策組織における指

揮命令系統を明確にするとともに，

指揮者である非常時対策組織本部の

本部長（原子力防災管理者）が欠け

た場合に備え，代行者としての副原

子力防災管理者をあらかじめ代行順

位を定め明確にする。また，非常時

対策組織の実施組織及び支援組織の

各班長並びに実施責任者（統括当直

長）についても，代行者と代行順位

をあらかじめ明確にする。 

８） 非常時対策組織要員が実効的

に活動するための施設及び設備等を

整備する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織及び支援組織が定めら

れた役割を遂行するために，関係各

所との連携を図り，迅速な対応によ

り事故対応を円滑に実施することが

必要となることから，以下の施設及

び設備を整備する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（23/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊

急時対策所間の連携を図るため，所

内携帯電話の使用可否の確認結果に

より，可搬型衛星電話（屋外用），

可搬型トランシーバ（屋内用）等を

整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図る

ための統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等（テレビ

会議システムを含む）を備えた緊急

時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操

作及び作業を実施し，作業内容及び

現場状況の情報共有を実施できるよ

うに可搬型照明を整備する。 

９） 支援組織は，再処理施設の状

態及び重大事故等対策の実施状況に

ついて，全社対策本部，国，関係地

方公共団体等の社内外関係機関への

通報連絡が実施できるように衛星電

話設備及び統合原子力防災ネットワ

ークを用いた通信連絡設備等を配備

し，広く情報提供を行う。 

10） 重大事故等発生時に，社外か

らの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。外部からの

支援計画を定めるために，あらかじ

め支援を受けることができるように

プラントメーカ，協力会社，燃料供

給会社及び他の原子力事業者等関係

機関との重大事故等発生時の支援活

動に係る覚書又は協定等の締結を行

う。 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊

急時対策所間の連携を図るため，所

内携帯電話の使用可否の確認結果に

より，可搬型衛星電話（屋外用），

可搬型トランシーバ（屋内用）等を

整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図る

ための統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等（テレビ

会議システムを含む）を備えた緊急

時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操

作及び作業を実施し，作業内容及び

現場状況の情報共有を実施できるよ

うに可搬型照明を整備する。 

９） 支援組織は，再処理施設の状

態及び重大事故等対策の実施状況に

ついて，全社対策本部，国，関係地

方公共団体等の社内外関係機関への

通報連絡が実施できるように衛星電

話設備及び統合原子力防災ネットワ

ークを用いた通信連絡設備等を配備

し，広く情報提供を行う。 

10） 重大事故等発生時に，社外か

らの支援を受けることができるよう

に支援体制を整備する。外部からの

支援計画を定めるために，あらかじ

め支援を受けることができるように

プラントメーカ，協力会社，燃料供

給会社及び他の原子力事業者等関係

機関との重大事故等発生時の支援活

動に係る覚書又は協定等の締結を行

う。 

286



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（24/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設にお

いて，警戒事象が発生した場合には

警戒態勢を，特定事象が発生した場

合には第１次緊急時態勢を，原災法

第15条第１項に該当する事象が発生

した場合には第２次緊急時態勢を発

令するとともに社長へ直ちにその旨

を連絡する。 

報告を受けた社長は，事業所外部か

らの支援を受けることができるよ

う，警戒事象が発生した場合には全

社における警戒態勢を，特定事象が

発生した場合には全社における第１

次緊急時態勢を，原災法第15条第１

項に該当する事象が発生した場合に

は全社における第２次緊急時態勢を

直ちに発令し，全社対策本部の要員

を非常招集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建

屋に全社対策本部を設置し，全社対

策本部の本部長としてその職務を行

う。社長が不在の場合は，あらかじ

め定めた順位に従い，副社長及び社

長が指名する役員がその職務を代行

する。 

全社対策本部は，全社体制で非常時

対策組織が重大事故等対策に専念で

きるように技術面及び運用面で支援

する。 

全社対策本部は，原子力事業所災害

対策支援拠点の設置を行うととも

に，プラントメーカ，協力会社，燃

料供給会社及び他の原子力事業者等

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設にお

いて，警戒事象が発生した場合には

警戒態勢を，特定事象が発生した場

合には第１次緊急時態勢を，原災法

第15条第１項に該当する事象が発生

した場合には第２次緊急時態勢を発

令するとともに社長へ直ちにその旨

を連絡する。 

報告を受けた社長は，事業所外部か

らの支援を受けることができるよ

う，警戒事象が発生した場合には全

社における警戒態勢を，特定事象が

発生した場合には全社における第１

次緊急時態勢を，原災法第15条第１

項に該当する事象が発生した場合に

は全社における第２次緊急時態勢を

直ちに発令し，全社対策本部の要員

を非常招集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建

屋に全社対策本部を設置し，全社対

策本部の本部長としてその職務を行

う。社長が不在の場合は，あらかじ

め定めた順位に従い，副社長及び社

長が指名する役員がその職務を代行

する。 

全社対策本部は，全社体制で非常時

対策組織が重大事故等対策に専念で

きるように技術面及び運用面で支援

する。 

全社対策本部は，原子力事業所災害

対策支援拠点の設置を行うととも

に，プラントメーカ，協力会社，燃

料供給会社及び他の原子力事業者等
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（25/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

関係機関と連携して技術的な支援が

受けられる体制を整備する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策

組織の行う応急措置の支援を行うと

ともに，必要に応じ全社活動方針を

示す。また，原子力規制庁緊急時対

応センターの対応要員を指名し，指

名された対応要員は，原子力規制庁

緊急時対応センターに対して各施設

の状況，支援の状況を説明するとと

もに，質問対応等を行う。 

全社対策本部は，事務局（全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情

報連絡, 社外からの問合せ対応を含

む社外との情報連絡の総括，非常時

対策組織が実施する応急措置状況の

把握，全社対策本部の本部長への報

告及び全社対策本部の本部長の活動

方針に基づく関係各設備の応急措置

に対する指導又は助言），電力対応

班（プラントメーカ，協力会社，燃

料供給会社及び他の原子力事業者等

関係機関への協力要請並びにそれら

の受入れ対応，原子力事業所災害対

策支援拠点の運営），放射線情報収

集班（非常時対策組織の支援組織の

放射線管理班が実施する放射線影響

範囲の推定及び評価結果の把握並び

に全社対策本部の本部長への報告及

び非常時対策組織の支援組織の放射

線管理班が実施する放射線防護上の

措置について必要に応じた支援），

総務班（当社従業員等の安否の状況

の確認, 非常時対策組織の支援組織

の総務班が実施する避難誘導状況の

関係機関と連携して技術的な支援が

受けられる体制を整備する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策

組織の行う応急措置の支援を行うと

ともに，必要に応じ全社活動方針を

示す。また，原子力規制庁緊急時対

応センターの対応要員を指名し，指

名された対応要員は，原子力規制庁

緊急時対応センターに対して各施設

の状況，支援の状況を説明するとと

もに，質問対応等を行う。 

全社対策本部は，事務局（全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情

報連絡, 社外からの問合せ対応を含

む社外との情報連絡の総括，非常時

対策組織が実施する応急措置状況の

把握，全社対策本部の本部長への報

告及び全社対策本部の本部長の活動

方針に基づく関係各設備の応急措置

に対する指導又は助言），電力対応

班（プラントメーカ，協力会社，燃

料供給会社及び他の原子力事業者等

関係機関への協力要請並びにそれら

の受入れ対応，原子力事業所災害対

策支援拠点の運営），放射線情報収

集班（非常時対策組織の支援組織の

放射線管理班が実施する放射線影響

範囲の推定及び評価結果の把握並び

に全社対策本部の本部長への報告及

び非常時対策組織の支援組織の放射

線管理班が実施する放射線防護上の

措置について必要に応じた支援），

総務班（当社従業員等の安否の状況

の確認, 非常時対策組織の支援組織

の総務班が実施する避難誘導状況の
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

把握並びに必要に応じた非常時対策

組織の支援組織の総務班と協力して

行う再処理事業部以外の人員に係る

避難誘導活動，負傷者発生に伴い非

常時対策組織の支援組織の総務班が

実施する緊急時救護活動状況の把握

及び必要に応じた指導又は助言，非

常時対策組織の支援組織の総務班か

ら社外の医療機関への搬送，治療の

手配の依頼を受けた場合の関係機関

への依頼），広報班（記者会見，当

社施設見学者の避難誘導及びオフサ

イトセンター広報班等との連携），

東京班（国，電気事業連合会及び報

道機関対応）及び青森班（青森県及

び報道機関対応）で構成する。 

11） 重大事故等発生後の中長期的

な対応が必要になる場合に備えて，

全社対策本部が中心となり，プラン

トメーカ，協力会社，燃料供給会社

及び他の原子力事業者を含めた社内

外の関係各所と連携し，適切，か

つ，効果的な対応を検討できる体制

を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期間

にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取

替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性

物質を含んだ水が発生した場合の対

応等について，事故収束対応を円滑

に実施するため，平常時から必要な

対応を検討できる協力体制を継続し

把握並びに必要に応じた非常時対策

組織の支援組織の総務班と協力して

行う再処理事業部以外の人員に係る

避難誘導活動，負傷者発生に伴い非

常時対策組織の支援組織の総務班が

実施する緊急時救護活動状況の把握

及び必要に応じた指導又は助言，非

常時対策組織の支援組織の総務班か

ら社外の医療機関への搬送，治療の

手配の依頼を受けた場合の関係機関

への依頼），広報班（記者会見，当

社施設見学者の避難誘導及びオフサ

イトセンター広報班等との連携），

東京班（国，電気事業連合会及び報

道機関対応）及び青森班（青森県及

び報道機関対応）で構成する。 

11） 重大事故等発生後の中長期的

な対応が必要になる場合に備えて，

全社対策本部が中心となり，プラン

トメーカ，協力会社，燃料供給会社

及び他の原子力事業者を含めた社内

外の関係各所と連携し，適切，か

つ，効果的な対応を検討できる体制

を整備する。 

重大事故等への対応や作業が長期間

にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取

替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性

物質を含んだ水が発生した場合の対

応等について，事故収束対応を円滑

に実施するため，平常時から必要な

対応を検討できる協力体制を継続し
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

て構築する。 て構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.0 地震を要因とする重大事故等にお

ける対応手順等（共通） 

方針目的 

地震を要因とする全交流動力電源喪失

による安全機能の喪失又は安全系監視

制御盤の機能喪失の場合，対策活動に

先立ち，現場環境確認（屋内のアクセ

スルートの確認），可搬型通話装置の

設置及び圧縮空気手動供給ユニットの

弁操作，水素掃気用安全圧縮空気系の

弁操作を行うための手順を整備する。 

 

現場環境確認 

【現場環境確認（屋内のアクセスルー

トの確認）の着手判断】 

地震を要因とする全交流動力電源喪失

による安全機能の喪失又は安全系監視

制御盤の機能喪失の場合，対策活動に

先立ち，実施責任者の指示に基づき，

手順に着手する。 

【屋内のアクセスルートの確認】 

重大事故等対策時に必要となる現場操

作を実施する場所までの移動ルート上

の運搬，移動に支障をきたすおそれの

ある阻害要因の有無を確認する。 

また，重大事故等対処設備を設置する

作業場所の作業環境についても確認を

1.0 地震を要因とする重大事故等にお

ける対応手順等（共通） 

方針目的 

地震を要因とする全交流動力電源喪失

による安全機能の喪失又は安全系監視

制御盤の機能喪失の場合，対策活動に

先立ち，現場環境確認（屋内のアクセ

スルートの確認），可搬型通話装置の

設置及び圧縮空気手動供給ユニットの

弁操作，水素掃気用安全圧縮空気系の

弁操作を行うための手順を整備する。 

 

現場環境確認 

【現場環境確認（屋内のアクセスルー

トの確認）の着手判断】 

地震を要因とする全交流動力電源喪失

による安全機能の喪失又は安全系監視

制御盤の機能喪失の場合，対策活動に

先立ち，実施責任者の指示に基づき，

手順に着手する。 

【屋内のアクセスルートの確認】 

重大事故等対策時に必要となる現場操

作を実施する場所までの移動ルート上

の運搬，移動に支障をきたすおそれの

ある阻害要因の有無を確認する。 

また，重大事故等対処設備を設置する

作業場所の作業環境についても確認を
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

行う。 

 

可搬型通話装置の設置 

【可搬型通話装置の設置の着手判断】 

 地震を要因とする全交流動力電源喪

失による安全機能の喪失又は安全系監

視制御盤の機能喪失の場合，対策活動

に先立ち，実施責任者の指示に基づ

き，手順に着手する。 

【可搬型通話装置の設置】 

 中央制御室，中央制御室内の中央安

全監視室，現場及び緊急時対策所間の

連携を図るため，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内

用）の設置を行う。 

 対策活動中の対策作業員間の連携及

び作業状況の報告のため，現場環境確

認時に通信ケーブルの敷設を行う。 

行う。 

 

可搬型通話装置の設置 

【可搬型通話装置の設置の着手判断】 

 地震を要因とする全交流動力電源喪

失による安全機能の喪失又は安全系監

視制御盤の機能喪失の場合，対策活動

に先立ち，実施責任者の指示に基づ

き，手順に着手する。 

【可搬型通話装置の設置】 

 中央制御室，中央制御室内の中央安

全監視室，現場及び緊急時対策所間の

連携を図るため，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内

用）の設置を行う。 

 対策活動中の対策作業員間の連携及

び作業状況の報告のため，現場環境確

認時に通信ケーブルの敷設を行う。 

 1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等 

方針目的 

臨界事故が発生した場合に対して，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持する

ための手順を整備する。 

また，臨界事故に伴い気相中に移行す

る放射性物質をセル内に設置された配

管の外部へ排出するための手順及び放

射性物質の大気中への放出による影響

を緩和するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環

境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 

1.1 臨界事故の拡大を防止するため

の手順等 

方針目的 

臨界事故が発生した場合に対して，未

臨界に移行し，及び未臨界を維持する

ための手順を整備する。 

また，臨界事故に伴い気相中に移行す

る放射性物質をセル内に設置された配

管の外部へ排出するための手順及び放

射性物質の大気中への放出による影響

を緩和するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故の対処においては，通常の安

全対策に加えて，放射線環境や作業環

境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用する

こととする。 
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

 1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等 

方針目的 

その他再処理設備の附属施設の給水施

設の冷却水設備の再処理設備本体用の

安全冷却水系（以下，第５表（3／

15）では「安全冷却水系」という。）

の冷却機能の喪失に対して，貯槽及び

濃縮缶（以下，第５表（3／15）では

「貯槽等」という。）に内包する蒸発

乾固の発生を仮定する冷却が必要な溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液及び高レベル廃液（以下，第５表

（3／15）では「高レベル廃液等」と

いう。）が沸騰に至ることなく，蒸発

乾固の発生を未然に防止するための手

順を整備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止す

るための対策が機能しなかった場合

に，貯槽等に内包する高レベル廃液等

の蒸発乾固の進行の防止，高レベル廃

液等の沸騰に伴い気相中に移行する放

射性物質をセル内に設置された配管の

外部への排出及び大気中への放射性物

質の放出による影響を緩和するための

手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等 

方針目的 

その他再処理設備の附属施設の給水施

設の冷却水設備の再処理設備本体用の

安全冷却水系（以下，第５表（3／

15）では「安全冷却水系」という。）

の冷却機能の喪失に対して，貯槽及び

濃縮缶（以下，第５表（3／15）では

「貯槽等」という。）に内包する蒸発

乾固の発生を仮定する冷却が必要な溶

解液，抽出廃液，硝酸プルトニウム溶

液及び高レベル廃液（以下，第５表

（3／15）では「高レベル廃液等」と

いう。）が沸騰に至ることなく，蒸発

乾固の発生を未然に防止するための手

順を整備する。 

また，蒸発乾固の発生を未然に防止す

るための対策が機能しなかった場合

に，貯槽等に内包する高レベル廃液等

の蒸発乾固の進行の防止，高レベル廃

液等の沸騰に伴い気相中に移行する放

射性物質をセル内に設置された配管の

外部への排出及び大気中への放射性物

質の放出による影響を緩和するための

手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

  

 1.3 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手順等 

方針目的 

1.3 放射線分解により発生する水素

による爆発に対処するための手順等 

方針目的 
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失

に対して，貯槽及び濃縮缶での水素爆

発の発生を未然に防止するための手順

を整備する。 

また，水素爆発の発生を未然に防止す

るための対策が機能せず，貯槽及び濃

縮缶での水素爆発が発生した場合に，

水素爆発が続けて生じるおそれがない

状態を維持すること，セル内に設置さ

れた配管の外部への排出及び大気中へ

の放射性物質の放出による影響を緩和

するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

安全圧縮空気系の水素掃気機能の喪失

に対して，貯槽及び濃縮缶での水素爆

発の発生を未然に防止するための手順

を整備する。 

また，水素爆発の発生を未然に防止す

るための対策が機能せず，貯槽及び濃

縮缶での水素爆発が発生した場合に，

水素爆発が続けて生じるおそれがない

状態を維持すること，セル内に設置さ

れた配管の外部への排出及び大気中へ

の放射性物質の放出による影響を緩和

するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.4 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等 

方針目的 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合に，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止するための手

順を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応に伴い気相中に移行する放射性物質

をセル内に設置された配管の外部へと

排出するための手順及び大気中への放

射性物質の放出による影響を緩和する

ための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

1.4 有機溶媒等による火災又は爆発

に対処するための手順等 

方針目的 

ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応が発

生した場合に，ＴＢＰ等の錯体の急激

な分解反応の再発を防止するための手

順を整備する。 

また，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反

応に伴い気相中に移行する放射性物質

をセル内に設置された配管の外部へと

排出するための手順及び大気中への放

射性物質の放出による影響を緩和する

ための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等 

方針目的 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵プ

ール等からの水の漏えいその他の要因

により燃料貯蔵プール等の水位が低下

した場合に，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための手順を整備

する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合

に，使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃

料損傷時に，できる限り大気中への放

射性物質の放出を低減するための手順

を整備する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重

大事故等により変動する可能性のある

範囲にわたり測定するための手順を整

備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの手順等 

方針目的 

燃料貯蔵プール等の冷却機能又は注水

機能が喪失した場合，又は燃料貯蔵プ

ール等からの水の漏えいその他の要因

により燃料貯蔵プール等の水位が低下

した場合に，燃料貯蔵プール等内の使

用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，

及び臨界を防止するための手順を整備

する。 

 燃料貯蔵プール等からの大量の水の

漏えいその他の要因により燃料貯蔵プ

ール等の水位が異常に低下した場合

に，使用済燃料の著しい損傷の進行を

緩和し，臨界を防止し，及び使用済燃

料損傷時に，できる限り大気中への放

射性物質の放出を低減するための手順

を整備する。 

 燃料貯蔵プール等の監視として，重

大事故等により変動する可能性のある

範囲にわたり測定するための手順を整

備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

  

 1.7 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等 

方針目的 

1.7 工場等外への放射性物質等の放

出を抑制するための手順等 

方針目的 

  

294



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（32/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵

プール等の水位が維持できない場合に

おいて，重大事故等が進展して継続的

に生じる有意な放射性物質の放出経路

以外の経路からの放出及び放射線の放

出に至るおそれがある。前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋において，重大事故等

が進展して継続的に生じる有意な放射

性物質の放出経路以外の経路からの放

出に至るおそれがある。また，建物に

放水した水が再処理施設の敷地を通る

排水路及びその他の経路を通じて，再

処理施設の敷地に隣接する尾駮沼から

海洋への放射性物質の流出に至るおそ

れがある。上記において工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定

する。 

また，再処理施設の各建物周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災が発生した場合において，消

火活動を行うための対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プー

ル等の水位が異常に低下し，燃料貯蔵

プール等の水位が維持できない場合に

おいて，重大事故等が進展して継続的

に生じる有意な放射性物質の放出経路

以外の経路からの放出及び放射線の放

出に至るおそれがある。前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋において，重大事故等

が進展して継続的に生じる有意な放射

性物質の放出経路以外の経路からの放

出に至るおそれがある。また，建物に

放水した水が再処理施設の敷地を通る

排水路及びその他の経路を通じて，再

処理施設の敷地に隣接する尾駮沼から

海洋への放射性物質の流出に至るおそ

れがある。上記において工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための

対応手段と重大事故等対処設備を選定

する。 

また，再処理施設の各建物周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料火災，

化学火災が発生した場合において，消

火活動を行うための対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.8 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等 

1.8 重大事故等への対処に必要とな

る水の供給手順等 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（33/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

方針目的 

重大事故等への対処の水源として第１

貯水槽を水源とした，水源の確保の対

応手段と重大事故等対処設備を選定す

る。 

重大事故等への対処に必要な水を第１

貯水槽から継続して供給するため，第

２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮

沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ

（以下「敷地外水源」という。）を補

給源とした，補給源の確保及び第１貯

水槽へ水を補給するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

方針目的 

重大事故等への対処の水源として第１

貯水槽を水源とした，水源の確保の対

応手段と重大事故等対処設備を選定す

る。 

重大事故等への対処に必要な水を第１

貯水槽から継続して供給するため，第

２貯水槽又は尾駮沼取水場所Ａ，尾駮

沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ

（以下「敷地外水源」という。）を補

給源とした，補給源の確保及び第１貯

水槽へ水を補給するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.9 電源の確保に関する手順等 

方針目的 

設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の多重故障（以下，

第５表（10／15）では，「全交流動力

電源喪失」という。））した場合にお

いて，当該重大事故等に対処するため

に必要な電力を確保するための設備と

して代替電源設備及び代替所内電気設

備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備

を継続運転させるため，補機駆動用燃

料補給設備により燃料補給する手順等

を整備する。 

 

1.9 電源の確保に関する手順等 

方針目的 

設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失（外部電源喪失及び非常用

ディーゼル発電機の多重故障（以下，

第５表（10／15）では，「全交流動力

電源喪失」という。））した場合にお

いて，当該重大事故等に対処するため

に必要な電力を確保するための設備と

して代替電源設備及び代替所内電気設

備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備

を継続運転させるため，補機駆動用燃

料補給設備により燃料補給する手順等

を整備する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（34/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.10 事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難と

なった場合に，当該パラメータの推定

に有効な情報を把握するため，計器が

故障した場合又は計測範囲を超過した

場合の対応，計器電源の喪失時の対

応，計測結果を監視及び記録するため

の手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

1.10 事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器（非常

用のものを含む。）の直流電源の喪失

その他の故障により，当該重大事故等

に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難と

なった場合に，当該パラメータの推定

に有効な情報を把握するため，計器が

故障した場合又は計測範囲を超過した

場合の対応，計器電源の喪失時の対

応，計測結果を監視及び記録するため

の手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

  

 1.11 制御室の居住性等に関する手順

等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員が制御室にとどまるため

に必要な対処設備及び資機材を整備し

ており，この対処設備及び資機材を活

用した手順等を整備する。 

中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

【着手判断】 

1.11 制御室の居住性等に関する手順

等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員が制御室にとどまるため

に必要な対処設備及び資機材を整備し

ており，この対処設備及び資機材を活

用した手順等を整備する。 

中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

【着手判断】 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（35/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予

測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測

定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中

央制御室内の窒素酸化物の濃度を測定

する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐ

ｐｍを上回る場合には，外気の取入れ

を停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度

計が正常に起動し，中央制御室の窒素

酸化物濃度が活動に支障のない範囲で

あることにより確認する。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の窒素酸化物の濃度測定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予

測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測

定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の窒素酸化物の濃度を測定す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐ

ｍを上回る場合には，外気の取入れを

停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度

計が正常に起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度が活動に支障のない範囲であ

ることにより確認する。 

 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予

測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測

定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中

央制御室内の窒素酸化物の濃度を測定

する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐ

ｐｍを上回る場合には，外気の取入れ

を停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度

計が正常に起動し，中央制御室の窒素

酸化物濃度が活動に支障のない範囲で

あることにより確認する。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の窒素酸化物の濃度測定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物の発生が予

測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測

定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の窒素酸化物の濃度を測定す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐ

ｍを上回る場合には，外気の取入れを

停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度

計が正常に起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度が活動に支障のない範囲であ

ることにより確認する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（36/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 1.12 監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に再処理施

設から大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するための

手順を整備する。また，風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

1.12 監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に再処理施

設から大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定

し，並びにその結果を記録するための

手順を整備する。また，風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための手順を整備する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

  

 1.13 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等 

方針目的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等の被ばく線量を７

日間で100ｍＳｖを超えないようにす

るために必要な対応手段として，緊急

時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定

設備，緊急時対策建屋放射線計測設備

及び緊急時対策建屋電源設備により，

緊急時対策所にとどまるために必要な

1.13 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等 

方針目的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等の被ばく線量を７

日間で100ｍＳｖを超えないようにす

るために必要な対応手段として，緊急

時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建

屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定

設備，緊急時対策建屋放射線計測設備

及び緊急時対策建屋電源設備により，

緊急時対策所にとどまるために必要な
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（37/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

居住性を確保する手順を整備する。 

 

【重大事故等に対処するために必要な

指示及び通信連絡に関する措置】 

重大事故等が発生した場合において，

重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等が，緊急時対策建屋情

報把握設備及び通信連絡設備により，

必要なパラメータを監視又は収集し，

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握するとともに，重大事故等に

対処するための対策の検討を行う手順

を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料を緊急時対策建

屋に整備する。 

 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備により，再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電

源設備からの給電により，緊急時対策

建屋情報把握設備及び通信連絡設備を

使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本

部，支援組織及び実施組織の要員並び

に全社対策組織の一部の要員として最

大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出する場合において，緊急

時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるよう

にトイレや休憩スペース等を整備する

居住性を確保する手順を整備する。 

 

【重大事故等に対処するために必要な

指示及び通信連絡に関する措置】 

重大事故等が発生した場合において，

重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員等が，緊急時対策建屋情

報把握設備及び通信連絡設備により，

必要なパラメータを監視又は収集し，

重大事故等に対処するために必要な情

報を把握するとともに，重大事故等に

対処するための対策の検討を行う手順

を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料を緊急時対策建

屋に整備する。 

 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，

通信連絡設備により，再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電

源設備からの給電により，緊急時対策

建屋情報把握設備及び通信連絡設備を

使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本

部，支援組織及び実施組織の要員並び

に全社対策組織の一部の要員として最

大360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出する場合において，緊急

時対策所にとどまる非常時対策組織の

要員は約50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるよう

にトイレや休憩スペース等を整備する
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

とともに，収容する要員に必要な資機

材を整備し，通常時から維持，管理す

る。 

 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電

措置】 

重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するため

に，代替電源設備からの給電について

手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系

統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及

び緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊

急時対策建屋用母線により，緊急時対

策所の必要な負荷に給電していること

を確認する手順に着手する。 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭

素濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所

の使用を開始した場合は，緊急時対策

所の居住性確保の観点から，緊急時対

策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度を測定する手順に着

手する。 

 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モー

ド切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放

射性物質の放出を確認した場合，窒素

酸化物の発生により緊急時対策所の居

住性に影響を及ぼすと判断した場合又

は火山の影響による降灰により緊急時

対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼ

すおそれがある場合に，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替え

とともに，収容する要員に必要な資機

材を整備し，通常時から維持，管理す

る。 

 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電

措置】 

重大事故等が発生した場合において

も，当該重大事故等に対処するため

に，代替電源設備からの給電について

手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策

建屋用発電機，緊急時対策建屋高圧系

統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及

び緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊

急時対策建屋用母線により，緊急時対

策所の必要な負荷に給電していること

を確認する手順に着手する。 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭

素濃度及び窒素酸化物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所

の使用を開始した場合は，緊急時対策

所の居住性確保の観点から，緊急時対

策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度を測定する手順に着

手する。 

 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モー

ド切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放

射性物質の放出を確認した場合，窒素

酸化物の発生により緊急時対策所の居

住性に影響を及ぼすと判断した場合又

は火山の影響による降灰により緊急時

対策建屋換気設備の運転に影響を及ぼ

すおそれがある場合に，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替え
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

る手順に着手する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

る手順に着手する。 

 

作業性 

重大事故等の対処においては，通常の

安全対策に加えて，放射線環境や作業

環境に応じた防護具の配備を行い，移

動時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。 

 【添付書類八 5.1.4 手順書の整

備，訓練の実施及び体制の整備】

（8-5-251～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，

教育及び訓練を実施するとともに，

必要な体制を整備する。 

(１)再処理施設の重大事故の特徴 

(２)平常運転時の監視から対策開始

までの流れ 

ａ．平常運転時の監視 

ｂ．異常の検知 

ｃ．安全機能の回復操作 

ｄ．安全機能喪失の判断 

(３) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処でき

るように重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

ａ．全ての交流動力電源及び常設直

流電源系統の喪失，安全機能を有す

る施設の機器若しくは計測器類の多

重故障が，単独で，同時に又は連鎖

して発生した状態において，限られ

た時間の中で，再処理施設の状態の

把握及び重大事故等対策の適切な判

断を行うため，必要な情報の種類，

【添付書類八 5.1.4 手順書の整

備，訓練の実施及び体制の整備】

（8-5-251～） 

重大事故等に的確，かつ，柔軟に対

処できるように，手順書を整備し，

教育及び訓練を実施するとともに，

必要な体制を整備する。 

(１)再処理施設の重大事故の特徴 

(２)平常運転時の監視から対策開始

までの流れ 

ａ．平常運転時の監視 

ｂ．異常の検知 

ｃ．安全機能の回復操作 

ｄ．安全機能喪失の判断 

(３) 手順書の整備 

重大事故等対策時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて重大事

故等に的確，かつ，柔軟に対処でき

るように重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

ａ．全ての交流動力電源及び常設直

流電源系統の喪失，安全機能を有す

る施設の機器若しくは計測器類の多

重故障が，単独で，同時に又は連鎖

して発生した状態において，限られ

た時間の中で，再処理施設の状態の

把握及び重大事故等対策の適切な判

断を行うため，必要な情報の種類，

新規要求事項でないが,審査基準に

て有毒ガス発生時の防護については,

現場環境確認（屋内のアクセスルート

の確認）により,有毒ガスの有無,重大

事故等に対する手順書に包含されて

いることから,既許可申請書に有毒ガ

ス発生時の個別の対応手順の記載は

ない。 

また,「重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員のうち初動

対応を行う者に対する防護具の配

備、着用等」についても,現場環境確

認及び重大事故等に対する手順書に

包含されている。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容

の取り込み）】 

有毒ガス発生時の防護については,

審査基準のⅢ （４）手順書の整備,

訓練の実施及び体制の整備【解釈】

１g)で定められている。 

既許可における有毒ガス発生時の防

護手順については,「1.0 地震を要因

とする重大事故等における対応手順

等（共通）」の現場環境確認による

有毒ガス発生の有無,「１．１ 臨界

事故の拡大を防止するための手順

等」,「１．２ 冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処するための手順

等」,「１．３ 放射線分解により発

生する水素による爆発に対処するた

めの手順等」,「１．４ 有機溶媒等

による火災又は爆発に対処するため

の手順等」,「１．５ 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順等」,

「１．７ 工場等外への放射性物質等

の放出を抑制するための手順等」,

「１．８ 重大事故等への対処に必要

となる水の供給手順等」,「１．９ 

電源の確保に関する手順等」,「１．

１０ 事故時の計装に関する手順

等」,「１．１１ 制御室の居住性等

に関する手順等」,「１．１２ 監視
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

その入手の方法及び判断基準を明確

にし，重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の

状態を把握するための手順及び計測

に必要な計器電源が喪失した場合の

手順を重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設

置し，定期的にパラメータ確認を行

うことを重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

具体的には，第5－１表に示す「1.10  

事故時の計装に関する手順等」の内

容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，

航空機落下，近隣工場等の火災等)の

発生を確認するための暗視機能を有

する監視カメラの表示装置並びに敷

地内の気象観測関係の表示装置を設

ける。また，火災発生等を確認した

場合に消火活動等の対策に着手する

ための判断基準を明確にした手順書

を整備する。 

ｂ．重大事故等の発生及び拡大を防

ぐために最優先すべき操作等の判断

基準をあらかじめ明確にし，限られ

その入手の方法及び判断基準を明確

にし，重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを再処理施設の状態を監視す

るパラメータの中からあらかじめ選

定し，計器の故障時に再処理施設の

状態を把握するための手順及び計測

に必要な計器電源が喪失した場合の

手順を重大事故等発生時対応手順書

に整備する。 

また，選定した直接監視するパラメ

ータが計器の故障等により計測でき

ない場合は，可搬型計器を現場に設

置し，定期的にパラメータ確認を行

うことを重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

具体的には，第5－１表に示す「1.10  

事故時の計装に関する手順等」の内

容を含むものとする。 

中央制御室には，昼夜にわたり，再

処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等(森林火災，草原火災，

航空機落下，近隣工場等の火災等)の

発生を確認するための暗視機能を有

する監視カメラの表示装置並びに敷

地内の気象観測関係の表示装置を設

ける。また，火災発生等を確認した

場合に消火活動等の対策に着手する

ための判断基準を明確にした手順書

を整備する。 

ｂ．重大事故等の発生及び拡大を防

ぐために最優先すべき操作等の判断

基準をあらかじめ明確にし，限られ

測定等に関する手順等」,「１．１３ 

緊急時対策所の居住性等に関する手

順等」の作業性にて,「作業環境に応

じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用」の対

応手順に包含されていることから,既

許可の設計方針に影響はないが,審査

基準の要求事項に対する適合性とし

て「手順書の整備」が明記されてい

ないことから,既許可の1a)～f)が記

載されている「添付書類八 5.1.4 

(３) 手順書の整備」に手順書の整

備の記載を追加する。 

（48/72） 

 

なお,「体制」については,現場環境

確認時の建屋対策班の対策作業員の

防護装備については，現場環境が悪

化している可能性も考慮し，溢水，化

学薬品の漏えい等を考慮した装備を

着用し対応することから,体制の整

備への追加は実施しない。 
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

た時間の中で実施すべき重大事故等

への対処について各役割に応じて対

処できるよう，以下のとおり重大事

故等発生時対応手順書を整備する。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を

考慮の上，明確な手順着手の判断基

準を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

警報発報により発生を検知する重大

事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理

施設内に可能な限り閉じ込めるため

の対処等を重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡大

防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき，拡大防止対策の実

施を判断するのではなく，安全機能

の喪失により，重大事故等の発生防

止対策及び拡大防止対策の実施を同

時に判断することを重大事故等発生

時対応手順書に明記する。 

重大事故等対策を実施する際の優先

順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素によ

る爆発については原則として，ま

ず，高性能粒子フィルタ等により放

射性物質を可能な限り除去した上で

排気できるよう，既存の排気設備の

他，放射性物質の浄化機能を有する

た時間の中で実施すべき重大事故等

への対処について各役割に応じて対

処できるよう，以下のとおり重大事

故等発生時対応手順書を整備する。 

全交流動力電源喪失時等において，

準備に長時間を要する可搬型重大事

故等対処設備を必要な時期に使用可

能とするため，準備に要する時間を

考慮の上，明確な手順着手の判断基

準を重大事故等発生時対応手順書に

整備する。 

警報発報により発生を検知する重大

事故については，当該重大事故への

対処において，放射性物質を再処理

施設内に可能な限り閉じ込めるため

の対処等を重大事故等発生時対応手

順書に整備する。 

重大事故等の発生防止対策及び拡大

防止対策については，発生防止対策

の結果に基づき，拡大防止対策の実

施を判断するのではなく，安全機能

の喪失により，重大事故等の発生防

止対策及び拡大防止対策の実施を同

時に判断することを重大事故等発生

時対応手順書に明記する。 

重大事故等対策を実施する際の優先

順位については，重大事故の発生を

仮定する機器の時間余裕が短いもの

から実施する。 

冷却機能の喪失による蒸発乾固及び

放射線分解により発生する水素によ

る爆発については原則として，ま

ず，高性能粒子フィルタ等により放

射性物質を可能な限り除去した上で

排気できるよう，既存の排気設備の

他，放射性物質の浄化機能を有する
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（42/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

代替策を追加することにより，管理

放出するための重大事故等対策を優

先し，その後に冷却機能及び水素掃

気機能の代替手段としての重大事故

等対策を実施する。これらの対策を

記載した重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

重大事故等の発生防止対策，拡大防

止対策については，いずれの対策も

不測の事態に備えて，原則として事

象発生予測時間の２時間前までに完

了するよう，手順を重大事故等発生

時対応手順書に整備する。 

重大事故等への対処を実施するに当

たり，作業に従事する要員の過度な

放射線被ばくを防止するため，放射

線被ばく管理に係る対応について重

大事故等発生時対応手順書に整備す

る。 

重大事故等発生時の被ばく線量管理

は，個人線量計による被ばく線量管

理及び管理区域での作業時間管理に

よって行う。１作業あたりの被ばく

線量が10ｍＳｖ以下とすることを目

安に計画線量を設定し，作業者の被

ばく線量を可能な限り低減できるよ

うにする。また，１作業あたりの被

ばく線量が10ｍＳｖ以下での作業が

困難な場合は，緊急作業における線

量限度である100ｍＳｖ又は250ｍＳ

ｖを超えないよう管理する。その場

合においても，作業者の被ばく線量

が可能な限り低減できるよう，段階

的に計画線量を設定する。 

建屋内の重大事故等対策の作業につ

いては，作業負荷の観点から１回当

代替策を追加することにより，管理

放出するための重大事故等対策を優

先し，その後に冷却機能及び水素掃

気機能の代替手段としての重大事故

等対策を実施する。これらの対策を

記載した重大事故等発生時対応手順

書を整備する。 

重大事故等の発生防止対策，拡大防

止対策については，いずれの対策も

不測の事態に備えて，原則として事

象発生予測時間の２時間前までに完

了するよう，手順を重大事故等発生

時対応手順書に整備する。 

重大事故等への対処を実施するに当

たり，作業に従事する要員の過度な

放射線被ばくを防止するため，放射

線被ばく管理に係る対応について重

大事故等発生時対応手順書に整備す

る。 

重大事故等発生時の被ばく線量管理

は，個人線量計による被ばく線量管

理及び管理区域での作業時間管理に

よって行う。１作業あたりの被ばく

線量が10ｍＳｖ以下とすることを目

安に計画線量を設定し，作業者の被

ばく線量を可能な限り低減できるよ

うにする。また，１作業あたりの被

ばく線量が10ｍＳｖ以下での作業が

困難な場合は，緊急作業における線

量限度である100ｍＳｖ又は250ｍＳ

ｖを超えないよう管理する。その場

合においても，作業者の被ばく線量

が可能な限り低減できるよう，段階

的に計画線量を設定する。 

建屋内の重大事故等対策の作業につ

いては，作業負荷の観点から１回当
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（43/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

たり１時間30分以内を目安とし，当

該作業後に他の作業を行う場合に

は，30分の休憩時間を確保する。 

建屋外の重大事故等対策の作業につ

いては，予備要員を３人確保し，交

代で休憩をとりながら作業を行う。

また，可搬型中型移送ポンプや大型

移送ポンプ車の連続運転中の監視作

業は，２人の監視要員が１時間交代

で休憩をとりながら監視を行う。 

地震時においては，監視制御盤等に

より安全機能の喪失を判断するため

の情報を把握した時点を起点とし

て，安全機能の喪失の判断に10分間

を要するものと想定する。そのた

め，重大事故等の対策に必要な要員

の評価等においては，重大事故等へ

の対処のうち判断に基づき実施する

操作及び作業は，安全機能の喪失を

判断するための情報の把握から10分

後以降に開始するものとする。 

ｃ．財産（設備等）保護よりも安全

を優先する共通認識を持ち，行動で

きるよう，社長は，あらかじめ方針

を示す。 

重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた重大事故等

発生時対応手順書を整備し，判断基

準を明記する。重大事故等対策時に

おいては，統括当直長（実施責任

者）が躊躇せず判断できるように，

財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に基づき，判断基準を定

めた重大事故等発生時対応手順書を

整備する。 

たり１時間30分以内を目安とし，当

該作業後に他の作業を行う場合に

は，30分の休憩時間を確保する。 

建屋外の重大事故等対策の作業につ

いては，予備要員を３人確保し，交

代で休憩をとりながら作業を行う。

また，可搬型中型移送ポンプや大型

移送ポンプ車の連続運転中の監視作

業は，２人の監視要員が１時間交代

で休憩をとりながら監視を行う。 

地震時においては，監視制御盤等に

より安全機能の喪失を判断するため

の情報を把握した時点を起点とし

て，安全機能の喪失の判断に10分間

を要するものと想定する。そのた

め，重大事故等の対策に必要な要員

の評価等においては，重大事故等へ

の対処のうち判断に基づき実施する

操作及び作業は，安全機能の喪失を

判断するための情報の把握から10分

後以降に開始するものとする。 

ｃ．財産（設備等）保護よりも安全

を優先する共通認識を持ち，行動で

きるよう，社長は，あらかじめ方針

を示す。 

重大事故等時の対処においては，財

産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた重大事故等

発生時対応手順書を整備し，判断基

準を明記する。重大事故等対策時に

おいては，統括当直長（実施責任

者）が躊躇せず判断できるように，

財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に基づき，判断基準を定

めた重大事故等発生時対応手順書を

整備する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（44/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

重大事故等対策時の非常時対策組織

の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長（非

常時対策組織本部長）は，財産（設

備等）保護よりも安全を優先する方

針に従った判断を実施する。 

ｄ．事故の進展状況に応じて具体的

な重大事故等対策を実施するため，

実施組織用及び支援組織用の手順書

を適切に定める。手順書が事故の進

展状況に応じていくつかの種類に分

けられる場合は，それらの構成を明

確化し，かつ，各手順書相互間の移

行基準を明確化する。各手順書は，

重大事故等対策を的確に実施するた

めに，事故の進展状況に応じて，以

下のように構成し定める。重大事故

等発生時対応手順書を含む文書体系

を第5.1.4－６図に示す。 

(ａ) 運転手順書 

再処理施設の平常運転（操作項目，

パラメータ等の確認項目，操作上の

注意事項等）を記載した手順書 

(ｂ) 警報対応手順書 

制御室及び現場制御盤に警報が発生

した際に，警報発生原因の除去ある

いは設備を安全な状態に維持するた

めに必要な対応を警報ごとに記載し

た手順書 

(ｃ) 重大事故等発生時対応手順書 

複数の設備の故障等による異常又は

重大事故に至るおそれがある場合に

必要な対応を重大事故事象ごとに記

載した手順書は，以下のとおりとす

る。 

ⅰ．重大事故への進展を防止するた

重大事故等対策時の非常時対策組織

の活動において，重大事故等対策を

実施する際に，再処理事業部長（非

常時対策組織本部長）は，財産（設

備等）保護よりも安全を優先する方

針に従った判断を実施する。 

ｄ．事故の進展状況に応じて具体的

な重大事故等対策を実施するため，

実施組織用及び支援組織用の手順書

を適切に定める。手順書が事故の進

展状況に応じていくつかの種類に分

けられる場合は，それらの構成を明

確化し，かつ，各手順書相互間の移

行基準を明確化する。各手順書は，

重大事故等対策を的確に実施するた

めに，事故の進展状況に応じて，以

下のように構成し定める。重大事故

等発生時対応手順書を含む文書体系

を第5.1.4－６図に示す。 

(ａ) 運転手順書 

再処理施設の平常運転（操作項目，

パラメータ等の確認項目，操作上の

注意事項等）を記載した手順書 

(ｂ) 警報対応手順書 

制御室及び現場制御盤に警報が発生

した際に，警報発生原因の除去ある

いは設備を安全な状態に維持するた

めに必要な対応を警報ごとに記載し

た手順書 

(ｃ) 重大事故等発生時対応手順書 

複数の設備の故障等による異常又は

重大事故に至るおそれがある場合に

必要な対応を重大事故事象ごとに記

載した手順書は，以下のとおりとす

る。 

ⅰ．重大事故への進展を防止するた
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（45/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

めの発生防止手順書 

ⅱ．重大事故に至る可能性がある場

合，事故の拡大を防止するための手

順書（放射性物質の放出を防止する

ための手順書を含む） 

警報対応手順書で対応中に機器の多

重故障が発生し，安全機能の回復が

できない場合には，統括当直長（実

施責任者）が安全機能の喪失と判断

し，重大事故等発生時対応手順書へ

移行する。 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて

機能しない場合は，大規模損壊発生

時対応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡散

の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書相互間を的確に移行でき

るよう，移行基準を明確にする。 

重大事故等発生時の対策のうち，要

員に余裕があった場合のみに実施で

きるもの， 特定の状況下においての

み有効に機能するもの， 対処に要す

る手順が多いこと等により，対処に

要する時間が重大事故等対処設備を

用いた対処よりも長いものは，自主

対策として位置づける。 

自主対策については，重大事故等の

対処に悪影響を与えない範囲で実施

することをこれらの手順書に明記す

る。 

めの発生防止手順書 

ⅱ．重大事故に至る可能性がある場

合，事故の拡大を防止するための手

順書（放射性物質の放出を防止する

ための手順書を含む） 

警報対応手順書で対応中に機器の多

重故障が発生し，安全機能の回復が

できない場合には，統括当直長（実

施責任者）が安全機能の喪失と判断

し，重大事故等発生時対応手順書へ

移行する。 

さらに，重大事故等発生時対応手順

書で対応中に発生防止及び拡大防止

（影響緩和含む）への措置がすべて

機能しない場合は，大規模損壊発生

時対応手順書へ移行する。 

大気及び海洋への放射性物質の拡散

の抑制，制御室，監視測定設備，緊

急時対策所並びに通信連絡設備に関

する手順書を整備する。 

重大事故等発生時対応手順書は，事

故の進展状況に応じて構成を明確化

し，手順書相互間を的確に移行でき

るよう，移行基準を明確にする。 

重大事故等発生時の対策のうち，要

員に余裕があった場合のみに実施で

きるもの， 特定の状況下においての

み有効に機能するもの， 対処に要す

る手順が多いこと等により，対処に

要する時間が重大事故等対処設備を

用いた対処よりも長いものは，自主

対策として位置づける。 

自主対策については，重大事故等の

対処に悪影響を与えない範囲で実施

することをこれらの手順書に明記す

る。 
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

ｅ．重大事故等対策実施の判断基準

として確認する温度，圧力，水位等

の計測可能なパラメータを整理し，

重大事故等発生時対応手順書に明記

する。また，重大事故等対策実施時

におけるパラメータの挙動予測，影

響評価すべき項目及び監視パラメー

タ等を，重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転

手順書及び重大事故等発生時対応手

順書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器で

の確認の可否，記録の可否，直流電

源喪失時における可搬型計器による

計測可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータが故障等により計測不能な場合

における他のパラメータによる推定

方法を重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な情

報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに

対応処置の参考情報とし，重大事故

等発生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，支援組織が支援するた

めの参考情報とし，重大事故等発生

時支援実施手順書に整理する。 

ｆ．前兆事象として把握ができる

ｅ．重大事故等対策実施の判断基準

として確認する温度，圧力，水位等

の計測可能なパラメータを整理し，

重大事故等発生時対応手順書に明記

する。また，重大事故等対策実施時

におけるパラメータの挙動予測，影

響評価すべき項目及び監視パラメー

タ等を，重大事故等発生時対応手順

書に明記する。 

重大事故等の対処のために把握する

ことが必要なパラメータのうち，再

処理施設の状態を直接監視するパラ

メータを，あらかじめ選定し，運転

手順書及び重大事故等発生時対応手

順書に明記する。 

重大事故等発生時対応手順書には，

耐震性，耐環境性のある計測機器で

の確認の可否，記録の可否，直流電

源喪失時における可搬型計器による

計測可否等の情報を明記する。 

再処理施設の状態を監視するパラメ

ータが故障等により計測不能な場合

における他のパラメータによる推定

方法を重大事故等発生時対応手順書

に明記する。 

有効性評価等にて整理した有効な情

報は，実施組織要員である当直（運

転員）が監視すべきパラメータの選

定，状況の把握及び進展予測並びに

対応処置の参考情報とし，重大事故

等発生時対応手順書に明記する。 

また，有効性評価等にて整理した有

効な情報は，支援組織が支援するた

めの参考情報とし，重大事故等発生

時支援実施手順書に整理する。 

ｆ．前兆事象として把握ができる
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

か，重大事故等を引き起こす可能性

があるかを考慮して，設備の安全機

能の維持及び事故の未然防止対策を

あらかじめ検討し，前兆事象を確認

した時点で，必要に応じて事前の対

応ができる体制及び手順書を整備す

る。 

対処により重大事故等に至ることを

防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表

の警報等を踏まえた進展を予測し，

施設の安全機能の維持及び事故の防

止措置を講ずるため，必要に応じて

事前の対応ができる体制及び手順書

を整備する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程

の停止操作を実施するための手順書

を整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン

作業の中止等，設計竜巻から防護す

る施設を防護するため，必要に応じ

て事前の対応を実施するための手順

書を整備する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや

多量」以上)を確認した場合に，事前

の対応作業として，可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送

ポンプ等の建屋内への移動，可搬型

か，重大事故等を引き起こす可能性

があるかを考慮して，設備の安全機

能の維持及び事故の未然防止対策を

あらかじめ検討し，前兆事象を確認

した時点で，必要に応じて事前の対

応ができる体制及び手順書を整備す

る。 

対処により重大事故等に至ることを

防止できる自然現象については，施

設周辺の状況に加えて，気象庁発表

の警報等を踏まえた進展を予測し，

施設の安全機能の維持及び事故の防

止措置を講ずるため，必要に応じて

事前の対応ができる体制及び手順書

を整備する。 

大津波警報が発表された場合に，再

処理施設を安全が確保できる状態に

移行させるため，原則として各工程

の停止操作を実施するための手順書

を整備する。 

台風の通過が想定される場合に，屋

外設備の暴風雨対策及び巡視点検を

強化するため，必要に応じて事前の

対応を実施するための手順書を整備

する。 

竜巻の発生が予想される場合に，車

両の退避又は固縛の実施，クレーン

作業の中止等，設計竜巻から防護す

る施設を防護するため，必要に応じ

て事前の対応を実施するための手順

書を整備する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや

多量」以上)を確認した場合に，事前

の対応作業として，可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送

ポンプ等の建屋内への移動，可搬型
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

建屋外ホースの敷設を実施するため

の手順書並びに除灰作業を実施する

ための手順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予想

される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低下

が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するた

めの手順書を整備する。また，必要

に応じて外部からの給水作業を実施

するための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につい

ては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応ができる手順書を整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋外ホースの敷設を実施するため

の手順書並びに除灰作業を実施する

ための手順書を整備する。 

設計基準を上回る規模の積雪が予想

される場合に，降雪の状況に応じて

除雪作業を実施するための手順書を

整備する。 

干ばつ及び湖若しくは川の水位低下

が発生した場合に，再処理施設を安

全が確保できる状態に移行させるた

め，原則として各工程を停止するた

めの手順書を整備する。また，必要

に応じて外部からの給水作業を実施

するための手順書を整備する。 

その他の前兆事象を伴う事象につい

ては，気象情報の収集，巡視点検の

強化及び前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応ができる手順書を整備

する。 

ｇ．有毒ガスの発生時に，事故対策

に必要な指示・操作を行うことがで

きるよう，運転員及び重大事故等に

対処するために必要な要員の吸気中

の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のた

めの判断基準値以下とするための手

順書を整備する。 

予期せぬ有毒ガスの発生において

も，運転員及び重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員のう

ち初動対応を行う者に対して配備し

た防護具を着用することにより，事

故対策に必要な指示・操作を行うこ

とができるよう手順書を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知し

た場合，統括当直長に連絡し，統括

当直長は通信連絡設備により，有毒
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

 

 

 

(４) 訓練の実施 

(５) 体制の整備 

重大事故等発生時において重大事故

等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施

組織及び支援組織の役割分担及び責

任者などを定め，指揮命令系統を明

確にし,効果的な重大事故等対策を実

施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害

が発生するおそれがある場合又は発

生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行う

ため，再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，事象に応じて非常事態

を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策

組織を設置して対処する。 

非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等に至るお

それのある事故が発生した場合にお

いても対応できるようにする。 

再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部

長として，非常時対策組織の統括管

理を行い，責任を持って原子力防災

の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系

統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長

（原子力防災管理者）が不在の場合

ガスの発生を運転員及び重大事故等

に対処するために必要な要員に周知

する手順書を整備する。 

(４) 訓練の実施 

(５) 体制の整備  

重大事故等発生時において重大事故

等に対応するための体制として，以

下の方針に基づき整備する。 

ａ．重大事故等対策を実施する実施

組織及び支援組織の役割分担及び責

任者などを定め，指揮命令系統を明

確にし,効果的な重大事故等対策を実

施し得る体制を整備する。 

重大事故等を起因とする原子力災害

が発生するおそれがある場合又は発

生した場合に，事故原因の除去，原

子力災害の拡大防止及びその他の必

要な活動を迅速，かつ，円滑に行う

ため，再処理事業部長（原子力防災

管理者）は，事象に応じて非常事態

を発令し，非常時対策組織の非常招

集及び通報連絡を行い，非常時対策

組織を設置して対処する。 

非常時対策組織は，再処理施設内の

各工程で同時に重大事故等に至るお

それのある事故が発生した場合にお

いても対応できるようにする。 

再処理事業部長（原子力防災管理

者）は，非常時対策組織本部の本部

長として，非常時対策組織の統括管

理を行い，責任を持って原子力防災

の活動方針を決定する。 

非常時対策組織における指揮命令系

統を明確にするとともに，指揮者で

ある非常時対策組織本部の本部長

（原子力防災管理者）が不在の場合
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

は，あらかじめ定めた順位に従い，

副原子力防災管理者がその職務を代

行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任

者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成する非常時対策組織本部，

重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織及び実施組織が重

大事故対策に専念できる環境を整え

る運営支援組織で構成する。 

非常時対策組織において，指揮命令

は非常時対策組織本部の本部長を最

上位に置き，階層構造の上位から下

位に向かってなされる。一方，下位

から上位へは，実施事項等が報告さ

れる。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策

組織本部の副本部長として燃料製造

事業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の

核燃料取扱主任者を非常時対策組織

本部に加え，非常時対策組織本部の

本部長が両施設の原子力防災の方針

を決定する。非常時対策組織の構成

を第5.1.4－２表，非常時対策組織の

体制図を第5.1.4－７，８図に示す。 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活

かすことができ，組織が効果的に重

大事故等対策を実施できるように，

専門性及び経験を考慮した作業班の

構成を行う。 

火災発生時の消火活動は，非常時対

は，あらかじめ定めた順位に従い，

副原子力防災管理者がその職務を代

行する。 

非常時対策組織は，本部長，副本部

長，再処理工場長，核燃料取扱主任

者，連絡責任者及び支援組織の各班

長で構成する非常時対策組織本部，

重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織及び実施組織が重

大事故対策に専念できる環境を整え

る運営支援組織で構成する。 

非常時対策組織において，指揮命令

は非常時対策組織本部の本部長を最

上位に置き，階層構造の上位から下

位に向かってなされる。一方，下位

から上位へは，実施事項等が報告さ

れる。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設との同時

発災の場合においては，非常時対策

組織本部の副本部長として燃料製造

事業部長及びＭＯＸ燃料加工施設の

核燃料取扱主任者を非常時対策組織

本部に加え，非常時対策組織本部の

本部長が両施設の原子力防災の方針

を決定する。非常時対策組織の構成

を第5.1.4－２表，非常時対策組織の

体制図を第5.1.4－７，８図に示す。 

平常運転時の体制下での運転，日常

保守点検活動の実施経験が非常時対

策組織での事故対応，復旧活動に活

かすことができ，組織が効果的に重

大事故等対策を実施できるように，

専門性及び経験を考慮した作業班の

構成を行う。 

火災発生時の消火活動は，非常時対
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

策組織とは別組織の自衛消防組織

（第5.1.4－８図参照）のうち，消火

班及び消火専門隊が実施する。 

b．非常時対策組織本部は，本部長，

副本部長，再処理工場長，核燃料取

扱主任者，連絡責任者及び支援組織

の各班長で構成し，緊急時対策所を

活動拠点として，施設状況の把握等

の活動を統括管理し，非常時対策組

織の活動を統括管理する。 

重大事故等対策時には支援組織要員

を中央制御室へ派遣し，再処理施設

や中央制御室の状況及び実施組織の

活動状況を非常時対策組織本部及び

支援組織に報告する。また，支援組

織の対応状況についても支援組織の

各班長より適宜報告されることか

ら，常に綿密な情報の共有がなされ

る。 

あらかじめ定めた手順にしたがって

実施組織が行う重大事故等対策につ

いては，統括当直長（実施責任者）

の判断により自律的に実施し，非常

時対策組織本部及び支援組織に実施

の報告が上がってくることになる。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，そ

の職務に支障をきたすことがないよ

うに，独立性を確保する。核燃料取

扱主任者は，再処理施設の重大事故

等対策に関し保安監督を誠実， か

つ， 最優先に行うことを任務とす

る。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）に重大事故等が発生した場合，

核燃料取扱主任者が保安の監督を誠

策組織とは別組織の自衛消防組織

（第5.1.4－８図参照）のうち，消火

班及び消火専門隊が実施する。 

b．非常時対策組織本部は，本部長，

副本部長，再処理工場長，核燃料取

扱主任者，連絡責任者及び支援組織

の各班長で構成し，緊急時対策所を

活動拠点として，施設状況の把握等

の活動を統括管理し，非常時対策組

織の活動を統括管理する。 

重大事故等対策時には支援組織要員

を中央制御室へ派遣し，再処理施設

や中央制御室の状況及び実施組織の

活動状況を非常時対策組織本部及び

支援組織に報告する。また，支援組

織の対応状況についても支援組織の

各班長より適宜報告されることか

ら，常に綿密な情報の共有がなされ

る。 

あらかじめ定めた手順にしたがって

実施組織が行う重大事故等対策につ

いては，統括当直長（実施責任者）

の判断により自律的に実施し，非常

時対策組織本部及び支援組織に実施

の報告が上がってくることになる。 

核燃料取扱主任者は，重大事故等対

策時の非常時対策組織において，そ

の職務に支障をきたすことがないよ

うに，独立性を確保する。核燃料取

扱主任者は，再処理施設の重大事故

等対策に関し保安監督を誠実， か

つ， 最優先に行うことを任務とす

る。 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）に重大事故等が発生した場合，

核燃料取扱主任者が保安の監督を誠
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実に行うことができるように，非常

時対策組織要員は，通信連絡設備に

より必要の都度，情報連絡（再処理

施設の状況，対策の状況）を行う。

核燃料取扱主任者は得られた情報に

基づき，再処理施設の重大事故等対

策に関し保安上必要な場合は非常時

対策組織要員への指示並びに非常時

対策組織本部の本部長への意見具申

及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員の

規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な

対応が可能な組織とする。 

c．実施組織は，当直（運転員）等に

より構成され，重大事故等対策を円

滑に実施できる体制とし，役割に応

じて責任者を配置する。 

(ａ) 実施組織 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直

長）は，重大事故等対策の指揮を執

る。 

実施組織は，建屋対策班，建屋外対

応班，通信班，放射線対応班，要員

管理班及び情報管理班で構成する。 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班

長，放射線対応班長，要員管理班

長，情報管理班長を任命し，重大事

故等対策の指揮を執るとともに，対

策活動の実施状況に応じ，支援組織

に支援を要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施

実に行うことができるように，非常

時対策組織要員は，通信連絡設備に

より必要の都度，情報連絡（再処理

施設の状況，対策の状況）を行う。

核燃料取扱主任者は得られた情報に

基づき，再処理施設の重大事故等対

策に関し保安上必要な場合は非常時

対策組織要員への指示並びに非常時

対策組織本部の本部長への意見具申

及び対策活動への助言を行う。 

非常時対策組織の機能を担う要員の

規模は，対応する事故の様相及び事

故の進展や収束の状況により異なる

が，それぞれの状況に応じて十分な

対応が可能な組織とする。 

c．実施組織は，当直（運転員）等に

より構成され，重大事故等対策を円

滑に実施できる体制とし，役割に応

じて責任者を配置する。 

(ａ) 実施組織 

実施組織は，統括当直長を実施責任

者とする。実施責任者（統括当直

長）は，重大事故等対策の指揮を執

る。 

実施組織は，建屋対策班，建屋外対

応班，通信班，放射線対応班，要員

管理班及び情報管理班で構成する。 

実施責任者（統括当直長）は，実施

組織の建屋対策班の各班長，通信班

長，放射線対応班長，要員管理班

長，情報管理班長を任命し，重大事

故等対策の指揮を執るとともに，対

策活動の実施状況に応じ，支援組織

に支援を要請する。 

また，実施責任者（統括当直長）又

はあらかじめ指名された者は，実施
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

組織の連絡責任者として，事象発生

時における対外連絡を行う。 

実施責任者（統括当直長）及び実施

責任者（統括当直長）が任命した各

班長は，制御建屋を活動拠点として

いるが，制御建屋が使用できなくな

る場合には緊急時対策所に活動拠点

を移す。 

ⅰ．実施組織の各班の役割 

(ⅰ) 建屋対策班は，制御建屋対策

班，前処理建屋対策班，分離建屋対

策班，精製建屋対策班，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋対策班，ガ

ラス固化建屋対策班，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋対策班及びＭＯＸ燃

料加工施設対策班で構成する。 

(ⅱ) 建屋対策班は，各対策実施の

時間余裕の算出，可搬型計器の設置

を含む各建屋における対策活動の実

施及び各建屋の対策の作業進捗管理

並びに各建屋周辺の線量率確認及び

可搬型設備の起動確認等を行う。 

また，地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合

には，対策活動に先立ち，現場環境

確認（屋内のアクセスルートの確

認），可搬型通話装置の設置及び圧

縮空気手動供給ユニットの弁操作を

行う。 

なお，建屋対策班の詳細な役割をⅱ

項に示す。 

(ⅲ) 建屋外対応班は，屋外のアク

セスルートの確保，貯水槽から各建

屋近傍までの水供給及び可搬型重大

事故等対処設備への燃料補給を行う

組織の連絡責任者として，事象発生

時における対外連絡を行う。 

実施責任者（統括当直長）及び実施

責任者（統括当直長）が任命した各

班長は，制御建屋を活動拠点として

いるが，制御建屋が使用できなくな

る場合には緊急時対策所に活動拠点

を移す。 

ⅰ．実施組織の各班の役割 

(ⅰ) 建屋対策班は，制御建屋対策

班，前処理建屋対策班，分離建屋対

策班，精製建屋対策班，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋対策班，ガ

ラス固化建屋対策班，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋対策班及びＭＯＸ燃

料加工施設対策班で構成する。 

(ⅱ) 建屋対策班は，各対策実施の

時間余裕の算出，可搬型計器の設置

を含む各建屋における対策活動の実

施及び各建屋の対策の作業進捗管理

並びに各建屋周辺の線量率確認及び

可搬型設備の起動確認等を行う。 

また，地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合

には，対策活動に先立ち，現場環境

確認（屋内のアクセスルートの確

認），可搬型通話装置の設置及び圧

縮空気手動供給ユニットの弁操作を

行う。 

なお，建屋対策班の詳細な役割をⅱ

項に示す。 

(ⅲ) 建屋外対応班は，屋外のアク

セスルートの確保，貯水槽から各建

屋近傍までの水供給及び可搬型重大

事故等対処設備への燃料補給を行う
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

とともに，工場等外への放射性物質

及び放射線の放出抑制並びに航空機

墜落火災発生時の消火活動を行う。 

(ⅳ) 通信班は，中央制御室におい

て，所内携帯電話の使用可否の確認

結果に応じて，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外

用）の準備，確保及び設置を行う。

また，通信班は，通信連絡設備設置

完了後は要員管理班へ合流する。 

(ⅴ) 放射線対応班は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング設備及び可搬型気象観測設

備の設置，重大事故等の対策に係る

放射線並びに放射能の状況把握，管

理区域退域者の身体サーベイ, モニ

タリンクポスト等への代替電源給

電，実施組織要員の被ばく管理，制

御室への汚染拡大防止措置等を行

う。 

また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，負傷者

の汚染検査（除染等を含む）を行

い，その結果とともに，負傷者を支

援組織の放射線管理班へ引き渡す。 

(ⅵ) 要員管理班は，中央制御室内

の中央安全監視室において，中央制

御室内の要員把握を行うとともに，

建屋対策班の依頼に基づき，中央制

御室内の対策作業員の中から各建屋

の対策作業の要員の割り当てを行

う。 

対策作業に先立ち実施する現場環境

とともに，工場等外への放射性物質

及び放射線の放出抑制並びに航空機

墜落火災発生時の消火活動を行う。 

(ⅳ) 通信班は，中央制御室におい

て，所内携帯電話の使用可否の確認

結果に応じて，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外

用）の準備，確保及び設置を行う。

また，通信班は，通信連絡設備設置

完了後は要員管理班へ合流する。 

(ⅴ) 放射線対応班は，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング設備及び可搬型気象観測設

備の設置，重大事故等の対策に係る

放射線並びに放射能の状況把握，管

理区域退域者の身体サーベイ, モニ

タリンクポスト等への代替電源給

電，実施組織要員の被ばく管理，制

御室への汚染拡大防止措置等を行

う。 

また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，負傷者

の汚染検査（除染等を含む）を行

い，その結果とともに，負傷者を支

援組織の放射線管理班へ引き渡す。 

(ⅵ) 要員管理班は，中央制御室内

の中央安全監視室において，中央制

御室内の要員把握を行うとともに，

建屋対策班の依頼に基づき，中央制

御室内の対策作業員の中から各建屋

の対策作業の要員の割り当てを行

う。 

対策作業に先立ち実施する現場環境
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   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

確認のため，実施責任者（統括当直

長）の指示に基づき，対策作業員の

中から現場環境確認要員を確保す

る。 

また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，人命保

護を目的に速やかに負傷者の救護を

行い，汚染検査のため，実施組織の

放射線対応班へ引き渡す。 

(ⅶ) 情報管理班は，中央制御室内

の中央安全監視室において時系列管

理表の作成，作業進捗管理表の作成

及び作業進捗の管理，作業時間の管

理，各建屋での対策実施に係る時間

余裕の集約及び作業開始目安時間の

集約を行う。 

ⅱ．建屋対策班の要員ごとの役割 

(ⅰ) 地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合 

建屋対策班の対策作業員は，建屋対

策班長の指示に基づき，対策実施の

時間余裕の算出，作業開始目安時間

の算出を行う。 

また，建屋対策班長は，対策作業に

先立ち実施する現場環境確認のた

め，実施責任者（統括当直長）の指

示に基づき要員管理班が割り当てた

要員に対して現場環境確認（屋内の

アクセスルートの確認），可搬型通

話装置の設置及び手動圧縮空気ユニ

ットの弁操作を指示する。 

建屋対策班の現場管理者は，初動対

応として，担当建屋近傍において，

各建屋周辺の線量率確認，可搬型発

確認のため，実施責任者（統括当直

長）の指示に基づき，対策作業員の

中から現場環境確認要員を確保す

る。 

また，実施組織要員又は自衛消防組

織の消火班員若しくは消火専門隊員

に負傷者が発生した場合は，人命保

護を目的に速やかに負傷者の救護を

行い，汚染検査のため，実施組織の

放射線対応班へ引き渡す。 

(ⅶ) 情報管理班は，中央制御室内

の中央安全監視室において時系列管

理表の作成，作業進捗管理表の作成

及び作業進捗の管理，作業時間の管

理，各建屋での対策実施に係る時間

余裕の集約及び作業開始目安時間の

集約を行う。 

ⅱ．建屋対策班の要員ごとの役割 

(ⅰ) 地震を要因とする全交流動力

電源喪失による安全機能の喪失又は

安全系監視制御盤の機能喪失の場合 

建屋対策班の対策作業員は，建屋対

策班長の指示に基づき，対策実施の

時間余裕の算出，作業開始目安時間

の算出を行う。 

また，建屋対策班長は，対策作業に

先立ち実施する現場環境確認のた

め，実施責任者（統括当直長）の指

示に基づき要員管理班が割り当てた

要員に対して現場環境確認（屋内の

アクセスルートの確認），可搬型通

話装置の設置及び手動圧縮空気ユニ

ットの弁操作を指示する。 

建屋対策班の現場管理者は，初動対

応として，担当建屋近傍において，

各建屋周辺の線量率確認，可搬型発
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電機，可搬型排風機及び可搬型空気

圧縮機の起動確認を行う。 

地震を要因とする溢水及び化学薬品

の漏えいに対しては，破損を想定す

る機器について耐震対策を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する。 

しかしながら，現場環境確認時の建

屋対策班の対策作業員の防護装備に

ついては，現場環境が悪化している

可能性も考慮し，溢水，化学薬品の

漏えい等を考慮した装備とする。現

場環境確認により施設状況を把握し

た後の建屋対策班の対策作業員の防

護装備については，手順書に定めた

判断基準に基づき適切な防護装備を

選定し，建屋対策班長と放射線対応

班長が協議の上，実施責任者（統括

当直長）が判断し，放射線防護装備

を決定する。 

建屋対策班の現場管理者は，対策作

業員が実施した現場環境確認の結果

を通信設備を用いて建屋対策班長に

報告し，建屋対策班長は，その結果

に基づいて対策作業に使用するアク

セスルートを決定するとともに，手

順書に基づいた対策作業の実施を建

屋対策班に指示する。 

建屋対策班は，要員管理班に対して

対策作業に必要な作業員の確保を依

頼し，割り当てられた対策作業員に

より対策作業を行う。 

建屋対策班の現場管理者は，対策作

業開始後，担当建屋の作業状況を通

信設備を用いて建屋対策班長へ伝達

するとともに，担当建屋の対策の作

電機，可搬型排風機及び可搬型空気

圧縮機の起動確認を行う。 

地震を要因とする溢水及び化学薬品

の漏えいに対しては，破損を想定す

る機器について耐震対策を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する。 

しかしながら，現場環境確認時の建

屋対策班の対策作業員の防護装備に

ついては，現場環境が悪化している

可能性も考慮し，溢水，化学薬品の

漏えい等を考慮した装備とする。現

場環境確認により施設状況を把握し

た後の建屋対策班の対策作業員の防

護装備については，手順書に定めた

判断基準に基づき適切な防護装備を

選定し，建屋対策班長と放射線対応

班長が協議の上，実施責任者（統括

当直長）が判断し，放射線防護装備

を決定する。 

建屋対策班の現場管理者は，対策作

業員が実施した現場環境確認の結果

を通信設備を用いて建屋対策班長に

報告し，建屋対策班長は，その結果

に基づいて対策作業に使用するアク

セスルートを決定するとともに，手

順書に基づいた対策作業の実施を建

屋対策班に指示する。 

建屋対策班は，要員管理班に対して

対策作業に必要な作業員の確保を依

頼し，割り当てられた対策作業員に

より対策作業を行う。 

建屋対策班の現場管理者は，対策作

業開始後，担当建屋の作業状況を通

信設備を用いて建屋対策班長へ伝達

するとともに，担当建屋の対策の作
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業進捗管理を行う。また，建屋対策

班の現場管理者は，対策作業員に建

屋対策班長からの指示を伝達すると

もに，建屋内の状況や作業進捗状況

等の情報収集を行う。対策作業員に

係る汚染管理として，各建屋入口に

て対策作業員同士による相互での身

体サーベイを実施するとともに，必

要に応じ簡易な除染又は養生によ

り，管理区域外への汚染拡大防止を

図る。また，現場作業時は，携行し

たサーベイメータにより線量率を把

握する。 

建屋対策班長は，中央制御室内の中

央安全監視室において，現場管理者

からの担当建屋内の状況や作業進捗

状況の報告に基づき，建屋内での作

業状況の把握及び実施責任者（統括

当直長）への作業進捗状況の報告を

行う。 

(ⅱ) 内的事象を要因とする安全機

能の喪失の場合 

内的事象を要因とする場合，上記と

同じ対応を行うが，建屋内の環境に

変化はないので，現場環境確認（屋

内のアクセスルートの確認）は不要

である。 

動的機器の多重故障により発生する

内的事象については，故障の判断の

後，動的機器の回復操作を試みる

が，１時間30分（地震を要因とする

時の現場環境確認に必要な時間）以

内での回復ができない場合には，実

施責任者（統括当直長）が安全機能

の喪失と判断し，重大事故等対策の

作業を開始する。 

業進捗管理を行う。また，建屋対策

班の現場管理者は，対策作業員に建

屋対策班長からの指示を伝達すると

もに，建屋内の状況や作業進捗状況

等の情報収集を行う。対策作業員に

係る汚染管理として，各建屋入口に

て対策作業員同士による相互での身

体サーベイを実施するとともに，必

要に応じ簡易な除染又は養生によ

り，管理区域外への汚染拡大防止を

図る。また，現場作業時は，携行し

たサーベイメータにより線量率を把

握する。 

建屋対策班長は，中央制御室内の中

央安全監視室において，現場管理者

からの担当建屋内の状況や作業進捗

状況の報告に基づき，建屋内での作

業状況の把握及び実施責任者（統括

当直長）への作業進捗状況の報告を

行う。 

(ⅱ) 内的事象を要因とする安全機

能の喪失の場合 

内的事象を要因とする場合，上記と

同じ対応を行うが，建屋内の環境に

変化はないので，現場環境確認（屋

内のアクセスルートの確認）は不要

である。 

動的機器の多重故障により発生する

内的事象については，故障の判断の

後，動的機器の回復操作を試みる

が，１時間30分（地震を要因とする

時の現場環境確認に必要な時間）以

内での回復ができない場合には，実

施責任者（統括当直長）が安全機能

の喪失と判断し，重大事故等対策の

作業を開始する。 
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ＭＯＸ燃料加工施設において重大事

故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加

工施設の当直長は，再処理施設の中

央制御室内の中央安全監視室におい

て，実施責任者（統括当直長）のも

とＭＯＸ燃料加工施設対策班長とし

て，ＭＯＸ燃料加工施設における状

況確認及び活動状況の把握を行い，

実施責任者（統括当直長）への活動

結果の報告を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の対策はＭＯＸ

燃料加工施設の当直（運転員）であ

る現場管理者，対策作業員が行う体

制とし，ＭＯＸ燃料加工施設対策班

長が再処理施設の制御建屋へ移動中

は，ＭＯＸ燃料加工施設の現場管理

者が指揮を代行する。 

再処理施設において重大事故等が発

生した場合，再処理施設の要員で重

大事故対策が実施できる体制とし，

必要に応じてＭＯＸ加工施設の要員

が対策作業に加わる体制を整備す

る。 

ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設と

の同時発災において，両施設の重大

事故等の対策に係る指揮は実施責任

者（統括当直長）が行い，両施設の

事故状況に関わる情報収集や事故対

策の検討等を行うことにより，情報

の混乱や指揮命令が遅れることのな

い体制を整備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設のみに重大事故

等が発生した場合，実施責任者（統

括当直長）は，運転手順書に基づき

再処理施設の各工程を停止する操作

を開始し，再処理施設を安全が確保

ＭＯＸ燃料加工施設において重大事

故等が発生した場合，ＭＯＸ燃料加

工施設の当直長は，再処理施設の中

央制御室内の中央安全監視室におい

て，実施責任者（統括当直長）のも

とＭＯＸ燃料加工施設対策班長とし

て，ＭＯＸ燃料加工施設における状

況確認及び活動状況の把握を行い，

実施責任者（統括当直長）への活動

結果の報告を行う。 

ＭＯＸ燃料加工施設の対策はＭＯＸ

燃料加工施設の当直（運転員）であ

る現場管理者，対策作業員が行う体

制とし，ＭＯＸ燃料加工施設対策班

長が再処理施設の制御建屋へ移動中

は，ＭＯＸ燃料加工施設の現場管理

者が指揮を代行する。 

再処理施設において重大事故等が発

生した場合，再処理施設の要員で重

大事故対策が実施できる体制とし，

必要に応じてＭＯＸ加工施設の要員

が対策作業に加わる体制を整備す

る。 

ＭＯＸ燃料加工施設と再処理施設と

の同時発災において，両施設の重大

事故等の対策に係る指揮は実施責任

者（統括当直長）が行い，両施設の

事故状況に関わる情報収集や事故対

策の検討等を行うことにより，情報

の混乱や指揮命令が遅れることのな

い体制を整備する。 

ＭＯＸ燃料加工施設のみに重大事故

等が発生した場合，実施責任者（統

括当直長）は，運転手順書に基づき

再処理施設の各工程を停止する操作

を開始し，再処理施設を安全が確保
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できる状態に移行する。 

実施組織の構成を第5.1.4－３表に示

す。 

d．支援組織として，実施組織に対し

て技術的助言を行う技術支援組織及

び実施組織が重大事故等対策に専念

できる環境を整える運営支援組織を

設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組

織要員は，非常時対策組織の本部長

の指示に基づき中央制御室へ派遣す

る者を除き，緊急時対策所を活動拠

点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災

時においても，重大事故等対応を兼

務して対応できる体制を整備する。 

(a) 技術支援組織 

技術支援組織は，施設ユニット班，

設備応急班及び放射線管理班で構成

する。 

ⅰ．施設ユニット班は，運転部長又

は代行者を班長とし，実施組織が行

う重大事故等の対応の進捗を確認す

るとともに，事象進展の制限時間等

に関する施設状況を詳細に把握し，

重大事故等の対応の進捗に応じた要

員配置に関する助言，実施組織の要

請に基づく追加の資機材の手配を行

う。また，設備応急班が行う応急復

旧対策の検討及び実施に必要な情報

の収集及び応急復旧対策の実施支援

を行う。 

ⅱ．設備応急班は，保全技術部長又

は代行者を班長とし，施設ユニット

できる状態に移行する。 

実施組織の構成を第5.1.4－３表に示

す。 

d．支援組織として，実施組織に対し

て技術的助言を行う技術支援組織及

び実施組織が重大事故等対策に専念

できる環境を整える運営支援組織を

設ける。 

非常時対策組織本部要員及び支援組

織要員は，非常時対策組織の本部長

の指示に基づき中央制御室へ派遣す

る者を除き，緊急時対策所を活動拠

点とする。 

また，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設のそれぞれの必要要員を確保

することにより，両施設の同時発災

時においても，重大事故等対応を兼

務して対応できる体制を整備する。 

(a) 技術支援組織 

技術支援組織は，施設ユニット班，

設備応急班及び放射線管理班で構成

する。 

ⅰ．施設ユニット班は，運転部長又

は代行者を班長とし，実施組織が行

う重大事故等の対応の進捗を確認す

るとともに，事象進展の制限時間等

に関する施設状況を詳細に把握し，

重大事故等の対応の進捗に応じた要

員配置に関する助言，実施組織の要

請に基づく追加の資機材の手配を行

う。また，設備応急班が行う応急復

旧対策の検討及び実施に必要な情報

の収集及び応急復旧対策の実施支援

を行う。 

ⅱ．設備応急班は，保全技術部長又

は代行者を班長とし，施設ユニット
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班の収集した情報又は現場確認結果

に基づき，設備の機能喪失の原因及

び破損状況を把握し，応急復旧対策

を検討及び実施する。 

ⅲ．放射線管理班は，放射線管理部

長又は代行者を班長とし，再処理施

設内外の放射線並びに放射能の状況

把握，影響範囲の評価，非常時対策

組織本部要員及び支援組織要員の被

ばく管理，緊急時対策建屋への汚染

拡大防止措置等を行う。 

支援組織の放射線管理班は，実施組

織要員又は自衛消防組織の消火班若

しくは消火専門隊に負傷者が発生し

た場合，実施組織の放射線対応班に

より実施された汚染検査（除染等を

含む）の結果（汚染の有無等）を受

領し，２次搬送先（外部医療機関）

へ汚染の有無等の情報を伝達する。

また，非常時対策組織本部要員又は

支援組織要員に負傷者が発生した場

合は，負傷者の汚染検査（除染等を

含む）を行い，２次搬送先（外部医

療機関）へ汚染の有無等の情報を伝

達する。 

(b) 運営支援組織 

運営支援組織は，総括班，総務班，

広報班及び防災班で構成する。 

ⅰ．総括班は，技術部長又は代行者

を班長とし，発生事象に関し，支援

組織の各班が収集した情報を集約，

整理するとともに社内外関係機関へ

の通報連絡及び支援組織の運営を行

う。 

ⅱ．総務班は，再処理計画部長又は

代行者を班長とし，事業所内通話制

班の収集した情報又は現場確認結果

に基づき，設備の機能喪失の原因及

び破損状況を把握し，応急復旧対策

を検討及び実施する。 

ⅲ．放射線管理班は，放射線管理部

長又は代行者を班長とし，再処理施

設内外の放射線並びに放射能の状況

把握，影響範囲の評価，非常時対策

組織本部要員及び支援組織要員の被

ばく管理，緊急時対策建屋への汚染

拡大防止措置等を行う。 

支援組織の放射線管理班は，実施組

織要員又は自衛消防組織の消火班若

しくは消火専門隊に負傷者が発生し

た場合，実施組織の放射線対応班に

より実施された汚染検査（除染等を

含む）の結果（汚染の有無等）を受

領し，２次搬送先（外部医療機関）

へ汚染の有無等の情報を伝達する。

また，非常時対策組織本部要員又は

支援組織要員に負傷者が発生した場

合は，負傷者の汚染検査（除染等を

含む）を行い，２次搬送先（外部医

療機関）へ汚染の有無等の情報を伝

達する。 

(b) 運営支援組織 

運営支援組織は，総括班，総務班，

広報班及び防災班で構成する。 

ⅰ．総括班は，技術部長又は代行者

を班長とし，発生事象に関し，支援

組織の各班が収集した情報を集約，

整理するとともに社内外関係機関へ

の通報連絡及び支援組織の運営を行

う。 

ⅱ．総務班は，再処理計画部長又は

代行者を班長とし，事業所内通話制
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限，事業所内警備，避難誘導，点

呼，安否確認取りまとめ，負傷の程

度に応じた負傷者の応急処置，外部

からの資機材の調達，輸送，食料，

水及び寝具の配布管理を行う。 

ⅲ．広報班は，報道部長又は代行者

を班長とし，総括班が集約した情報

等を基に，報道機関及び地域住民へ

の広報活動に必要な情報を収集し，

報道機関及び地域住民に対する対応

を行う。 

ⅳ．防災班は，防災管理部長又は代

行者を班長とし，可搬型重大事故等

対処設備を含む防災資機材の配布，

公設消防及び原子力防災専門官等の

社外関係機関の対応並びに緊急時対

策所の設備操作を行う。 

支援組織の構成を第5.1.4－4表に示

す。 

ｅ．再処理事業部長（原子力防災管

理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそ

のおそれが緊急のものではないが，

原災法第10条第１項に基づく特定事

象に至るおそれがある事象）におい

ては警戒事態を，特定事象が発生し

た場合には第１次緊急時態勢を，原

災法第15条第１項に該当する事象が

発生した場合には第２次緊急時態勢

を発令し，非常時対策組織要員の非

常招集及び通報連絡を行い，非常時

対策組織を設置する。その中に再処

理事業部長（原子力防災管理者）を

本部長とする非常時対策組織本部，

実施組織及び支援組織を設置し，重

大事故等対策を実施する。 

限，事業所内警備，避難誘導，点

呼，安否確認取りまとめ，負傷の程

度に応じた負傷者の応急処置，外部

からの資機材の調達，輸送，食料，

水及び寝具の配布管理を行う。 

ⅲ．広報班は，報道部長又は代行者

を班長とし，総括班が集約した情報

等を基に，報道機関及び地域住民へ

の広報活動に必要な情報を収集し，

報道機関及び地域住民に対する対応

を行う。 

ⅳ．防災班は，防災管理部長又は代

行者を班長とし，可搬型重大事故等

対処設備を含む防災資機材の配布，

公設消防及び原子力防災専門官等の

社外関係機関の対応並びに緊急時対

策所の設備操作を行う。 

支援組織の構成を第5.1.4－4表に示

す。 

ｅ．再処理事業部長（原子力防災管

理者）は，警戒事象（その時点で

は，公衆への放射線による影響やそ

のおそれが緊急のものではないが，

原災法第10条第１項に基づく特定事

象に至るおそれがある事象）におい

ては警戒事態を，特定事象が発生し

た場合には第１次緊急時態勢を，原

災法第15条第１項に該当する事象が

発生した場合には第２次緊急時態勢

を発令し，非常時対策組織要員の非

常招集及び通報連絡を行い，非常時

対策組織を設置する。その中に再処

理事業部長（原子力防災管理者）を

本部長とする非常時対策組織本部，

実施組織及び支援組織を設置し，重

大事故等対策を実施する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（62/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）において，重大事故等が発生し

た場合でも，速やかに対策を行える

よう，再処理事業所内に必要な重大

事故等に対処する要員を常時確保す

る。 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）の指揮の下，非

常時対策組織本部要員（宿直者及び

電話待機者），支援組織要員（当直

員及び宿直者）及び実施組織要員

（当直員及び宿直者）による初動体

制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に

対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初

動体制）の要員として，統括管理及

び全体指揮を行う非常時対策組織本

部の本部長代行者（副原子力防災管

理者）１人，社内外関係各所への通

報連絡に係る連絡補助を行う連絡責

任補助者２人，電話待機する再処理

施設の核燃料取扱主任者１人，電話

待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃

料取扱主任者１人，支援組織要員12

人，実施組織要員185人の合計202人

を確保する。 

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）１人，社内外関

係各所への通報連絡に係る連絡補助

を行う連絡責任補助者２人，重大事

故等への対処に係る情報の把握及び

社内外関係各所への通報連絡に係る

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以

外）において，重大事故等が発生し

た場合でも，速やかに対策を行える

よう，再処理事業所内に必要な重大

事故等に対処する要員を常時確保す

る。 

非常時対策組織（全体体制）が構築

されるまでの間，宿直している非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）の指揮の下，非

常時対策組織本部要員（宿直者及び

電話待機者），支援組織要員（当直

員及び宿直者）及び実施組織要員

（当直員及び宿直者）による初動体

制を確保し，迅速な対応を図る。 

重大事故等が発生した場合に迅速に

対応するため，再処理施設の重大事

故等に対処する非常時対策組織（初

動体制）の要員として，統括管理及

び全体指揮を行う非常時対策組織本

部の本部長代行者（副原子力防災管

理者）１人，社内外関係各所への通

報連絡に係る連絡補助を行う連絡責

任補助者２人，電話待機する再処理

施設の核燃料取扱主任者１人，電話

待機するＭＯＸ燃料加工施設の核燃

料取扱主任者１人，支援組織要員12

人，実施組織要員185人の合計202人

を確保する。 

非常時対策組織（初動体制）の非常

時対策組織本部の本部長代行者（副

原子力防災管理者）１人，社内外関

係各所への通報連絡に係る連絡補助

を行う連絡責任補助者２人，重大事

故等への対処に係る情報の把握及び

社内外関係各所への通報連絡に係る

325



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（63/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

役割を持つ支援組織要員４人，防災

班８人，建屋外対応班の班員２人，

制御建屋対策班の対策作業員10人

は，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）における宿直及び当直とす

る。 

宿直者の構成を第5.1.4－５表に示

す。 

非常時対策組織本部及び支援組織の

当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，緊急時対

策所に移動し，非常時対策組織の初

動体制を立ち上げ，施設状態の把握

及び社内外関係各所への通報連絡を

行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，中央制御

室へ移動し，重大事故等対策を実施

する。 

重大事故等が発生した場合に速やか

に対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について， 実施責任者（統

括当直長）１人，建屋対策班長７

人，現場管理者６人，要員管理班３

人，情報管理班３人，通信班長１

人，放射線対応班15人，建屋外対応

班20人，再処理施設の各建屋対策作

業員105人の合計161人で対応を行

う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処する非常時対策組織の実施

組織については, 建屋対策班長１

人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者

１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理

役割を持つ支援組織要員４人，防災

班８人，建屋外対応班の班員２人，

制御建屋対策班の対策作業員10人

は，夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）における宿直及び当直とす

る。 

宿直者の構成を第5.1.4－５表に示

す。 

非常時対策組織本部及び支援組織の

当直員及び宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，緊急時対

策所に移動し，非常時対策組織の初

動体制を立ち上げ，施設状態の把握

及び社内外関係各所への通報連絡を

行う。 

実施組織の宿直者は，大きな揺れを

伴う地震の発生又は実施責任者（統

括当直長）の連絡を受け，中央制御

室へ移動し，重大事故等対策を実施

する。 

重大事故等が発生した場合に速やか

に対応するため，再処理施設の重大

事故等に対処する非常時対策組織の

実施組織について， 実施責任者（統

括当直長）１人，建屋対策班長７

人，現場管理者６人，要員管理班３

人，情報管理班３人，通信班長１

人，放射線対応班15人，建屋外対応

班20人，再処理施設の各建屋対策作

業員105人の合計161人で対応を行

う。ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処する非常時対策組織の実施

組織については, 建屋対策班長１

人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者

１人，ＭＯＸ燃料加工施設情報管理
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（64/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

班長１人，放射線対応班２人，建屋

対策作業員16人の合計21人で対応を

行う。また，予備要員として再処理

施設に３人を確保する。再処理施設

とＭＯＸ燃料加工施設が同時に発災

した場合には，それぞれの施設の実

施組織要員182人で重大事故対応を行

う。再処理施設は，夜間及び休日を

問わず，予備要員を含め164人が駐在

し，ＭＯＸ燃料加工施設では，夜間

及び休日を問わず，21人が駐在す

る。両施設を合わせた実施組織の必

要要員数は182人で，これに予備要員

３人を加えた185人が夜間及び休日を

問わず駐在する。重大事故等への対

処に係る要員配置を記載したタイム

チャートを第5.1.4－９図に示す。 

非常時対策組織（全体体制）につい

ては，事象発生後24時間を目途に緊

急時対策所にて支援活動等ができる

体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対

処している要員以外の非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員につい

ては，緊急連絡網等により非常招集

連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連

絡ができない場合においても，再処

理施設周辺地域（六ヶ所村）で震度

６弱以上の地震の発生により，再処

理事業所内にて重大事故等に対処し

ている要員以外の非常時対策組織本

部要員及び支援組織要員が参集拠点

に自動参集する体制とする。 

班長１人，放射線対応班２人，建屋

対策作業員16人の合計21人で対応を

行う。また，予備要員として再処理

施設に３人を確保する。再処理施設

とＭＯＸ燃料加工施設が同時に発災

した場合には，それぞれの施設の実

施組織要員182人で重大事故対応を行

う。再処理施設は，夜間及び休日を

問わず，予備要員を含め164人が駐在

し，ＭＯＸ燃料加工施設では，夜間

及び休日を問わず，21人が駐在す

る。両施設を合わせた実施組織の必

要要員数は182人で，これに予備要員

３人を加えた185人が夜間及び休日を

問わず駐在する。重大事故等への対

処に係る要員配置を記載したタイム

チャートを第5.1.4－９図に示す。 

非常時対策組織（全体体制）につい

ては，事象発生後24時間を目途に緊

急時対策所にて支援活動等ができる

体制を整備する。 

再処理事業所内にて重大事故等に対

処している要員以外の非常時対策組

織本部要員及び支援組織要員につい

ては，緊急連絡網等により非常招集

連絡を受けて参集拠点に参集する体

制とする。 

また，地震により通信障害が発生

し，緊急連絡網等による非常招集連

絡ができない場合においても，再処

理施設周辺地域（六ヶ所村）で震度

６弱以上の地震の発生により，再処

理事業所内にて重大事故等に対処し

ている要員以外の非常時対策組織本

部要員及び支援組織要員が参集拠点

に自動参集する体制とする。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（65/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間30分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。六ヶ所村尾駮地区から緊

急時対策所までのルートを第5.1.4－

10図に示す。 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後24時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない

場合においても，事象発生時以降に

勤務予定の当直（運転員）は再処理

施設周辺地域（六ヶ所村）で震度６

弱以上の地震が発生した場合には，

参集拠点に自動参集する体制とす

る。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用

いて再処理施設の情報を入手し，必

要に応じて交替要員を再処理施設へ

派遣する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様の危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う

要員を確保できなくなるおそれがあ

る場合には，交替要員を呼び出すこ

とにより要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充の

見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転

手順書に基づき再処理施設の各工程

を停止する操作を実施し，再処理施

設を安全が確保できる状態に移行す

る。 

参集拠点は，緊急時対策所まで徒歩

で約３時間30分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区

に設ける。六ヶ所村尾駮地区から緊

急時対策所までのルートを第5.1.4－

10図に示す。 

実施組織要員については，緊急連絡

網等を活用して事象発生後24時間以

内に交替要員を確保する。 

地震により通信障害が発生し，緊急

連絡網等による招集連絡ができない

場合においても，事象発生時以降に

勤務予定の当直（運転員）は再処理

施設周辺地域（六ヶ所村）で震度６

弱以上の地震が発生した場合には，

参集拠点に自動参集する体制とす

る。 

参集拠点には，災害時にも使用可能

な通信連絡設備を整備し，これを用

いて再処理施設の情報を入手し，必

要に応じて交替要員を再処理施設へ

派遣する体制を整備する。 

平常運転時は，病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様の危険性を有す

る新感染症等の発生に備えた体制管

理を行う。重大事故等の対策を行う

要員を確保できなくなるおそれがあ

る場合には，交替要員を呼び出すこ

とにより要員を確保する。 

重大事故等に対処する要員の補充の

見込みが立たない場合は，統括当直

長(実施責任者)の判断のもと，運転

手順書に基づき再処理施設の各工程

を停止する操作を実施し，再処理施

設を安全が確保できる状態に移行す

る。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（66/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

火災に対する消火活動については，

敷地内に駐在する自衛消防組織の消

火班に属する消火専門隊が実施する

体制を整備する。また，火災が発生

した場合は，消火班員が必要に応じ

て消火活動の支援を行う体制を整備

する。 

再処理施設において重大事故等が発

生するおそれがある場合又は発生し

た場合，再処理施設の重大事故等対

策の実施に影響を与える可能性を考

慮し，隣接施設の状況を共有する体

制を整備する。 

中央制御室のカメラの表示装置に

て，航空機落下による火災を確認し

た場合は，実施責任者（統括当直

長）の指示に基づき，実施組織の建

屋外対応班による消火活動を実施す

る。 

ｆ．再処理施設における重大事故等

対策の実施組織及び支援組織の機能

は，ｃ，ｄ項に示す通り明確にする

とともに，責任者としてそれぞれ班

長を配置する。 

g．重大事故等対策の判断については

全て再処理事業部にて行うことと

し，非常時対策組織における指揮命

令系統を明確にするとともに，指揮

者である非常時対策組織本部の本部

長（原子力防災管理者）が欠けた場

合に備え，代行者として副原子力防

災管理者をあらかじめ定め明確にす

る。また，非常時対策組織の実施組

織及び支援組織の各班長並びに実施

責任者（統括当直長）についても，

代行者と代行順位をあらかじめ明確

火災に対する消火活動については，

敷地内に駐在する自衛消防組織の消

火班に属する消火専門隊が実施する

体制を整備する。また，火災が発生

した場合は，消火班員が必要に応じ

て消火活動の支援を行う体制を整備

する。 

再処理施設において重大事故等が発

生するおそれがある場合又は発生し

た場合，再処理施設の重大事故等対

策の実施に影響を与える可能性を考

慮し，隣接施設の状況を共有する体

制を整備する。 

中央制御室のカメラの表示装置に

て，航空機落下による火災を確認し

た場合は，実施責任者（統括当直

長）の指示に基づき，実施組織の建

屋外対応班による消火活動を実施す

る。 

ｆ．再処理施設における重大事故等

対策の実施組織及び支援組織の機能

は，ｃ，ｄ項に示す通り明確にする

とともに，責任者としてそれぞれ班

長を配置する。 

g．重大事故等対策の判断については

全て再処理事業部にて行うことと

し，非常時対策組織における指揮命

令系統を明確にするとともに，指揮

者である非常時対策組織本部の本部

長（原子力防災管理者）が欠けた場

合に備え，代行者として副原子力防

災管理者をあらかじめ定め明確にす

る。また，非常時対策組織の実施組

織及び支援組織の各班長並びに実施

責任者（統括当直長）についても，

代行者と代行順位をあらかじめ明確
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にする。 

非常時対策組織本部の本部長は，非

常時対策組織の統括管理を行い，責

任を持って，原子力防災の活動方針

の決定を行う。 

非常時対策組織本部の本部長が欠け

た場合は，副原子力防災管理者が，

あらかじめ定めた順位に従い代行す

る。 

非常時対策組織の実施組織及び支援

組織の各班長が欠けた場合には，同

じ機能を担務する下位の要員が代行

するか，又は上位の職位の要員が下

位の職位の要員の職務を兼務するこ

ととし，具体的な代行者の配置につ

いては上位の職位の要員が決定する

ことをあらかじめ定める。 

実施責任者（統括当直長）が欠けた

場合は，統括当直長代理が代務に当

たることをあらかじめ定める。 

h．非常時対策組織要員が実効的に活

動するための施設及び設備等を整備

する。 

重大事故等が発生した場合，実施組

織及び支援組織が定められた役割を

遂行するために，関係各所との連携

を図り，迅速な対応により事故対応

を円滑に実施することが必要となる

ことから，以下の施設及び設備を整

備する。 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊

急時対策所間の連携を図るため，所

内携帯電話の使用可否を確認し，そ

の結果に基づき，可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ

にする。 

非常時対策組織本部の本部長は，非

常時対策組織の統括管理を行い，責

任を持って，原子力防災の活動方針

の決定を行う。 

非常時対策組織本部の本部長が欠け

た場合は，副原子力防災管理者が，

あらかじめ定めた順位に従い代行す

る。 

非常時対策組織の実施組織及び支援

組織の各班長が欠けた場合には，同

じ機能を担務する下位の要員が代行

するか，又は上位の職位の要員が下

位の職位の要員の職務を兼務するこ

ととし，具体的な代行者の配置につ

いては上位の職位の要員が決定する

ことをあらかじめ定める。 

実施責任者（統括当直長）が欠けた

場合は，統括当直長代理が代務に当

たることをあらかじめ定める。 

h．非常時対策組織要員が実効的に活

動するための施設及び設備等を整備

する。 

重大事故等が発生した場合，実施組

織及び支援組織が定められた役割を

遂行するために，関係各所との連携

を図り，迅速な対応により事故対応

を円滑に実施することが必要となる

ことから，以下の施設及び設備を整

備する。 

実施組織は，中央制御室，中央制御

室内の中央安全監視室，現場及び緊

急時対策所間の連携を図るため，所

内携帯電話の使用可否を確認し，そ

の結果に基づき，可搬型衛星電話

（屋外用），可搬型トランシーバ
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（屋内用）等を整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図る

ための統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等（テレビ

会議システムを含む。）を備えた緊

急時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操

作及び作業を実施し，作業内容及び

現場状況の情報共有を実施するため

可搬型照明を整備する。 

これらは，重大事故等対策時におい

て，初期に使用する施設及び設備で

あり，これらの施設又は設備を使用

することによって再処理施設の状態

を確認し，必要な社内外関係機関へ

の通報連絡を行う。 

また重大事故等対策のため，夜間に

おいても速やかに現場へ移動する。 

i．支援組織は，再処理施設の状態及

び重大事故等対策の実施状況につい

て，全社対策本部，国，関係地方公

共団体等の社内外関係機関への通報

連絡が実施できるように衛星電話設

備及び統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備等を配備し，

広く情報提供を行う。 

j．重大事故等発生時に，社外からの

支援を受けることができるように支

援体制を整備する。外部からの支援

計画を定めるために，あらかじめ支

援を受けることができるようにプラ

ントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者との重大事

故等発生時の支援活動に係る覚書又

（屋内用）等を整備する。 

支援組織は，再処理施設内外と通信

連絡を行い，関係各所と連携を図る

ための統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等（テレビ

会議システムを含む。）を備えた緊

急時対策所を整備する。 

また，電源が喪失し照明が消灯した

場合でも，迅速な現場への移動，操

作及び作業を実施し，作業内容及び

現場状況の情報共有を実施するため

可搬型照明を整備する。 

これらは，重大事故等対策時におい

て，初期に使用する施設及び設備で

あり，これらの施設又は設備を使用

することによって再処理施設の状態

を確認し，必要な社内外関係機関へ

の通報連絡を行う。 

また重大事故等対策のため，夜間に

おいても速やかに現場へ移動する。 

i．支援組織は，再処理施設の状態及

び重大事故等対策の実施状況につい

て，全社対策本部，国，関係地方公

共団体等の社内外関係機関への通報

連絡が実施できるように衛星電話設

備及び統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備等を配備し，

広く情報提供を行う。 

j．重大事故等発生時に，社外からの

支援を受けることができるように支

援体制を整備する。外部からの支援

計画を定めるために，あらかじめ支

援を受けることができるようにプラ

ントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者との重大事

故等発生時の支援活動に係る覚書又
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は協定等の締結を行う。 

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設にお

いて，警戒事象が発生した場合には

警戒態勢を，特定事象が発生した場

合には第１次緊急時態勢を，原災法

第15条第１項に該当する事象が発生

した場合には第２次緊急時態勢を発

令するとともに社長へ直ちにその旨

を連絡する。 

報告を受けた社長は，警戒事象が発

生した場合には全社における警戒態

勢を，特定事象が発生した場合には

全社における第１次緊急時態勢を，

原災法第15条第１項に該当する事象

が発生した場合には全社における第

２次緊急時態勢を直ちに発令し，全

社対策本部の要員を非常招集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建

屋に全社対策本部を設置し，全社対

策本部の本部長としてその職務を行

う。社長が不在の場合は，あらかじ

め定めた順位に従い，副社長及び社

長が指名する役員がその職務を代行

する。 

全社対策本部は，非常時対策組織が

重大事故等対策に専念できるように

技術面及び運用面で支援する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策

組織の行う応急措置の支援を行うと

ともに，必要に応じ全社活動方針を

示す。また，原子力規制庁緊急時対

応センターの対応要員を指名し，指

は協定等の締結を行う。 

非常時対策組織本部の本部長（原子

力防災管理者）は，再処理施設にお

いて，警戒事象が発生した場合には

警戒態勢を，特定事象が発生した場

合には第１次緊急時態勢を，原災法

第15条第１項に該当する事象が発生

した場合には第２次緊急時態勢を発

令するとともに社長へ直ちにその旨

を連絡する。 

報告を受けた社長は，警戒事象が発

生した場合には全社における警戒態

勢を，特定事象が発生した場合には

全社における第１次緊急時態勢を，

原災法第15条第１項に該当する事象

が発生した場合には全社における第

２次緊急時態勢を直ちに発令し，全

社対策本部の要員を非常招集する。 

社長は，全社における警戒態勢，第

１次緊急時態勢又は第２次緊急時態

勢を発令した場合，速やかに事務建

屋に全社対策本部を設置し，全社対

策本部の本部長としてその職務を行

う。社長が不在の場合は，あらかじ

め定めた順位に従い，副社長及び社

長が指名する役員がその職務を代行

する。 

全社対策本部は，非常時対策組織が

重大事故等対策に専念できるように

技術面及び運用面で支援する。 

全社対策本部の本部長は，全社対策

本部の各班等を指揮し，非常時対策

組織の行う応急措置の支援を行うと

ともに，必要に応じ全社活動方針を

示す。また，原子力規制庁緊急時対

応センターの対応要員を指名し，指
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名された対応要員は，原子力規制庁

緊急時対応センターに対して各施設

の状況，支援の状況を説明するとと

もに，質問対応等を行う。 

全社対策本部の事務局は，全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情

報連絡及び社外との情報連絡の総括

を行う。社外からの問合せ対応にあ

たり，各施設の情報（回答）は再処

理事業部の連絡員を通じて非常時対

策組織より入手する。 

全社対策本部の事務局は，非常時対

策組織が実施する応急措置状況を把

握し，全社対策本部の本部長に報告

するとともに，必要に応じ全社対策

本部の本部長の活動方針に基づき，

関係各設備の応急措置に対し，指導

又は助言を行う。 

全社対策本部の電力対応班は，プラ

ントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者への協力要

請並びにそれらの受入れ対応，支援

拠点の運営を行う。 

全社対策本部の放射線情報収集班

は，非常時対策組織の支援組織の放

射線管理班が実施する放射線影響範

囲の推定及び評価結果を把握し，全

社対策本部の本部長に報告する。 

放射線情報収集班は，非常時対策組

織の支援組織の放射線管理班が実施

する放射線防護上の措置について必

要に応じ支援を行う。 

全社対策本部の総務班は，全社対策

本部の本部長が必要と認めた場合

に，当社従業員等の安否の状況を確

認し，全社対策本部の本部長へ報告

名された対応要員は，原子力規制庁

緊急時対応センターに対して各施設

の状況，支援の状況を説明するとと

もに，質問対応等を行う。 

全社対策本部の事務局は，全社対策

本部の運営，非常時対策組織との情

報連絡及び社外との情報連絡の総括

を行う。社外からの問合せ対応にあ

たり，各施設の情報（回答）は再処

理事業部の連絡員を通じて非常時対

策組織より入手する。 

全社対策本部の事務局は，非常時対

策組織が実施する応急措置状況を把

握し，全社対策本部の本部長に報告

するとともに，必要に応じ全社対策

本部の本部長の活動方針に基づき，

関係各設備の応急措置に対し，指導

又は助言を行う。 

全社対策本部の電力対応班は，プラ

ントメーカ，協力会社，燃料供給会

社及び他の原子力事業者への協力要

請並びにそれらの受入れ対応，支援

拠点の運営を行う。 

全社対策本部の放射線情報収集班

は，非常時対策組織の支援組織の放

射線管理班が実施する放射線影響範

囲の推定及び評価結果を把握し，全

社対策本部の本部長に報告する。 

放射線情報収集班は，非常時対策組

織の支援組織の放射線管理班が実施

する放射線防護上の措置について必

要に応じ支援を行う。 

全社対策本部の総務班は，全社対策

本部の本部長が必要と認めた場合

に，当社従業員等の安否の状況を確

認し，全社対策本部の本部長へ報告

333



有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（71/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

する。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班が実施す

る避難誘導状況を把握し，必要に応

じ非常時対策組織の支援組織の総務

班と協力して再処理事業部以外の人

員に係る避難誘導活動を行う。 

全社対策本部の総務班は，負傷者発

生に伴い，非常時対策組織の支援組

織の総務班が実施する緊急時救護活

動状況を把握し，必要に応じ指導又

は助言を行う。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班から社外

の医療機関への搬送及び治療の手配

の依頼を受けた場合は，関係機関へ

依頼する。 

全社対策本部の広報班は，記者会

見，当社施設見学者の避難誘導及び

オフサイトセンター広報班等との連

携を行う。 

全社対策本部の東京班は，国，電気

事業連合会及び報道機関対応を行

う。 

全社対策本部の青森班は，青森県及

び報道機関対応を行う。 

全社対策本部の構成を第5.1.4－11図

に示す。 

ｋ．重大事故等発生後の中長期的な

対応が必要になる場合に備えて，全

社対策本部が中心となり，プラント

メーカ，協力会社，燃料供給会社及

び他の原子力事業者を含めた社内外

の関係各所と連携し，適切，かつ，

効果的な対応を検討できる体制を整

備する。 

する。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班が実施す

る避難誘導状況を把握し，必要に応

じ非常時対策組織の支援組織の総務

班と協力して再処理事業部以外の人

員に係る避難誘導活動を行う。 

全社対策本部の総務班は，負傷者発

生に伴い，非常時対策組織の支援組

織の総務班が実施する緊急時救護活

動状況を把握し，必要に応じ指導又

は助言を行う。 

全社対策本部の総務班は，非常時対

策組織の支援組織の総務班から社外

の医療機関への搬送及び治療の手配

の依頼を受けた場合は，関係機関へ

依頼する。 

全社対策本部の広報班は，記者会

見，当社施設見学者の避難誘導及び

オフサイトセンター広報班等との連

携を行う。 

全社対策本部の東京班は，国，電気

事業連合会及び報道機関対応を行

う。 

全社対策本部の青森班は，青森県及

び報道機関対応を行う。 

全社対策本部の構成を第5.1.4－11図

に示す。 

ｋ．重大事故等発生後の中長期的な

対応が必要になる場合に備えて，全

社対策本部が中心となり，プラント

メーカ，協力会社，燃料供給会社及

び他の原子力事業者を含めた社内外

の関係各所と連携し，適切，かつ，

効果的な対応を検討できる体制を整

備する。 
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有毒ガス防護に係わる要求事項に対する適合性確認（技術的能力）（72/72）        別紙-4 
 

   ：有毒ガスに係わる要求事項 
   ：既許可対応事項 

 

重大事故等への対応や作業が長期間

にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取

替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性

物質を含んだ汚染水が発生した場合

の対応等について，事故収束対応を

円滑に実施するため，平常時から必

要な対応を検討できる協力体制を継

続して構築する。 

ⅼ．全社対策本部は，再処理施設に

おいて重大事故等が発生した際に，

当社施設の六ヶ所ウラン濃縮工場加

工施設及び廃棄物埋設施設で同時期

に事象が発生した場合においても，

ｊ.項及びｋ.項に記載した対応を行

う。 

  

 

重大事故等への対応や作業が長期間

にわたる場合に備えて，機能喪失し

た設備の部品取替による復旧手段を

整備するとともに，主要な設備の取

替部品をあらかじめ確保する。 

また，重大事故等対策時に，機能喪

失した設備の復旧を実施するための

作業環境の線量低減対策や，放射性

物質を含んだ汚染水が発生した場合

の対応等について，事故収束対応を

円滑に実施するため，平常時から必

要な対応を検討できる協力体制を継

続して構築する。 

ⅼ．全社対策本部は，再処理施設に

おいて重大事故等が発生した際に，

当社施設の六ヶ所ウラン濃縮工場加

工施設及び廃棄物埋設施設で同時期

に事象が発生した場合においても，

ｊ.項及びｋ.項に記載した対応を行

う。 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第九条：外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部衝撃） 

１章 基準適合性 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

１．２ 要求事項に対する適合性 

１．３ 規則への適合性 

２．その他外部事象に関する基本方針 

３．環境等 

３．１ 気象 

３．１．１ 気象官署所在地の状況 

３．１．２ 八戸，むつ各気象官署を選んだ理由 

３．１．３ 最寄りの気象官署における一般気象 

３．２ 生物 

３．２．１ 生物の生息状況 

３．２．２ 生物学的事象で考慮する対象生物 

４．再処理施設の設計において考慮する自然現象 

４．１ 自然現象の抽出 

４．２ 自然現象に対する安全設計 

４．２．１ 風（台風） 

４．２．２ 凍結 

４．２．３ 高温 

４．２．４ 降水 

４．２．５ 積雪 

４．２．６ 生物学的事象 

４．２．７ 塩害 

４．３ 異種の自然現象の重畳及び自然現象と設計基準事故の組合せ 

５．人為事象 

５．１ 人為事象の抽出 

５．２ 人為事象に対する安全設計 

５．２．１ 有毒ガス 

５．２．２ 電磁的障害 

５．２．３ 敷地内における化学物質の漏えい 

５．３ 手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 補足説明資料の呼び込みを追加 

・ 補足説明資料 5-9 有毒ガス発生源について 

 

⇐ 補足説明資料の呼び込みを追加 

・ 補足説明資料 5-10 敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護

措置及び終息活動について 

・ 補足説明資料 5-11敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措

置について 

・ 補足説明資料 5-12予期せず発生する有毒ガスの検知、防護措置につい

て 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

２章 補足説明資料 

補足説明資料 1-2 外部からの衝撃に対する適合性の評価フロー 

補足説明資料 1-3 アクセス性・視認性 

補足説明資料 1-4 防護すべき安全機能を有する施設及び重大事故等対処設

備への考慮 

補足説明資料 3-1 比較的短期での気象変動に対する考慮 

補足説明資料 3-2 生物学的事象に対する考慮 

補足説明資料 3-3 設計基準としての設定値の妥当性 

補足説明資料 4-1 地滑り影響評価 

補足説明資料 4-2 洪水影響評価 

補足説明資料 4-3 高温影響評価 

補足説明資料 4-4 塩害影響評価 

補足説明資料 4-5 建屋内に設置される安全機能を有する施設の塩害対策に

ついて 

補足説明資料 4-6 塩害防止措置のうち防食処理及び碍子洗浄の実効性評価 

補足説明資料 4-8 自然現象の重畳について 

補足説明資料 4-10 設計基準事故時に生ずる応力の考慮について 

補足説明資料 4-11 低温・凍結に対する評価 

補足説明資料 4-13 降水による浸水及び荷重の影響評価 

補足説明資料 4-15 外部事象防護対象施設以外の安全機能を有する施設の設

計又は対処について 

補足説明資料 4-16 設計外気温（高温）の考え方について 

補足説明資料 4-17 設計上考慮する外部事象の抽出 

補足説明資料 4-18 荷重の組合せ一覧表 

補足説明資料 5-1 ダムの崩壊影響評価 

補足説明資料 5-2 船舶の衝突影響評価 

補足説明資料 5-3 人為事象に関わる重畳の影響について 

補足説明資料 5-4 電磁的障害影響評価 

補足説明資料 5-5 安全保護回路の主なサージ・ノイズ,電磁波対策について 

補足説明資料 5-6 ASME判断基準と考慮すべき事象の除外基準との比較 

補足説明資料 5-7 考慮した外部事象についての対応状況 

補足説明資料 5-8 有毒ガスに対する制御建屋中央制御室の居住性について 

補足説明資料 5-9 有毒ガス発生源について【新規追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 固定源及び可動源の調査 

・ 有毒ガス防護判断基準の設定 

・ 運転員等の吸気中の有毒ガス濃度評価結果（中央制御室，使用済み燃

料受入れ・貯蔵施設、緊急時対策所） 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

 

補足説明資料 5-10 敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及

び終息活動について【新規追加】 

 

 

 

 

補足説明資料 5-11 敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措置に

ついて【新規追加】 

 

事業指定基準規則第９条（その他外部衝撃）と許認可実績・適合方針との比

較表 

 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 敷地内可動源からの有毒ガス発生の検出のための実施体制及び手順 

・ 敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 

・ 敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及

び手順 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 敷地外固定源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第二十条 制御室等 

１章 基準適合性 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

１．２ 要求事項に対するの適合性 

第１．２－１図 制御建屋機器配置概要図（地下１階） 

第１．２－２図 制御建屋機器配置概要図（地上１階） 

第１．２－３図 制御建屋機器配置概要図（地上３階） 

第１．２－４図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上２階） 

第１．２－５図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図（地上３階） 

１．３ 規則への適合性 

１．４ 設備等（手順書等含む） 

第１．４－１図 制御建屋中央制御室換気設備系統概要図 

第１．４－２図 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備系統概要図 

第１．４－１表 制御室の主要機器仕様 

第１．４－２表 制御建屋中央制御室換気設備の主要設備の仕様 

第１．４－３表 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の主要設備 

の仕様 

１．５ 気象等 

２．追加要求事項に対する適合方針 

 

２章 補足説明資料 

補足説明資料 2-1 再処理施設の外の状況を把握するための設備 

補足説明資料 2-4 中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室への地震及び火災等の影響 

補足説明資料 2-5 ばい煙及び有毒ガスの制御建屋の中央制御室への影響 

 

 

 

補足説明資料 2-6 ばい煙及び有毒ガスの使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室への影響 

 

 

補足説明資料 2-7 中央制御室の運転員等への有毒ガス影響について【新規

追加】 

 

事業指定基準規則第 20 条と許認可実績等との比較表 

 

 

 

⇐ 第二十条第３項第１号の追加要求事項の反映 

⇐ 「ロ． 再処理施設の一般構造」及び「ヘ． 計測制御系統施設の設備」に

第二十条第３項第１号の追加要求事項に対する適合性に係る記載を追加 

 

 

 

 

⇐ 第二十条第３項第１号の追加要求事項に対する適合のための設計方針に係

る記載を追加。 

補足説明資料の呼び込みを追加 

・ 補足説明資料 2-7 中央制御室の運転員等への有毒ガス影響について 

 

 

 

 

 

⇐ 第二十条第３項第１号の追加要求事項に対する適合方針に係る記載を追加 

 

 

 

 

 

⇐ 外部火災を起因としたばい煙及び有毒ガスに加えて，有毒ガスが発生した

場合にも中央制御室換気設備の再循環運転により運転員の居住性に影響を与

えないことを追記 

 

⇐ 外部火災を起因としたばい煙及び有毒ガスに加えて，有毒ガスが発生した

場合にも使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転により運

転員の居住性に影響を与えないことを追記 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 有毒ガスの発生による運転員等の要員への影響評価（中央制御室） 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第二十六条：緊急時対策所 

１章 基準適合性 

１．基本方針 

1.1 要求事項の整理 

1.2 要求事項に対する適合性 

 

 

1.3 規則への適合性 

1.4 設備等 

２．緊急時対策所 

２章 補足説明資料 

補足説明資料１－２ 概要 

1.2.1 設置の目的 

1.2.2 拠点配置 

1.2.3 新規制基準への適合方針 

 

 

補足説明資料２－１ 設計方針 

2.1.1 建屋及び収容人数 

2.1.2 電源設備 

2.1.3 遮蔽機能 

2.1.4 換気設備 

 

2.1.5 必要な情報を把握できる設備 

2.1.6 通信連絡設備 

補足説明資料２－２ 緊急時対策所の運用 

2.2.1 必要要員の構成及び配置 

2.2.2 事象発生後の要員の動き 

2.2.3 汚染の持込防止 

2.2.4 配備する資機材の数量及び保管場所 

 

2.2.5 Ｍ Ｏ Ｘ 燃料加工施設との同時発災した場合の対処 

 

補足説明資料２－３ 耐震設計方針 

 

補足説明資料２－４ 重大事故対処要員への有毒ガス影響について【新規追

加】 

 

 

 

 

 

⇐ 第二十六条第２項の追加要求事項の反映 

⇐ 「ロ． 再処理施設の一般構造」及び「リ．その他再処理設備の附属施設

の構造及び設備」に第二十六条第２項の追加要求事項に対する適合性に係る

記載を追加 

⇐ 第二十六条第２項の追加要求事項に対する適合のための設計方針に係る記

載を追加 

 

 

 

 

 

⇐ 事業指定基準規則 第二十六条（緊急時対策所）第２項及び技術基準規則 

第三十条（緊急時対策所）第２項の追加要求事項に対する適合方針を記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 緊急時対策所に配備する資機材として，有毒ガス防護に係る防毒マスク及

び酸素呼吸器について仕様・配備数及び数量の根拠を追記する 

 

 

 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 有毒ガスの発生による重大事故等に対処する要員への影響評価（緊急

時対策所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 換気設備 

(9) 緊急時対策所の居住性評価（二酸化炭素濃度）に外気遮断時の居住性評

価について記載している 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第四十四条 制御室 

１章 基準適合性 

１．概要 

1.1 概要 

1.1.1 居住性を確保するための設備 

1.1.1.1 制御室換気設備 

1.1.1.2 制御室照明設備 

1.1.1.3 制御室遮蔽設備 

1.1.1.4 環境測定設備 

1.1.1.5 制御室放射線計測設備 

1.1.2 汚染の持込みを防止するための設備 

1.1.3 通信連絡設備及び情報把握計装設備 

1.1.3.1 代替通信連絡設備（第 47 条 通信連絡を行うために必要な設 

備） 

1.1.3.2 情報把握計装設備（第 43 条 計装設備） 

２．設計方針 

2.1 設計方針 

2.1.1 居住性を確保するための設備 

2.1.1.1 制御室換気設備 

2.1.1.2 制御室照明設備 

2.1.1.3 制御室遮蔽設備 

2.1.1.4 環境測定設備 

2.1.1.5 制御室放射線計測設備 

2.1.2 汚染の持込みを防止するための設備 

2.1.3 通信連絡設備及び情報把握計装設備 

2.1.3.1 代替通信連絡設備（第 47 条 通信連絡を行うために必要な設 

備） 

2.1.3.2 情報把握計装設備（第 43 条 計装設備） 

2.2 多様性，位置的分散 

2.3 悪影響防止 

2.4 個数及び容量等 

2.5 環境条件等 

2.6 操作性の確保 

2.7 試験・検査 

３．主要設備及び仕様 

第 44．１表 制御室（重大事故等時）の設備仕様 

第 44．１図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

第 44．２図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室（重大事故等

時）系統概要図 

第 44．３図 可搬型重大事故等対処設備の系統図（単線結線図） 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第 44．４図 中央制御室の外から中央制御室に連絡する通路上の汚染の持

込みを防止するための区画配置概要図(制御建屋 地上１階） 

第 44．５図 出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の汚染の持込

みを防止するための区画配置概要図(出入管理建屋 地上１階） 

第 44．６図 出入管理建屋から中央制御室に連絡する通路上の汚染の持込

みを防止するための区画配置概要図(制御建屋 地上１階） 

第 44．７図 屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連

絡する通路上の汚染の持込みを防止するための区画配置概要図（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 地上２階） 

第 44．８図 屋外から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連

絡する通路上の汚染の持込みを防止するための区画配置概要図（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋 地上１階） 

２章 補足説明資料 

補足説明資料 2-1 SA設備基準適合性 

補足説明資料 2-2 単線結線図 

補足説明資料 2-3 配置図 4/28 6 新規作成 

補足説明資料 2-4 系統図 

補足説明資料 2-5 主要設備の試験・検査 

補足説明資料 2-6 主要設備の設定根拠 

補足説明資料 2-7 保管場所図 

補足説明資料 2-8 アクセスルート及びハザードマップ 

補足説明資料 2-9 中央制御室について（被ばく評価除く） 

 

 

補足説明資料 2-10 中央制御室について（被ばく評価） 

補足説明資料 2-11 再処理の位置、構造及び設備の基準に関する規則第 44条

への適合方針 

補足説明資料 2-12 再処理の位置、構造及び設備の基準に関する規則第 33条

への適合方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ ，「１．１ 新規制基準への適合方針」に事業指定基準規則第二十条の追加

要求事項に対する適合方針を記載する。 

 中央制御室に配備する資機材として，有毒ガス防護に係る防護具について

仕様・配備数及び数量の根拠を追記する 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第四十六条：緊急時対策所 

１章 基準適合性 

１．概要 

1.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

1.2 緊急時対策建屋換気設備 

1.3 緊急時対策建屋環境測定設備 

1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備 

1.4.1 可搬型屋内モニタリング設備 

1.4.2 可搬型環境モニタリング設備 

1.5 緊急時対策建屋情報把握設備 

1.6 通信連絡設備 

1.7 緊急時対策建屋電源設備 

1.7.1 電源設備 

1.7.2 燃料補給設備 

２．設計方針 

2.1 緊急時対策所の設計方針 

2.1.1 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

2.1.2 緊急時対策建屋換気設備 

2.1.3 緊急時対策建屋環境測定設備 

2.1.4 緊急時対策建屋放射線計測設備 

2.1.4.1 可搬型屋内モニタリング設備 

2.1.4.2 可搬型環境モニタリング設備 

2.1.5 緊急時対策建屋情報把握設備 

2.1.6 通信連絡設備 

2.1.6.1 再処理事業所内への通信設備 

2.1.6.2 再処理事業所外への通信設備 

2.1.7 緊急時対策建屋電源設備 

2.1.7.1 電源設備 

2.1.7.2 燃料補給設備 

2.2 多重性，多様性，独立性及び位置的分散 

2.3 悪影響防止 

2.4 個数及び容量 

2.5 環境条件等 

2.6 操作性及び試験・検査性 

３． 主要設備及び仕様 

第 46.１表 緊急時対策所の主要設備及び仕様 

第 46.１図 緊急時対策建屋機器配置図（地下 1階） 

第 46.２図 緊急時対策建屋機器配置図（地上 1階） 

第 46.３図 緊急時対策建屋換気設備の系統概要図 

第 46.４図 情報収集装置及び情報表示装置の系統概要図 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

第 46.５図 データ収集装置及びデータ表示装置の系統概要図 

第 46.６図 緊急時対策建屋電源設備の系統概要図 

第 46.７図 燃料補給設備の系統概要図 

２章 補足説明資料 

補足説明資料１－１ 概要 

補足説明資料２－１ 設計方針 

補足説明資料２－２ 緊急時対策所の運用 

2.2.1 必要要員の構成及び配置 

2.2.2 事象発生後の要員の動き 

2.2.3 汚染の持込防止 

2.2.4 配備する資機材の数量及び保管場所 

2.2.5 Ｍ Ｏ Ｘ 燃料加工施設との同時発災した場合の対処 

補足説明資料２－３ 耐震設計方針 

補足説明資料２－４ SA設備基準適合一覧表 

補足説明資料２－５ 試験検査 

補足説明資料２－６ 容量設定根拠 

補足説明資料２－７ 保管場所 

補足説明資料２－８ 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 

補足説明資料２－９ 緊急時対策所に係る外部事象の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 緊急時対策所に配備する資機材として，有毒ガス防護に係る防護具につい

て仕様・配備数及び数量の根拠を追記する 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

使用済燃料の再処理の事業に係る重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 

１．重大事故等対策 

１．０ 重大事故等対策における共通事項 

１．０．１ 共通事項 

１.０.１.１ 重大事故等対処施設に係る事項 

(１)切替えの容易性 

(２)アクセスルートの確保 

１.０.１.２ 復旧作業に係る事項 

(１)予備品等の確保 

(２)保管場所の確保 

(３)アクセスルートの確保 

１.０.１.３ 支援に係る事項 

（１）概要 

（２）事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材 

（３）プラントメーカ, 協力会社及び燃料供給会社による支援 

（４）原子力事業者による支援 

（５）その他組織による支援 

（６）原子力事業所支援本部の拠点 

１.０.１.４ 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

（１）再処理施設の重大事故の特徴 

（２）平常運転時の監視から対策開始までの流れ 

（３）手順書の整備 

（４）教育及び訓練の実施 

（５）体制の整備 

１．１ 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

１．３ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

１．４ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

１．７ 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

１．８ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

１．９ 電源の確保に関する手順等 

１．10 事故時の計装に関する手順等 

１．11 制御室の居住性等に関する手順等 

１．12 監視測定等に関する手順等 

１．13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

１．14 通信連絡に関する手順等 

２．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 技術的能力審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０共通事項）の追加要求

事項に対する適合方針を記載する。 
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別紙５ 
有毒ガス防護に係る既許可の整理資料変更箇所 

 
 

整理資料 目次（赤字下線は変更箇所） 変更内容 備考 

補足説明資料 1.0-1 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルー

トについて 

補足説明資料 1.0-2 支援に係る要求事項 

 

 

 

補足説明資料 1.0-3 重大事故等への対応に係る文書体系 

補足説明資料 1.0-4 重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練について 

補足説明資料 1.0-5 重大事故等対策に係る手順書の構成と概要について 

補足説明資料 1.0-6 非常時対策組織要員の作業時における装備について 

 

 

 

補足説明資料 1.0-7 重大事故等対処に使用する設備等 

補足説明資料 1.0-8 各重大事故等における要員数の確認結果 

補足説明資料 1.0-9 重大事故対策における操作の成立 

補足説明資料 1.0-10 再処理事業部 教育訓練項目・時間及び回数 

補足説明資料 1.0-11 重大事故対処要員への有毒ガス影響について【新規追

加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇐ 第 2－３表 放射線管理用資機材等（緊急時対策建屋）及び第 2－７表 放

射線防護資機材等（中央制御室）に，有毒ガスの発生源に応じた防護具及び

予期せぬ有毒ガス用の酸素呼吸器の配備を追加するとともに，予期せぬ有毒

ガス対策のバックアップ供給体制について追加する。 

 

 

 

⇐ 有毒ガス発生時の防護装備の着用等について追記する。 

・ 敷地内可動源から発生する有毒ガスの検知、防護措置及び収束活動に

ついて 

・ 敷地外固定源から発生する有毒ガスの検知、防護措置について 

 

 

 

 

⇐ 補足説明資料の新規追加 

・ 有毒ガスの発生による重大事故等対処要員への影響評価（屋外アクセ

スルート） 
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